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第
一
節

序

説

　
現
今
、
自
由
港
と
い
う
の
は
、
開
港
の
一
部
地
域
を
仕
切
つ
た
関
税
免
除
地
帯
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
於
け
る
自
由
港
は
そ
の
國

の
関
税
障
壁
が
高
い
と
こ
ろ
が
ら
発
生
し
だ
。
自
由
貿
易
若
し
く
は
こ
れ
に
近
い
制
度
を
と
っ
た
時
代
又
は
國
に
於
い
て
は
自
由
港
は
発
生

し
て
い
な
い
。
十
六
世
紀
中
葉
か
ら
十
八
世
紀
に
か
け
て
イ
タ
リ
ー
澹
岸
に
籏
生
し
セ
自
由
港
は
、
國
際
商
入
の
だ
め
に
解
放
し
た
自
治
地

域
で
あ
っ
て
、
行
政
的
に
見
る
と
、
い
わ
ば
租
界
に
も
類
す
る
性
格
を
持
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
地
域
が
今
日
い
う
自
由
港
の
性
格
を
持
つ

に
至
っ
た
の
は
、
イ
タ
リ
ー
王
國
樹
立
の
後
一
八
七
六
年
に
統
一
政
府
に
よ
っ
て
自
由
港
法
が
定
め
ら
れ
て
、
関
税
免
除
地
の
免
許
を
受
け

て
か
ら
後
の
こ
と
で
あ
る
Q
故
に
、
そ
れ
以
前
の
自
由
港
は
今
日
い
う
と
こ
ろ
の
自
由
港
の
野
馬
を
な
す
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
性

格
は
著
し
く
異
っ
て
い
る
。
叉
、
十
五
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
ま
で
自
由
市
た
る
勢
力
を
維
持
し
淀
ハ
ソ
ザ
各
都
市
も
、
近
代
若
書
成
立
の
後

関
税
同
盟
に
加
入
す
る
に
及
ん
で
、
始
め
て
近
代
的
自
由
港
の
形
態
を
と
る
こ
と
に
な
つ
だ
。
コ
ー
ロ
ッ
．
ハ
に
於
け
る
今
日
の
自
由
港
の
多

く
は
、
自
由
市
の
解
消
に
あ
π
り
旧
里
持
っ
て
い
π
権
能
の
う
ち
、
商
業
権
の
、
し
か
も
、
そ
の
一
部
分
で
あ
る
國
際
商
業
権
の
み
を
保
留

し
π
こ
と
か
ら
発
生
し
π
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
十
九
世
紀
末
葉
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
．
ハ
豊
野
を
支
配
し
だ
國
家
主
義
は
、
一
面
に
中
央
財
政
の
拡
充
の
陀
め
、
叉
一
面
に
は
当
世
産
業
を
保
護

・
す
る
だ
め
に
次
第
に
各
國
の
関
税
障
壁
を
高
め
る
に
至
っ
た
。
関
税
障
壁
の
高
ま
る
こ
と
は
立
際
商
業
を
阻
害
す
る
こ
と
と
な
り
、
鼓
に
旧

自
由
市
か
ら
発
展
し
π
関
税
免
除
地
域
早
る
自
由
港
の
便
盆
が
著
し
く
目
立
つ
に
至
つ
仁
。
自
由
港
の
効
能
は
そ
の
國
の
関
税
が
高
け
れ
ば

高
い
ほ
ど
著
し
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
粕
由
港
は
次
第
に
附
近
の
港
の
勢
力
を
奪
い
、
そ
の
地
方
の
貨
物
集
散
の
中
心
地
だ
る
地
位
を
確
保

・
す
る
よ
う
に
な
つ
π
。
こ
れ
ら
の
自
由
港
に
対
抗
す
る
必
要
上
、
從
宍
自
由
港
を
持
π
な
か
っ
た
國
、
從
羨
自
由
港
で
な
か
っ
た
一
般
開
港
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も
遽
に
こ
れ
に
倣
っ
て
、
新
に
既
設
の
港
湾
の
中
に
自
由
港
区
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
か
く
て
、
一
八
九
二
年
設
立
の
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン

自
由
港
を
先
駆
と
し
て
、
二
十
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
コ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
多
く
の
自
由
港
が
設
立
さ
れ
る
に
至
つ
だ
。

　
一
九
二
九
年
の
世
界
恐
慌
後
、
世
界
貿
易
は
著
し
く
減
退
し
永
く
そ
の
回
復
を
阻
ま
れ
て
い
π
。
こ
れ
は
、
各
國
が
貿
易
尻
の
逆
調
、
從

っ
て
國
際
墨
描
の
不
均
衡
、
産
業
不
振
、
國
民
所
得
の
縮
小
及
び
失
業
増
加
に
悩
ま
さ
れ
た
結
果
、
墨
筆
の
よ
う
に
関
税
を
高
め
る
方
策
ば

か
り
で
な
く
、
更
に
、
輸
入
を
直
接
に
制
限
す
る
政
策
を
と
り
、
輸
入
割
当
制
と
い
う
新
し
い
方
策
を
鞭
っ
て
輸
入
に
対
す
る
抑
圧
を
強
め

る
に
至
っ
た
か
ら
で
あ
る
Q
國
家
が
こ
の
直
接
的
政
策
を
と
る
に
至
る
と
、
そ
の
実
効
を
挙
げ
る
た
め
匹
勢
い
監
督
が
嚴
重
と
な
り
、
輸
入

手
続
も
繁
雑
さ
が
倍
化
す
る
こ
と
は
免
れ
な
い
。
関
税
障
壁
だ
け
な
ら
ば
極
め
て
不
十
分
で
あ
っ
て
も
、
古
来
設
け
ら
れ
て
い
る
戻
税
と
保

税
の
制
度
を
以
っ
て
し
て
も
、
再
輸
出
叉
は
仲
継
貿
易
を
幾
分
と
も
助
成
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
し
か
し
、
輸
入
の
直
接
制
限
策
が
と
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
戻
税
、
保
税
制
度
は
手
続
が
一
層
複
雑
化
し
監
督
が
加
重
さ
れ
て
、
そ
の
存
在
の
意
義
は
減
殺
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と

と
な
る
。
從
来
、
自
由
港
反
対
論
者
か
ら
常
に
唱
え
ら
れ
て
い
π
Y
戻
税
、
保
税
制
度
が
あ
れ
ば
自
由
港
は
必
要
で
な
い
、
と
い
う
意
見
も

そ
の
だ
め
に
根
拠
を
失
い
、
自
由
港
の
効
用
は
遊
出
高
ま
る
に
至
っ
た
。
現
在
、
世
界
を
通
じ
て
設
け
ら
れ
て
い
る
自
由
港
は
、
そ
．
の
名
称

は
閃
同
Φ
①
℃
o
日
計
団
器
①
日
戸
巴
①
℃
o
N
計
国
器
①
円
冨
山
o
N
o
ロ
P
津
①
①
N
o
口
P
「
o
同
。
戯
b
目
轟
山
o
N
8
0
な
ど
と
様
々
で
あ
り
、
そ
の

機
構
機
能
も
多
少
の
差
異
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
既
に
二
十
五
ケ
國
、
八
十
港
に
及
ん
で
い
る
。
そ
の
う
ち
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
設
け
ら
れ
て
い

る
自
由
港
は
、
十
五
ケ
國
に
於
い
て
凡
そ
五
十
港
で
あ
る
Q

　
こ
の
情
勢
の
下
に
於
い
て
、
建
國
以
来
産
業
保
護
政
策
に
終
始
し
て
宋
π
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
に
自
由
港
の
生
れ
る
こ
と
は
極
め
て
自
然
の

成
行
で
あ
る
。
経
済
政
策
が
自
給
自
足
に
近
い
建
前
を
と
り
、
し
か
も
そ
れ
に
依
っ
て
十
分
に
経
済
発
展
を
な
し
得
た
時
代
に
あ
っ
て
は
、

外
國
貿
易
は
ア
メ
ゾ
カ
経
済
に
と
っ
て
は
寧
ろ
蛇
足
の
如
き
も
の
で
あ
っ
だ
け
れ
ど
も
、
第
一
次
．
大
工
前
後
か
ら
ア
メ
リ
カ
経
済
人
の
関
心
・

　
　
　
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
の
外
國
貿
易
地
帯
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ア
メ
リ
カ
合
衆
國
の
外
國
貿
易
地
帯

は
外
國
貿
易
に
対
し
て
も
注
が
れ
る
よ
う
に
な
り
、
他
面
、
言
々
高
ま
る
政
府
の
産
業
保
護
政
策
の
裏
に
あ
っ
て
、
識
者
特
に
外
國
貿
易
関

係
者
の
間
に
頻
り
に
自
由
貿
易
論
の
声
が
聞
え
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
叉
当
然
で
あ
ろ
う
。

　
産
業
保
護
論
が
圧
倒
的
勢
力
を
持
っ
て
い
る
ア
メ
リ
カ
に
於
い
て
、
自
由
貿
易
を
索
く
者
は
異
端
者
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
に
於
け
る
自
由

港
は
も
と
も
と
自
由
貿
易
に
対
す
る
あ
こ
が
れ
の
一
表
現
と
し
て
そ
の
設
置
を
望
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
政
治
的
舌
車
、
を
回
避
す

る
だ
め
、
極
力
自
由
貿
易
論
の
臭
昧
を
抜
き
つ
、
幾
多
の
曲
折
を
経
、
途
に
機
会
到
っ
て
一
九
三
四
年
始
め
て
そ
の
立
法
を
見
る
に
至
っ
た

も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
最
近
に
至
る
ま
で
ア
メ
跳
力
の
外
國
貿
易
地
帯
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
見
る
自
由
港
と
異
り
、
そ
の
運
営
が
極
め

て
窮
屈
で
あ
っ
て
、
関
税
擁
護
と
野
守
産
業
保
護
と
の
二
つ
の
以
下
に
よ
っ
て
束
縛
を
受
け
て
い
だ
。
幸
に
も
、
そ
の
最
高
行
政
機
関
で
あ

る
外
國
貿
易
地
帯
委
員
会
が
、
地
帯
運
営
に
つ
き
極
め
て
積
極
的
で
あ
り
進
歩
的
で
あ
る
た
め
、
地
帯
の
機
能
の
範
囲
も
次
第
に
拡
張
さ
れ

て
今
日
で
は
寧
ろ
ヨ
ー
ロ
ッ
．
ハ
の
自
由
港
の
或
る
も
の
よ
り
は
自
由
に
な
っ
た
。

　
合
丁
子
は
今
後
も
適
当
な
る
開
港
に
対
し
て
は
、
ど
し
ど
し
外
囲
貿
易
地
帯
を
設
け
る
で
あ
ろ
う
Q
一
九
三
七
年
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
外
國
貿

易
地
帯
が
開
設
さ
れ
て
以
来
の
経
験
に
よ
り
、
地
帯
は
決
し
て
國
内
産
業
を
圧
迫
し
た
り
、
関
税
牧
入
を
減
せ
し
め
る
も
の
で
は
な
く
、
却

っ
て
國
際
貿
易
を
増
進
し
、
國
内
産
業
を
繁
栄
に
導
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が
立
証
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
・

　
し
か
し
、
外
蓋
貿
易
地
帯
委
員
会
は
ど
ん
な
港
で
も
恩
讐
貿
易
地
帯
を
設
け
れ
ば
そ
の
港
が
繁
栄
す
る
も
の
と
は
考
え
て
い
な
い
。
既
に

一
定
の
立
地
條
件
を
充
だ
し
て
い
る
港
で
な
け
れ
ば
、
地
帯
の
効
果
は
期
待
し
得
な
い
も
の
と
し
て
い
る
。
即
ち
、

（一

j
　
國
際
交
通
の
要
衝
に
当
っ
て
い
る
こ
と
。

（
二
）
　
十
分
に
金
融
が
発
達
し
て
い
る
こ
と
Q

（
三
）
市
場
の
中
心
を
形
成
し
且
つ
購
買
慣
習
を
樹
立
す
る
ほ
ど
の
力
の
あ
る
実
業
家
が
存
在
す
る
こ
と
。
　
（
註
）
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ア
メ
リ
カ
の
外
國
貿
易
地
帯
は
、
当
初
に
於
い
て
は
業
者
叉
は
民
間
團
体
の
要
望
に
よ
っ
て
立
法
化
さ
れ
設
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
後
の
傾
向
は
恰
も
合
．
衆
慮
政
府
の
國
策
の
一
環
で
あ
る
か
の
如
く
に
、
ワ
シ
ン
ト
ン
の
委
員
会
は
極
め
て
積
極
的
で
あ
り
、
熱
心
さ
を

加
え
て
来
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
Q

　
一
九
五
〇
年
現
在
、
合
衆
國
に
於
い
て
蓮
営
さ
れ
て
い
る
外
國
貿
易
地
帯
は
次
の
言
意
で
あ
る
。
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q
g
o
ω
り
0
9
D
い

　
司
O
目
O
黄
昌
日
鑓
厳
O
N
O
ロ
O
　
Z
O
・
㎝
：
…
：
…
…
・
・
…
…
…
…
…
勺
O
含
O
｛
ω
0
9
菖
ρ
O
巴
。

　
司
。
目
。
骨
昌
円
噌
㊤
画
①
N
o
昌
①
Z
o
・
①
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
b
跨
O
o
円
け
o
h
ω
二
二
》
ロ
8
巳
ρ
円
①
×
・

T．　L
V　一’：一

（
註
）
　
周
。
口
出
二
目
冨
紆
N
8
窪
碧
画
》
マ
O
o
5
旨
窪
8
℃
〉
象
舘
ω
o
h
目
ぎ
ρ
国
い
鴇
。
葛
”
国
x
o
2
ユ
く
。
ω
8
希
＄
蔓
o
h
些
Φ
団
。
話
凶
讐
日
畦
巴
ω
N
8
0
ω
切
8
a
》

　
げ
無
。
希
盛
φ
竃
冨
艮
国
。
器
凶
碧
目
『
四
伍
。
閃
。
旨
ヨ
L
≦
9
団
N
O
”
H
㊤
劇
◎
o
●

第
二
節
　
合
衆
國
に
於
け
る
自
由
港
蓮
動
と
煮
乾
貿
易
地
帯
の
設
立

　
ア
メ
リ
カ
各
衆
國
は
古
東
傳
統
的
に
高
関
税
の
國
で
あ
る
。
そ
の
た
め
戻
税
制
度
は
建
國
以
来
存
在
し
、
保
税
倉
庫
制
度
は
一
八
四
六
年

五
宗
設
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
制
度
に
あ
き
た
ら
す
、
デ
八
七
四
年
ニ
ユ
し
ヨ
ー
ク
の
ロ
ン
グ
・
ア
イ
ラ
ン
ド
に
自
由
港
を

　
　
　
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
の
外
國
貿
易
地
帯



　
　
　
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
の
外
國
貿
易
地
帯

設
置
す
る
議
が
高
ま
り
、
こ
れ
を
法
案
と
し
て
議
会
に
提
出
す
る
ま
で
に
至
っ
た
が
、
保
護
論
者
の
「
自
由
港
は
密
輸
人
の
機
会
を
増
す
も

の
で
あ
る
」
と
の
見
解
が
勝
を
占
め
て
法
案
は
途
に
不
成
立
に
終
っ
て
い
る
。
（
単
一
、
）
こ
れ
が
合
衆
國
に
於
け
る
自
由
港
蓮
動
の
先
駆
を
な

す
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
と
き
の
運
動
は
二
十
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
設
置
運
動
と
は
直
接
の
関
蓮
が
あ
る
よ
う
に
は
見
受
け
ら

れ
な
い
。

　
一
九
三
四
年
に
於
け
る
外
翼
貿
易
地
帯
の
設
置
と
一
連
の
関
係
を
持
つ
も
の
と
見
ら
れ
る
第
一
次
蓮
動
は
、
第
一
次
出
職
の
直
前
か
ら
一

九
一
七
年
頃
ま
で
の
期
間
に
於
い
て
行
わ
れ
て
い
る
。
即
ち
第
一
次
大
溝
前
の
國
内
不
上
面
に
悩
み
、
漸
く
海
外
貿
易
に
関
心
を
抱
き
始
め

だ
海
運
、
貿
易
業
者
は
、
ハ
ン
ブ
ル
グ
、
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
等
の
自
由
港
の
活
躍
を
見
、
p
ン
ド
ン
、
香
港
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
等
の
港
の
國

際
委
託
市
場
や
仲
継
貿
易
の
隆
盛
を
知
る
に
つ
け
、
こ
れ
を
模
し
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
そ
の
他
の
港
に
自
由
港
区
を
設
け
る
こ
と
を
要
望
す
る

声
が
湧
い
て
来
π
。

　
先
ず
、
一
九
一
一
年
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
商
肚
協
会
（
↓
ず
。
賞
曾
。
盆
暮
b
ω
ω
o
o
ド
什
一
〇
旨
。
団
Z
Φ
司
肖
。
蒔
）
の
外
字
貿
易
委
員
の
中
か
ら

自
由
港
運
動
が
燃
焼
し
始
め
、
途
に
一
九
一
三
年
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
大
学
の
ケ
ネ
デ
イ
ー
教
授
（
℃
ぼ
＝
盤
切
●
国
①
昌
昌
。
身
）
の
ヨ
ー
ロ
ッ
．
ハ

幌
察
と
な
っ
た
。
こ
の
報
告
書
2
九
一
四
年
一
月
）
に
基
づ
き
、
一
九
一
五
年
同
協
会
よ
リ
ア
メ
リ
カ
國
務
省
通
商
局
に
設
置
方
要
求
を

行
っ
た
の
が
、
蓮
動
の
第
一
歩
で
あ
っ
π
。
こ
れ
と
時
を
荊
製
し
て
、
商
務
省
内
外
商
業
局
（
円
ゴ
Φ
じ
d
母
＄
コ
。
｛
岡
0
8
就
昌
9
ロ
ユ
U
o
ヨ
。
ω
餓
o

O
o
巳
竪
臼
o
P
U
①
b
9
旨
日
。
馨
。
囲
O
o
日
日
①
円
。
Φ
）
が
同
局
年
報
に
於
い
て
、
合
衆
國
各
港
に
自
由
港
区
設
置
の
要
薯
が
盛
に
高
ま
り
つ
、

あ
る
事
実
を
指
摘
し
て
一
般
の
注
意
を
喚
起
し
、
・
外
廻
貿
易
を
取
扱
っ
て
い
る
港
に
自
由
港
区
を
設
け
る
こ
と
を
提
唱
し
て
い
る
。
璽
年
、

ニ
ユ
ー
コ
ー
ク
選
出
議
員
の
ハ
ル
バ
ー
ト
氏
（
出
●
嵐
ロ
冥
昌
口
話
σ
①
詳
）
が
、
下
院
に
於
い
て
陸
軍
長
官
、
財
政
長
官
、
商
務
長
官
に
対
し

て
、
仲
継
港
（
］
一
目
9
昌
の
ω
げ
一
b
H
口
O
旨
け
　
］
℃
O
目
け
）
の
名
目
の
下
に
自
由
港
区
の
設
置
を
要
説
し
注
意
を
喚
起
し
た
。
鼓
に
政
府
も
議
会
も
漸
く
自
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由
港
区
な
る
も
の
に
関
心
を
向
け
る
よ
う
に
な
つ
だ
Q

　
一
九
一
七
年
秋
、
合
衆
慮
関
税
委
員
会
（
円
ゴ
①
d
．
ρ
↓
錠
霞
O
o
日
a
ω
匹
8
）
は
タ
ウ
シ
ッ
グ
教
授
（
勺
同
。
｛
扇
．
名
・
目
雲
ω
ω
就
）
と

ケ
ン
ト
氏
（
ぐ
く
一
一
一
一
餌
b
P
　
園
（
Φ
昌
け
）
と
を
振
遣
し
て
各
地
に
於
い
て
自
由
港
区
問
題
に
関
す
る
公
聴
会
を
催
し
、
そ
の
世
論
を
徴
す
る
と
と
も

に
、
内
外
商
業
局
か
ら
港
湾
関
係
と
関
税
関
係
の
二
人
の
委
員
を
選
ん
で
各
港
の
享
情
並
び
に
自
由
港
区
設
置
に
関
す
る
立
地
條
件
の
実
態

調
査
に
当
ら
し
め
π
。
こ
の
結
果
は
一
九
、
一
九
年
ケ
ン
ト
氏
の
自
由
港
区
に
関
す
る
報
告
書
と
し
て
廣
汎
に
亘
る
調
査
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
い
つ
れ
も
官
辺
筋
の
活
動
で
あ
る
が
、
自
由
港
運
動
を
，
取
も
熱
烈
に
行
つ
だ
の
は
寧
ろ
民
間
商
業
團
体
で
あ
っ
た
。

　
即
ち
、
一
九
一
七
年
以
来
ナ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
商
業
会
議
所
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
商
業
会
議
所
等
ア
メ
リ
カ
東
西
海
岸
及
び
メ
キ
シ
“
湾

に
所
在
す
る
各
港
市
に
於
け
る
商
業
團
体
は
、
自
由
港
法
の
一
日
も
早
く
制
定
さ
れ
る
よ
う
要
望
の
声
を
高
め
、
ず
ン
．
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
及

び
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
商
業
会
議
所
の
如
き
は
具
体
案
を
作
成
し
て
議
会
に
対
し
正
式
に
要
求
す
る
ま
で
に
至
っ
た
。
し
か
し
、
職
況
が
最
高
頂

に
達
し
て
お
動
、
政
務
が
甚
だ
繁
忙
を
極
め
て
い
た
せ
い
か
、
政
府
機
関
及
び
民
間
團
体
の
熱
鍍
に
も
拘
わ
ら
す
、
國
会
が
こ
れ
を
取
り
上

げ
て
正
式
に
議
会
で
論
議
す
る
機
会
は
至
ら
す
、
そ
の
ま
ま
第
一
次
大
職
は
終
了
し
て
し
ま
つ
だ
。

　
し
か
し
、
一
九
一
九
年
六
月
講
和
が
成
立
す
る
や
、
数
年
間
眠
っ
て
い
た
自
由
港
章
動
は
再
燃
し
、
立
法
闘
雫
は
合
ま
で
に
見
ら
れ
ぬ
猛

烈
さ
を
加
え
て
来
把
。
第
二
次
運
動
が
こ
の
と
き
か
ら
始
ま
る
。
即
ち
、
一
九
一
九
年
七
月
二
日
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
商
肚
協
会
に
於
い
て
二
十

一
都
市
の
商
業
会
議
所
の
代
表
が
集
合
し
、
自
由
地
帯
協
会
（
日
7
0
司
巴
①
①
N
O
昌
①
ト
の
の
o
o
冨
怠
。
昌
）
を
組
織
し
て
、
チ
ャ
ー
ル
ス
ト
ン
、

ニ
ュ
ー
ポ
ー
ト
・
ニ
ュ
ー
ス
、
ボ
ル
チ
モ
ァ
、
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
、
シ
ア
ト
ル
、
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
七
都
市
の
代
表

者
が
実
行
委
員
と
し
て
挙
げ
ら
れ
π
Q
こ
の
自
由
地
帯
協
会
は
、
先
ず
下
院
に
提
出
す
べ
き
自
由
地
帯
設
置
法
案
に
つ
き
審
議
を
重
ね
、
逮

に
こ
の
年
の
第
六
十
六
議
会
に
議
員
ノ
ー
ラ
ン
氏
（
一
●
一
。
　
ワ
臼
O
一
山
口
）
の
手
に
よ
り
正
式
の
議
案
と
し
て
下
院
に
途
ら
れ
た
。
ノ
ー
ラ
ン
氏

　
　
　
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
の
外
國
［
貿
易
地
瀞
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ア
メ
リ
カ
合
衆
國
の
外
國
貿
易
地
帯

は
こ
の
議
案
は
州
際
貿
易
並
び
に
外
國
貿
易
委
員
会
（
目
ず
o
O
o
日
日
葺
o
o
o
昌
一
暮
。
毎
富
8
餌
口
α
腎
。
冨
貫
昌
O
o
ヨ
ヨ
。
居
o
o
）
に
於
い
て

審
議
さ
れ
る
も
の
と
信
じ
て
い
元
と
こ
ろ
、
そ
う
で
は
な
く
て
財
源
調
査
委
員
会
（
日
ゴ
①
O
o
日
巳
け
＄
o
o
口
白
9
。
団
の
9
昌
画
言
8
昌
ω
）
に

附
議
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
だ
。
こ
の
一
事
が
実
は
こ
の
時
の
自
由
地
帯
問
題
の
蓮
命
を
決
定
し
元
の
で
あ
る
。

　
ノ
ー
ラ
ン
氏
は
始
め
か
ら
貿
易
委
員
会
に
於
い
て
審
議
さ
る
べ
き
も
の
と
信
じ
、
同
委
員
会
に
於
い
て
も
既
に
小
委
員
会
ま
で
も
設
け
て

審
議
に
着
手
し
た
の
で
あ
る
が
、
自
由
地
帯
設
置
と
い
う
こ
と
は
、
國
及
び
州
の
歳
入
に
影
響
す
る
財
政
法
案
で
あ
る
と
誤
信
し
た
ミ
シ
ガ

ン
州
選
出
議
員
フ
オ
ー
ド
ネ
華
氏
Q
．
零
国
。
巳
口
。
鴇
）
か
ら
、
こ
れ
は
財
源
調
査
委
員
会
に
変
夏
附
議
さ
る
べ
き
も
の
と
の
動
議
が
出
て
、

こ
れ
が
成
立
し
彪
だ
め
で
あ
る
Q

　
こ
の
財
源
調
査
委
員
会
に
於
け
る
審
議
は
、
自
由
地
帯
の
意
義
に
つ
き
誤
解
と
曲
解
と
を
以
っ
て
終
始
し
、
途
に
自
由
地
帯
設
置
は
憲
法

違
反
で
あ
る
と
い
う
理
由
を
以
っ
て
審
議
を
打
ち
切
る
に
至
つ
把
の
で
あ
る
。
こ
の
間
の
治
息
に
つ
い
て
は
マ
ツ
ケ
ル
ウ
イ
真
心
が
そ
の
著

書
「
港
の
発
展
」
（
幻
。
団
ω
9
日
q
①
一
嵐
簿
。
自
写
o
o
…
℃
o
誹
O
o
＜
巴
。
や
8
0
暮
矯
H
O
誤
・
）
の
申
に
詳
細
に
亘
っ
て
報
道
し
て
い
る
。

　
こ
れ
に
よ
る
と
、
ミ
シ
ガ
ン
州
選
出
の
フ
オ
ー
ド
ネ
i
議
員
が
委
員
長
と
な
り
、
徹
頭
徹
尾
自
由
地
帯
設
置
法
案
に
反
対
の
態
度
を
と
っ

て
否
決
に
導
い
て
行
つ
π
も
の
で
あ
る
。
2
0
ら
、
先
ず
当
時
の
議
事
録
か
ら
フ
オ
ー
ド
ネ
ー
委
員
長
の
発
言
を
引
抜
い
て
見
る
と
「
総
べ
て

の
財
政
法
案
は
財
源
調
査
委
員
会
に
先
ず
邊
附
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
法
案
が
財
政
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る
限
り
こ
れ
は
当

然
で
あ
る
。
故
に
、
こ
れ
を
他
の
委
員
会
に
附
議
す
る
と
い
う
意
見
は
成
立
泥
な
い
よ
う
に
私
は
思
う
。
現
行
怯
の
下
に
於
い
て
原
料
を
轍

入
す
る
と
き
は
、
受
粉
法
に
よ
っ
て
一
定
の
関
税
を
麦
恥
い
、
そ
の
後
こ
れ
が
製
造
さ
れ
完
成
品
と
な
っ
て
掻
出
さ
れ
る
と
き
支
子
つ
だ
関

税
額
の
九
九
パ
ー
セ
ン
ト
の
戻
税
が
擁
戻
さ
れ
る
。
本
法
案
は
何
等
税
を
支
整
う
こ
と
な
し
に
原
料
を
輪
賊
し
、
こ
れ
を
製
品
に
し
て
再
轍

出
す
る
と
い
う
港
な
り
区
域
な
レ
を
港
湾
の
中
に
設
け
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
由
々
し
い
問
題
を
含
ん
で
お
り
、
確
に
政
府
牧
入
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に
影
響
を
與
え
る
も
の
で
あ
る
。
L
　
（
雪
叩
）
と
述
べ
て
お
り
、
貿
易
委
員
会
へ
の
附
託
を
極
力
拒
否
し
て
財
源
調
査
委
員
会
の
問
題
と
し
て

と
り
上
げ
た
。

　
財
源
調
査
委
員
会
に
於
け
る
討
議
は
終
始
誤
解
を
以
っ
て
貫
か
れ
た
。
フ
心
室
ド
ネ
鴫
野
は
飽
く
ま
で
関
税
問
題
と
し
て
本
案
を
取
扱
い
、

而
か
も
政
党
の
圭
義
革
張
に
触
れ
る
も
の
と
し
て
こ
れ
を
排
撃
し
だ
。
即
ち
、
こ
の
委
員
会
の
構
成
を
見
る
と
大
多
数
は
圧
倒
的
に
共
和
党

に
傾
い
て
い
る
州
か
ら
の
選
出
議
員
を
以
っ
て
占
め
ら
れ
、
強
力
な
保
護
貿
易
論
者
が
多
か
つ
だ
に
も
拘
わ
ら
す
、
こ
の
法
案
に
多
少
と
も

同
情
的
発
言
を
な
す
議
員
が
あ
る
と
彼
等
を
恰
も
自
由
貿
易
論
者
の
如
く
に
取
扱
っ
て
、
そ
の
発
言
を
抑
圧
し
た
。
例
え
ば
、
テ
キ
ナ
ス
州

選
出
の
ブ
リ
ッ
グ
ス
氏
（
Ω
曙
ω
・
し
u
ユ
α
q
ひ
q
¢
）
は
、
ガ
〃
ヴ
エ
ス
ト
ン
港
が
自
由
地
帯
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
と
発
言
し
た
の
み
で
、
直
ち

に
自
由
貿
易
論
を
奉
ず
る
民
主
党
員
で
あ
る
と
宣
言
さ
れ
て
委
員
を
除
名
さ
れ
、
委
員
会
の
傍
聴
を
さ
え
禁
止
さ
れ
る
と
い
う
暴
挙
を
も
敢

え
て
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
法
案
審
議
中
、
法
案
に
対
し
眞
に
反
対
し
た
委
員
は
ア
メ
リ
カ
保
護
関
税
連
盟
（
月
ゴ
①
》
B
臼
一
8
昌
勺
3
8
？

驚
く
①
、
円
僧
臨
需
P
o
餌
伽
q
¢
o
）
の
会
長
で
あ
る
べ
ー
ト
マ
ン
氏
（
ぐ
『
躍
σ
口
同
月
・
】
W
㊤
梓
①
日
9
旨
）
一
人
だ
け
で
あ
っ
て
、
氏
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
こ

の
法
案
に
あ
る
自
由
地
帯
の
「
自
由
」
と
い
う
語
は
自
由
貿
易
を
意
味
す
る
以
外
の
何
も
の
で
も
な
く
、
自
由
地
帯
な
る
も
の
が
自
由
貿
易

國
に
於
い
て
は
必
要
で
な
く
保
護
貿
易
國
に
於
い
て
の
み
存
在
債
値
が
あ
る
な
ど
と
い
う
読
は
全
く
首
肯
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
、
と
述
べ

て
い
る
。
（
註
三
）

　
か
く
て
、
こ
の
法
案
の
運
命
は
憲
法
違
反
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
遽
に
終
止
符
を
打
照
れ
る
に
至
っ
た
。
即
ち
、
フ
オ
ー
ド
ネ
ー
氏
の

決
定
は
、
こ
の
法
案
は
憲
法
第
一
款
第
九
條
に
違
反
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
憲
法
第
一
款
第
九
條
に
よ
れ
ば
「
商
業
或
は
歳
入
に
関
す
る

規
定
を
以
っ
て
一
州
の
港
に
他
州
の
港
以
上
の
特
典
を
與
え
て
は
な
ら
な
い
。
叉
、
一
州
の
港
に
向
い
叉
は
一
州
の
港
を
出
航
す
る
船
舶
は

他
州
の
港
に
出
入
す
る
こ
と
を
命
せ
な
ら
れ
、
叉
は
他
州
の
港
に
於
い
て
諸
税
を
支
迷
わ
し
め
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
」
と
あ
る
。

　
　
　
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
の
外
國
貿
易
地
帯
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ア
メ
リ
カ
合
衆
國
の
外
國
貿
易
地
帯

　
こ
の
法
案
に
つ
き
更
に
議
会
に
於
い
て
も
審
議
し
だ
結
果
、
委
員
会
は
こ
の
法
案
は
憲
法
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
関
す
る

報
告
書
を
作
成
す
る
権
限
が
な
い
も
の
と
断
定
し
、
若
し
も
、
こ
の
法
案
の
成
立
を
飽
く
ま
で
貫
か
ん
と
す
る
な
ら
ば
、
最
高
裁
判
所
に
反

訴
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
を
完
全
に
否
決
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
討
論
に
於
い
て
提
案
者
ノ
ー
ラ
ン
氏
は
、
自
由
地
帯
の
合
憲
性
に

つ
き
終
始
辮
護
し
て
、
自
由
地
帯
の
本
来
の
意
義
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
努
め
て
い
る
。
　
（
影
干
）

　
下
院
に
於
け
る
ノ
ー
ラ
ン
法
案
に
呼
癒
し
て
、
上
院
に
於
い
て
も
ワ
シ
ン
ト
ン
州
選
出
の
上
院
議
員
ジ
ョ
ー
ン
ズ
氏
（
類
①
ω
冨
《
H
・
｝
♀

昌
①
の
）
が
、
同
一
趣
旨
の
注
案
を
提
出
し
だ
が
矢
張
り
失
敗
に
帰
し
て
い
る
。

　
一
九
二
一
年
恐
慌
対
策
と
し
て
非
常
時
関
税
法
（
］
円
建
Φ
巴
ぴ
q
Φ
昌
O
団
　
日
」
9
目
一
応
　
㌧
r
O
什
　
O
h
　
H
O
b
o
H
）
が
制
定
さ
れ
、
翌
二
十
二
年
こ
の
法
律
を
恒

久
化
し
元
た
め
、
自
由
港
設
置
は
一
得
絶
皇
と
な
っ
た
。
理
論
的
に
い
え
ば
、
か
か
る
高
関
税
に
当
面
し
て
こ
そ
自
由
港
の
必
要
を
赫
々
戚

す
べ
き
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ
の
政
界
の
室
氣
は
こ
の
点
に
思
い
を
及
ぼ
す
余
裕
が
な
か
っ
た
ば
か
り
か
、
自
由
港
は
合
衆

國
税
関
の
監
督
を
排
除
し
、
産
業
を
圧
迫
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
誤
れ
る
観
念
が
、
有
力
者
の
問
に
は
ま
だ
強
か
つ
泥
。
し
か
し
、
さ
す
が

に
再
輸
出
貿
易
の
重
要
性
は
認
め
て
い
た
も
の
と
見
え
、
法
律
を
改
正
し
て
保
税
倉
庫
の
機
能
を
上
前
よ
り
も
拡
張
し
、
叉
二
三
運
用
上
の

利
便
を
も
許
容
す
る
こ
と
と
な
っ
た
Q

　
か
か
る
不
利
な
事
情
の
下
に
あ
っ
て
も
、
自
由
港
着
倒
は
続
け
ら
れ
π
。
例
え
ば
、
財
務
省
の
一
関
税
課
長
（
↓
冒
①
O
ぼ
像
o
h
誓
o

U
一
証
ω
一
〇
口
o
h
O
口
ω
8
日
ρ
誓
①
日
同
8
ω
霞
同
U
①
B
田
原
。
暮
）
の
如
き
は
「
自
由
港
区
の
設
置
は
合
衆
國
及
び
各
州
財
政
に
は
何
等
影
響

を
與
え
る
も
の
で
は
な
く
、
現
行
関
税
法
は
飽
く
ま
で
実
施
さ
れ
、
且
つ
こ
れ
ま
で
通
り
消
費
の
爲
め
に
輸
入
さ
れ
る
商
品
の
総
べ
て
に
対

し
て
例
外
な
く
適
用
さ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
を
力
説
し
た
結
果
、
上
下
両
院
と
も
自
由
港
区
の
本
質
に
就
い
て
大
分
に
認
識
す
る
に
至
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
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叉
、
一
九
二
一
年
八
月
、
第
六
十
七
議
会
に
は
前
記
上
院
議
員
ジ
ョ
ー
ン
ズ
氏
は
再
び
案
を
練
り
、
冷
度
は
前
年
ま
で
の
失
敗
に
鑑
み
、

自
由
地
帯
の
「
自
由
」
な
る
語
が
無
用
な
論
議
の
的
と
な
る
こ
と
を
避
け
て
「
外
國
貿
易
地
帯
法
」
（
閃
O
同
O
一
ひ
q
昌
　
一
門
同
日
匹
O
　
N
O
昌
Φ
ω
　
》
O
け
）
と

名
称
を
改
め
て
上
院
に
提
出
し
、
上
院
は
こ
れ
を
商
業
委
員
会
に
附
託
し
て
審
議
せ
し
め
、
委
員
会
は
八
月
十
五
日
無
修
正
で
こ
れ
を
可
決

し
、
上
院
に
報
告
す
る
と
こ
ろ
ま
で
漕
ぎ
つ
け
π
の
で
あ
る
が
、
こ
の
と
き
も
途
に
大
統
領
の
署
名
を
得
る
ま
で
に
至
ら
な
か
つ
だ
。

　
一
九
二
四
年
第
六
十
八
議
会
第
一
会
期
に
、
ジ
ョ
ー
ン
ズ
氏
は
三
度
上
院
怯
案
第
二
五
八
0
号
と
し
て
提
出
、
三
十
六
頁
に
亘
る
詳
細
な
る

．
報
告
書
を
添
え
て
こ
れ
が
通
過
に
努
め
た
。
議
会
か
ら
附
託
を
受
け
た
商
業
委
員
会
は
前
回
の
場
合
と
同
じ
く
極
め
て
好
意
的
に
こ
れ
を
取

，
扱
い
、
上
院
に
も
効
果
的
な
報
告
を
行
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
時
も
回
診
の
多
く
の
法
案
と
と
も
に
通
過
不
能
に
陥
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　
こ
の
如
く
ジ
ョ
ー
ン
ズ
法
案
で
あ
る
「
外
國
貿
易
地
帯
法
」
は
、
途
に
日
の
目
を
聾
す
に
二
っ
て
し
ま
つ
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
後
十
年
を

経
過
し
、
一
九
三
四
年
民
主
党
政
府
と
な
る
に
及
ん
で
花
々
し
く
復
活
し
、
遽
に
ア
メ
リ
カ
に
自
由
港
を
設
置
せ
し
め
把
と
い
う
功
績
顯
著

な
る
法
案
に
な
っ
た
こ
と
は
、
現
在
の
ア
メ
リ
カ
識
者
の
間
に
十
分
に
認
識
さ
れ
て
い
る
。
事
実
、
一
九
三
四
年
セ
ラ
ー
法
案
と
し
て
成
立

」
公
布
さ
れ
π
現
行
「
外
國
貿
易
地
帯
法
」
は
、
こ
の
ジ
ョ
ー
ン
ズ
案
を
二
三
修
正
し
た
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。
故
に
、
こ
の
ジ
コ
ー
ン

ズ
案
の
大
意
を
摘
ん
で
蛙
“
記
す
こ
と
は
、
経
過
を
詳
か
に
す
る
上
に
大
に
役
立
つ
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
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外
國
貿
易
地
帯
法
案
（
一
九
二
四
年
ジ
ョ
ー
ン
ズ
案
）

一、

{
案
は
外
國
貿
易
を
助
長
し
奨
励
す
る
た
め
、
叉
そ
の
他
の
目
的
の
た
め
に
、
合
衆
國
の
開
港
（
勺
。
語
。
囲
国
づ
菖
）
に
於
い
て
、
外
國
貿
易
地
帯
を
設
立
し
、
経
営
し

　
及
び
維
持
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　
本
法
に
於
い
て
工
務
長
官
と
は
、
商
務
長
官
（
ω
①
Ω
δ
け
9
曙
。
賄
O
o
明
日
Φ
民
。
Φ
）
を
い
い
、
公
共
團
体
（
℃
二
び
即
o
O
o
ぢ
。
民
⇔
臨
。
旨
）
と
は
、
州
若
し
く
は
州
の
法
律
上
の
一

　
部
局
、
叉
は
市
或
は
法
律
に
よ
り
認
定
さ
れ
た
無
心
し
く
は
州
の
公
の
代
行
機
関
（
℃
5
び
犀
。
＞
㎝
q
o
ロ
9
。
邑
を
い
う
。

U一

A
主
務
長
官
は
本
法
及
び
本
法
附
属
の
命
令
規
則
に
定
め
ら
れ
た
條
件
と
制
限
と
に
從
い
、
本
法
に
定
め
ら
れ
た
出
願
に
基
づ
き
、
合
恥
國
領
域
に
於
け
る
開
港
内
叉
は

　
　
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
の
外
國
貿
易
地
帯



　
　
　
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
の
外
國
貿
易
地
帯

　
そ
の
附
近
に
外
國
貿
易
地
帯
を
設
立
し
、
経
営
し
且
つ
維
持
す
る
の
特
権
を
公
共
團
体
に
対
し
て
特
許
す
る
権
限
を
有
す
る
。

三
，
如
何
な
る
開
港
に
対
し
て
も
、
そ
の
港
域
叉
は
そ
の
附
近
に
於
い
て
、
　
一
個
所
以
上
の
外
國
貿
易
地
帯
を
設
け
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
但
し
、
一
，
開
港
が
二
州
以
上
に

　
跨
る
場
合
に
は
か
そ
の
開
港
を
含
む
各
州
に
各
々
一
外
國
貿
易
地
帯
を
設
け
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

四
，
法
律
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
た
も
の
を
除
き
，
如
何
な
る
外
國
産
及
び
内
隠
産
貨
物
と
い
え
ど
も
．
本
法
に
特
別
の
規
定
が
な
け
れ
ば
，
関
税
法
の
適
用
を
受
け
な
い
で

地
帯
に
搬
入
し
」
藏
置
し
、
陳
列
し
、
分
割
し
、
改
装
し
、
集
合
し
、
分
配
k
仕
分
し
、
精
製
し
、
格
付
し
、
清
掃
し
．
内
外
貨
物
を
混
合
し
、
若
し
く
は
加
工
し
た

　
る
．
後
輸
出
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
　
外
國
産
貨
物
は
本
地
帯
か
ら
、
原
装
の
ま
ま
、
若
し
く
は
そ
の
他
の
形
に
於
い
て
関
税
地
城
内
へ
搬
入
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
、
か
く
し
て
搬
入
さ
れ
る
と
き

　
に
は
輸
入
に
関
す
る
法
律
規
則
を
適
用
す
る
心
但
し
、
外
事
産
貨
物
が
本
地
箒
内
に
搬
入
さ
れ
た
際
，
税
関
吏
の
槍
査
を
受
け
．
関
税
額
が
査
定
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ

　
の
後
こ
れ
に
加
工
を
施
し
た
と
し
て
も
一
年
以
内
に
限
り
そ
の
税
額
を
支
携
っ
て
関
税
地
域
内
に
輸
入
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

五
、
財
務
長
官
は
本
地
帯
内
に
税
関
吏
を
置
．
き
、
関
税
牧
入
を
確
保
す
る
た
め
及
び
外
薄
墨
貨
物
を
本
地
帯
内
へ
搬
入
す
る
こ
と
を
許
可
す
る
た
め
、
必
要
な
処
置
を
と
ら

q
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

六
、
本
地
帯
内
に
出
入
す
る
船
舶
は
、
特
別
の
規
定
の
な
い
限
り
、
合
衆
國
の
総
べ
て
の
法
律
の
適
用
を
受
け
る
。

七
，
外
國
貿
易
地
帯
を
設
置
せ
ん
と
す
る
と
蓼
は
、
左
の
事
項
を
詳
細
に
記
述
し
て
出
願
す
る
を
，
要
す
る
。

　
（
一
）
　
場
所
及
び
状
況

　
　
（
a
）
　
陸
地
及
び
水
面
の
面
積

　
　
（
b
）
　
関
税
地
域
と
の
慧
断
の
方
法

　
　
（
c
）
　
そ
の
位
置
が
外
國
貿
易
地
帯
と
し
て
適
当
な
る
理
由

　
　
（
d
）
　
面
積
拡
張
の
可
能
性

　
（
二
）
　
施
設
に
関
す
る
設
計
及
び
経
農
、
既
存
の
施
設
及
び
附
属
物

　
・
（
三
）
　
建
設
に
着
手
し
、
党
成
に
至
る
期
間

　
．
（
四
）
　
建
設
費
の
出
資
方
法

　
（
五
）
　
そ
の
他
圭
務
長
官
の
必
要
と
認
め
る
事
項

八
、
圭
務
長
官
は
出
願
さ
れ
た
設
計
及
び
位
置
が
、
「
本
法
に
定
め
る
外
國
貿
易
地
帯
の
完
成
に
適
し
、
且
つ
建
設
さ
れ
る
設
備
及
び
附
属
物
が
十
分
で
あ
る
と
認
め
た
と
き

　
は
、
こ
れ
に
対
し
て
許
可
を
與
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
主
務
長
官
が
許
可
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
出
願
者
は
商
務
長
官
、
財
務
長
官
並
び
に
陸
軍
長
官
か
ら
成
る
委
員
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会
に
対
し
て
訴
願
す
る
こ
と
が
出
来
る
〇

九
、
主
務
長
官
は
本
地
帯
内
の
警
察
、
衛
生
そ
の
他
の
行
政
に
関
し
て
は
、
地
帯
の
存
す
る
州
、
州
の
法
律
上
の
部
局
、
叉
は
市
と
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
叉
圭
務

　
長
官
は
税
関
、
郵
便
局
、
衛
生
局
、
移
民
局
そ
の
他
開
港
内
に
於
い
て
権
限
を
有
す
る
合
衆
國
墨
黒
と
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〇
、
合
衆
國
が
地
帯
内
に
財
産
の
所
有
権
、
叉
は
使
用
権
を
既
に
持
っ
て
い
た
場
合
に
は
、
こ
の
財
産
を
そ
の
地
帯
県
営
上
使
用
す
る
と
い
う
契
約
を
．
合
衆
國
政
府
と

　
地
帯
設
置
者
と
の
間
に
締
結
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

一
一
、
地
帯
設
置
の
特
許
を
受
け
た
も
の
は
左
の
施
設
を
な
し
，
こ
れ
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
O
　
　
b

　
し
た
と
き
は
、

権
利
を
侵
害
す
る
こ
と
は
詐
さ
れ
な
い
。
　
　
．
　
、

ご
二
、
外
國
貿
易
地
帯
は
公
共
企
業
（
響
ぴ
目
o
d
蔓
凶
賦
。
ω
）
と
し
て
経
営
す
る
こ
と
を
要
し
、
地
帯
内
に
於
け
る
サ
ー
ヴ
ィ
ス
叉
は
特
権
に
対
す
る
総
べ
て
の
賦
課
金
は
公

平
に
し
て
適
正
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
叉
、
施
設
の
使
用
を
出
願
す
る
者
に
対
し
て
は
、
同
盟
の
事
惜
…
で
あ
る
限
り
李
等
の
取
扱
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
叉
、
合

衆
國
と
外
國
と
締
結
し
た
國
際
條
約
は
こ
れ
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
四
、
地
幣
内
に
は
何
人
も
居
凝
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
。
但
し
、
主
務
長
官
が
居
住
を
必
要
と
認
め
た
官
吏
叉
は
そ
の
代
行
者
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
小
質
業
は
地
帯

内
に
於
い
て
こ
れ
を
営
む
こ
と
が
出
来
な
い
。
但
し
、
地
帯
設
置
者
の
許
可
を
受
け
、
主
務
長
官
に
よ
っ
て
認
可
さ
れ
た
も
の
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
σ
こ
の
許
可
を
受

け
た
小
喪
業
は
、
関
税
地
域
か
ら
搬
入
し
た
貨
物
に
限
り
販
實
す
る
亡
と
が
許
さ
れ
る
。

一
五
、
外
凶
附
貿
易
地
帯
の
会
計
に
関
す
る
形
式
及
び
方
法
は
黒
斑
長
官
が
こ
れ
を
定
め
、
地
帯
設
置
者
は
毎
年
主
務
長
官
に
事
業
並
び
に
会
期
報
告
を
な
し
、
圭
務
長
官
は

こ
れ
を
議
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
一
）
　
ス
リ
ッ
フ
　
船
渠
、
埠
頭
、
上
屋
、
積
卸
設
備
、
繋
船
設
備
及
び
倉
庫
の
十
分
な
る
施
設

（
二
）
　
聴
視
防
止
の
た
め
に
適
当
な
る
監
覗
及
び
槍
査
を
な
す
た
め
に
都
合
よ
く
設
計
さ
れ
た
周
囲
の
地
域
、
並
び
に
地
帯
と
各
地
方
と
の
十
分
な
る
交
通
蓮
絡

（
三
）
　
石
炭
、
そ
の
他
の
燃
料
、
燈
火
並
び
に
動
力
の
十
分
な
る
供
給
設
備
．

（
四
）
　
十
分
な
る
上
下
水
道
施
設

（
五
）
　
駐
在
官
吏
の
た
め
の
十
分
な
る
区
域
並
び
に
施
設

（
六
）
　
関
税
地
域
と
外
國
貿
易
地
帯
．
と
を
隔
離
す
る
障
壁
と
関
門

（
七
）
　
商
務
、
財
務
、
陸
軍
三
長
官
の
協
議
に
よ
っ
て
必
要
と
認
め
た
そ
の
他
の
設
備

一
二
、
私
人
、
商
店
↓
法
人
、
組
合
に
し
て
各
々
の
特
殊
の
必
要
に
庶
ず
べ
き
建
物
及
び
そ
の
他
の
建
造
物
の
設
置
を
、
商
務
長
官
及
び
財
務
長
官
の
認
可
を
受
け
て
請
求

　
　
　
　
　
　
地
帯
設
置
者
は
す
べ
て
の
請
求
者
に
対
し
て
同
一
條
件
の
下
に
於
い
て
の
み
許
可
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
但
し
、
如
何
な
る
場
合
と
い
え
ど
も
合
衆
國
の

ア
メ
リ
カ
舎
衆
國
の
外
國
貿
易
地
帯
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ア
メ
リ
カ
合
衆
國
の
外
國
貿
易
地
帯

　
一
六
、
地
帯
設
置
に
関
す
る
権
利
は
こ
れ
を
喪
却
し
、
物
権
的
に
処
分
し
、
移
撫
し
、
譲
渡
し
若
し
く
は
債
権
的
に
処
分
す
る
こ
と
を
禁
ず
る
。

　
一
七
、
地
帯
設
置
者
が
本
法
の
規
定
に
累
ね
て
違
反
し
た
揚
合
は
、
商
務
長
官
、
陸
軍
長
官
、
財
務
長
官
を
以
っ
て
構
成
す
る
委
員
会
の
多
数
決
に
よ
h
ノ
、
四
ケ
月
の
猫
予

　
　
と
陳
情
の
機
会
を
與
え
た
後
に
於
い
て
、
そ
の
特
許
を
取
浩
す
こ
と
が
出
来
る
。

　
ジ
ョ
ー
ン
ズ
案
は
上
院
の
好
意
あ
る
取
扱
い
に
も
拘
わ
ら
す
成
立
を
塾
す
に
終
つ
π
が
、
こ
の
と
き
の
議
会
の
室
氣
ば
一
九
一
九
年
の
と

き
と
大
分
趣
を
異
に
し
て
い
π
。

　
即
ち
、
こ
の
と
き
の
反
対
論
は
、
伺
多
く
の
誤
解
を
含
む
と
は
い
え
、
從
前
の
場
合
に
比
し
余
程
問
題
の
核
心
に
触
れ
て
来
て
い
る
。
そ

の
主
な
る
反
対
理
由
を
拾
っ
て
見
る
と
、

　
一
、
合
衆
國
の
港
湾
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
港
に
比
し
、
仲
立
貿
易
を
な
す
べ
く
地
理
的
便
宜
を
多
く
備
え
て
い
な
い
。

　
二
、
外
勤
貿
易
地
帯
は
実
は
自
由
貿
易
の
第
一
歩
と
な
る
も
の
で
、
外
國
製
遣
業
者
は
そ
の
製
品
を
直
接
ア
メ
リ
カ
港
湾
に
発
写
し
、
ア

メ
リ
カ
製
造
業
者
を
し
て
疲
弊
に
陥
ら
し
め
る
Q

　
三
、
保
税
倉
庫
、
戻
税
制
度
が
存
在
す
る
以
上
は
、
外
國
貿
易
地
帯
の
必
要
を
認
め
な
い
。

　
四
、
外
寸
貿
易
地
帯
は
製
造
業
よ
り
寧
ろ
商
業
貿
易
を
奨
励
す
る
こ
と
を
本
質
と
し
て
い
る
。
從
っ
て
製
造
業
者
に
利
す
る
と
こ
ろ
は
少

い
。　

五
、
合
衆
國
憲
法
（
前
出
）
に
違
反
し
な
い
よ
う
に
外
國
貿
易
地
帯
の
候
補
地
を
選
ぶ
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

　
六
、
船
舶
が
外
弁
貿
易
地
帯
に
陸
揚
を
許
さ
れ
だ
貨
物
以
外
の
貨
物
を
積
込
ん
で
地
帯
に
入
港
す
る
こ
と
を
禁
せ
ら
れ
て
い
る
以
上
は
、

地
帯
向
貨
物
を
一
旦
母
港
で
積
換
え
π
後
、
夏
に
地
帯
に
運
勢
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
ら
、
却
っ
て
手
数
で
あ
る
。

　
こ
の
反
対
論
に
対
す
る
反
駁
も
頗
る
盛
ん
な
る
も
の
が
あ
り
ャ
弦
に
マ
ッ
ケ
ル
ウ
ィ
三
思
の
所
論
に
戦
い
前
記
反
対
論
に
対
慮
さ
せ
て
大

餅
次
を
述
べ
て
見
よ
う
。
（
註
五
）
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一
、
合
衆
國
商
港
の
地
理
的
條
件
が
、
北
ヨ
ー
ロ
ッ
．
ハ
、
叉
は
地
中
海
沿
岸
の
そ
れ
に
比
し
、
外
國
の
港
に
接
す
る
こ
と
が
疎
で
あ
る
こ

と
は
否
め
な
い
が
、
し
か
し
、
カ
ナ
ダ
、
中
南
米
等
の
諸
國
と
ヨ
ー
ロ
ッ
．
ハ
そ
の
他
各
地
と
の
間
の
貿
易
を
、
主
と
し
て
ロ
ン
ド
ン
及
び
ハ

ン
ブ
ル
グ
界
隈
ー
ロ
ッ
．
ハ
の
港
に
於
い
て
仲
継
し
て
い
る
事
実
は
何
を
物
語
る
か
。
ア
メ
リ
カ
が
仲
継
貿
易
に
対
す
る
適
当
な
施
策
が
な
い

こ
と
を
意
昧
す
る
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
Q

　
二
、
外
國
貿
易
地
帯
が
自
由
貿
易
の
筋
芽
を
な
す
と
い
う
論
は
曲
解
で
あ
る
。
嚴
重
な
保
護
貿
易
放
卑
下
に
あ
っ
て
こ
そ
外
國
貿
易
地
帯

の
存
在
の
意
義
は
強
ま
る
の
で
あ
る
。
從
っ
て
、
地
帯
を
設
置
す
る
こ
と
は
、
國
内
産
業
の
振
興
に
こ
そ
な
れ
、
何
等
障
害
と
な
る
も
の
で

は
な
い
。

　
三
、
保
税
倉
庫
、
戻
税
制
度
が
船
舶
に
と
り
、
荷
主
に
と
り
、
如
何
に
煩
難
で
あ
り
、
且
つ
不
便
で
あ
る
か
は
周
知
の
穿
実
で
あ
る
。
結

局
、
保
護
貿
易
な
る
が
故
に
必
然
に
と
ら
れ
ざ
る
を
得
な
い
税
関
の
諸
規
則
に
縛
ら
れ
て
い
る
が
停
め
で
あ
る
。
叉
、
こ
の
規
則
を
多
少
緩

和
し
て
も
、
税
関
史
の
盤
督
下
に
あ
る
限
り
、
依
然
と
し
て
煩
雑
不
便
か
ら
免
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
し
か
る
に
、
外
國
貿
易
地
帯
を
没

置
し
て
税
関
の
手
か
ら
離
れ
れ
ば
、
こ
の
一
切
の
煩
し
さ
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
四
、
外
國
貿
易
地
帯
か
ら
直
接
に
利
盆
を
受
け
る
も
の
は
商
業
で
あ
る
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
経
済
は
独
り
製
造
業
の
み
に
依
っ
て
皮
持

さ
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
商
業
も
ま
だ
ア
メ
リ
カ
経
済
上
重
要
な
要
素
で
あ
る
事
実
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
の
み
な
ら
す
、

貿
易
品
製
専
業
者
の
中
に
は
、
地
帯
が
設
置
さ
れ
だ
曉
に
は
、
地
帯
内
に
倉
庫
を
持
ち
加
工
工
揚
を
持
つ
も
の
が
出
て
薫
る
に
違
い
な
い
Q

　
五
、
外
密
貿
易
地
帯
制
度
が
憲
怯
違
反
で
あ
る
と
い
う
見
解
は
曲
解
も
甚
だ
し
い
も
の
で
あ
る
。
外
戦
貿
易
地
帯
は
合
衆
國
の
歳
入
に
何

等
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
。
地
帯
は
消
費
地
域
か
ら
は
完
全
に
隔
離
さ
れ
て
お
り
、
地
帯
内
の
商
品
が
消
費
地
域
内
に
搬
入
さ
れ
る

と
き
輸
入
と
な
っ
て
税
関
の
盈
督
下
に
入
り
内
関
税
を
課
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
叉
、
既
に
仲
継
貿
易
を
行
っ
て
い
る
港
が
あ
っ
た
と
す

　
　
　
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
の
外
國
貿
易
地
帯
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ア
メ
リ
カ
合
衆
國
の
外
國
貿
易
地
帯

れ
ば
、
他
州
に
外
國
貿
易
地
帯
を
設
け
れ
ば
、
前
者
の
繁
栄
は
或
は
後
者
に
奪
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
か
か
る
場

合
に
は
後
者
に
対
抗
す
る
だ
め
に
前
者
も
地
帯
を
設
け
れ
ば
條
件
は
嬉
嬉
前
と
等
し
く
な
る
Q

　
六
、
外
國
貿
易
地
帯
制
度
が
布
か
れ
π
場
合
、
船
舶
が
地
帯
に
陸
揚
す
る
貨
物
以
外
の
貨
物
を
積
込
ん
で
地
帯
に
入
港
す
る
こ
と
を
禁
止

す
る
と
は
さ
ま
っ
て
い
な
い
。
寧
ろ
、
か
か
る
規
則
を
設
け
る
こ
と
は
外
國
貿
易
地
帯
の
機
能
を
阻
害
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
ア
メ
リ
カ
各
衆
國
に
於
け
る
自
由
港
運
動
は
、
か
く
の
如
き
事
態
の
下
に
完
全
に
絡
止
符
を
打
π
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
失
敗
の
原
因
は

政
治
的
動
き
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
官
辺
も
民
間
も
そ
の
調
査
研
究
に
つ
い
て
は
至
ら
ざ
る
と
こ
ろ
が
な
か
つ
把
点
を
考
え
る
と
、
極
端
な

自
圭
圭
義
を
と
り
保
護
貿
易
を
モ
ッ
ト
ー
と
す
る
其
和
党
・
の
た
め
に
終
に
政
治
的
犠
牲
に
供
さ
れ
π
も
の
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
ア
メ

リ
カ
政
界
の
保
守
的
傾
向
は
、
途
に
一
九
三
〇
年
に
至
っ
て
最
も
露
骨
に
政
治
面
に
表
現
さ
れ
た
。
即
ち
、
一
九
三
〇
年
⊥
ハ
月
十
八
日
か
ら

施
行
さ
れ
た
ボ
ー
1
・
レ
ー
。
ス
ム
ー
ト
関
税
法
（
国
9
0
≦
菖
①
く
－
ω
］
B
O
O
け
↓
ρ
困
漆
ピ
曽
司
）
が
こ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
極
端
に
高
い
関
税
障
」
壁

を
濯
い
だ
も
の
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
農
産
物
の
如
き
は
從
来
に
比
し
從
慣
七
割
の
増
率
に
及
ん
だ
位
で
あ
る
。
こ
れ
が
た
め
、
助
1
4
謹
上
直
接

関
係
の
深
い
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
メ
キ
シ
コ
な
ど
の
中
南
米
諸
國
と
の
間
に
摩
擦
を
醸
し
、
外
交
上
か
な
り
の
危
機
に
当
面
す
る
に
至
つ
把
。

　
こ
の
間
と
い
え
ど
も
、
行
政
当
局
は
自
由
港
の
調
査
研
究
を
怠
る
こ
と
な
く
、
そ
の
成
果
は
着
々
と
公
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
最
も
顯
著

な
報
告
は
、
陸
軍
省
河
川
港
湾
技
術
委
員
会
と
各
衆
國
海
運
委
員
会
と
の
共
同
編
集
に
よ
る
「
外
國
貿
易
地
帯
」
な
る
一
書
で
あ
る
。
（
国
自
。
，

㎡
口
↓
旨
山
o
N
o
器
ω
”
o
同
国
お
。
勺
。
腎
ω
脚
只
9
霞
a
び
く
け
冨
ヒ
⇔
0
9
巳
。
｛
国
ご
ゆ
q
ぎ
Φ
禽
ω
h
霞
門
守
①
目
ω
9
昌
山
口
弩
σ
o
同
ρ
誓
①
U
8
彗
け
－

目
。
暮
o
h
臼
9
び
9
。
昌
幽
誓
。
し
d
ロ
お
9
ロ
。
隔
O
や
臼
暮
ざ
昌
ρ
q
二
審
幽
ω
け
暮
。
の
ω
窪
や
b
冒
ゆ
q
切
。
霞
α
…
H
O
b
。
P
）
こ
れ
は
今
日
と
い
え
ど
も
世

界
自
由
港
の
調
査
と
し
て
最
も
整
備
さ
れ
だ
書
物
で
あ
る
。

　
一
九
三
三
年
、
丸
和
党
の
フ
ー
ヅ
ア
ー
大
統
領
に
代
っ
て
、
民
主
党
の
ル
ー
ズ
ヅ
エ
ル
ト
氏
が
大
統
領
に
就
任
す
る
や
、
政
策
は
一
変
し
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で
超
保
護
主
義
は
著
し
く
緩
和
さ
れ
、
從
っ
て
外
國
貿
易
の
振
興
に
つ
い
て
も
相
当
に
力
を
浩
ぐ
に
至
つ
把
。
そ
の
現
れ
の
一
つ
は
一
九
三

．
四
年
六
月
十
二
日
に
批
准
公
布
さ
れ
た
外
画
貿
易
協
定
法
（
日
げ
。
、
目
冨
α
①
》
σ
Q
目
①
o
日
。
暮
の
》
o
け
）
で
あ
っ
て
、
一
九
三
〇
年
の
ホ
ー
ト
レ

ー
・
ス
ム
ー
ト
法
を
緩
和
す
る
だ
め
、
世
界
各
面
殊
に
カ
ナ
ダ
及
び
中
南
米
諸
國
と
の
問
に
個
々
に
互
恵
通
商
條
約
を
結
び
、
．
大
統
領
の
権

限
に
於
い
て
、
五
割
の
範
囲
内
で
関
税
卒
を
増
減
な
し
得
る
こ
と
と
し
、
こ
れ
に
依
っ
て
世
界
貿
易
の
振
興
に
寄
し
よ
う
と
い
う
企
て
で
あ

っ
π
。

　
こ
の
よ
う
な
政
治
の
動
向
は
、
一
九
二
四
年
の
ジ
ョ
ー
ン
ズ
案
以
来
全
く
影
を
ひ
そ
め
て
い
泥
自
由
港
問
題
を
、
再
び
政
治
の
表
面
に
俘

び
上
ら
せ
る
に
至
つ
だ
。
こ
れ
は
全
く
行
政
当
勅
と
民
間
と
の
絹
え
ざ
る
調
査
研
究
が
終
に
実
を
結
ん
で
議
会
の
認
め
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た

と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
か
く
て
、
第
三
次
運
動
に
至
っ
て
始
め
て
成
功
を
見
る
に
至
つ
だ
。

即
ち
、
一
九
三
四
年
第
七
十
三
議
会
に
於
い
て
．
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
選
出
下
院
議
貝
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
．
セ
ラ
ー
氏
（
団
8
き
目
Φ
一
〇
〇
濠
同
）
か
ら
、

下
院
法
案
第
九
三
二
二
号
と
し
て
、
一
般
に
「
セ
ラ
ー
法
」
と
い
わ
れ
て
い
る
「
外
事
貿
易
地
帯
法
」
が
提
出
さ
れ
、
同
年
六
月
十
八
日
両

院
の
通
過
を
見
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
外
國
貿
易
地
帯
法
は
過
ぐ
る
一
九
一
二
年
八
月
十
一
日
ワ
シ
ン
ト
ン
州
選
出
ジ
ョ
ー
ン
ズ
氏
に
依
っ
て
上
院
に
提
出
さ
れ
、
同
年
八

月
十
五
日
委
員
会
を
通
過
し
上
院
に
報
告
さ
れ
だ
所
謂
ジ
ョ
ー
ン
ズ
案
を
一
部
修
正
し
π
も
の
で
あ
っ
て
、
骨
子
に
於
い
て
は
殆
ど
変
っ
て

い
な
い
Q
重
要
な
る
修
正
点
は
、

　
一
、
外
國
貿
易
地
帯
の
設
置
者
が
、
ジ
ョ
ー
ン
ズ
案
に
於
い
て
は
公
法
人
に
限
定
さ
れ
て
い
た
の
を
、
公
法
人
（
勺
二
σ
膏
O
o
壱
。
鑓
ユ
。
昌
ω
）

と
私
法
人
（
頃
同
ぞ
讐
Φ
O
O
6
0
冨
け
一
8
』
）
と
に
拡
張
し
π
こ
と
Q

　
二
、
地
帯
内
に
於
け
る
製
造
及
び
展
示
を
特
に
禁
止
し
だ
こ
と
。

　
　
　
　
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
の
外
國
貿
易
地
帯
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ア
メ
ゾ
カ
合
衆
國
の
外
國
貿
易
地
帯

　
三
、
ワ
シ
ン
ト
ン
に
於
け
る
風
息
貿
易
地
帯
委
員
会
（
商
務
長
官
、
財
務
長
官
並
び
に
陸
軍
長
官
を
以
っ
て
構
成
す
る
三
人
委
員
会
）
を

以
っ
て
、
外
國
貿
易
地
帯
に
関
す
る
最
高
行
政
府
と
し
て
、
企
画
統
制
権
を
中
央
に
強
力
に
集
中
し
だ
こ
と
。

の
三
点
で
あ
る
。

　
二
及
び
三
の
点
は
、
い
つ
れ
も
議
会
の
通
過
を
容
易
な
ら
し
め
る
た
め
に
行
っ
た
修
正
で
あ
っ
だ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
殊
に
、
二
の

地
帯
内
で
製
造
及
び
展
示
を
禁
止
す
る
條
項
に
つ
い
て
は
、
一
旦
こ
の
法
案
が
通
過
す
る
や
、
セ
ラ
ー
氏
は
聞
も
な
く
こ
の
点
を
削
除
す
る

修
正
案
を
提
出
し
、
一
九
五
〇
年
に
至
る
ま
で
毎
議
会
に
於
い
て
論
議
の
的
と
な
っ
て
い
だ
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
外
書
貿
易
地
帯
法
は
注
律
第
三
九
七
号
と
し
て
一
九
三
四
年
六
月
十
八
日
大
統
領
に
よ
っ
て
署
名
さ
れ
、
外
國
貿
易
地
帯
委
員
会
は

早
速
に
組
織
き
れ
た
。
最
初
の
委
員
は
商
務
長
官
ロ
ー
バ
ー
氏
（
U
9
巳
。
一
〇
．
菊
o
b
會
）
財
務
長
官
モ
ル
ゲ
ン
ソ
ー
氏
（
口
。
ロ
昌
嵐
。
彊
。
・

暮
げ
9
～
冒
●
）
及
び
陸
軍
長
官
ダ
ー
ン
氏
（
O
Φ
o
凝
①
国
●
U
o
ヨ
）
で
あ
っ
た
。
委
員
長
は
地
帯
法
に
よ
っ
て
商
務
長
官
が
こ
れ
に
当
り
、

事
務
所
を
商
務
省
内
外
商
業
局
（
日
冒
。
じ
d
二
同
①
9
ロ
O
｛
閃
O
同
Φ
貫
昌
9
口
山
U
O
旨
①
ω
蔑
o
O
O
日
日
曾
。
①
●
）
の
中
に
置
か
れ
だ
。

　
外
國
貿
易
地
帯
法
に
基
づ
き
、
外
國
貿
易
地
帯
委
員
会
は
一
九
三
五
年
六
月
二
十
九
日
に
そ
の
施
行
規
則
と
も
い
う
べ
き
「
合
衆
國
に
於

け
る
外
壁
貿
易
地
帯
の
設
立
、
蓮
営
、
維
持
及
び
管
理
に
関
す
る
行
政
規
則
」
（
切
①
ゆ
q
巳
9
氏
。
口
ω
帥
亀
。
＜
Φ
目
ぎ
m
q
け
ゴ
。
国
ω
δ
匡
凶
ω
げ
B
o
昌
計
O
覧

6
目
彗
ざ
P
寓
9
。
言
8
昌
9
昌
o
o
9
昌
山
》
働
ヨ
冒
δ
9
鉾
ざ
口
。
隔
岡
。
居
①
薗
ロ
・
日
増
p
α
o
N
o
昌
①
の
言
誓
Φ
q
昌
律
①
q
ω
富
け
0
9
）
を
制
定
公
布
し
、
叉
、

財
務
省
か
ら
は
一
九
三
五
年
六
月
二
十
八
日
付
を
以
っ
て
「
合
衆
國
の
外
國
貿
易
地
帯
に
於
け
る
税
関
手
続
に
関
す
る
行
政
規
則
」
（
夘
①
ゆ
q
亨

宣
餓
。
昌
ω
ひ
q
o
＜
Φ
旨
貯
ぴ
q
O
口
ω
け
。
日
ω
℃
3
0
0
山
霞
。
一
口
国
O
同
。
に
昌
－
↓
蜜
α
①
N
o
旨
Φ
ω
言
け
犀
①
口
口
津
①
α
ω
活
け
①
9
）
を
発
布
し
て
、
共
に
外
画

貿
易
地
帯
注
の
蓮
用
に
関
す
る
細
則
を
定
め
た
。

　
ル
ー
ズ
ヅ
エ
ル
ト
大
統
領
は
、
更
に
こ
の
法
律
の
実
施
の
円
滑
と
外
國
貿
易
地
帯
の
発
達
と
に
留
意
し
、
一
九
三
六
年
七
月
十
八
日
付
を
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以
っ
て
政
府
機
関
に
対
し
て
委
員
会
に
協
力
す
る
こ
と
を
要
画
す
る
命
令
を
「
大
統
領
命
令
第
七
一
〇
四
号
」
（
国
×
①
o
旨
貯
o
O
a
讐
コ
設
）

と
し
て
通
達
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
．

「
一
九
三
四
年
六
月
十
八
日
付
法
律
第
十
條
に
よ
り
大
統
領
に
賦
與
さ
れ
た
権
限
に
基
づ
い
て
、
主
務
省
及
び
そ
の
他
の
政
府
機
関
が
外
國

貿
易
地
帯
委
員
会
に
協
力
す
る
こ
と
を
命
じ
、
且
つ
同
委
員
会
か
ら
求
め
ら
れ
π
と
き
は
、
必
要
と
思
わ
れ
る
自
已
所
有
の
記
録
、
書
類
、

情
報
を
提
供
し
、
叉
同
委
員
会
の
調
査
並
び
に
外
國
貿
易
地
帯
の
設
立
、
蓮
営
、
維
持
に
関
す
る
職
務
を
促
進
す
る
目
的
を
以
っ
て
必
要
な

官
吏
、
専
門
家
叉
は
技
術
官
を
派
遣
す
る
こ
と
を
命
令
す
る
。
」

と
あ
る
℃
ル
ー
ズ
ヴ
エ
ル
．
ト
大
統
領
が
そ
の
政
策
の
一
つ
乏
し
て
外
型
貿
易
地
帯
を
如
何
に
重
乱
し
た
か
が
、
こ
れ
に
依
っ
て
覗
う
こ
と
が

出
来
る
。

　
こ
の
法
律
の
下
に
最
初
に
地
帯
設
置
を
申
請
し
π
の
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
モ
ビ
ー
ル
（
レ
N
【
O
び
凶
①
讐
　
㌧
r
一
9
げ
9
b
日
9
）
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ

及
び
ず
ン
ジ
ュ
「
ア
ン
（
ω
9
口
U
§
戸
℃
℃
曾
8
国
o
o
）
の
四
港
で
あ
っ
た
。
而
し
て
最
初
に
こ
れ
が
語
可
を
受
け
だ
の
な
一
一
ユ
ー
ヨ
ー
ク

港
で
あ
る
。

　
即
ち
、
立
法
制
約
一
ヶ
年
を
経
だ
一
．
九
三
五
年
七
月
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
長
ラ
・
ガ
ー
ル
デ
ィ
ァ
氏
（
ド
9
0
口
9
ρ
圏
住
一
9
）
は
、
外
國
貿
易
地

帯
委
員
長
ロ
ー
バ
ー
商
務
長
官
に
宛
て
地
帯
設
置
の
申
請
を
な
し
、
一
九
三
六
年
一
月
二
十
九
日
に
外
國
貿
易
地
帯
第
一
号
と
し
て
設
置
許

可
を
受
け
た
。
こ
れ
は
先
ず
、
市
の
公
営
企
業
と
し
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
外
國
貿
易
地
帯
運
営
県
単
（
円
『
o
Z
①
司
団
。
時
岡
。
憎
。
戯
昌
－
日
当
α
o

N
o
器
O
冒
臼
讐
自
ρ
ビ
8
し
な
る
公
法
人
を
設
立
し
、
始
め
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
ス
テ
ー
テ
ン
島
（
ω
け
P
け
O
口
H
ω
一
9
口
住
）
の
ス
テ
ー
プ
ル
ト

ソ
八
勺
。
答
o
h
ω
け
9
営
①
8
昌
）
に
、
水
陸
併
せ
て
二
百
工
1
ヵ
1
の
地
域
と
十
二
個
の
突
堤
全
部
を
十
二
ヶ
年
契
約
で
借
受
け
て
創
業
の
計

画
で
あ
っ
把
。
し
か
し
、
中
途
こ
の
計
画
を
縮
小
し
て
、
水
域
九
十
六
エ
ー
カ
ー
、
陸
域
三
十
エ
ー
カ
ー
、
合
せ
て
百
二
十
六
エ
ー
カ
ー
の

　
　
　
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
の
外
國
貿
易
地
帯
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ア
メ
リ
カ
合
衆
國
の
外
國
貿
易
地
帯

地
帯
と
し
、
突
堤
も
十
二
個
の
う
ち
第
十
二
乃
至
第
十
六
突
堤
の
五
個
に
限
る
こ
と
と
し
π
。

　
こ
の
地
帯
の
施
設
と
し
て
は
、
先
ず
從
来
水
深
二
十
余
吠
し
か
な
か
つ
だ
水
域
を
三
十
五
吠
に
綾
町
し
（
費
用
一
〇
〇
、
○
○
○
弗
）
高
一

さ
十
吠
の
金
網
の
柵
（
出
入
口
を
一
箇
所
設
く
）
を
全
謡
言
の
周
囲
に
緯
ら
す
（
建
設
費
三
〇
、
○
○
○
弗
）
こ
と
で
あ
っ
た
。
叉
、
水
面

は
約
二
、
四
〇
〇
吠
の
長
さ
に
及
ぶ
眼
に
見
え
ぬ
温
帯
光
線
の
接
続
線
に
よ
っ
て
港
外
と
遮
断
さ
れ
て
お
り
、
地
帯
水
域
に
出
入
す
る
船
舶

が
あ
れ
ば
そ
の
瞬
間
に
光
線
遮
断
の
警
報
が
鳴
る
仕
掛
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
工
事
は
設
置
認
可
と
同
時
に
着
工
、
一
九
三
七
年
二
月
一
日

創
業
の
と
き
に
は
既
に
完
成
し
て
い
た
。

　
一
九
三
七
年
二
月
一
日
極
め
て
質
素
な
開
港
式
を
育
っ
て
業
務
が
開
始
さ
れ
把
。
当
時
は
ま
だ
所
要
の
倉
庫
、
錐
詰
工
場
、
冷
藏
倉
庫
、

穀
類
陸
揚
装
置
、
樽
詰
工
揚
そ
の
他
計
画
さ
れ
て
い
る
諸
建
造
物
は
着
工
さ
れ
て
い
な
か
つ
虎
が
、
蓬
次
建
設
を
急
ぎ
、
一
九
四
〇
年
に
は

大
体
の
完
成
を
見
る
に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
建
設
費
は
一
先
す
全
額
を
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
に
於
い
て
支
出
し
、
更
に
公
設
の
肚
債
を
責
っ
て

こ
れ
を
カ
ヴ
ァ
ー
す
る
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
調
達
し
た
。
こ
こ
に
勤
務
す
る
税
関
吏
は
公
単
声
緋
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
二
十
四
時
間

三
交
替
制
を
以
っ
て
港
内
の
保
安
監
置
に
当
っ
て
い
る
。
公
署
が
市
か
ら
賃
借
し
陀
突
堤
の
賃
借
料
は
年
一
五
〇
、
○
0
0
弗
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
間
も
な
く
今
次
職
雫
と
な
っ
た
た
め
、
ス
テ
ー
テ
ン
島
の
外
國
貿
易
地
帯
は
、
一
九
四
二
年
二
月
七
日
陸
軍
省
に
よ
っ

て
、
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
の
突
堤
に
移
さ
れ
、
ス
テ
ー
テ
ン
島
の
地
帯
は
專
ら
軍
用
港
と
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
π
。
こ
れ
が
解
除
さ
れ

て
再
び
ス
テ
ー
テ
ン
島
に
戻
っ
た
の
は
最
近
の
こ
と
で
あ
る
。

　
ア
ラ
バ
マ
州
モ
ビ
ー
ル
港
は
、
一
九
三
七
年
九
月
二
十
二
日
に
ニ
ユ
ヨ
ー
ク
に
次
い
で
地
帯
設
置
の
認
可
を
ア
ラ
バ
マ
州
港
湾
委
員
会

（
≧
僧
σ
ρ
巳
9
ω
冨
8
U
o
魯
ω
O
o
B
巳
ω
ω
δ
ロ
）
の
名
に
於
い
て
受
け
業
務
を
開
始
し
π
。
し
か
る
に
、
建
設
費
に
二
四
、
九
〇
九
弗
を
要

し
な
が
ら
六
ケ
月
間
の
地
帯
牧
入
は
僅
か
一
〇
・
七
五
弗
に
過
ぎ
す
、
時
あ
た
か
も
知
事
の
改
選
が
あ
り
、
新
知
事
は
地
帯
経
営
は
早
急
に

eq　一・t



利
潤
を
挙
げ
得
る
見
込
が
重
油
な
い
と
い
う
理
由
を
以
っ
て
、
こ
の
許
可
取
消
を
申
請
し
元
た
め
、
一
九
三
八
年
に
至
り
そ
の
許
可
が
取
清

さ
れ
π
。

　
こ
の
こ
と
が
あ
っ
て
か
ら
、
外
國
貿
易
地
帯
委
員
会
は
、
設
置
許
可
に
当
っ
て
は
地
帯
の
財
政
計
画
を
よ
く
吟
味
し
、
十
分
に
牧
支
均
衡

の
見
込
が
あ
る
か
、
叉
は
相
当
期
間
の
赤
字
に
対
処
す
る
財
政
措
置
が
行
わ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
許
可
し
な
い
と
い
う
方
針
を
立
て

だ
。
ポ
エ
ル
ト
弓
リ
コ
の
サ
ン
ジ
ユ
ア
ン
港
は
こ
の
だ
め
に
申
請
を
取
清
し
、
サ
ン
．
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
港
は
陸
軍
省
の
施
設
と
競
合
す
る
π

め
に
審
査
を
保
留
し
、
テ
キ
サ
ス
州
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
港
か
ら
も
そ
の
後
設
置
申
請
が
毒
つ
た
が
、
こ
れ
も
同
じ
理
由
で
委
員
会
は
取
上
げ
な

い
こ
と
に
決
し
た
。

　
終
職
の
年
に
至
る
ま
で
は
新
な
る
設
置
申
請
が
行
わ
れ
な
か
つ
だ
。
一
九
四
五
年
三
月
、
委
員
会
に
対
し
ニ
ユ
ー
オ
ル
リ
ー
ン
ズ
港
が
地

帯
設
置
を
申
請
し
把
。
こ
れ
は
同
港
を
管
理
す
る
港
湾
委
員
会
（
↓
げ
。
切
8
a
o
団
O
o
ヨ
B
凶
ω
忽
。
口
①
冨
9
夢
①
℃
o
旨
。
日
並
。
司
O
臣
①
？

口
ω
）
が
申
請
し
た
の
で
あ
る
が
、
設
置
揚
所
に
つ
き
委
員
会
に
難
が
あ
り
、
な
か
な
か
審
査
が
は
か
ど
ら
な
か
つ
π
が
、
申
請
者
は
こ
れ
を

修
正
し
た
高
め
、
一
九
四
六
年
七
月
十
六
日
委
員
会
命
令
第
十
二
号
を
以
っ
て
、
外
國
貿
易
地
帯
第
二
号
と
し
て
設
置
許
可
が
與
え
ら
れ
把
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
ミ
．
シ
シ
ツ
ピ
ー
河
に
沿
う
だ
廣
備
な
公
設
棉
花
倉
庫
群
の
う
ち
の
数
棟
と
、
こ
れ
を
包
括
す
る
陸
地
、
突
堤
及
び
水
域
で

あ
る
。
但
し
、
指
定
地
域
丙
に
は
海
軍
省
管
轄
の
建
物
が
二
三
存
在
す
る
か
ら
こ
れ
を
除
い
把
地
域
に
限
定
す
る
こ
と
と
、
公
設
棉
花
倉
庫

群
の
一
劃
を
区
切
る
作
業
を
完
了
し
て
か
ら
で
な
け
れ
ば
業
務
を
開
始
出
来
な
い
と
い
う
條
件
が
附
さ
れ
π
。
始
め
、
一
九
四
六
年
九
月
か

ら
開
業
す
る
予
定
で
あ
っ
花
が
、
地
帯
を
仕
切
る
資
材
が
手
に
入
ら
す
、
こ
の
だ
め
開
業
が
遅
れ
て
一
九
四
七
年
五
月
一
日
に
漸
く
開
業
の

運
び
と
な
つ
π
。

　
ニ
ュ
ー
オ
ル
リ
r
ン
ズ
の
外
陰
貿
易
地
帯
は
、
水
陸
合
せ
て
面
積
二
十
エ
ー
カ
ー
、
一
突
堤
、
二
階
建
倉
庫
二
棟
、
鉄
道
’
引
込
線
か
ら
成

　
　
　
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
の
外
國
貿
易
地
帯
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ア
メ
リ
カ
合
衆
い
國
の
外
國
貿
易
地
帯

る
比
較
的
小
規
模
の
地
帯
で
あ
る
。
こ
の
地
帯
の
特
長
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
そ
の
後
眞
室
殺
鐡
消
毒
施
設
を
設
立
し
た
こ
と
で
、
こ
れ
は
ま

だ
他
の
地
帯
に
は
見
ら
れ
ぬ
新
施
設
で
あ
り
、
同
地
帯
が
最
も
自
慢
と
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。

　
ニ
ユ
ー
オ
ル
リ
ー
ン
ズ
に
次
い
で
地
帯
設
置
の
許
可
を
得
だ
の
は
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
港
で
あ
る
。
こ
れ
は
前
述
の
よ
う
に
、
陸
軍
雀
の

施
設
と
抵
触
す
る
た
め
委
員
会
に
於
い
て
審
査
を
延
期
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
こ
れ
が
解
除
さ
れ
た
の
で
、
一
九
四
八
年
三
月
十
日
に
至
っ

て
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
港
湾
委
員
会
（
↓
ず
。
じ
σ
0
9
巳
O
』
ω
特
旨
①
口
舘
ぴ
O
同
O
O
巳
日
中
忽
O
ロ
①
目
ω
h
o
N
夢
O
℃
o
円
け
O
け
ω
葛
引
腎
同
9
口
良
ω
o
ρ
）

に
対
し
て
ワ
シ
ン
ト
ン
の
委
員
会
か
ら
外
國
貿
易
地
帯
第
三
号
設
置
の
許
可
が
降
り
た
。

　
こ
れ
は
、
向
年
六
月
十
日
に
業
務
を
開
始
す
る
運
び
と
な
っ
た
が
、
第
四
十
五
号
突
堤
一
ヶ
所
と
こ
の
前
面
水
域
と
を
港
域
と
し
、
面
租

一
九
八
、
四
二
八
手
方
吠
、
上
屋
倉
庫
四
棟
及
び
臨
港
鉄
道
か
ら
成
る
小
規
模
の
地
帯
で
あ
る
。
開
設
と
同
時
に
、
か
ね
て
地
帯
利
用
を
汁

画
し
出
願
し
て
い
だ
同
地
に
あ
る
種
子
会
杜
（
目
げ
①
O
o
ヨ
B
臼
二
巴
ω
o
o
島
の
Ω
8
日
目
ひ
q
O
9
）
が
、
種
子
と
香
昧
料
の
藏
置
洗
浄
及
び
区

分
け
の
作
業
を
行
う
だ
め
、
一
、
六
〇
〇
添
方
吹
の
借
地
申
込
を
な
し
、
作
業
場
の
設
備
を
施
し
て
同
年
九
月
一
日
か
ら
そ
の
処
理
作
業
を

開
始
し
把
。
合
衆
國
で
は
食
用
種
子
類
は
純
良
食
品
注
（
］
U
ず
①
　
℃
二
同
①
国
O
O
Ω
　
］
［
9
ぐ
『
の
）
の
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
適
格
し
な
け
れ
ば
販
賞
す

る
こ
と
が
出
宋
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
だ
め
予
め
平
生
、
手
入
れ
等
の
処
理
を
施
す
必
要
が
あ
る
。
從
来
は
一
割
以
上
に
及
ぶ
不

純
物
混
入
の
ま
ま
輪
入
し
て
い
た
だ
め
、
関
税
に
於
い
て
大
分
損
を
し
て
い
陀
が
、
地
帯
内
の
処
理
作
業
に
よ
っ
て
こ
の
部
分
が
節
減
出
来

る
こ
と
と
な
り
、
他
港
の
同
業
に
比
し
て
有
利
な
條
件
で
輸
入
し
得
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
　
（
隔
日
）

　
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
に
次
い
で
、
外
界
貿
易
地
帯
第
四
号
、
第
五
号
は
同
時
に
ロ
ず
ン
ぜ
ル
ス
と
シ
ア
ト
ル
と
に
設
置
さ
れ
だ
。
ロ
サ

ン
ゼ
ル
ス
は
ニ
ユ
ー
オ
ル
リ
ー
ン
ズ
が
設
置
申
請
を
な
し
た
当
時
か
む
、
早
く
も
港
湾
当
局
及
び
業
者
の
問
に
地
帯
設
置
の
熱
望
を
示
し
て

お
り
、
一
九
四
七
年
三
世
に
至
っ
て
、
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
港
湾
委
員
会
（
日
富
》
凝
9
①
ω
口
鎚
げ
。
吋
O
o
毒
忌
ω
臨
8
2
ω
）
と
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
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市
会
と
は
意
見
の
一
致
を
見
て
、
地
帯
設
置
の
た
め
に
経
済
的
、
技
術
的
調
査
を
行
う
こ
と
と
な
り
、
こ
の
結
果
を
以
っ
て
一
九
四
八
年
八

月
十
一
日
ワ
シ
ン
ト
ン
の
委
員
会
に
対
し
て
正
式
に
設
置
申
請
を
行
つ
だ
。
こ
の
π
め
、
伺
年
十
一
月
三
十
H
商
務
省
及
び
財
務
省
の
調
査

委
員
の
振
遣
を
得
て
公
聴
会
が
開
催
さ
れ
る
な
ど
、
極
め
て
愼
重
な
る
審
議
を
経
て
、
　
一
九
四
九
年
六
月
三
十
日
に
至
り
、
ワ
シ
ン
ト
ン
の

委
員
会
か
ら
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
港
湾
委
員
会
に
対
し
て
正
式
に
設
置
許
可
が
下
り
、
同
年
九
月
九
日
開
設
、
同
十
四
日
か
ら
業
務
を
開
始
し
だ
。

　
ロ
ず
ン
ぜ
ル
ス
の
外
信
貿
易
地
帯
は
第
六
十
号
バ
ー
ス
を
含
む
市
営
突
堤
第
一
号
の
一
部
が
こ
れ
に
当
て
ら
れ
て
お
り
、
市
営
倉
庫
の
一
．

階
と
上
屋
及
び
岸
壁
か
ら
成
っ
て
い
る
。
水
域
は
一
・
一
七
エ
ー
カ
ー
、
陸
域
は
五
・
二
四
エ
ー
カ
ー
に
過
ぎ
な
い
が
、
三
年
後
に
は
地
域

拡
張
の
計
画
を
立
て
て
い
る
。
地
帯
経
営
に
つ
い
て
は
、
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
市
は
第
一
年
に
二
〇
九
、
六
七
九
弗
、
．
第
三
年
に
二
五
七
、
二
〇

九
弗
、
第
五
年
に
四
四
五
、
〇
七
二
弗
、
第
八
年
に
五
三
八
、
九
七
三
弗
を
投
資
す
る
計
画
を
立
て
て
お
り
、
市
長
パ
ウ
ロ
ン
氏
（
固
0
8
－

迂
曾
切
。
毛
同
8
）
は
「
赤
字
は
始
め
か
ら
覚
悟
で
あ
っ
て
、
只
者
國
貿
易
を
促
進
出
来
れ
ば
そ
れ
で
満
足
で
あ
る
。
し
か
し
、
十
年
後
に
は

こ
の
赤
字
は
完
全
に
解
了
し
得
る
見
込
を
立
て
て
い
る
」
と
一
九
四
八
年
十
一
月
三
十
日
の
公
聴
会
に
於
い
て
発
言
し
て
い
る
。
　
（
註
七
）

　
シ
ア
ト
ル
の
外
國
貿
易
地
帯
は
、
シ
ア
ト
ル
港
湾
委
員
会
が
一
九
四
八
年
九
月
十
日
に
そ
の
設
置
を
申
請
し
、
十
二
月
三
日
公
聴
会
を
開

き
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
と
同
日
付
を
以
っ
て
外
國
貿
易
地
帯
第
五
号
と
し
て
設
置
許
可
が
下
っ
た
も
の
で
あ
る
。
シ
ア

ト
ル
外
國
貿
易
地
帯
は
、
東
部
水
路
の
西
境
界
所
在
の
第
二
十
突
堤
（
長
さ
三
五
〇
眠
）
を
中
心
と
す
る
水
陸
地
域
で
あ
っ
て
、
鼓
に
約
五

一、

宸
n
O
卒
論
吠
に
及
ぶ
二
棟
の
上
屋
と
貯
藏
並
び
に
処
理
の
元
め
の
倉
庫
一
棟
と
が
あ
り
、
大
陸
各
方
面
に
通
す
る
四
本
の
鉄
道
引
込

線
が
こ
こ
に
導
か
れ
て
い
る
。
シ
ナ
ト
ル
港
は
も
と
も
と
ア
ラ
ス
カ
、
ハ
フ
イ
及
び
極
東
方
面
の
貨
物
集
散
地
と
し
て
そ
の
地
位
を
認
め
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
同
地
帯
も
主
と
七
て
こ
の
方
面
に
対
し
て
の
活
動
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

　
外
國
貿
易
地
帯
法
で
は
、
地
帯
の
設
置
は
必
ず
し
も
地
先
に
水
面
を
持
つ
港
と
は
限
定
し
て
い
な
い
。
設
置
場
所
は
軍
に
開
港
（
℃
o
審

　
　
　
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
の
〃
外
國
貿
易
地
帯
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ア
メ
リ
カ
合
衆
國
の
外
國
貿
易
地
帯

。
廻
国
暮
昌
）
と
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
且
つ
地
帯
法
第
四
條
に
は
、
地
帯
設
置
に
必
要
な
る
経
済
的
、
財
政
的
並
び
に
物
的
要
件

と
し
て
、
　
（
一
）
水
域
に
接
す
る
地
帯
の
場
合
と
、
　
（
二
）
水
域
に
接
し
な
い
地
帯
の
場
合
と
の
二
つ
に
区
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
要
件
を

掲
げ
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
見
て
も
、
全
く
水
面
を
曲
馬
な
い
奥
地
に
も
、
そ
れ
が
開
港
で
あ
る
限
り
、
地
帯
を
設
置
し
得
る
わ
け
で
あ
る
。

か
か
る
開
港
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
で
は
カ
ナ
ダ
及
び
メ
キ
シ
コ
と
の
國
境
駅
か
、
然
ら
ざ
れ
ば
室
港
以
外
に
は
な
い
筈
で
あ
る
。
地
帯
法
制

定
当
時
の
一
九
三
四
年
時
代
に
於
い
て
は
、
貨
物
の
國
際
的
室
輪
は
ま
だ
発
達
し
て
お
ら
す
、
セ
ラ
ー
氏
は
恐
ら
く
近
い
馬
素
室
港
に
も
地

帯
を
設
け
る
必
要
が
あ
る
と
は
予
測
し
て
い
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
実
際
に
は
地
帯
法
に
既
に
こ
の
用
意
が
な
さ
れ
て
い
だ
こ

と
は
全
く
興
昧
あ
る
こ
と
と
思
う
。
セ
ラ
ー
氏
が
立
法
の
際
多
分
期
待
し
て
い
た
と
こ
ろ
の
、
國
際
駅
に
外
窄
貿
易
地
帯
を
設
け
る
と
い
う

話
題
は
ま
だ
起
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
國
際
量
器
に
つ
い
て
は
終
職
後
に
地
帯
設
置
連
動
が
起
り
、
最
近
に
至
っ
て
そ
の
実
現
を
見
て
い

る
。

　
こ
の
室
港
に
外
國
貿
易
地
帯
を
設
置
す
る
考
は
、
一
九
四
六
年
頃
か
ら
起
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
一
九
四
六
年
度
の
外
國
貿
易
地
帯
委

員
会
の
議
会
報
告
書
に
よ
る
と
「
最
近
、
貨
物
室
輸
が
激
増
し
た
た
め
に
、
二
三
の
地
方
に
於
い
て
は
國
車
室
港
（
》
一
同
切
O
同
け
ω
O
h
団
U
口
什
同
矯
）

に
外
居
貿
易
地
帯
の
施
設
を
設
け
よ
う
と
い
う
議
が
あ
り
研
究
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
勿
論
、
地
帯
は
も
と
も
と
海
上
貿
易
及
び
海
面
の
た
め
に

案
出
さ
れ
把
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
セ
ラ
ー
法
に
よ
る
と
、
必
ず
し
も
水
路
蓮
輪
に
の
み
限
る
も
の
で
は
な
い
。
若
し
も
、
か
か
る
地
帯

が
業
際
室
港
叉
は
そ
の
附
近
に
設
け
れ
だ
と
す
れ
ば
、
合
衆
國
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
商
業
空
褒
の
た
め
に
結
す
る
と
こ
ろ
は
甚
だ
大
な
る
も

の
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
」
（
註
八
）
と
当
時
の
情
勢
と
と
も
に
意
見
を
述
べ
て
賛
意
を
表
し
て
い
る
。

　
合
翁
面
に
於
け
る
一
年
間
の
貨
物
空
輪
量
は
、
一
九
四
四
年
に
定
期
便
で
一
〇
、
．
O
O
O
、
O
O
O
誌
面
に
近
い
程
度
で
あ
っ
た
が
、
一

九
四
六
年
に
至
る
と
一
年
間
に
一
四
、
0
0
0
、
○
O
O
噸
哩
と
な
り
、
更
に
こ
れ
に
加
え
る
に
一
九
四
二
年
以
前
に
は
振
わ
な
か
つ
元
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定
期
空
輸
が
、
職
後
急
激
に
増
大
し
つ
つ
あ
る
傾
向
で
あ
る
。
一
九
四
六
年
当
時
に
於
け
る
心
心
倉
卒
は
、
國
際
定
期
航
室
会
肚
が
約
一
〇
、

こ
れ
に
不
定
期
早
々
会
肚
が
五
〇
以
上
あ
っ
て
、
い
つ
れ
も
國
際
貿
易
に
從
面
し
て
い
る
。
し
か
る
に
、
室
輪
は
も
と
も
と
極
め
て
迅
速
を

要
す
る
場
合
に
利
用
さ
れ
る
に
も
拘
わ
ら
す
、
こ
れ
に
よ
る
貨
物
の
輸
出
入
は
海
上
翰
出
入
と
同
じ
だ
け
の
心
身
な
通
関
手
続
が
必
要
と
さ

れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
対
中
漸
米
及
び
カ
ナ
ダ
と
の
問
の
再
輸
出
叉
は
仲
継
室
輪
に
多
大
の
不
便
を
戚
じ
て
い
る
。
し
か
も
、
取
扱
貨
物
の

中
に
は
海
上
貨
物
の
場
合
と
同
じ
く
多
少
の
処
理
を
す
れ
ば
極
め
て
画
廊
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
も
の
も
多
々
あ
る
。
こ
れ
が
、
．
室
市
に
も

外
國
貿
易
地
帯
を
設
置
す
べ
し
と
い
う
議
論
の
焦
点
に
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
議
論
が
具
体
化
し
把
の
は
一
九
四
八
年
六
月
で
あ
る
。
テ
キ
ず
ス
州
サ
ン
・
ア
ン
ト
ニ
オ
の
市
営
底
企
に
外
國
貿
易
地
帯
を
設
け
た

い
と
い
う
申
請
書
が
、
同
地
の
倉
庫
会
肚
（
］
U
ゴ
O
ω
O
O
げ
O
く
司
一
同
Φ
b
円
O
O
囲
　
ω
併
O
巴
9
0
q
O
O
O
口
日
や
9
口
く
り
　
［
け
価
。
）
か
ら
、
地
帯
法
の
規
定
に
七
っ

て
先
ず
テ
キ
ず
ス
州
議
会
に
提
案
さ
れ
、
同
年
六
月
二
十
四
日
こ
れ
が
承
認
議
決
を
得
た
の
で
、
直
ち
に
ワ
シ
ン
ト
ン
の
外
國
貿
易
地
帯
委

員
会
に
対
し
て
正
式
申
請
を
行
つ
把
。
委
員
会
は
特
に
愼
重
な
る
研
究
を
つ
づ
け
、
調
査
官
を
派
遣
し
叉
現
地
に
於
い
て
公
聴
会
を
開
催
す

る
な
ど
正
規
の
審
査
手
続
を
履
ん
だ
結
果
、
一
九
五
〇
年
の
始
め
に
至
り
こ
れ
に
対
し
て
設
置
認
可
を
與
え
た
。
し
か
し
、
そ
の
設
備
な
ど

に
就
い
て
は
い
ま
だ
こ
れ
を
詳
に
し
て
い
な
い
。

　
こ
れ
よ
り
先
、
一
九
四
八
年
五
月
二
十
日
フ
ロ
リ
ダ
州
マ
イ
ア
ミ
市
に
開
催
さ
れ
た
外
材
貿
易
総
会
（
日
ゴ
。
聞
0
8
戯
昌
日
霊
血
①
国
o
N
ロ
ヨ
）

の
席
上
仁
於
い
て
、
外
國
貿
易
地
帯
委
員
会
事
務
局
長
ラ
イ
ア
ン
ズ
氏
（
日
ず
0
9
国
●
b
団
。
旨
ρ
国
×
①
o
黙
思
。
ω
o
臼
①
富
蔓
O
h
国
。
お
戯
弓

↓
二
王
Φ
N
o
昌
。
ω
し
d
o
母
F
）
が
「
外
界
貿
易
地
帯
と
商
業
者
室
」
な
る
題
目
の
下
に
演
設
を
な
も
、
地
帯
設
置
の
立
地
條
件
は
（
一
）
國
際

交
通
上
の
要
衝
に
あ
る
こ
と
（
二
）
十
分
な
る
金
融
施
設
が
あ
る
こ
と
（
三
）
市
場
の
中
心
を
形
成
し
購
買
慣
習
（
び
自
製
昌
伽
q
ゴ
9
び
津
の
）
を

樹
立
す
る
能
力
あ
る
商
人
が
荏
在
す
る
こ
と
の
三
つ
を
挙
げ
、
こ
れ
に
適
格
す
る
地
と
し
て
マ
イ
ア
ミ
蛙
戦
を
推
し
て
い
る
。
帥
ち
」
マ
イ

　
　
　
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
の
外
國
貿
易
地
帯
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ア
メ
リ
カ
合
衆
國
の
外
國
貿
n
易
地
帯

ア
ミ
空
港
は
世
界
八
大
航
室
圏
の
焦
点
に
当
り
、
内
感
航
断
路
三
、
國
感
量
室
蘭
五
が
國
際
定
期
室
輸
を
行
い
、
こ
の
外
に
不
定
期
室
翰
四

三
が
鼓
に
集
中
し
て
お
り
、
ア
メ
リ
カ
最
南
端
の
大
都
市
で
あ
っ
て
、
合
七
重
と
中
南
米
と
の
最
短
距
離
に
あ
る
。
既
に
、
パ
ナ
マ
共
和
國

は
そ
の
ト
ク
マ
ン
（
日
o
o
口
目
曽
口
）
の
室
港
に
外
國
貿
易
地
帯
を
設
置
す
る
こ
と
に
決
定
し
て
い
る
。
こ
れ
に
亘
れ
な
い
た
め
に
、
先
ず
マ

イ
ア
ミ
空
港
に
地
帯
を
設
置
す
べ
し
と
い
う
意
見
を
述
べ
て
い
る
。
　
（
註
九
）
し
か
し
、
マ
イ
ア
ミ
空
港
の
外
國
貿
易
地
帯
は
ま
だ
具
体
化

さ
れ
て
い
な
い
。

　
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
の
外
藩
貿
易
地
帯
に
対
す
る
熱
意
は
自
國
の
み
に
限
定
さ
れ
す
、
最
近
は
進
ん
で
海
外
に
於
け
る
地
帯
設
置
に
ま
で
及

ん
で
い
る
。
帥
ち
、
パ
ナ
マ
共
和
國
が
。
ハ
ナ
マ
に
地
帯
設
置
を
希
望
し
て
、
一
九
四
六
年
一
月
そ
の
計
画
樹
立
を
合
衆
前
工
務
省
に
依
頼
し

て
来
π
の
で
、
ワ
シ
ン
ト
ン
の
外
國
貿
易
地
帯
委
員
会
は
工
務
局
長
を
．
ハ
ナ
マ
に
派
遣
し
、
各
種
の
資
料
を
整
え
し
め
且
つ
ラ
テ
ン
・
ア
メ

リ
カ
諸
國
を
訪
問
し
て
前
盛
の
官
民
諸
團
体
の
諒
解
を
求
め
し
め
る
な
ど
の
協
力
を
行
い
、
そ
，
の
技
術
的
援
助
に
よ
っ
て
途
に
こ
こ
に
空
港

を
包
含
す
る
地
帯
を
設
け
し
め
π
。
こ
れ
は
現
在
ア
メ
リ
カ
愚
意
が
盛
ん
に
利
用
し
つ
つ
あ
る
。

　
更
に
、
こ
れ
よ
り
先
、
　
一
九
四
三
年
に
ル
ー
ズ
ヅ
エ
ル
ト
大
統
領
と
西
ア
フ
リ
カ
の
り
ベ
リ
ア
國
大
統
領
エ
ド
ウ
ィ
ン
・
バ
ー
ク
レ
ー

（
国
ユ
丑
目
し
σ
餌
8
冨
団
）
と
の
問
で
借
款
協
定
を
な
し
》
り
ベ
リ
ア
は
こ
れ
に
よ
っ
て
得
π
辺
材
で
モ
ン
ロ
ヅ
イ
ア
港
（
勺
。
答
。
｛
冨
。
霞
。
証
9
）

に
港
湾
改
築
を
行
っ
て
い
た
。
一
九
四
七
年
末
、
合
衆
悪
は
外
國
貿
易
地
帯
委
員
会
の
事
務
局
長
ラ
イ
ア
ン
ズ
氏
を
リ
ベ
リ
ア
に
振
遣
し
て
、

こ
の
事
業
を
監
査
せ
し
め
た
が
、
一
九
四
八
年
六
月
こ
の
工
事
が
完
成
し
だ
と
き
、
ラ
イ
ア
ン
ズ
氏
の
調
査
に
基
づ
き
合
衆
國
は
こ
れ
を
自

由
港
と
し
て
運
営
す
る
こ
と
を
要
浴
し
、
同
年
七
月
二
十
六
日
直
営
に
よ
る
自
由
港
と
し
て
開
業
し
た
。
ア
フ
リ
カ
西
岸
に
於
け
る
唯
一
の

自
由
港
で
あ
る
。
合
衆
國
か
ら
の
借
款
は
、
自
由
港
の
蓮
営
並
倉
か
ら
年
々
に
返
済
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
「
（
二
一
〇
）
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第
三
節
　
合
衆
國
に
於
け
る
外
國
貿
易
地
帯
の
制
度

一
九
三
四
．
年
六
月
十
八
日
に
第
七
十
三
議
会
に
了
い
．
て
法
律
第
三
九
七
号
と
し
て
可
決
承
詔
さ
れ
だ
外
國
貿
易
地
帯
法
、
．
一
名
セ
ラ
レ
法

は
基
本
法
で
あ
っ
て
、
こ
れ
の
施
行
規
則
と
し
て
更
に
外
官
貿
易
地
帯
委
員
会
と
財
務
省
と
か
ら
、
地
帯
法
を
そ
れ
ぞ
れ
の
所
管
の
立
場
か

ら
敷
術
補
足
し
た
規
．
則
を
公
布
し
て
、
地
帯
の
設
立
、
管
理
、
運
営
、
維
持
の
万
全
を
期
し
て
い
る
。
聖
者
は
「
合
衆
國
に
於
け
る
外
回
貿

ア
メ
リ
カ
合
衆
國
の
外
國
留
暑
易
地
帯



　
　
　
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
の
外
國
貿
易
地
帯

易
地
帯
の
設
立
、
運
営
、
維
持
及
び
管
理
に
関
す
る
行
政
規
則
L
（
男
①
σ
q
巳
暮
ざ
ロ
ω
伽
Q
o
ぐ
①
『
巳
昌
o
Q
筈
¢
国
師
9
σ
房
げ
日
。
馨
り
O
b
o
蜜
餓
。
ロ
℃

］
≦
臥
即
け
。
旨
9
昌
o
o
9
昌
α
b
山
ヨ
ヨ
一
ω
窪
野
田
。
昌
o
h
団
。
円
①
お
日
日
同
9
α
①
N
o
昌
①
の
甘
け
ゴ
①
q
昌
律
①
α
⑩
け
9
け
①
9
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
規
則
で
あ
っ

て
、
こ
の
内
容
は
外
國
貿
易
地
帯
法
と
同
じ
で
あ
り
、
只
手
続
な
ど
が
詳
細
に
規
定
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
財
務
省
か
ら
出
し
て
い
る

規
則
は
一
九
三
五
年
六
月
二
十
八
日
議
会
を
通
過
し
公
布
さ
れ
だ
「
合
心
身
の
嘉
暦
貿
易
地
帯
に
於
廿
る
税
関
手
続
に
関
す
る
行
政
規
則
」

（
幻
Φ
α
q
巳
9
昆
。
昌
ω
伽
q
o
＜
①
毎
ぎ
ぴ
q
O
コ
ω
8
ヨ
ω
℃
8
0
①
α
霞
O
言
岡
。
円
①
戯
亭
日
白
血
O
N
O
昌
Φ
の
ぼ
誓
①
q
巳
8
α
ω
轟
け
①
の
●
）
で
あ
っ
て
、
こ
れ

は
地
帯
に
出
入
す
る
船
舶
と
貨
物
と
に
関
す
る
取
締
と
手
続
と
に
関
す
る
事
項
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
こ
の
規
則
は
地
帯
へ
の
貨
物

の
搬
出
入
、
藏
置
、
処
理
等
に
関
す
る
手
続
及
び
制
限
、
並
び
に
船
舶
出
入
発
着
の
際
に
於
け
る
手
続
な
ど
、
凡
て
合
衆
國
の
関
税
確
保
の

立
場
か
ら
の
取
締
規
則
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
外
冠
貿
易
地
帯
は
以
上
二
つ
の
規
則
に
よ
っ
て
始
め
て
そ
の
機
構
と
機
能
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
　
（
但
し
、
地
帯
法
は
そ
の
後
一
九
五

〇
年
六
月
の
議
会
に
於
い
て
一
部
改
正
が
行
わ
れ
て
機
能
が
拡
張
さ
れ
花
。
）
　
こ
の
二
つ
の
規
則
を
基
準
と
し
て
、
当
外
國
貿
易
地
帯
は
そ

れ
ぞ
れ
の
地
帯
に
関
す
る
定
款
と
細
則
と
を
定
め
、
そ
の
地
帯
の
管
理
運
営
に
当
っ
て
い
る
。

　
本
節
に
於
い
て
は
、
こ
の
外
國
貿
易
地
帯
委
員
会
の
規
則
（
以
下
略
し
て
地
帯
規
則
と
い
う
）
と
、
地
帯
に
関
す
る
財
務
省
の
規
則
（
以

下
略
し
て
財
務
規
則
と
い
う
）
と
に
基
づ
い
て
、
外
國
貿
易
地
帯
の
制
度
を
解
面
し
よ
う
と
思
う
。

　
合
衆
國
に
於
い
て
外
國
貿
易
地
帯
と
い
う
と
き
は
、
外
廓
貿
易
を
振
興
助
長
す
る
目
的
を
以
っ
て
、
地
帯
法
に
則
っ
て
設
立
、
蓮
営
、
維

持
、
管
理
さ
れ
て
い
る
港
を
い
う
の
で
あ
る
。
地
帯
規
則
書
一
條
一
〇
一
号
（
但
し
一
九
五
〇
年
六
月
十
七
日
付
一
部
改
正
）
は
外
國
貿
易

地
帯
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
、
且
つ
極
め
て
簡
潔
に
そ
の
機
能
を
読
明
し
て
い
る
。

「
外
國
貿
易
地
帯
は
外
界
か
ら
遽
断
さ
れ
、
囲
柵
さ
れ
、
且
つ
警
保
さ
れ
π
地
域
で
あ
っ
て
、
合
衆
國
官
吏
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
π
法
定
の
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委
員
会
の
監
督
の
下
に
あ
り
、
開
港
の
港
域
内
叉
は
こ
れ
に
接
し
て
、
法
人
に
よ
っ
て
公
共
企
業
と
し
て
運
営
さ
れ
、
貨
物
の
積
善
、
藏
置

に
必
要
な
施
設
を
有
し
、
且
つ
海
上
並
び
に
陸
上
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
の
貨
物
の
再
輸
迭
を
な
し
得
る
地
域
で
あ
る
。
こ
の
地
域
に
於
い
て
は
、

貨
物
を
搬
入
し
、
領
置
し
、
こ
れ
に
対
し
て
処
理
（
冨
9
口
甘
巳
9
氏
。
口
）
（
註
、
一
九
五
〇
年
六
月
＋
七
日
こ
れ
に
「
製
造
」
及
び
「
展
示
」
が
加
え
ら
れ
た
）

を
施
す
こ
と
が
出
来
る
。
貨
物
が
外
國
に
豆
鹿
途
さ
れ
る
と
き
に
は
、
特
定
の
例
外
を
除
き
、
関
税
を
支
肯
う
こ
と
な
く
、
ま
π
税
関
吏
の

干
渉
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
外
学
貿
易
地
帯
を
出
て
行
く
こ
と
が
出
家
る
。
但
し
、
國
内
使
用
若
し
く
は
國
内
消
費
の
た
め
に
地
帯
を
出
て

行
く
貨
物
は
、
現
行
関
税
法
規
に
全
面
的
に
從
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
更
に
、
地
帯
の
地
域
内
は
、
こ
れ
に
接
す
る

他
地
域
と
一
律
に
、
公
衆
衛
生
、
船
舶
二
尊
、
郵
政
及
び
移
民
に
関
す
る
一
般
法
律
に
服
し
、
且
つ
開
港
内
に
管
轄
権
を
有
す
る
合
衆
國
政

府
機
関
（
税
関
を
舎
む
）
の
監
督
に
、
法
律
の
定
め
る
限
h
・
に
於
い
て
、
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
L

　
一
、
外
國
貿
易
地
帯
委
員
会
（
聞
。
吋
Φ
お
ロ
・
⇒
巴
o
N
8
①
ω
口
σ
o
餌
巳
）

　
外
官
貿
易
地
帯
委
員
会
は
、
地
帯
に
関
す
る
最
高
監
督
行
政
機
関
で
あ
っ
て
、
地
帯
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
商
務
長
官
（
ω
o
臼
①
・

＄
曼
o
h
O
o
目
日
当
o
o
）
財
務
長
官
（
ω
8
お
富
農
9
匪
①
日
お
9
ω
仁
q
）
及
び
陸
軍
長
官
（
ω
①
臼
曾
9
。
蔓
o
h
名
巽
）
の
一
一
一
人
を
以
っ
て

構
成
し
、
商
務
長
官
が
こ
の
委
員
長
と
な
る
。
委
員
会
は
事
務
局
を
置
き
、
商
務
省
内
外
商
業
局
（
円
ゴ
①
じ
ロ
霞
＄
ロ
o
h
国
。
同
。
薗
昌
p
昌
q

U
o
B
o
の
二
〇
〇
〇
ヨ
日
。
唇
。
）
の
職
員
の
中
か
ら
事
務
局
長
（
国
×
①
o
暮
署
。
ω
①
o
話
鼠
な
）
一
名
次
長
（
》
ω
ω
韓
9
暮
ω
o
臼
。
け
霞
鴇
）
一
名
を

任
命
し
て
、
会
議
の
準
備
並
び
に
整
理
、
議
事
鋒
の
保
管
、
委
員
会
命
令
規
則
の
実
施
密
行
、
そ
の
他
委
員
会
の
指
図
に
よ
る
任
務
に
從
事

す
る
Q
　
（
地
帯
規
則
＋
三
條
一
三
〇
一
）
。
叉
」
委
員
は
悉
く
長
官
の
兼
務
と
な
っ
て
い
る
元
め
、
地
帯
法
で
特
に
委
員
会
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
事

項
を
審
議
す
る
場
合
の
外
は
、
代
理
委
員
会
（
∩
〃
O
隔
日
B
一
什
①
Φ
　
O
h
　
b
一
仲
①
H
昌
9
件
①
ω
）
に
そ
の
職
務
の
一
部
を
委
任
途
行
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。
代
理
委
員
は
各
委
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の
所
管
省
内
か
ら
任
命
し
、
商
務
省
か
ら
選
ば
れ
だ
代
理
委
員
が
代
理
委
員
会
の
委
員
長
と
な
る
Q

　
　
　
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
の
外
國
貿
易
地
帯
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代
理
委
員
会
は
、
委
員
会
に
提
出
す
べ
き
議
案
叉
は
事
項
を
悉
く
事
前
審
議
し
て
委
員
会
議
の
準
備
を
行
う
と
と
も
に
、
委
員
会
に
よ
っ
て

指
図
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
事
務
を
処
理
す
る
。
代
理
委
員
に
は
事
実
上
は
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
部
局
長
が
選
ば
れ
て
い
る
。

　
委
員
会
の
職
務
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
外
客
貿
易
地
帯
の
設
立
、
運
営
、
維
持
、
管
理
及
び
廃
止
に
関
す
る
主
務
騰
と
し
て
の
仕
事
で
あ
っ

て
、
地
帯
設
立
に
関
し
て
は
申
請
書
の
受
理
、
審
査
、
実
態
調
査
、
公
聴
会
の
開
催
及
び
管
理
な
ど
を
行
う
。
叉
、
地
帯
の
運
営
、
維
持
、

管
理
に
関
し
て
は
常
時
監
督
を
行
う
と
と
も
に
、
地
帯
法
、
地
帯
規
則
、
財
務
規
則
に
違
反
す
る
事
件
を
処
理
し
、
且
つ
地
帯
に
関
す
る
一
切

の
訴
願
を
受
理
し
審
査
し
決
定
す
る
。
而
し
て
、
各
地
帯
に
於
け
る
出
先
機
関
と
し
て
、
建
設
に
つ
い
て
は
陸
軍
省
の
技
術
官
、
蓮
営
に
関

し
て
は
財
務
省
の
税
関
牧
税
官
（
O
O
一
一
①
O
け
O
周
　
O
臣
　
（
W
口
ω
け
O
b
P
ω
）
を
派
遣
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
地
帯
規
則
＋
三
條
一
三
〇
五
乃
至
；
三
二
）
。

　
以
上
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
外
藩
貿
易
地
帯
行
政
は
完
全
な
る
申
央
集
権
に
よ
っ
て
合
市
上
政
府
が
こ
れ
を
掌
理
し
て
お
り
、

中
央
の
監
督
下
に
於
い
て
現
地
の
管
理
、
蓮
営
を
地
方
又
は
民
間
に
行
わ
し
め
る
と
い
う
方
式
に
な
っ
て
い
る
。
中
央
集
権
は
合
衆
國
の
近

年
に
於
け
る
著
し
い
傾
向
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
地
帯
に
関
し
て
は
特
に
関
税
、
外
國
貿
易
に
関
係
し
、
叉
各
州
、
各
港
間
の
調
整
を
行
う
と

い
う
合
衆
國
と
し
て
の
行
政
に
直
接
触
れ
て
い
る
だ
め
当
然
の
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
二
、
外
國
貿
易
地
帯
の
設
置
と
管
理

　
合
衆
心
の
各
開
港
に
は
少
く
と
も
一
個
の
地
帯
を
設
置
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
若
し
、
一
開
港
が
二
州
以
上
の
地
域
に
跨
っ
て
存
在
す
る

と
き
は
、
こ
の
開
港
に
於
け
る
各
州
地
域
に
そ
れ
ぞ
れ
一
個
の
地
帯
を
設
け
る
こ
と
が
出
来
る
。
叉
、
若
し
水
域
を
中
に
し
て
種
市
が
一
開

港
を
共
通
に
持
っ
て
い
る
と
き
は
、
各
市
は
そ
れ
ぞ
れ
重
重
の
地
帯
を
設
遣
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
叉
、
既
に
設
置
許
可
を
油
墨
地
帯
が
商

業
上
の
便
盆
の
点
か
ら
考
え
て
、
そ
の
開
港
内
に
更
に
別
個
の
地
帯
を
設
け
る
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
委
員
会
の
承
認
が
あ
れ
ば
、
そ
の
開

港
内
に
夏
に
一
個
の
地
帯
を
附
加
設
立
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
（
地
帯
規
則
三
條
）
。
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外
海
貿
易
地
帯
の
設
置
を
甲
請
し
得
る
も
の
は
公
法
人
叉
は
私
法
人
で
あ
っ
て
、
そ
の
認
可
は
公
法
人
に
優
先
し
、
私
法
人
が
申
請
す
る

場
合
に
は
申
請
に
先
立
っ
て
そ
の
設
置
港
湾
の
所
在
す
る
州
議
会
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
地
帯
規
則
丑
傑
U
。
設
置
の
申
請
は
外
國

貿
易
地
帯
委
員
会
の
委
員
長
で
あ
る
商
務
長
官
に
宛
て
行
い
、
所
定
書
式
に
よ
る
申
請
書
の
外
に
十
三
種
類
に
上
る
精
密
な
証
拠
書
類
の
提

出
を
要
求
さ
れ
で
い
る
（
地
帯
規
則
六
條
）
。
委
員
会
は
公
面
会
を
開
催
し
て
地
元
の
意
見
を
徴
し
、
調
査
官
を
振
遺
し
て
実
態
調
査
を
行
い
、

更
に
必
要
な
る
調
査
書
類
の
提
出
を
求
め
、
叉
は
設
備
に
関
す
る
改
善
勧
告
を
行
う
な
ど
め
ら
ゆ
る
手
を
蓋
し
て
審
査
を
行
い
、
認
可
、
不

認
可
の
決
定
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
地
帯
規
則
＋
三
條
）
。

　
設
置
認
可
を
受
け
だ
も
の
（
O
轟
暮
Φ
Φ
）
は
、
そ
の
設
置
権
を
他
に
譲
渡
し
得
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
（
地
帯
規
則
聾
者
）
、
自
ら
地

帯
を
建
設
し
、
地
帯
の
管
理
、
蓮
営
、
維
持
に
当
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
而
し
て
設
置
者
は
先
ず
地
帯
宿
営
以
前
に
、
運
営
規
則
、
取
締

規
則
、
業
務
笑
話
規
則
を
委
員
会
に
提
出
し
て
許
可
を
受
け
る
必
要
が
め
り
、
殊
に
地
帯
利
用
者
に
課
す
る
使
用
料
、
手
数
料
そ
の
他
の
料

金
に
つ
い
て
は
予
め
委
員
会
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
叉
、
魚
貝
会
に
対
し
て
毎
年
（
委
員
会
が
特
別
の
規
定
を
設
け
だ
と
き

は
こ
の
限
り
で
は
な
い
）
そ
の
地
帯
の
運
営
賦
況
、
孝
友
決
算
、
そ
の
他
賢
察
会
が
必
、
要
と
認
め
π
情
報
に
関
す
る
報
告
書
を
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
（
地
帯
規
則
＋
條
）
。

　
設
置
看
が
地
帯
藩
嘗
の
だ
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
地
帯
囚
に
あ
る
政
府
所
有
の
財
産
を
情
即
け
て
こ
れ
を
便
用
す
る
こ
と
が
出
塁
刷
る
。
但

し
、
こ
の
揚
含
に
は
借
入
、
使
用
職
掌
に
つ
き
そ
の
所
管
省
と
の
間
で
協
議
し
承
認
を
得
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
（
地
帯
規
則
＋
一
條
）
。

　
地
帯
設
置
者
は
、
委
員
会
の
出
先
機
関
で
あ
る
税
関
牧
視
官
の
監
督
下
に
あ
り
、
管
理
及
び
運
営
に
関
し
て
牧
視
官
の
黒
影
を
受
け
る
義

務
を
持
っ
て
い
る
。
牧
出
路
は
橡
貸
の
結
果
を
そ
の
都
度
姿
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
地
帯
規
則
＋
條
一
〇
四
）
。

　
地
帯
の
管
理
運
営
が
地
帝
法
数
び
地
帯
親
則
に
遠
反
し
た
揚
骨
は
、
地
帯
設
置
盾
、
そ
の
使
用
入
及
び
業
務
実
臨
盾
は
漏
せ
ら
れ
、
こ
れ

　
　
　
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
の
外
國
貿
易
地
帯
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が
悪
質
で
あ
っ
π
揚
合
に
は
設
置
許
可
の
取
消
を
も
受
け
る
こ
と
が
あ
る
。
委
員
会
の
取
消
処
置
は
最
後
且
つ
決
定
的
で
あ
る
。
こ
れ
に
不

服
が
あ
る
と
き
は
、
只
、
九
十
日
以
内
に
巡
回
裁
判
所
に
訴
願
す
る
と
い
う
途
が
開
け
て
い
る
だ
け
で
あ
る
（
地
帯
規
則
＋
二
藍
）
。

　
三
、
外
國
貿
易
地
帯
の
設
備

　
外
型
貿
易
地
帯
は
、
関
税
確
保
の
目
的
と
地
帯
の
機
能
発
揮
の
目
的
と
の
だ
め
に
、
そ
の
設
備
に
つ
き
特
別
な
要
求
が
な
さ
れ
て
い
る
。

，
即
ち
、
地
帯
は
関
税
確
保
の
目
的
か
ら
し
て
嚴
重
に
外
界
か
ら
遮
断
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
π
め
地
帯
規
則
は
、
一
定
規

格
の
柱
及
び
鉄
網
を
も
つ
高
さ
善
用
以
上
の
梱
を
地
帯
の
周
囲
に
張
り
め
ぐ
ら
し
、
出
入
口
は
一
門
だ
け
を
設
け
、
周
囲
及
び
内
外
の
照
明

も
十
分
に
す
る
よ
う
、
極
め
て
委
細
に
規
定
を
設
け
て
い
る
。
叉
、
水
面
に
対
し
て
も
船
舶
の
出
入
に
つ
い
て
は
適
切
な
取
締
施
設
を
な
す

こ
と
と
の
み
規
定
し
て
い
る
け
れ
ど
も
（
地
帯
規
則
四
條
）
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
外
國
貿
易
地
帯
は
既
に
述
べ
た
よ
う
に
電
電
光
線
に
よ
る
彊
断
　
一

方
法
を
講
じ
て
い
る
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
舛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
叉
、
地
帯
設
置
者
は
地
帯
内
に
税
関
が
特
権
貨
物
（
後
述
）
そ
の
他
に
対
す
る
必
要
な
監
覗
、
評
債
な
ど
が
出
束
る
よ
う
な
税
関
検
査
所

を
設
け
、
叉
地
帯
内
に
駐
在
を
必
要
と
す
る
任
務
に
あ
る
合
衆
國
、
州
並
び
に
市
の
官
公
吏
及
び
從
業
員
の
だ
め
の
事
務
所
及
び
居
宅
を
設

備
し
、
そ
の
他
委
員
会
が
そ
の
都
度
必
要
と
認
め
る
施
設
を
も
設
備
、
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
地
帯
規
則
四
條
四
〇
三
）
。

　
地
帯
法
は
外
國
貿
易
地
帯
に
対
し
て
近
代
的
な
理
想
的
な
諸
施
設
を
強
く
要
求
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
公
安
、
衛
生
、
防
害
、
能
卒
な
ど

の
点
か
ら
い
っ
て
、
一
般
開
港
に
要
求
し
て
い
る
と
こ
ろ
よ
り
も
蓬
か
に
高
度
の
施
設
で
あ
っ
て
、
地
帯
設
置
申
請
に
当
っ
て
は
、
繋
船
揚
、

埠
頭
、
船
渠
、
荷
役
施
設
、
上
屋
、
倉
庫
、
海
陸
連
絡
蓮
輸
施
設
、
給
水
炭
施
設
、
動
力
施
設
、
上
下
水
道
、
消
毒
所
、
防
火
施
設
、
防
鼠

及
び
衛
生
設
備
な
ど
に
関
す
る
現
状
、
計
画
に
つ
き
精
密
な
調
査
報
告
と
計
画
書
と
を
要
求
し
て
お
り
、
こ
れ
が
設
置
認
可
の
一
つ
の
鍵
と

な
っ
て
い
る
。
叉
、
運
営
上
も
こ
れ
ら
諸
施
設
が
整
然
且
つ
能
無
的
に
維
持
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
（
地
帯
規
則
九
條
）
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー



ク
、
　
ニ
ユ
ー
オ
ル
リ
ー
ソ
ズ
、
サ
ン
．
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
、
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
、
シ
ア
ト
ル
な
ど
の
地
帯
は
、
い
つ
れ
も
こ
れ
ら
の
施
設
の
適
否

に
つ
き
委
員
会
の
嚴
重
な
る
審
査
及
び
実
態
調
査
を
経
て
始
め
て
認
可
さ
れ
托
も
の
で
あ
り
、
他
の
開
港
も
そ
れ
ぞ
れ
地
帯
設
置
を
希
皇
し

て
い
る
に
も
拘
わ
ら
す
、
容
易
に
許
可
さ
れ
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
理
由
の
大
き
な
部
分
は
、
委
員
会
の
年
次
報
告
書
に
よ
る
と
、
こ
の

諸
施
設
が
不
十
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
叉
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
外
國
貿
易
地
帯
の
今
日
の
繁
栄
は
、
制
度
そ
の
も
の
の
便
盆
に
よ
る

こ
と
は
勿
論
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
地
帯
内
の
総
べ
て
の
施
設
が
そ
の
他
の
港
内
施
設
に
比
べ
て
格
段
に
近
代
的
で
あ
り
優
秀
で
む
る
事
実
も

與
っ
て
大
な
る
も
の
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
四
、
外
國
貿
易
地
薇
の
蓮
営

　
外
國
貿
易
地
帯
は
公
共
企
業
（
℃
ロ
げ
膏
q
艶
窪
。
ω
）
と
し
て
運
営
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
而
し
て
、
法
律
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て

い
る
貨
物
を
除
き
、
且
つ
地
帯
法
及
び
地
帯
規
則
起
特
別
…
の
規
定
が
な
い
限
り
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
外
輪
産
貨
物
及
び
國
内
産
貨
物
は
、
ア

メ
リ
カ
合
衆
國
（
全
州
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
区
、
ア
ラ
ス
カ
、
ハ
フ
ィ
及
び
ボ
エ
〃
ト
・
リ
コ
）
の
関
税
法
規
の
適
胡
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
地

帯
に
搬
入
す
る
こ
と
が
出
来
、
地
帯
内
に
於
い
て
藏
置
、
解
装
、
再
装
、
組
合
せ
、
区
分
、
類
別
、
格
付
、
手
入
れ
、
内
外
商
品
の
混
合
、

叉
は
そ
の
他
の
処
理
（
目
餌
巳
b
巳
9
鉱
。
昌
）
を
加
え
、
若
し
く
は
製
造
加
工
を
施
し
だ
上
、
外
國
へ
輸
出
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
叉
、
地
帯

内
に
於
い
て
商
品
の
展
示
（
国
X
ぼ
寓
戯
。
ロ
）
を
行
う
こ
と
も
差
支
え
な
い
。
但
し
、
地
帯
か
ら
合
衆
母
の
関
税
地
域
（
〇
二
ω
8
ヨ
の
8
旨
津
。
蔓
・

地
帯
を
含
ま
な
い
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
の
領
土
を
意
昧
す
る
）
内
へ
搬
入
す
る
外
國
貨
物
に
対
し
て
は
、
輪
入
貨
物
に
適
用
さ
れ
る
合
衆
國
の

法
律
及
び
取
締
法
規
が
適
用
さ
れ
る
。
船
舶
が
地
帯
へ
出
入
し
発
着
す
る
場
合
に
は
、
一
般
開
港
に
出
入
す
る
場
合
と
差
別
な
く
、
合
衆
國

の
法
律
の
一
般
規
定
が
適
用
さ
れ
て
特
別
扱
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

　
叉
、
地
帯
内
に
は
、
委
員
会
が
認
め
π
も
の
以
外
は
居
佳
す
る
こ
と
が
出
来
す
、
地
帯
へ
出
入
す
る
者
は
総
べ
て
一
定
の
出
入
口
の
み
を

　
　
　
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
の
外
國
貿
易
地
帯
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ア
メ
リ
カ
合
衆
國
の
外
國
貿
易
地
帯

利
用
し
、
且
つ
制
服
着
用
叉
は
認
識
票
を
所
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
地
帯
内
に
於
け
る
面
責
営
業
は
禁
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
但
し
、
外
面
貿
易
地
帯
委
員
会
叉
は
地
帯
設
置
者
の
許
可
を
受
け
π
も
の
は
こ
の
限

り
で
な
い
．
（
地
帯
規
則
八
條
）
。

　
（
一
）
　
地
帯
の
公
共
企
業
性
。
　
地
帯
は
そ
の
事
業
が
独
占
的
で
め
り
且
つ
公
共
的
で
あ
る
だ
め
、
地
帯
の
行
う
総
べ
て
の
ナ
ー
ヅ
イ
ス

及
び
特
権
に
対
す
る
賦
課
料
率
は
、
公
挙
且
つ
適
正
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
叉
、
地
帯
設
置
者
は
地
帝
、
そ
の
施
設
及
び
附
属
設
備
の
使

用
方
を
出
願
す
る
者
に
対
し
て
、
同
様
の
事
情
に
あ
る
限
り
、
合
衆
國
と
外
國
と
の
聞
に
交
わ
さ
れ
π
諸
條
約
叉
は
通
商
協
定
に
立
っ
て
、

卒
等
の
取
扱
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
総
べ
て
の
料
率
表
は
、
委
員
会
の
承
認
を
受
け
π
上
、
公
表
し
、
掲
示
し
且
つ
保
管
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
地
帯
規
則
＋
條
）
。

　
（
二
）
　
禁
止
制
限
貨
物
。
　
法
律
に
よ
っ
て
韓
人
を
禁
止
さ
れ
て
い
る
貨
物
を
地
帯
へ
搬
入
す
る
こ
と
は
禁
せ
ら
れ
て
い
る
。
繕
対
に
は

禁
止
さ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
輸
入
制
限
を
受
け
て
い
る
貨
物
、
例
え
ば
↓
九
三
一
年
の
関
税
取
締
法
規
第
十
章
に
規
定
さ
れ
泥
特
定
貨

物
の
如
き
貨
物
を
地
帯
へ
搬
入
す
る
と
き
は
、
農
務
省
叉
は
関
係
政
府
機
関
の
制
定
し
た
規
則
に
從
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
だ
、
一
九

二
二
年
五
月
二
十
六
日
付
の
法
律
「
改
正
麻
薬
翰
入
法
」
（
ヴ
馴
9
補
O
O
け
一
〇
　
H
）
h
口
勉
四
¢
　
一
雨
日
尉
U
O
泣
け
　
田
口
住
　
一
国
図
や
O
N
け
　
㌧
r
O
骨
り
僧
ω
　
9
口
口
①
昌
鮎
①
へ
［
●
）
に
規
定

さ
れ
だ
麻
蛭
類
は
、
緊
急
医
心
用
品
と
し
て
必
要
特
定
量
の
み
合
衆
國
関
税
地
域
か
ら
地
帯
内
へ
搬
入
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
こ
の
場
合

と
い
え
ど
も
、
“
九
一
四
年
十
こ
月
十
七
日
置
法
律
「
改
正
ハ
リ
ン
ン
麻
定
法
」
（
口
9
霞
寅
り
旨
Z
母
O
o
鉱
O
b
”
q
℃
櫛
の
”
日
①
昌
幽
①
山
●
）
及
び

こ
の
施
行
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
舞
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
右
の
諸
規
妃
に
違
反
し
だ
麻
樂
類
が
地
帯
内
に
搬
入
さ
れ
叉
は
藏
置
さ
れ

て
い
る
と
き
は
、
そ
の
麻
藥
は
没
牧
さ
れ
且
つ
処
罰
さ
れ
る
（
地
帯
規
則
八
條
）
。

　
法
律
に
よ
り
活
人
が
禁
止
さ
れ
制
限
さ
れ
て
い
な
い
一
般
貨
物
で
あ
っ
て
も
、
地
帯
内
に
藏
置
中
押
は
処
理
製
造
中
の
貨
物
に
し
て
、
公
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共
の
利
盆
、
衛
生
、
保
安
の
立
場
か
ら
有
害
で
あ
る
と
委
員
会
に
報
告
さ
れ
た
と
き
は
、
委
員
会
は
必
要
に
癒
じ
調
査
を
命
じ
、
そ
の
結
果

に
よ
っ
て
そ
の
貨
物
を
地
帯
か
ら
排
除
す
る
こ
と
を
命
じ
得
る
（
地
帯
規
則
入
條
）
。

　
（
三
）
　
貨
物
の
搬
出
入
。
　
外
國
産
貨
物
は
通
関
手
続
を
経
る
こ
と
な
く
、
関
税
を
麦
彿
わ
す
、
若
し
く
は
担
保
を
提
供
す
る
こ
と
も
要

せ
す
、
叉
税
関
の
監
督
取
締
も
受
け
る
こ
と
な
く
、
地
帯
内
に
搬
入
し
、
藏
置
す
る
こ
と
が
出
来
る
（
地
帯
規
則
四
條
）
。
從
っ
て
、
亀
入
割
当

に
よ
る
制
限
に
も
全
く
拘
束
さ
れ
す
、
無
制
限
に
搬
入
し
て
差
立
え
な
い
（
註
一
）
。
無
税
品
、
免
税
品
並
び
に
有
税
品
で
あ
っ
て
も
、
將
来

地
帯
か
ら
原
形
の
ま
ま
叉
な
何
等
か
の
処
理
、
加
工
が
加
え
ら
れ
陀
後
、
直
接
に
工
期
へ
搬
出
さ
れ
る
見
込
の
貨
物
に
つ
い
て
は
、
文
字
通

り
に
こ
の
規
則
が
適
用
さ
れ
る
。

　
し
か
し
、
年
来
闘
税
地
域
内
に
加
入
さ
れ
る
見
込
の
有
税
貨
物
は
、
地
帯
内
に
於
い
て
処
理
、
加
工
を
施
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
帯
に
搬

入
さ
れ
る
際
の
関
税
卒
と
地
帯
を
出
て
関
税
地
域
に
正
式
r
喩
…
入
さ
れ
る
際
の
税
率
と
が
異
る
こ
と
が
起
り
得
る
。
叉
、
菟
税
品
、
無
税
品

で
あ
っ
て
も
、
地
帯
内
に
於
い
て
処
理
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り
有
税
品
目
に
列
し
て
、
地
帯
か
ら
商
工
す
る
と
き
に
課
税
さ
る
べ
き
も
の
も

有
り
得
る
。
か
か
る
貨
物
に
対
し
て
は
、
荷
主
は
そ
の
不
利
盆
を
受
け
る
こ
と
を
予
め
避
け
る
た
め
、
そ
の
貨
物
を
地
帯
へ
搬
入
す
る
最
初

に
当
っ
て
、
特
に
税
関
に
槍
査
を
求
め
て
関
税
決
定
叉
は
免
税
証
明
を
受
け
て
そ
の
貨
物
を
税
関
の
監
督
下
に
置
き
、
將
宍
こ
の
貨
物
を
関

税
地
域
内
に
鍮
入
す
る
に
当
っ
て
、
最
初
の
決
定
に
墓
つ
く
関
税
を
支
彿
う
か
叉
は
免
税
証
明
書
を
提
出
し
て
、
通
関
手
続
を
済
ま
さ
せ
る

と
い
う
便
宜
方
法
が
翻
せ
ら
れ
る
。
荷
圭
は
、
こ
の
便
宜
方
注
が
あ
る
だ
め
、
地
帯
藏
置
傍
聞
だ
け
関
税
相
当
額
の
資
金
を
セ
ー
ヅ
し
得
る

と
い
う
利
下
を
も
受
け
る
わ
け
で
あ
る
。
か
か
る
貨
物
を
財
務
規
則
は
「
特
権
商
品
」
（
℃
ほ
乱
①
ぴ
q
a
ヨ
臼
9
き
a
ω
o
）
と
名
付
け
、
他
の

商
品
と
取
扱
方
を
全
然
別
に
し
て
い
る
。
即
ち
、
か
か
る
貨
物
の
荷
受
人
は
、
地
帯
へ
搬
入
し
て
か
ら
四
十
八
時
間
以
内
に
税
関
に
関
税
即

時
決
定
（
一
日
H
冨
O
位
一
9
け
①
　
一
一
ρ
自
一
山
9
け
一
〇
昌
　
O
h
　
鎚
口
叶
一
Φ
q
D
）
の
申
請
、
叉
は
諸
税
証
朋
の
申
請
を
な
し
、
そ
の
貨
物
を
税
関
指
定
の
槍
査
所
に
入

　
　
　
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
の
外
國
貿
易
地
帯
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ア
メ
リ
カ
合
衆
國
［
の
外
μ
國
［
貿
易
　
地
帯

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
税
関
か
ら
一
般
輸
入
の
場
合
と
全
く
同
じ
槍
査
を
受
け
、
識
別
票
が
付
さ
れ
関
税
額
の
決
定
を
受
け
る
9

そ
れ
ま
で
は
そ
の
貨
物
に
対
し
て
何
等
の
処
理
作
業
も
な
し
得
す
、
移
動
を
し
て
も
な
ら
な
い
。
関
税
額
の
決
定
を
絡
つ
た
と
き
は
、
荷
受
、

人
は
そ
の
倍
額
に
当
る
金
額
の
担
保
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
関
税
支
梯
を
保
証
す
る
保
証
人
二
人
を
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
財
務
規
則

六
條
。
）
。
特
権
商
品
は
、
地
帯
内
に
於
い
て
税
関
の
錠
叉
は
封
印
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
だ
場
所
に
藏
置
し
、
税
関
吏
の
直
接
監
督
の
下
に
於

い
て
の
み
そ
の
場
所
か
ら
搬
出
さ
れ
、
叉
は
地
帯
内
に
於
い
て
処
理
加
工
を
施
す
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
場
合
の
搬
出
は
、
税
関
の
監
督
の

便
宜
上
常
に
一
口
が
一
梱
包
軍
位
以
上
か
叉
は
散
荷
に
あ
っ
て
は
重
量
一
噸
以
上
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
。
特
権
商
品
が
他
の
貨
物
と
混
合

叉
は
組
合
せ
さ
れ
る
と
き
は
、
そ
の
混
合
貨
物
叉
は
組
合
貨
物
全
体
は
、
特
権
商
品
と
看
倣
さ
れ
て
、
特
権
商
品
と
同
様
の
取
扱
を
受
け
る
。

　
特
権
商
品
は
、
そ
の
地
帯
到
着
後
二
年
以
内
に
決
定
関
税
額
が
草
鹿
わ
れ
て
地
帯
か
ら
搬
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
関
税
地
域
内
に

輸
入
さ
れ
る
場
合
で
も
、
外
國
へ
轍
出
さ
れ
る
場
合
で
も
同
じ
で
あ
っ
て
、
特
権
商
品
に
対
す
る
関
税
の
減
免
は
、
始
め
に
免
税
証
明
を
受

け
π
揚
合
を
除
き
、
行
わ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
財
務
規
則
六
條
及
び
八
條
d
）
Q

　
爾
、
現
法
行
で
は
関
税
地
域
に
あ
る
保
税
倉
庫
か
ら
直
接
に
地
帯
内
へ
移
動
さ
せ
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
保
税
倉
庫
の
利

盆
を
侵
害
す
る
と
い
う
理
由
か
ら
で
あ
る
。

　
國
内
題
貨
物
を
地
帯
内
へ
搬
入
す
る
場
合
に
は
、
凝
望
（
イ
）
原
形
の
ま
ま
若
し
く
は
何
等
か
の
処
理
加
工
が
施
さ
れ
だ
後
、
外
國
へ
輪

出
さ
れ
叉
は
他
の
地
帯
へ
移
途
さ
れ
る
場
合
と
（
ロ
）
再
び
関
税
地
域
に
戻
さ
れ
る
場
合
と
に
よ
っ
て
取
扱
が
異
る
。
　
（
イ
）
の
場
合
に
は

搬
入
、
装
置
、
処
理
、
加
工
な
ど
に
つ
き
何
等
税
関
の
監
督
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
全
く
自
由
で
あ
る
。
但
し
、
税
関
が
戻
税
法
、
地
帯
規

則
及
び
財
務
規
則
に
よ
っ
て
、
一
般
的
管
理
目
的
か
ら
見
て
必
要
で
あ
る
と
判
断
し
だ
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
（
財
務
規
則
五
條
、
）
。
し
か

る
に
（
ロ
）
の
場
合
は
、
外
需
産
貨
物
に
対
し
て
関
税
即
時
決
定
を
請
求
し
だ
と
き
と
同
様
に
、
こ
れ
を
特
権
商
品
と
名
付
け
（
財
務
規
則
一
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條
h
）
、
そ
の
貨
物
を
関
税
地
域
へ
戻
す
際
に
関
税
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
を
望
む
な
ら
ば
、
税
関
に
対
し
て
地
帯
内
に
於
い
て
盈
督
を
受
け

る
こ
と
を
求
め
る
申
請
書
を
提
出
し
、
税
関
か
ら
そ
の
貨
物
が
地
帯
内
に
あ
る
間
を
通
じ
國
内
妻
貨
物
で
あ
る
こ
と
を
識
別
し
得
る
よ
う
な

措
置
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
貨
物
は
外
失
産
貨
物
に
し
て
関
税
即
時
決
定
を
受
け
π
特
権
商
品
と
大
体
同
じ
よ
う
な
取
扱

を
受
け
、
地
帯
内
に
あ
る
間
は
絡
始
牧
税
官
の
指
示
監
督
の
下
仁
置
か
れ
る
。

　
貨
物
が
地
帯
か
ら
搬
肚
さ
れ
る
場
合
に
は
（
イ
）
外
國
叉
は
合
衆
望
の
他
の
外
國
貿
易
地
帯
へ
翰
移
邊
さ
れ
る
場
合
と
（
ロ
）
関
税
地
域

へ
馬
入
さ
れ
る
場
合
と
が
あ
る
。
　
（
イ
）
の
場
合
に
は
、
國
内
産
貨
物
で
あ
る
と
き
叉
は
外
國
産
貨
物
と
國
内
国
貨
物
と
を
以
っ
て
処
理
加

工
し
た
混
合
貨
物
で
あ
る
と
き
に
は
、
　
一
定
の
様
式
に
從
っ
て
喩
出
申
告
を
な
し
、
輸
出
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
他
の

地
帯
へ
下
穿
さ
れ
る
場
合
に
は
、
税
関
の
証
明
書
を
得
て
こ
れ
を
他
の
地
帯
に
搬
入
す
る
際
、
そ
こ
の
税
関
に
呈
示
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ

て
い
る
。
し
か
る
に
、
搬
出
さ
れ
る
貨
物
が
外
倒
産
貨
物
の
み
で
あ
る
と
き
は
、
原
則
と
し
て
、
何
等
税
関
の
干
渉
を
受
け
る
こ
と
な
く
軍

な
る
届
出
を
以
っ
て
外
國
へ
積
雲
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
但
し
、
合
衆
國
政
府
叉
は
そ
の
代
行
機
関
が
特
に
指
定
し
π
貨
物
に
限
り
、
搬
出

に
つ
き
制
限
を
加
え
る
措
置
が
と
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
・

　
即
ち
、
一
九
四
八
年
六
月
商
務
省
貿
易
課
は
、
通
過
貿
易
に
関
す
る
規
定
を
設
け
て
、
「
外
耳
を
原
産
地
と
す
る
商
品
に
し
て
外
國
に
再
轍

邊
さ
れ
る
も
の
に
限
り
、
個
々
の
輸
出
手
続
を
必
要
と
し
な
い
。
但
し
、
稀
少
鉱
物
、
金
属
、
鑑
及
び
翰
出
品
目
表
見
二
十
五
号
第
二
十
三

頁
所
載
の
商
品
、
並
び
に
一
九
四
八
年
十
二
月
十
一
日
か
ら
発
効
す
る
対
カ
ナ
ダ
丁
霊
貿
易
特
別
規
定
に
よ
る
揚
合
は
除
外
す
る
。
」
　
と
い

う
こ
と
に
定
め
た
。
（
註
二
）

　
こ
れ
に
つ
き
、
現
実
に
一
の
事
例
が
発
生
し
た
。
そ
れ
は
一
九
四
九
年
三
月
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
外
國
貿
易
地
帯
に
搬
入
し
セ
外
回
産
ダ
イ

ヤ
モ
ン
ド
を
、
そ
の
輪
入
業
者
が
こ
の
中
か
ら
曇
る
量
を
選
択
購
入
し
て
、
残
り
の
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
を
外
國
供
給
者
に
返
冷
す
る
に
当
り
、

　
　
　
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
の
外
國
貿
易
地
帯
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商
務
省
貿
易
課
は
一
慮
こ
れ
を
押
え
て
次
の
よ
う
な
新
し
い
規
定
を
作
り
命
令
し
た
。

　
（
工
）
　
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の
委
託
販
質
品
が
到
着
し
π
と
き
は
、
こ
れ
を
総
べ
て
外
國
貿
易
地
帯
に
引
取
り
、
槍
査
並
び
に
選
択
が
終
了
す

る
ま
で
保
留
し
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
（
2
）
財
務
省
連
邦
供
給
局
（
日
器
9
ω
三
色
b
①
b
9
白
日
。
暮
”
け
冨
切
干
＄
自
9
尉
Φ
飾
臼
露

ロ自

J
覧
団
・
）
に
対
し
て
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
を
購
入
す
る
機
会
を
與
え
な
い
う
ち
は
返
邊
す
る
こ
と
が
出
宍
な
い
。
　
（
3
）
税
閣
牧
税
官
に
対

し
て
不
購
入
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の
秘
画
許
可
証
明
認
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
樹
、
工
業
用
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
商
人
は
彼
等
宛
に
ダ
イ
ヤ

モ
ン
ド
の
委
託
販
賓
品
が
到
着
す
る
こ
と
を
知
つ
だ
と
き
は
、
遅
滞
な
く
外
國
貿
易
地
帯
の
施
設
を
使
用
す
る
だ
め
に
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
外

國
貿
易
地
帯
当
局
に
対
し
て
そ
の
手
続
を
な
し
、
同
時
に
連
邦
供
給
局
に
対
し
て
そ
の
電
導
選
択
の
た
め
に
通
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

但
し
、
こ
の
規
則
は
当
分
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
外
減
貿
易
地
帯
に
の
み
適
用
す
る
。
ニ
ュ
ー
オ
ル
リ
ー
ン
ズ
、
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
外
國
貿

易
地
帯
に
は
こ
の
措
置
に
適
す
る
施
設
が
な
さ
れ
た
と
き
に
適
用
す
る
筈
で
あ
る
。
L
（
註
三
）

　
（
ロ
）
　
の
場
合
は
、
一
般
外
國
産
貨
物
、
特
権
商
品
叉
は
國
内
産
貨
物
に
よ
っ
て
そ
の
取
扱
が
異
る
。
一
般
外
國
産
貨
物
の
場
合
は
地
帯

和
出
る
と
き
正
式
の
輸
入
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
外
國
か
ら
合
衆
國
関
粉
地
域
へ
直
接
に
轍
入
す
る
場
合
と
全
く
同
じ
手

続
で
あ
る
。
但
し
、
関
税
法
に
よ
る
と
、
貨
物
が
関
税
地
域
内
に
到
着
し
て
か
ら
四
十
八
時
間
以
内
に
輸
入
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
に
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
を
文
字
通
り
に
解
釈
す
る
と
（
税
関
は
始
め
か
く
解
釈
し
た
）
、
地
帯
内
に
あ
る
貨
物
を
一
旦
関
税

地
域
内
に
出
し
、
そ
れ
か
ら
輸
入
手
続
を
行
う
こ
と
と
な
り
、
荷
主
に
と
っ
て
は
労
費
が
息
む
所
以
と
な
る
の
で
、
こ
の
不
便
を
避
け
る
な

め
、
貨
物
が
地
帯
内
に
あ
る
問
に
一
切
の
通
関
手
続
を
な
し
得
る
も
の
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
か
か
る
貨
物
は
、
地
帯
を
出
る
と
き
の
貨
物

の
状
態
に
於
い
て
関
税
が
課
せ
ら
れ
る
。
故
に
、
藏
置
中
減
量
し
た
り
変
質
し
た
り
す
れ
ば
、
そ
の
量
、
そ
の
質
に
於
い
て
課
税
さ
れ
る
わ

け
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
直
接
導
入
し
て
関
税
地
域
内
で
貯
藏
し
て
い
る
う
ち
に
減
量
変
質
が
起
つ
だ
場
合
に
比
べ
て
、
地
帯
を
利
用
す
る
二
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と
の
利
点
の
一
つ
と
し
て
一
般
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
特
権
商
品
を
地
帯
か
ら
関
税
地
域
へ
輪
陣
す
る
揚
合
に
は
、
そ
の
貨
物
の
特
権
申
誰
の
際
、
記
入
申
告
書
は
既
に
牧
野
官
の
手
許
に
差
出

し
て
あ
る
か
ら
、
改
め
て
複
雑
な
通
関
手
続
を
要
せ
す
、
牧
税
官
か
ら
特
権
商
品
で
あ
り
、
且
つ
搬
入
当
時
の
も
の
と
同
一
物
で
あ
る
こ
と

の
証
明
書
（
O
①
朗
話
。
¢
8
ω
o
h
冠
Φ
暮
一
ゆ
0
9
臨
。
昌
）
を
得
て
、
関
税
地
域
へ
の
輪
台
申
告
書
と
と
も
に
、
地
帯
搬
入
の
と
き
に
決
定
さ
れ
た

関
税
額
を
潔
癖
え
ぱ
よ
い
。
但
し
、
特
権
商
品
が
処
理
に
よ
っ
て
非
特
権
商
品
と
混
合
さ
れ
組
合
さ
れ
た
貨
物
に
変
じ
た
場
合
に
は
、
正
式

の
輸
入
手
続
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
先
に
地
帯
に
搬
入
さ
れ
だ
國
内
申
貨
物
を
再
び
関
税
地
域
へ
戻
す
場
合
は
、
地
帯
へ
搬
入
の
際
申
告
し
て
特
権
商
品
と
し
て
税
関
の
監
督

を
受
け
て
来
た
貨
物
に
あ
っ
て
は
、
搬
入
時
の
貨
物
と
同
一
物
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を
得
れ
ば
、
輸
入
申
告
な
し
に
且
つ
関
税
を
支
彿
わ
す

に
容
易
に
関
税
地
域
へ
戻
す
こ
と
が
出
家
る
。
し
か
し
、
か
か
る
申
告
を
な
さ
す
し
て
搬
入
し
だ
國
内
産
貨
物
に
あ
っ
て
は
、
丁
度
、
一
旦

外
國
へ
翰
出
し
た
國
内
産
貨
物
を
再
組
入
す
る
場
合
と
同
じ
く
、
正
式
の
算
入
手
続
を
な
し
、
相
当
関
税
額
を
屏
風
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

叉
、
特
権
商
品
で
あ
る
國
内
壕
貨
物
が
、
地
帯
内
に
於
け
る
処
理
に
よ
っ
て
他
の
貨
物
と
混
合
、
組
合
さ
れ
だ
貨
物
に
変
じ
だ
絵
合
に
は
、

血
税
官
か
ら
一
部
分
は
特
権
商
品
で
あ
り
搬
入
時
の
も
の
と
同
一
物
で
あ
る
と
い
う
証
明
書
が
得
ら
れ
る
限
り
、
そ
の
部
分
に
つ
い
て
は
免

税
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
非
特
権
商
品
が
含
ま
れ
て
い
れ
ば
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
相
当
関
税
を
支
害
い
、
正
式
の
輸
入
手
続
を
経
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
揚
合
に
於
け
る
関
税
額
は
混
成
各
部
分
の
数
量
比
若
し
く
は
債
額
比
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
（
財
務
規
則
＋
條
）
。

　
地
帯
内
に
於
い
て
外
國
産
貨
物
を
原
料
と
し
て
製
造
し
叉
は
製
遣
に
類
す
る
加
工
を
施
し
泥
場
合
に
は
、
大
体
前
述
の
場
合
に
準
じ
る
け

れ
ど
も
、
外
國
へ
搬
出
す
る
と
き
は
翰
出
手
続
を
要
し
、
関
税
地
域
へ
翰
翻
す
る
と
き
は
所
定
の
関
税
の
外
に
、
合
衆
國
に
於
い
て
そ
の
も

の
の
製
造
に
関
し
て
課
せ
ら
れ
る
総
べ
て
の
公
課
を
支
適
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
措
置
は
、
國
内
産
業
の
保
護
の
点
か
ら
い
っ
て
当
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然
の
こ
と
で
あ
る
Q

　
最
後
に
、
地
帯
か
ら
関
税
地
域
へ
搬
出
さ
れ
る
総
べ
て
の
貨
物
は
、
一
九
三
〇
年
の
関
税
法
第
三
〇
四
條
に
よ
っ
て
、
そ
の
容
器
及
び
包

装
に
原
産
地
証
明
の
標
記
が
付
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
混
合
貨
物
に
あ
っ
て
は
、
各
混
成
部
分
を
明
ら
か
に
し
て
原
産
地
証
明
の
標
記

が
付
さ
れ
る
。
但
し
、
直
接
参
入
の
場
合
と
異
り
、
関
税
法
第
三
〇
四
條
の
規
定
に
よ
る
一
〇
．
パ
ー
セ
ン
ト
の
附
加
税
は
菟
除
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
て
い
る
（
財
務
規
則
十
一
條
）
。

　
（
四
）
　
貨
物
の
地
帯
内
藏
置
Q
　
特
権
商
品
を
除
き
、
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
内
外
貨
物
は
税
関
の
監
督
干
渉
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
且
つ
期

間
に
制
限
な
く
、
無
担
保
に
て
地
帯
内
に
昏
夢
す
る
こ
と
が
出
撃
、
荷
主
は
何
時
に
て
も
そ
の
貨
物
に
接
し
て
こ
れ
を
点
窮
し
叉
処
理
す
る
．

こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
。
特
権
貨
物
及
び
特
権
貨
物
と
混
合
し
組
合
せ
泥
貨
物
は
、
特
権
商
品
が
地
帯
へ
搬
入
さ
れ
た
時
か
ら
二
年
間
を
限

り
、
終
始
税
関
の
監
督
の
下
に
、
税
関
指
定
の
場
所
に
於
い
て
の
み
藏
足
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
非
特
権
商
品
が
無
期
限
無
担
保
且
つ
無
監

視
で
藏
置
出
来
る
と
い
う
こ
と
は
、
保
税
倉
庫
及
び
保
税
工
場
に
比
べ
て
地
帯
の
長
所
と
し
て
一
般
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
藏
置

貨
物
が
倉
庫
に
保
管
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
倉
庫
の
経
営
者
（
倉
庫
会
員
叉
は
地
帯
設
置
者
）
か
ら
倉
庫
証
券
の
発
行
を
受
け
て
こ
れ
を

流
通
さ
せ
る
こ
と
も
出
素
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
商
業
上
の
利
便
甚
だ
大
で
あ
る
。

　
（
五
）
　
貨
物
の
処
理
。
　
地
帯
内
に
藏
置
す
る
貨
物
に
対
し
て
は
、
外
國
貿
易
地
帯
委
員
会
の
出
先
機
関
元
る
税
関
牧
税
官
の
許
可
を
受

け
れ
ば
、
解
装
、
再
装
、
組
合
せ
、
区
分
、
類
別
、
格
付
、
手
入
れ
、
混
合
な
ど
の
処
理
作
業
を
行
う
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
る
Q
こ
れ
に
必

要
な
倉
庫
、
工
場
等
は
地
帯
設
置
者
自
身
が
施
設
し
運
営
し
て
も
よ
い
し
、
叉
は
地
帯
設
置
者
と
契
約
し
て
地
帯
利
用
者
で
あ
る
私
人
、
商

肚
、
法
人
、
組
合
等
が
こ
れ
を
施
設
し
蓮
算
し
て
も
差
支
え
な
い
。
但
し
、
後
の
場
合
に
は
地
帯
設
置
者
は
委
員
会
の
承
認
を
受
け
た
後
、

公
共
企
業
性
に
鑑
み
公
卒
且
つ
適
正
な
る
條
件
の
下
に
認
可
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
地
帯
規
則
入
條
八
三
）
。
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從
来
、
地
帯
内
に
於
け
る
製
逡
叉
は
製
造
に
類
す
る
作
業
は
地
帯
法
第
三
條
（
地
帯
規
則
入
條
）
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
從
っ
て
、
貨

物
の
処
理
作
業
の
う
ち
、
加
工
製
造
と
の
限
界
に
あ
る
よ
う
な
作
業
は
屡
々
問
題
と
な
っ
て
、
荷
主
と
工
期
官
、
地
帯
当
局
と
節
税
官
と
の

間
に
紛
議
を
か
も
し
把
事
例
が
甚
だ
多
い
。
一
九
三
六
年
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
港
に
地
帯
が
設
け
ら
れ
運
営
さ
れ
だ
当
初
か
ら
一
九
四
六
年
ま
で

は
、
財
務
省
の
見
解
と
し
て
、
戻
税
規
定
に
よ
り
戻
税
の
恩
恵
を
受
け
得
る
よ
う
な
処
理
作
業
は
一
切
こ
れ
を
製
造
と
看
吊
す
と
い
う
の
で

あ
っ
た
。
戻
税
規
定
に
列
挙
さ
れ
π
処
理
作
業
は
、
組
合
せ
、
混
合
、
分
離
、
手
入
れ
な
ど
地
帯
法
に
於
い
て
許
さ
れ
て
い
る
処
理
作
業
を

含
ん
で
お
り
、
且
つ
財
務
当
局
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
地
帯
内
の
処
理
は
既
存
の
戻
税
制
度
に
影
響
を
與
え
な
い
程
度
の
作
業
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
に
あ
っ
た
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
地
帯
設
置
の
目
的
が
戻
税
制
度
の
不
備
を
補
う
こ
と
に
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
意
見
で
あ

る
。
從
っ
て
、
地
帯
利
用
者
は
一
々
の
作
業
に
つ
き
干
渉
を
受
け
、
地
帯
内
で
の
処
理
作
業
は
極
め
て
窮
屈
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
る

に
、
一
九
四
六
年
、
四
七
年
、
四
八
年
の
三
年
に
亘
り
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
外
國
貿
易
地
帯
運
営
公
肚
か
ら
事
件
の
生
す
る
度
毎
に
委
員
会
に

訴
願
し
た
結
果
、
委
員
会
は
そ
の
都
度
審
議
し
て
こ
れ
ら
訴
願
に
対
し
て
悉
く
許
可
の
命
今
を
下
し
た
。
例
え
ば
、
・
一
九
四
六
年
三
月
七
日

付
を
以
っ
て
香
料
か
ら
ア
ル
コ
ー
ル
分
を
脱
去
す
る
作
業
が
許
さ
れ
、
次
い
で
一
九
四
七
年
に
は
生
地
綿
布
に
染
色
を
施
す
作
業
、
　
一
九
四

八
年
六
月
十
七
日
に
は
植
物
種
子
か
ら
搾
油
す
る
作
業
、
同
年
六
月
二
十
六
日
に
は
時
計
そ
の
他
機
電
導
の
部
分
品
を
組
立
て
て
完
成
品
に

す
る
作
業
、
一
九
四
九
年
三
月
十
日
に
は
ラ
ム
酒
の
如
き
異
る
材
料
を
混
和
し
着
色
す
る
作
業
が
許
可
さ
れ
て
い
る
。
し
か
る
に
、
一
九
五

〇
年
六
月
十
七
日
公
布
の
法
律
に
よ
り
、
地
帯
内
の
製
造
作
業
が
許
可
さ
れ
る
に
及
び
、
こ
れ
ら
の
問
題
は
一
挙
に
解
消
し
、
今
日
は
最
早

何
等
の
疑
義
を
生
す
る
こ
と
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
処
理
を
行
う
こ
と
が
出
宍
る
こ
と
と
な
つ
だ
。

　
（
六
）
　
地
帯
内
に
於
け
る
製
造
作
業
及
び
商
品
展
示
。
　
一
九
五
〇
年
六
月
十
七
日
以
前
の
地
帯
法
は
、
地
帯
内
に
於
け
る
製
遣
作
業
及

び
商
品
展
示
を
禁
止
し
て
い
た
。
一
九
五
〇
年
六
月
の
地
帯
法
改
正
は
、
合
衆
國
外
國
貿
易
地
帯
に
と
っ
て
は
正
に
劃
期
的
事
件
で
あ
っ
て
、

　
　
　
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
の
外
國
貿
易
地
帯
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こ
れ
に
よ
り
数
十
年
間
に
亘
っ
て
論
孚
さ
れ
だ
難
問
題
が
解
決
し
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
際
、
こ
の
難
問
題
の
大
詰
に
至
る
間
際
の

状
勢
を
点
描
し
て
見
る
こ
と
は
意
義
あ
る
こ
と
と
思
う
。

　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
一
九
三
四
年
地
帯
法
が
制
定
さ
れ
る
ま
で
の
朋
に
既
に
盛
ん
に
議
論
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
趣
旨
は
國

内
商
工
業
を
保
護
す
る
と
い
う
一
点
に
あ
っ
た
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
地
帯
内
に
於
か
て
こ
れ
を
禁
止
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
果
し
て
國
内

商
工
業
に
影
響
す
る
か
ど
う
か
は
、
國
会
の
関
係
委
員
会
に
於
い
て
大
い
に
議
論
さ
れ
だ
。
一
九
三
四
年
の
議
会
に
於
い
て
は
、
地
帯
法
提

案
者
セ
ラ
ー
氏
は
議
会
が
こ
の
「
製
造
及
び
展
示
」
と
い
う
こ
と
に
拘
泥
し
て
外
國
貿
易
地
帯
法
を
否
決
す
る
こ
と
を
恐
れ
、
こ
れ
を
禁
止

事
項
と
し
て
成
案
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
漸
く
國
会
を
遍
過
し
た
と
い
う
因
緑
つ
き
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
（
註
四
）

　
凡
そ
、
こ
、
に
「
製
造
」
と
は
、
地
帯
委
員
会
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
原
物
が
新
し
い
品
名
と
な
り
、
新
し
い
性
質
に
変
じ
、
新
し
い
用
途

に
改
め
ら
れ
て
、
別
箇
の
関
税
品
目
に
列
す
る
よ
う
な
作
業
を
い
う
の
で
あ
る
。
（
註
五
）
し
か
し
、
こ
れ
を
確
定
的
に
定
義
す
る
こ
と
は
困

難
で
あ
り
、
且
．
つ
疑
問
を
生
じ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
の
で
「
企
図
さ
れ
π
作
業
が
地
帯
法
に
認
め
ら
れ
元
も
の
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
と
き

は
、
申
請
書
を
税
関
長
に
差
出
し
て
裁
決
を
求
め
そ
の
指
令
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ち
な
い
。
申
請
者
が
そ
の
裁
決
に
対
し
て
不
服
が
あ
る
と

き
は
、
委
員
会
に
訴
願
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
（
財
務
規
則
入
條
C
）
と
い
う
規
定
を
設
け
て
い
る
。
前
述
の
「
処
理
」
の
意
義
の
拡
張
は
多
く

こ
の
規
定
に
基
づ
き
委
員
会
に
訴
願
し
て
勝
ち
得
だ
も
の
で
あ
る
。

　
地
帯
内
に
於
い
て
商
品
を
展
示
す
る
こ
と
も
地
帯
法
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
鼓
に
「
農
示
」
と
い
う
の
は
元
の
地
帯
規
則
に
よ
る

と
展
覧
台
（
H
》
一
ω
”
一
端
《
　
O
O
9
昌
け
O
N
ω
）
叉
は
そ
の
他
の
様
式
に
よ
る
商
品
陳
列
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
地
帯
内
に
於
い
て
公
衆
を
相
手
に

商
業
を
営
む
意
義
を
含
ん
で
い
る
か
ら
、
國
内
商
業
の
妨
害
と
な
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
地
帯
規
則
に
於
い
て
も
善
意
の

買
手
が
貨
物
を
槍
査
し
見
本
を
抽
出
す
る
こ
と
は
差
支
え
な
い
と
規
定
し
て
い
だ
（
地
帯
規
則
八
條
八
G
一
）
。
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製
遣
及
び
展
示
の
禁
止
事
項
に
つ
い
て
は
、
セ
ラ
ー
氏
は
当
初
か
ら
熱
心
な
反
対
論
者
で
あ
り
、
絡
戦
後
に
於
け
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
外
國

貿
易
地
帯
の
著
し
し
発
展
に
奪
い
、
盆
々
地
帯
内
に
於
け
る
製
造
及
び
展
示
の
必
要
を
出
域
し
、
毎
議
会
そ
の
禁
止
事
項
徹
廃
の
蓮
動
を
続

け
て
素
把
。
叉
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
外
國
賛
易
地
帯
蓮
営
公
吐
、
そ
の
他
関
係
團
体
も
こ
の
蓮
動
を
熱
心
に
続
け
π
。
委
員
会
も
こ
れ
に
対
し

て
深
い
関
心
を
持
ち
、
そ
の
年
次
報
告
書
に
は
常
に
こ
の
こ
と
に
触
晒
て
い
る
。
例
え
ば
、
一
九
四
六
年
三
月
七
日
付
添
貝
会
報
告
書
に
於

い
て
は
「
現
行
法
は
外
國
貿
易
地
帯
で
の
製
造
と
展
示
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
禁
止
を
解
く
こ
と
は
議
会
で
は
ま
だ
決
定
に

至
っ
て
い
な
い
」
と
報
告
し
、
更
に
公
私
の
会
議
に
於
い
て
製
造
及
び
展
示
を
許
す
懸
者
が
盛
ん
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
次
の
如
く
に
詳
細

に
報
告
し
て
い
る
。
　
「
中
央
及
び
地
方
の
商
集
團
体
、
市
民
團
体
等
か
ら
頻
り
に
地
帯
内
に
於
け
る
製
造
及
び
展
示
を
許
可
す
る
よ
・
γ
希
望

が
陳
情
さ
れ
て
い
る
。
第
六
継
続
年
度
に
於
け
る
第
三
十
二
回
ア
メ
リ
カ
外
十
三
易
協
議
会
（
藩
士
二
8
町
勢
自
Φ
楓
口
↓
蜜
像
①
0
8
＜
Φ
旨
亭

。
ロ
）
も
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
地
帯
は
か
か
る
施
設
を
持
つ
べ
き
こ
と
を
袈
書
し
て
い
る
Q
北
西
ア
メ
リ
カ
貿
易
協
会
（
Z
o
腎
げ
毛
。
ω
け
日
置
α
o

卜
ω
ω
o
o
冨
ユ
。
昌
）
も
、
　
一
九
四
五
年
六
月
二
十
六
日
半
シ
ン
ト
ン
州
ス
ポ
ケ
ー
ン
市
（
ω
b
o
三
口
①
）
に
於
け
る
会
合
に
於
い
て
、
外
國
貿
易

地
帯
は
主
義
と
し
て
製
避
と
展
示
と
を
許
す
べ
き
で
め
る
と
決
議
し
て
い
る
。
同
標
の
こ
と
が
、
早
牛
洋
平
岸
ポ
ー
ト
・
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
協

会
（
℃
ゆ
息
臨
o
O
o
掌
。
ω
け
b
ω
ω
o
o
忌
門
。
昌
O
囲
℃
o
冨
》
暮
ゴ
。
は
け
一
Φ
ω
）
の
一
九
四
五
年
十
一
月
ナ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
総
会
に
於
い
て
採
択
さ

れ
、
叉
一
九
四
五
年
十
月
シ
カ
ゴ
市
に
開
か
れ
た
ア
メ
リ
カ
・
ポ
ー
ト
・
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
協
会
に
於
い
て
も
採
択
さ
れ
、
　
一
九
四
五
年
十
月

プ
ロ
ペ
ラ
・
ク
ラ
ブ
（
罵
り
ず
O
　
℃
円
O
”
①
自
①
圏
O
一
口
げ
　
O
囲
　
け
ず
①
q
・
ω
●
）
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
に
於
け
る
会
合
に
於
い
て
も
同
様
の
提
案
が
承
認

さ
れ
て
い
る
。
」
（
註
六
）

　
叉
、
一
九
四
七
年
六
月
二
十
五
日
付
鶴
翼
会
年
次
報
告
書
に
於
い
て
も
、
こ
の
許
可
蓮
動
に
つ
き
次
の
如
き
報
告
を
行
っ
て
い
る
。
　
「
一

九
四
六
年
十
一
月
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
で
三
日
間
開
催
さ
れ
π
第
三
十
三
回
ア
メ
リ
カ
外
國
貿
易
会
議
に
於
い
て
は
外
國
貿
易
地
帯
に
て
製
造

　
　
　
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
の
外
國
貿
易
地
帯
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及
び
展
示
が
許
さ
る
べ
き
こ
と
を
決
議
し
て
お
り
、
叉
U
年
十
月
同
じ
く
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
に
於
い
て
開
か
れ
だ
ア
メ
リ
カ
商
船
協
会

（
円
ず
O
》
ヨ
①
ユ
0
9
ロ
リ
薗
①
周
O
ゴ
9
口
け
寓
四
二
昌
ω
0
9
昌
h
Φ
周
O
口
O
ψ
）
の
年
会
に
於
い
て
も
、
開
港
に
外
言
忌
易
地
帯
を
設
け
且
つ
地
帯
内
で
は
製

図
及
び
展
示
を
許
可
す
る
立
法
措
置
を
な
す
べ
き
こ
と
を
決
議
し
て
い
る
。
こ
れ
と
同
じ
決
議
は
、
本
年
の
ア
メ
リ
カ
・
ポ
ー
ト
・
オ
ー
ン

リ
テ
イ
協
会
の
ボ
ス
ト
ン
に
於
け
る
会
議
に
於
い
て
も
再
び
行
わ
れ
π
。
（
註
七
）

　
更
に
、
一
九
四
九
年
六
月
二
十
日
付
委
員
会
報
告
書
に
於
い
て
も
重
ね
て
次
の
如
き
記
述
が
見
ら
れ
る
。
「
一
九
四
八
年
十
一
月
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
市
に
開
催
さ
れ
π
第
三
十
五
回
ア
メ
リ
カ
外
國
貿
易
会
議
に
於
い
て
は
、
先
ず
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
外
國
貿
易
地
帯
の
新
設
を

歓
迎
し
て
の
そ
の
重
要
性
を
論
ず
る
と
と
も
に
、
地
帯
内
に
於
い
て
の
製
造
及
び
展
示
を
許
可
す
る
よ
う
法
律
を
改
正
す
べ
き
こ
と
を
要
望

す
る
声
明
を
行
っ
た
。
ア
メ
寛
解
・
ボ
ー
ト
・
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
協
会
の
第
三
十
七
回
年
会
に
於
い
て
も
、
叉
、
一
九
四
八
年
十
一
月
ニ
ュ
ー

コ
ー
ク
市
で
行
わ
れ
た
ア
メ
リ
カ
・
プ
ロ
ペ
ラ
ー
・
ク
ラ
ブ
の
会
合
に
於
い
て
も
い
つ
れ
も
同
様
の
決
議
を
行
っ
て
い
る
。
」
　
更
に
、
同
報

、
告
書
に
於
い
て
は
、
毎
議
会
に
提
案
さ
れ
て
い
る
関
係
法
案
に
つ
き
次
の
よ
う
な
報
告
が
な
さ
れ
て
い
る
。
「
第
八
十
議
会
の
第
二
会
期
に

は
議
員
バ
ン
ク
氏
（
］
四
一
一
ω
司
O
N
け
げ
切
口
O
貯
）
と
セ
ラ
ー
氏
か
ら
提
出
さ
れ
た
下
院
議
案
六
一
五
九
号
及
び
同
六
一
六
〇
号
の
重
複
法
案
が
審

議
に
上
つ
だ
。
・
．
」
の
法
案
は
他
の
改
正
規
定
と
と
も
に
、
地
帯
内
に
於
け
る
製
造
及
び
展
示
を
許
可
す
る
規
定
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
改

正
意
見
は
下
院
の
財
源
調
査
委
員
会
（
］
り
ず
①
O
O
ヨ
目
一
円
け
O
O
O
口
♂
く
9
《
o
D
　
ρ
旨
⊆
寓
①
9
づ
ω
）
に
於
い
て
受
理
さ
れ
π
が
、
審
議
禾
了
の
ま
ま
休

会
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
法
案
提
案
者
は
次
回
に
も
こ
の
法
案
を
出
す
よ
う
用
意
し
つ
、
あ
る
。
L
（
註
八
）

　
こ
の
許
可
運
動
は
一
九
四
九
年
中
も
各
方
面
に
於
い
て
盛
ん
に
行
わ
れ
、
途
に
こ
れ
が
実
を
結
ん
で
一
九
五
学
年
六
月
に
至
り
、
セ
ラ
ー

氏
の
改
正
法
案
が
通
過
し
て
、
爾
後
前
述
の
よ
う
に
地
帯
内
に
於
い
て
製
造
及
び
展
示
が
唖
聾
る
こ
と
と
な
つ
π
。
但
し
、
外
単
産
原
料
を

以
っ
て
製
造
さ
れ
π
貨
物
を
関
税
地
域
に
翰
入
す
．
る
場
合
に
は
、
所
定
の
関
税
を
墨
壷
う
外
に
、
ア
メ
リ
カ
関
税
地
域
内
に
て
そ
の
も
の
と
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同
様
の
商
品
を
製
遇
す
る
際
に
課
せ
ら
れ
る
あ
ら
ゆ
る
公
課
を
麦
憩
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
製
造
品
を
外
國
に
輸
出
す
る
場
合

に
は
、
正
規
の
輪
出
手
続
を
行
う
だ
け
で
、
こ
れ
ら
の
公
課
を
支
軸
う
こ
と
を
要
し
な
い
。

　
（
七
）
　
船
舶
の
出
入
発
着
。
　
船
舶
が
地
帯
に
出
入
す
る
に
当
っ
て
は
、
一
般
開
港
に
出
入
す
る
場
合
と
全
く
同
じ
取
級
を
な
す
こ
と
に

な
っ
て
い
る
（
財
務
規
則
二
條
）
。
即
ち
、
出
入
港
手
続
の
簡
略
化
と
か
、
叉
は
船
内
煙
室
の
緩
和
と
か
、
そ
の
他
ヨ
ー
ロ
ッ
。
ハ
の
自
由
港
に
屡

々
見
ら
れ
る
よ
う
な
特
典
は
、
ア
メ
リ
カ
の
外
國
貿
易
地
帯
で
は
全
然
與
え
ら
れ
て
い
な
い
。
殊
に
、
外
國
船
舶
が
合
衆
國
に
於
い
て
沿
岸

航
路
に
從
瀕
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
建
前
は
依
然
と
し
て
地
帯
に
も
そ
の
ま
ま
適
用
さ
れ
、
地
帯
か
ら
地
帯
へ
、
叉
は
地
帯
と
一
般
開
港

と
の
問
の
輸
途
に
從
う
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
な
い
（
財
務
規
則
三
條
。
）
。

　
し
か
し
、
船
舶
に
於
け
る
荷
役
に
関
し
て
は
、
特
権
商
品
に
つ
い
て
は
税
関
の
監
督
に
服
さ
な
け
れ
ば
な
ら
す
一
般
開
港
の
場
合
と
同
じ

取
締
を
受
け
て
税
関
へ
の
申
告
と
許
可
と
を
必
要
と
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
他
の
貨
物
即
ち
非
特
権
商
品
に
つ
い
て
は
積
卸
に
つ
い
て
関
税

怯
の
適
用
を
受
け
す
に
、
税
関
並
び
に
地
帯
当
局
に
対
す
る
軍
な
る
届
出
だ
け
で
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
出
来
る
（
財
務
規
則
二
條
二
項
）
。

　
（
八
）
，
地
帯
内
の
保
安
。
　
地
帯
内
に
於
け
る
関
税
確
保
を
目
的
と
す
る
警
察
事
務
は
一
切
税
関
牧
税
官
の
手
に
あ
る
。
税
関
牧
税
官
は

叉
、
外
耳
貿
易
地
帯
委
員
会
の
現
地
出
先
機
関
と
し
て
、
地
帯
全
域
に
亘
る
保
安
責
任
者
で
も
あ
る
。
從
っ
て
、
牧
税
官
に
は
警
察
、
衛
生

そ
の
他
権
力
的
行
政
の
実
施
に
当
っ
て
は
、
州
及
び
地
方
政
府
当
局
に
協
力
を
要
請
す
る
権
限
が
與
え
ら
れ
て
い
る
（
地
帯
規
則
二
條
二
〇
一
）
。

　
地
帯
内
に
於
け
る
居
住
は
禁
せ
ら
れ
て
い
る
。
但
し
、
地
帯
委
員
会
が
必
要
乏
認
め
π
官
公
吏
叉
は
こ
の
代
行
者
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

而
し
て
、
地
帯
へ
出
入
す
る
者
は
、
船
舶
を
利
用
す
る
者
を
除
き
、
悉
く
所
定
の
通
用
門
を
利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
す
、
叉
そ
れ
ら
の
者
は

制
規
の
服
装
若
し
く
は
徽
章
を
侃
用
し
叉
は
識
別
票
を
所
持
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
地
帯
に
於
け
る
税
関
執
務
時
間
は
一
般
開
港
の
揚
戸
と
異
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
し
か
し
、
税
関
以
外
の
地
帯
蓮
営
軌
務
時
間
に
つ
い
て

　
　
　
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
の
外
國
貿
易
地
帯
　
，
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ア
メ
リ
カ
合
衆
國
の
外
國
貿
一
易
地
帯

は
地
帯
蓮
営
者
が
任
意
に
定
め
る
こ
と
が
出
来
る
つ

　
（
九
）
　
外
國
貿
易
地
帯
の
経
理
。
　
地
帯
設
、
置
者
は
地
帯
の
建
設
、
管
理
、
運
営
、
維
持
に
必
要
で
あ
る
一
切
の
危
巌
と
費
用
と
を
負
担

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
從
っ
て
、
地
帯
規
則
に
よ
る
と
、
地
帯
内
に
あ
る
政
府
財
産
の
便
用
を
地
帯
設
畳
者
に
許
容
す
る
場
合
で
も
、
税

関
吏
の
地
帯
振
袖
に
就
い
て
も
、
そ
の
費
用
は
一
切
地
帯
設
置
者
の
負
担
と
な
っ
て
い
る
。
邸
ち
、
財
務
規
則
第
十
四
條
に
よ
る
と
「
地
帯

法
及
び
財
務
規
則
に
基
づ
い
て
要
求
さ
れ
る
税
関
業
務
維
持
の
だ
め
の
総
べ
て
の
必
要
経
費
は
、
地
帯
設
置
者
か
ら
政
府
に
辮
償
さ
る
べ
き

で
あ
る
。
そ
の
至
幸
は
毎
月
税
関
牧
税
官
に
対
し
て
行
わ
れ
、
牧
贈
官
は
こ
れ
を
関
税
徴
牧
費
の
見
返
り
受
入
金
と
し
て
重
言
國
財
務
省
勘

定
に
振
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
。

　
親
仁
貿
易
地
帯
の
建
設
経
営
は
設
立
者
（
公
私
法
人
）
自
身
の
危
険
と
費
用
と
に
於
い
て
、
行
わ
し
め
、
合
衆
國
政
府
は
こ
れ
に
対
し
何
等

の
補
助
を
行
わ
な
い
と
い
う
方
針
は
、
自
由
港
蓮
動
の
盛
ん
で
あ
っ
だ
時
代
か
ら
の
ア
メ
リ
カ
政
府
当
局
の
一
貫
し
だ
所
信
で
あ
っ
て
、
一

九
一
九
年
、
時
の
商
務
長
官
レ
ッ
ド
フ
ィ
ー
ル
ド
氏
（
ぐ
『
旨
嵩
餌
目
O
●
幻
O
幽
剛
一
①
一
創
）
が
ワ
シ
ン
ト
ン
州
選
出
上
院
議
員
ジ
ョ
ー
ン
ズ
氏
（
前

出
、
ジ
ョ
ー
ン
ズ
法
案
の
提
出
者
）
に
宛
て
π
書
簡
の
中
に
、
自
由
港
区
の
設
置
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
信
ず
る
旨
を
述
べ
る
と
と
も
に
、

「
外
濠
貿
易
に
酒
事
す
る
製
造
業
者
と
し
て
の
私
の
個
人
的
経
験
か
ら
考
え
、
又
ヨ
ー
ロ
ッ
．
ハ
に
於
け
る
自
由
港
の
運
営
を
直
接
視
察
し
だ

と
こ
ろ
が
ら
見
て
も
、
將
叉
、
本
省
官
更
の
な
し
た
調
査
研
究
の
結
果
に
徴
し
て
も
、
政
府
監
督
下
に
市
叉
は
州
の
経
費
に
よ
っ
て
自
由
地

帯
を
設
置
せ
し
め
る
と
い
う
認
可
立
法
の
方
が
鍵
ま
し
い
と
い
う
結
論
に
辛
し
π
。
こ
の
や
り
方
の
最
も
重
要
な
趣
旨
の
一
は
、
か
か
る
法

律
は
認
可
圭
算
の
み
で
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
且
つ
地
方
自
治
体
が
自
由
地
帯
の
特
権
を
獲
得
す
る
こ
と
を
艶
む
π
め
に
は
、
そ
の
資
金
は
自

ら
調
達
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
政
府
の
認
可
に
は
、
こ
の
企
画
に
金
融
を
件
わ
し
め
る
筋
谷
の
も
の
で
は
な

い
」
（
註
九
）
と
い
っ
て
、
地
帯
設
置
者
の
自
ま
自
営
を
主
張
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
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外
連
貿
易
地
帯
は
公
其
的
で
は
あ
っ
て
も
一
個
の
企
業
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
経
費
を
賄
う
上
か
ら
当
然
に
そ
の
地
帯
を
利
用
す
る
者
に
対

し
て
使
用
料
、
賃
貸
料
、
手
数
料
そ
の
他
地
帯
の
業
務
に
対
す
る
報
酬
を
求
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
但
し
、
三
熱
は
合
衆
國
で
は
我
國
と
同

じ
《
國
税
と
な
っ
て
い
る
か
な
、
ド
イ
ツ
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
自
由
港
の
よ
う
に
、
地
帯
当
局
が
こ
れ
を
課
し
こ
れ
を
弛
め
る
こ
と
は
出
来

な
い
。
公
課
の
種
目
及
び
料
牽
は
、
各
地
帯
当
局
の
企
画
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
決
定
に
は
中
央
の
委
員
会
の
認
可
を
必
要
と
す
る
Q

，
叉
、
地
帯
内
に
於
い
て
各
種
の
業
務
を
行
う
地
帯
運
営
者
以
外
の
私
企
業
既
ち
冒
α
o
O
9
山
。
耳
6
0
暮
雷
0
8
博
ω
が
課
す
る
と
こ
ろ
の
料
率

は
、
地
帯
蓮
営
者
で
あ
る
当
局
の
許
可
を
必
要
と
し
て
い
る
。
現
に
、
実
施
さ
れ
て
い
る
公
課
の
種
目
は
一
般
開
港
に
於
い
て
港
湾
当
局
の

定
め
る
と
こ
ろ
と
大
体
同
じ
で
あ
る
。
即
ち
、

　
（
イ
）
　
地
帯
の
サ
ー
ヅ
イ
ス
（
直
接
労
働
そ
の
他
現
場
作
業
国
郡
旨
亀
貯
m
q
を
含
ま
す
）
と
し
て
は
、
岸
壁
及
び
警
標
の
ア
レ
ン
ジ
、
荷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

積
揚
の
ア
レ
ン
ジ
、
積
無
賃
物
の
チ
ェ
ッ
ク
、
荷
主
か
ら
搬
出
貨
物
を
受
取
り
受
取
書
を
発
行
す
る
こ
と
、
荷
受
人
に
搬
入
貨
物
を
引
渡
し
　
4
9

受
取
書
を
取
る
こ
と
、
積
込
貨
物
に
対
し
て
積
荷
目
録
、
同
明
細
書
を
作
成
し
叉
は
荷
札
を
附
す
る
こ
と
、
貨
物
の
過
不
足
叉
は
損
傷
報
告
　
　
一

書
を
作
成
す
る
こ
と
、
鉄
道
ト
ラ
ッ
ク
等
の
斡
旋
、
荷
主
、
荷
受
人
に
対
し
て
貨
物
、
船
舶
に
関
す
る
一
切
の
通
報
を
な
す
こ
と
、
地
帯
内

の
点
燈
な
ど
で
め
る
。
電
燈
な
ど
は
原
則
と
し
て
料
金
を
と
ら
な
い
が
、
地
帯
利
用
者
の
特
別
の
要
求
に
よ
る
な
ど
規
定
外
の
使
用
を
許
す

・
と
き
は
電
燈
料
を
徴
す
る
。
こ
れ
ら
の
費
目
は
す
べ
て
種
目
、
仕
向
仕
出
先
、
取
扱
商
品
の
種
類
に
よ
り
細
か
に
料
卒
を
定
め
て
い
る
。

　
（
ロ
）
　
船
渠
料
（
U
o
o
冨
ぴ
q
①
）
は
、
船
舶
が
地
帯
内
水
域
に
碇
泊
し
た
場
合
に
船
舶
に
対
し
て
課
せ
ら
れ
る
料
金
で
あ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
．

で
は
岸
壁
使
用
料
（
詔
冨
同
ず
9
。
ひ
亀
①
）
を
b
o
o
冨
ぴ
q
o
と
い
っ
て
お
り
、
貨
物
の
積
卸
そ
の
他
の
作
業
を
し
な
く
て
も
課
せ
ら
れ
る
。
　
こ
れ

は
地
帯
に
よ
っ
て
多
少
異
る
け
れ
ど
も
、
地
帯
内
で
何
等
の
作
業
も
行
わ
す
從
っ
て
サ
ー
ダ
イ
ス
料
も
麦
梯
わ
な
い
場
合
に
は
碇
泊
が
一
口

未
満
で
も
二
十
四
時
間
分
の
船
渠
料
を
徴
聾
し
、
サ
ー
ヴ
ィ
ス
料
を
支
彿
つ
π
場
合
に
は
毎
四
時
間
軍
位
を
断
っ
て
計
算
す
る
よ
う
に
定
め

　
　
　
　
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
の
外
國
貿
易
地
帯



　
　
　
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
の
外
國
貿
易
地
帯

ら
れ
て
い
る
。

　
（
ノ
）
　
労
務
費
及
び
施
設
使
用
料
は
貨
物
の
積
卸
、
蓮
搬
、
庫
出
入
等
に
ト
ラ
ッ
ク
、
ク
レ
ー
ン
等
の
地
帯
施
設
を
使
用
し
た
と
き
支
梯

わ
れ
る
公
課
で
あ
っ
て
、
機
械
類
は
そ
の
規
模
と
使
用
時
間
と
で
異
り
、
労
務
費
は
基
準
賃
銀
別
に
李
日
（
午
前
八
時
乃
至
午
後
五
時
）
、

超
過
勤
務
、
休
日
勤
務
等
で
異
っ
て
い
る
。
地
帯
労
働
賃
銀
は
、
他
の
港
湾
労
務
に
比
べ
多
少
高
い
よ
う
で
あ
る
。

　
（
二
）
　
保
管
料
（
ω
8
蜜
o
q
o
）
は
地
帯
当
局
が
管
理
す
る
倉
庫
に
貨
物
を
保
管
し
た
揚
合
に
課
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
課
物
の
種
類
、
包
装
、

大
さ
、
期
間
に
よ
っ
て
料
率
を
定
め
て
い
る
。

　
以
上
の
外
（
ホ
）
荷
積
揚
使
用
料
、
（
ト
）
上
屋
使
用
料
な
ど
が
一
般
的
種
目
で
あ
り
、
地
帯
に
よ
っ
て
は
そ
の
業
務
内
容
の
定
め
方
に
よ

b
こ
の
他
に
も
各
種
の
手
数
料
、
使
用
料
を
課
し
て
い
る
。
し
か
し
、
総
じ
て
地
帯
牧
入
と
し
て
は
ど
こ
で
も
船
渠
料
が
最
大
で
あ
り
、
次

い
で
倉
庫
貸
室
料
、
貸
地
料
、
保
管
料
、
設
備
使
用
料
な
ど
が
こ
れ
に
次
い
で
い
る
。
　
（
註
一
〇
）

　
水
先
案
内
、
曳
船
、
荷
役
、
小
運
途
な
ど
は
、
い
つ
れ
の
既
設
地
帯
で
も
独
立
請
負
業
者
（
ぎ
幽
8
①
巳
。
暮
0
8
茸
8
8
同
ω
）
の
業
務

と
な
っ
て
お
り
、
地
帯
当
局
は
こ
れ
を
運
営
し
て
い
な
い
。
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
料
金
は
業
者
の
牧
入
で
あ
っ
て
、
地
帯
蓮
営
者
は
こ
れ
ら

の
私
企
業
者
と
の
契
約
に
よ
っ
て
営
業
権
賦
與
に
対
す
る
報
酬
金
を
牧
入
と
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

　
伺
、
地
帯
内
に
於
け
る
各
種
の
処
理
、
製
造
、
展
示
な
ど
の
作
業
は
、
荷
主
の
負
担
に
於
い
て
自
由
で
あ
り
、
作
業
そ
の
も
の
に
就
い
て

は
地
帯
は
何
等
の
料
金
も
課
さ
な
い
。
唯
、
作
業
揚
、
、
展
示
揚
の
使
用
、
地
帯
施
設
の
利
用
浅
当
局
の
労
費
を
煩
わ
す
特
劉
の
サ
ー
ヅ
ィ
ス

に
対
し
て
は
規
定
に
よ
り
、
叉
は
特
別
の
契
約
に
基
づ
き
料
金
を
と
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
次
に
、
地
帯
麦
出
の
主
だ
る
も
の
は
、
借
地
借
家
料
、
涙
出
税
関
吏
の
俸
給
、
地
帯
職
員
の
俸
給
、
労
務
者
給
料
、
事
務
費
等
で
あ
る
。

　
総
寺
入
か
ら
総
費
用
を
差
引
い
た
金
棺
は
、
各
地
帯
の
定
款
に
基
づ
い
て
処
分
さ
れ
る
。
但
し
、
こ
の
定
款
は
中
央
の
委
員
会
の
承
詔
を
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必
要
と
し
て
い
る
か
ら
、
地
帯
当
局
が
恣
意
的
に
処
分
．
す
る
恐
れ
は
防
げ
る
わ
け
で
あ
る
。

　
ニ
ユ
駈
ヨ
ー
ク
追
号
貿
易
地
帯
は
、
開
設
後
数
年
に
し
て
既
に
利
盆
を
挙
げ
、
最
近
は
相
当
の
純
盆
を
残
す
ま
で
に
な
っ
た
こ
と
は
後
し

記
す
通
り
で
あ
る
。
そ
の
他
の
地
帯
は
よ
だ
赤
字
を
出
し
て
．
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
開
設
後
伺
日
が
浅
く
創
設
に
係
わ
る
経
費
が
多
い
と

と
庵
に
、
ま
だ
一
般
の
地
帯
利
用
が
少
い
π
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
委
員
会
に
対
す
る
地
帯
設
置
申
請
の
際
の
計
画
を
見
る
と
、
い
つ
れ
も

数
年
を
出
で
す
し
て
牧
麦
均
衡
に
な
る
よ
う
に
記
さ
れ
て
お
り
、
且
つ
委
員
会
は
こ
れ
を
槍
呈
し
て
許
可
を
與
え
た
の
で
あ
る
し
、
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
は
既
に
そ
の
計
画
を
実
現
し
、
ニ
ュ
ー
オ
ル
リ
」
ン
ズ
も
．
開
設
後
．
二
年
に
し
て
赤
字
を
大
分
減
じ
て
い
る
事
実
を
見
る
と
幽
い
つ
れ

・
の
地
帯
も
計
画
通
り
に
は
行
く
も
の
と
見
込
ま
れ
て
い
る
。
ア
ラ
バ
マ
州
モ
ビ
ー
ル
港
の
地
帯
の
よ
う
に
、
開
設
後
僅
か
六
ケ
月
の
経
験
で

・
そ
の
損
失
の
多
い
の
に
驚
き
解
散
し
て
し
ま
つ
だ
と
こ
ろ
も
あ
る
し
、
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
の
地
帯
の
よ
う
に
、
始
め
か
ら
損
失
を
覚
悟
し
て
十

年
計
画
で
そ
の
財
政
均
衡
を
は
か
り
、
そ
の
間
一
切
の
損
失
は
市
に
於
い
て
負
担
す
る
と
い
う
、
極
め
て
熱
の
高
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。
こ
れ

な
、
外
燈
貿
易
地
帯
な
企
業
で
は
あ
る
け
れ
ど
為
、
公
土
へ
施
設
で
あ
る
と
い
う
一
事
が
特
に
強
く
認
識
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
い
え
よ

．
．
．
つ
。

　
（
註
一
）
　
Z
睾
り
8
h
房
8
閃
。
冨
黄
づ
目
聴
巴
Φ
量
巴
津
巴
び
矯
田
o
n
o
h
ω
＄
庄
o
O
o
日
目
凶
器
δ
員
μ
雷
O
．

　
（
註
二
）
　
男
。
器
一
胃
↓
属
巴
①
N
8
Φ
。
。
b
d
8
a
”
ぎ
巴
切
。
宮
詳
8
0
0
旨
鴨
。
塑
甘
9
b
δ
ρ
お
お
・

　
（
註
三
）
　
U
8
β
醤
。
暮
臨
鮎
8
浄
α
時
。
旨
d
．
ψ
U
o
b
僧
忌
日
Φ
暮
o
h
つ
。
旨
旨
臼
o
ρ
O
曲
8
0
断
ぽ
8
ヨ
畿
。
旨
既
↓
旨
α
Φ
”
O
弓
－
ω
し
。
一
”
】
≦
p
φ
目
ゴ
H
P
H
㊤
心
9

　
（
註
四
）
．
ω
●
ω
●
H
o
ぎ
℃
臼
民
．
噛
国
睾
ぎ
q
ω
〇
四
聞
。
器
一
唱
－
↓
量
紆
N
o
ロ
ρ
H
O
心
O
℃
b
・
心
・

　
（
註
五
）
　
！
始
や
刈

　
（
註
六
）
　
閏
e
δ
一
㎎
〒
目
目
飢
α
O
N
◎
昌
Φ
ω
b
σ
◎
の
夙
鼻
》
昌
ロ
β
0
一
閑
O
尉
6
冨
8
0
0
昌
讐
㊦
ω
ω
輸
ソ
自
四
同
O
げ
N
H
㊤
躯
①
噛
や
．
刈
・

　
（
註
七
）
　
団
自
a
㈹
5
角
壁
伍
①
N
9
り
窃
ゆ
8
a
”
〉
一
歳
9
閑
①
騒
ぎ
0
旨
讐
①
ω
ρ
冒
づ
。
悼
㎝
℃
H
課
S
局
づ
．
8
Q
o
■

　
（
註
八
）
　
閃
。
器
凝
亨
目
壁
魁
Φ
N
8
0
ω
切
。
凶
目
F
》
昌
昌
ロ
9
男
。
］
8
誹
8
0
9
日
噴
塞
噂
甘
口
o
N
ρ
H
O
お
嘘
や
H
9

　
（
註
九
）
　
男
。
鴇
ψ
竃
8
－
国
署
8
り
℃
o
誹
U
o
く
。
δ
や
旨
。
馨
”
H
り
b
。
ρ
℃
●
心
卜
σ
H
．

　
（
註
一
〇
）
　
α
ω
巳
・
曾
ロ
ロ
巴
国
Φ
冒
冨
L
W
o
程
像
。
幡
0
◎
己
a
ω
毘
8
0
誘
”
勺
。
誹
。
臨
Z
o
竃
〇
二
〇
餌
昌
ρ
μ
O
お
■

　
　
　
　
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
の
外
國
貿
易
地
幣
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ア
メ
リ
カ
合
衆
國
の
外
國
貿
易
地
帯

蜀
9
ゆ
凶
讐
－
↓
冨
匹
o
N
o
昌
Φ
ス
9
ド
↓
9
鼠
融
Z
ρ
一
．
閃
雲
霧
℃
O
ロ
曽
お
Φ
ω
鳩
巳
時
置
ω
p
虚
血
菊
調
9
”
試
。
霧
匂
ス
．
嘱
こ
6
藤
O
．

閑
巳
Φ
ρ
O
げ
契
α
q
＄
昌
昌
愚
図
。
ぴ
q
巳
銭
。
窃
噂
帥
や
や
ぐ
貯
四
竹
、
．
H
旨
旨
賢
帥
¢
o
昌
巴
国
h
8
↓
δ
α
Φ
N
o
昌
o
o
』
Z
o
≦
O
謡
。
帥
ロ
ω
い
ω
段
α
三
〇
Z
ρ
ど
H
Φ
幽
N

男
。
吋
臨
唱
－
目
冨
ユ
o
N
o
5
Φ
Z
ρ
●
◎
断
。
周
葺
。
℃
o
誹
o
h
ω
p
昌
切
錘
昌
9
ω
0
9
0
巴
こ
目
竜
田
ス
ρ
廿
H
O
軽
Q
Q
．

第
四
節
合
衆
國
に
於
け
る
外
國
貿
易
地
帯
の
活
動

　
一
九
三
六
年
一
月
二
十
九
日
に
設
立
許
可
を
受
け
、
一
九
三
七
年
二
月
硝
日
か
ら
業
務
を
開
始
し
π
ニ
ュ
ー
．
ヨ
ー
ク
の
単
三
貿
易
地
帯
第

↓
号
は
、
本
格
的
な
活
動
に
入
ら
な
い
う
ち
に
、
第
二
次
定
職
が
勃
発
し
て
ア
メ
リ
カ
も
こ
れ
に
突
入
し
、
折
角
外
記
貿
易
地
帯
と
し
て
の

施
設
が
完
備
し
π
に
も
拘
わ
ら
す
軍
事
用
施
設
と
し
て
接
牧
さ
れ
、
地
帯
は
ス
テ
ー
テ
ン
島
ス
テ
ー
プ
ル
ト
ン
港
か
ら
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
の
ノ

・
ー
ス
・
リ
ヅ
ア
ー
溜
岸
に
食
傷
せ
し
め
ら
れ
て
、
職
時
中
及
び
終
戦
後
も
此
処
で
業
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
だ
。
一
九
四
五
年
十

一
月
ス
テ
ー
プ
ル
ト
ン
港
の
地
帯
中
事
十
六
突
堤
だ
け
が
軍
に
於
い
て
不
要
と
な
っ
た
π
め
、
ま
す
こ
れ
が
返
遽
さ
れ
、
依
っ
て
同
年
十
二

，
月
十
二
日
ノ
ー
ス
・
リ
ヅ
ア
ー
の
地
帯
の
う
ち
一
突
堤
の
施
設
だ
け
を
此
処
に
移
し
て
、
業
務
の
一
部
を
こ
、
で
営
む
こ
と
と
な
つ
だ
。
卸

ち
、
地
帯
は
ノ
ー
ス
・
リ
ヅ
ア
ー
浩
岸
と
ス
テ
ー
プ
ル
ト
ン
と
に
分
離
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
つ
把
。
更
に
、
一
九
四
六
年
十
月
十
七
日

に
は
ス
テ
ー
プ
ル
ト
ン
港
地
帯
の
第
十
五
突
堤
の
暴
行
解
除
が
行
わ
れ
、
同
時
に
委
員
会
は
ノ
ー
ス
・
リ
ヴ
ア
ー
溜
岸
の
第
七
十
二
、
七
十

、
三
、
七
十
四
の
三
突
堤
の
地
帯
使
用
を
中
止
せ
し
め
だ
。
即
ち
、
開
設
当
初
ス
テ
ー
プ
ル
蚤
ン
に
於
い
て
使
用
し
て
い
た
五
突
堤
の
う
ち
二

突
堤
の
み
し
か
使
用
を
許
さ
れ
す
（
こ
の
外
ス
マ
ト
ラ
・
タ
バ
コ
倉
庫
を
使
用
す
）
三
突
堤
は
軍
用
に
供
さ
れ
て
い
る
。
一
九
四
九
年
中
に

画
せ
ら
れ
た
委
員
会
命
令
の
中
に
は
ま
だ
軍
用
三
突
堤
が
返
還
さ
れ
π
と
い
う
命
倉
は
出
て
お
ら
す
、
只
地
帯
当
局
か
ら
は
商
務
省
宛
に
頻

b
に
地
帯
の
狡
駐
を
訴
え
て
三
突
堤
の
利
用
許
可
を
希
望
し
て
お
り
、
且
つ
軍
当
局
も
極
め
て
近
い
將
来
こ
れ
を
返
還
す
る
計
画
が
立
て
ら

れ
つ
、
あ
る
と
い
う
だ
け
の
情
報
し
か
入
っ
て
い
な
い
。
一
九
五
〇
年
再
び
準
戦
時
体
制
に
入
っ
た
た
め
、
三
突
堤
の
返
還
が
行
わ
れ
た
か
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ど
う
か
不
明
で
あ
る
が
、
若
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
方
面
に
於
け
る
國
際
情
勢
が
急
変
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
一
拉
返
遣
し
だ
と
し
て
も
、

再
び
軍
に
よ
っ
て
接
放
さ
れ
る
可
能
性
が
濃
厚
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
広
戸
貿
易
地
帯
は
戦
時
中
そ
の
活
動
が
著
し
く
阻
害
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
す
、
そ
の
施
談

が
優
秀
で
あ
る
こ
と
と
、
地
帯
制
度
が
積
換
貿
易
に
便
宜
で
あ
る
こ
と
の
．
だ
め
意
外
な
活
況
を
呈
し
、
一
時
は
辛
辛
後
よ
り
も
遙
か
に
大
き

な
取
引
が
地
帯
内
に
行
わ
れ
て
い
た
。
即
ち
、
第
一
に
、
戦
時
中
は
管
理
貿
易
で
あ
っ
た
た
め
正
常
な
外
國
貿
易
ル
ー
ト
が
殆
ど
閉
塞
さ
れ

て
い
π
の
で
、
貿
易
業
者
に
し
て
積
換
貿
易
に
從
事
す
る
も
の
が
生
じ
、
こ
れ
が
地
帯
に
於
い
て
行
わ
れ
た
の
で
地
帯
は
案
外
な
活
況
を
見

た
の
で
あ
る
。

　
郎
ち
、
職
時
中
で
は
一
九
四
一
年
が
最
も
繁
栄
し
て
お
り
、
貨
物
の
取
扱
口
数
四
、
一
二
⊥
ハ
ロ
、
一
三
六
、
八
六
〇
噸
、
八
八
、
O
O
O
、
0

0
0
弗
に
及
ん
だ
。
し
か
し
そ
の
後
職
事
の
苛
烈
と
な
る
に
及
び
少
し
す
、
減
少
し
て
来
て
い
る
。
そ
れ
で
も
一
九
四
三
年
中
に
地
帯
に
搬

入
さ
れ
π
商
品
は
一
九
四
品
目
、
相
手
國
は
五
一
ケ
國
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
外
國
へ
再
び
面
前
さ
れ
だ
貨
物
は
搬
入
商
品
に
対
し
て
量
に
於

い
て
四
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
償
額
に
於
い
て
四
四
．
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
だ
。
　
一
九
四
四
年
に
は
こ
れ
が
少
し
く
減
じ
て
、
　
一
五
六
品
目
、
五
一

ケ
國
と
な
り
、
再
積
途
貨
物
も
量
に
於
い
て
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
慣
額
に
於
い
て
二
七
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。
　
一
九
四
四
年
に
於
け

る
取
扱
商
品
の
品
目
を
見
る
と
、
量
に
於
い
て
も
債
額
に
於
い
て
も
蒸
溜
酒
が
第
一
で
あ
b
、
次
い
で
時
計
及
び
部
分
品
、
タ
バ
コ
、
砂
糖
、

綿
糸
、
包
装
紙
、
綿
織
物
、
牛
肉
エ
キ
ス
、
絨
鋭
、
葡
萄
酒
、
ゴ
ー
ン
ミ
ー
ル
、
鱈
、
煉
製
鯨
、
ア
イ
ボ
リ
ー
・
ナ
ッ
ト
、
皮
革
、
家
具
、

藥
材
、
化
粧
水
な
ど
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
地
帯
内
で
処
理
を
施
し
た
も
の
は
、
タ
バ
コ
（
熟
成
、
槍
別
、
手
入
、
見
本
抽
出
、
看
貫
、
損

葉
除
去
、
改
装
）
、
時
計
及
び
部
分
品
（
槍
査
、
取
替
）
、
蒸
溜
酒
（
槍
査
、
見
本
抽
出
、
再
調
倉
、
栓
、
計
量
、
標
紙
貼
付
）
、
皮
革
（
鑑
査
、

選
別
、
改
装
）
、
家
具
（
槍
査
、
分
別
、
駆
鐡
消
毒
、
改
装
）
、
藥
材
（
槍
査
、
改
装
）
、
化
粧
水
（
ア
ル
コ
ー
ル
除
去
）
な
ど
で
あ
る
。
叉
此
の

　
　
　
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
の
外
國
貿
易
地
帯
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ア
メ
リ
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合
衆
國
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國
貿
易
地
帯

年
に
於
い
」
て
地
帯
を
通
じ
て
の
税
関
黒
々
は
一
一
、
O
O
O
、
0
0
0
弗
を
超
え
、
戦
孚
の
最
も
苛
烈
で
あ
っ
た
年
に
於
い
て
愚
え
、
叉
、
ノ

ー
ス
・
リ
ヴ
ア
ー
の
甚
だ
狭
い
地
域
で
の
業
務
で
あ
っ
た
の
に
も
拘
わ
ら
す
、
こ
れ
だ
け
の
活
動
を
な
し
得
た
と
い
う
こ
と
は
、
直
接
輸
出
．

入
の
ル
ー
ト
が
困
難
と
な
っ
た
π
め
、
却
っ
て
こ
れ
が
地
帯
に
幸
し
た
と
も
見
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

．
第
二
に
は
、
．
職
時
中
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
於
け
る
市
場
は
殆
ど
壊
滅
し
て
し
ま
つ
だ
た
め
、
こ
れ
が
ア
メ
リ
カ
に
移
り
、
制
度
及
び
施
設
の
上

で
最
も
便
坐
の
多
い
外
國
貿
易
地
帯
が
市
揚
と
し
て
活
用
さ
れ
だ
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
英
、
独
、
佛
に
於
け
る
毛
皮
市
場
は
喜
連
に
よ

っ
て
全
く
そ
の
機
能
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
世
界
最
大
の
消
費
地
で
あ
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
こ
れ
が
移
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
の
毛
皮

は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
而
か
も
外
國
貿
易
地
帯
の
倉
庫
に
多
く
集
り
、
地
帯
内
で
藏
置
、
、
槍
査
、
処
理
及
び
競
賞
が
行
わ
れ
て
、
地
帯
は
宛
然

毛
皮
市
場
の
観
を
呈
す
る
に
至
っ
た
。
こ
の
状
態
は
終
戦
後
も
続
き
、
地
帯
当
局
及
び
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
商
業
会
議
所
は
、
こ
の
毛
皮
市
場
は

永
く
ニ
ユ
ー
ヨ
恥
ク
に
定
着
す
る
も
の
と
観
測
し
て
い
る
。

　
今
一
つ
職
時
中
に
起
つ
た
著
し
い
現
象
は
、
古
来
ア
、
メ
リ
カ
が
余
り
タ
ッ
チ
し
て
い
な
か
っ
た
タ
バ
コ
の
市
場
が
地
帯
内
に
出
来
上
っ
た

こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
職
前
は
蘭
印
タ
バ
コ
の
市
揚
と
し
て
は
英
國
、
独
逸
及
び
和
蘭
が
中
心
で
あ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
へ
は
ジ
ャ
ワ
、
ス
マ

ト
ラ
の
タ
バ
コ
は
直
接
輸
入
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
職
事
の
だ
め
ロ
ン
ド
ン
に
途
ら
れ
た
大
量
の
蘭
島
の
タ
バ
コ
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
移

邊
さ
れ
て
来
て
、
地
帯
内
に
藏
置
さ
れ
、
こ
、
で
二
段
階
か
の
処
理
が
加
え
ら
れ
、
見
本
が
抽
出
さ
れ
て
、
國
内
に
輸
入
さ
れ
叉
は
國
外
に

販
責
さ
れ
た
。
そ
の
後
ジ
ャ
ワ
、
ス
マ
ト
ラ
か
ら
直
接
に
地
帯
に
途
ら
れ
て
来
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
が
年
々
に
増
加
し
て
地
帯
に
は
今
や

蘭
印
タ
バ
コ
の
市
場
が
出
来
上
っ
た
。
こ
の
市
場
も
ま
た
永
く
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
定
着
す
る
だ
ろ
う
と
地
帯
当
局
は
観
測
し
て
お
り
、
若
し

地
帯
内
に
於
け
る
製
造
、
展
示
が
許
さ
れ
る
に
至
る
な
ら
ば
こ
れ
は
一
士
に
確
実
で
あ
る
と
い
う
の
が
当
時
の
意
見
で
あ
っ
把
。

　
第
三
に
、
職
時
中
の
地
帯
は
軍
需
品
の
積
送
場
と
し
て
極
め
て
能
率
的
に
利
用
さ
れ
た
。
こ
れ
は
貨
物
の
藏
置
、
荷
役
、
蓮
輪
の
便
が
他
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の
港
域
よ
り
も
遙
か
に
優
秀
で
あ
る
こ
と
に
翻
す
い
た
の
で
あ
っ
て
、
税
関
牧
税
官
の
報
告
に
よ
る
と
、
戦
時
中
は
こ
の
地
帯
利
用
の
た
め

に
一
七
三
隻
の
汽
船
と
三
、
八
八
七
隻
の
艀
と
が
発
着
し
て
荷
揚
荷
卸
を
な
し
、
叉
修
繕
、
発
航
準
備
な
ど
を
こ
～
で
行
つ
だ
と
い
う
。
叉
、

職
時
中
に
於
け
る
極
め
て
特
異
な
作
業
と
し
て
は
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
及
び
ブ
ラ
ジ
ル
に
抑
留
さ
れ
て
い
元
ド
ィ
ッ
俘
虜
の
た
め
、
私
用
品
が

赤
十
字
肚
か
ら
地
帯
に
途
ら
れ
て
来
て
、
こ
、
で
個
人
別
分
類
が
行
わ
れ
、
改
装
し
て
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
及
び
ブ
ラ
ジ
ル
に
廻
途
さ
れ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
求
職
後
に
於
け
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
外
國
貿
易
地
帯
の
事
情
は
著
し
く
変
化
し
把
。
職
時
中
は
政
府
の
管
理
下
に
於
い
て
貿
易
を
な
し
て
い

把
の
で
、
地
帯
内
で
は
各
政
府
機
関
の
取
扱
貨
物
が
充
満
し
、
僅
か
に
職
時
統
制
外
で
あ
る
仲
継
貿
易
品
の
み
が
自
由
に
取
扱
わ
れ
て
い
た

に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
る
に
、
一
九
四
六
年
に
至
り
、
こ
れ
ら
の
統
制
は
大
部
分
解
除
き
れ
、
唯
例
外
と
し
て
を
O
岡
の
。
。
に
規
定
さ
れ

だ
貨
物
と
輪
出
入
割
当
で
制
限
を
受
け
て
い
る
商
品
だ
け
が
統
制
さ
れ
て
い
る
だ
け
と
な
つ
π
。
卸
ち
、
管
理
貿
易
体
制
は
解
か
れ
て
本
来

の
民
間
貿
易
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
Q

　
民
間
貿
易
に
戻
っ
て
か
ら
最
初
に
生
じ
た
現
象
は
、
地
中
海
澹
岸
諸
國
か
ら
地
帯
に
向
け
オ
リ
ー
ヴ
油
が
樽
入
で
途
ら
れ
て
来
て
、
こ
れ

を
地
帯
内
で
混
合
、
濃
過
、
鎌
入
し
て
西
牛
立
諸
國
に
再
途
さ
れ
る
と
い
う
、
今
迄
に
な
か
っ
た
作
業
が
行
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
オ

リ
」
ヴ
油
の
搬
入
、
藏
置
、
処
理
、
再
途
の
作
業
は
、
そ
の
後
も
引
続
き
確
実
に
増
加
の
傾
向
を
辿
っ
て
い
る
。
叉
、
当
時
は
地
帯
内
に
於

け
る
製
造
と
商
品
展
示
と
は
怯
律
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
た
の
で
、
こ
れ
に
対
す
る
禁
止
解
除
の
強
盛
が
盛
に
起
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と

は
前
節
に
述
べ
た
が
、
地
帯
内
に
於
け
る
貨
物
処
理
の
或
る
作
業
も
、
税
関
が
こ
れ
を
細
意
と
看
倣
す
こ
と
に
よ
っ
て
許
さ
れ
な
か
つ
だ
も

の
が
、
こ
れ
を
委
員
会
仁
提
訴
す
る
こ
と
に
依
っ
て
、
こ
の
許
可
を
勝
ち
得
鞄
も
の
が
多
く
あ
っ
た
。
即
ち
、
機
械
等
部
分
品
の
組
立
及
び

取
付
、
搾
油
、
油
脂
混
和
、
糸
布
染
色
、
昏
昏
及
び
色
付
、
．
藥
材
混
成
（
例
え
ば
フ
ク
ラ
シ
粉
製
造
）
、
成
分
抽
出
な
ど
が
こ
れ
で
あ
っ
て
、

　
　
　
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
の
外
國
貿
易
地
帯
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ア
メ
リ
カ
合
衆
岡
［
の
外
國
貿
易
地
帯

製
遣
と
加
工
と
の
中
間
を
行
く
作
業
が
こ
れ
に
属
し
て
い
元
。

　
こ
れ
ら
の
威
霊
件
が
重
な
り
謹
厳
の
地
帯
活
動
は
躍
進
的
に
増
大
を
見
て
い
る
。
一
九
四
七
年
は
貨
物
搬
入
量
に
於
い
て
は
一
九
四
〇
年

に
次
ぐ
数
字
を
示
し
、
そ
の
債
額
と
地
帯
収
入
と
に
於
い
て
は
地
帯
設
置
以
来
の
レ
コ
ー
1
3
を
見
る
に
至
っ
て
い
る
。
帥
ち
、
二
の
年
を
以

っ
て
地
帯
の
活
動
は
完
全
に
本
格
的
に
な
っ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
の
年
度
に
は
、
貨
物
の
受
入
口
数
は
四
、
〇
六
二
で
あ
っ
て
一
九
四

六
年
に
比
す
る
と
五
五
一
口
の
増
加
で
あ
り
、
面
こ
の
仕
出
國
は
七
ニ
ケ
國
、
貨
物
の
種
類
は
二
九
九
品
目
で
あ
っ
て
、
一
九
四
六
年
は
こ

れ
が
七
五
ケ
國
、
二
二
二
品
目
で
あ
っ
た
。
　
一
九
四
七
年
越
再
輸
出
さ
れ
π
外
國
貨
物
は
二
五
、
一
七
六
噸
、
　
一
八
、
四
一
二
、
汰
二
二
弗
で

あ
り
、
前
年
に
比
す
る
と
数
量
に
於
い
て
一
三
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
の
増
加
、
金
額
に
於
い
て
は
五
〇
．
パ
ー
セ
ン
ト
の
増
加
を
見
て
い
る
。
叉
、

同
年
輩
加
算
貨
物
で
地
帯
か
ら
輸
出
さ
れ
把
も
の
は
、
六
六
、
七
〇
自
乗
、
四
八
、
二
九
八
、
三
一
二
弗
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
前
年
に
比
す
る

と
量
で
一
九
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
金
額
で
一
三
八
パ
ー
セ
ン
ト
の
増
加
に
当
る
。
又
、
地
帯
か
ら
搬
出
さ
れ
だ
貨
物
は
一
〇
一
ケ
國
に
対
し
一

三
五
、
〇
九
五
噸
、
一
〇
二
、
一
五
一
、
五
六
八
弗
で
あ
っ
て
、
こ
の
う
ち
四
二
、
三
二
〇
噸
、
三
四
、
三
五
〇
、
三
九
二
弗
は
関
税
地
域
へ
の
輸

入
で
あ
っ
た
。
搬
出
貨
物
の
う
ち
主
な
る
商
贔
は
、
錫
Ω
二
、
七
〇
六
、
七
八
一
弗
）
、
絹
織
物
（
一
〇
、
六
二
五
、
七
四
四
弗
）
、
タ
バ
コ

（
四
、
一
〇
四
、
一
七
〇
弗
）
、
ア
ン
チ
モ
ニ
ー
（
三
、
五
七
四
、
〇
六
三
弗
）
、
時
計
（
一
、
四
三
五
、
三
四
六
弗
）
な
ど
で
あ
る
Q

　
主
要
仕
出
國
を
搬
入
慣
額
順
に
示
す
と
、
日
本
、
中
國
、
ス
イ
ス
、
国
領
東
印
度
、
ブ
ラ
ジ
」
ル
な
ど
で
あ
り
、
搬
入
噸
数
量
順
に
す
る
と
、

カ
ナ
ダ
、
日
本
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
中
國
、
イ
タ
リ
ー
等
で
あ
る
。
主
要
仕
向
國
は
搬
出
償
万
華
に
よ
る
と
、
ゾ
ラ
ジ
〃
、
ヴ
エ
、
矛
ズ
エ
ラ
、
フ

ィ
リ
ッ
ピ
「
ン
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
な
ど
で
あ
ゆ
、
こ
れ
を
噸
数
の
順
序
に
よ
る
と
英
國
、
ギ
リ
シ
ャ
、
ヅ
エ
、
矛
ズ
エ
ラ
、
ブ
ラ

ジ
ル
、
フ
イ
リ
ツ
ピ
ン
等
と
な
る
〇

　
一
九
四
七
年
に
於
い
て
地
帯
内
に
て
処
理
を
施
さ
れ
淀
貨
物
は
、
勝
越
機
（
槍
査
、
．
類
別
、
改
襲
）
棉
花
（
見
本
抽
出
、
改
装
、
商
標
捺
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印
）
、
毛
皮
（
検
査
、
洗
浄
、
改
装
）
、
家
具
（
槍
査
、
分
別
、
改
装
、
四
品
清
毒
、
競
費
）
、
藥
材
（
槍
査
、
改
装
）
、
酒
類
（
槍
査
、
改
装
、

点
火
槍
査
、
標
紙
貼
付
、
再
配
合
、
計
量
、
栓
）
、
タ
バ
コ
（
槍
査
、
見
本
抽
出
、
手
入
れ
、
類
別
、
格
付
、
再
装
）
、
毛
織
物
（
槍
査
、
目

録
作
成
、
見
本
切
断
）
、
時
計
（
目
録
作
成
、
組
立
、
論
叢
出
向
改
装
、
生
産
地
名
刻
印
）
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
（
槍
奄
、
改
装
、
台
か
ら
取
り

は
ず
す
作
業
）
、
銀
器
（
横
撃
、
原
産
地
名
刻
印
）
、
ブ
ラ
ジ
ル
・
ナ
ッ
ト
（
選
捌
、
見
本
抽
出
、
包
装
、
色
付
）
、
鉱
物
（
見
学
抽
出
、
改

装
）
、
糸
布
（
槍
査
、
改
…
袈
、
見
本
作
成
）
、
染
料
（
槍
査
、
改
装
、
マ
ー
ク
を
改
め
る
こ
と
）
な
ど
で
’
の
る
。

　
以
上
の
地
帯
本
影
の
作
業
の
外
、
　
一
九
四
七
年
に
は
始
め
て
特
別
な
業
務
が
行
わ
れ
π
。
そ
れ
は
國
際
避
難
者
救
済
協
会
（
↓
7
0
同
暮
。
ワ

ロ
9
餓
。
昌
巴
肉
。
貯
m
q
Φ
o
O
お
9
巳
ω
9
鋤
。
ロ
）
の
地
帯
に
於
け
る
活
動
が
こ
れ
で
あ
っ
て
、
独
逸
に
於
い
て
ナ
チ
ス
か
ら
連
合
軍
に
よ
っ
て
取
返

さ
れ
た
掠
奪
品
で
あ
る
貴
重
品
一
、
一
八
七
包
を
地
帯
内
に
保
管
し
、
こ
れ
を
國
際
連
合
の
顧
問
委
員
会
の
意
見
に
從
っ
て
地
帯
内
で
分
類
区

分
し
て
競
買
に
付
し
、
盆
金
を
前
記
協
会
に
渡
さ
れ
馬
独
逸
に
あ
亀
帰
還
不
能
者
に
対
す
る
救
済
金
と
し
て
使
用
さ
れ
牝
。

　
一
九
三
八
年
以
降
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
外
出
貿
易
地
帯
の
活
動
を
統
計
に
よ
っ
て
示
す
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
泌
曹
融
ン
（
“
”
一
蝿
一
、
、
甲
圖
擁
油
装
麟
）

強
彊
Q
昌
窃
）
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貨物搬出（ニューヨーク外國貿易地帯）　（噸冨2．OOO　pounds）

1939 ・94・　1　・94・ 1 1942

@1　1943
｝噸1三態（＄） 噸　ll慣額（＄）1噸　睡魔（＄）1 噸魔（＄） 「噸　皆’慣額（＄）

1・外躍産貨物再輸出

Q．外國産貨物輸入

刀C國内面貨物輸出

S。囲内産貨物輸入

T内外混合貨物溜出

U。内外混合貨物輸入

9，433

T2，542

P0，284

@　986

@一『

　　652．000

V，849，000

P6，348，000

@　　63．000

70，288

V0，847

U7，121

Q，534

13，234，000

P6，572，000

S8，836，000

@　276．000

@　　　　一一

24，194

U0，217

Q2，177

S’523

@　959

W，901

31，016，307

Q7，157，891

@　684．459

@　251．61．8

S，039，08δ

9。86a499」3・．2371・2．8・7．244　　　　　　　　131．644118．253，468　　　　　　　　　　8．65116．2。4．805　　　　　　　　　　　　　　　：

@　　　　　　　1熱灘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

i16，685

Q0，606

@　　165

@　1．310

@　ゾー
@　　468

14，453，355

P8，660，561

@　　49．433

@　312．051

P，494，365

73．245　　24．912．000　　210．790　78．918．000 ・2・97・73・…86・！・…9「・・942・・9・39．234「・…9・765

・944　｝　・94・　／　・94・　　　・947　1．
】　　　　　　　　一「噸　償額（・）適陣（＄）D頓 1償額（＄）1．噸1債額（＄）1

1．外國産貨物再楡出

Q．外國産貨物輸入

R。國内産貨物輸出

S．國内面貨物輸入．

T．内外混合貨物輸出

U．内外混合貨物輸入

7ら025．

Q1，285

@　157

R，587

@　180

@　249

6，213，189

P6，407，895

@　260．261

@　842968
@　　　7．355

@　177．064

8，472

P1，324

P，334

S，264

P，312

@　214

6，994，416

P3，634，589

P，517，736

Q，111，268

@　846。6艇

@　124．173

10，847

R3，571

P22，447

@　　317

@1．835

@2．246

．12，213，004

Q1，880，803

Q0，220，658

@　　749，2291

Q．910526

@1．081．906

25，176

R6，824

U6，709

@　1．644

@　　8go

奄R．852

18，412，622

R1，941，531

S8，298，321

P，305，085

P．｛）go。233

P．，093，776

1
2
3
．
4
5
6

1 32，483 23，908，732 26，920 25，228，785 71，203 59」056。126 135’095 102，151，5δ8

一
無
一

（註）輸入は地帯より関義地域への搬出　輸出は地帯より外國への搬出を意味する。内外混合貨物の大部分は外國産貨物の内容を國内罐容器に再

　　改装したるものである。

　　（S。urcのF・・eign－Trad。　Z・nes　B・ard，・Annir・I　R・p・rt・t・C・ngr・ss．（W・・hirigt・n，・D・Cl，1943－1949・）

　　　　　　Foreign－Trade　Zorte　No．　1，　Annual　Reports．　（New　York，1942－1948）



　
以
上
の
統
計
に
於
い
て
見
る
よ
う
に
、
ニ
ュ
ヨ
ー
ク
外
膜
貿
易
地
帯
の
活
動
は
、
一
九
四
七
年
に
至
っ
て
極
め
て
著
し
い
発
展
を
な
し
て

い
る
。
と
こ
ろ
が
こ
こ
に
、
予
測
し
な
か
っ
π
注
目
す
べ
き
一
の
現
象
が
生
じ
て
来
て
い
る
Q

　
凡
そ
、
一
九
三
四
年
地
帯
法
が
設
け
ら
れ
る
に
至
る
ま
で
の
蓮
動
の
過
程
に
於
い
て
は
、
各
方
面
の
識
者
は
挙
っ
て
そ
の
利
害
得
失
を
論

議
し
だ
が
、
そ
の
利
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
だ
と
こ
ろ
は
多
く
貿
易
の
技
術
上
若
し
く
は
手
続
上
の
簡
素
化
と
か
、
仲
継
貿
易
の
振
興
と
か
、

殆
ど
古
字
ヨ
ー
ロ
ヅ
．
ハ
に
於
い
て
自
由
港
の
便
盆
と
し
て
説
き
壷
さ
れ
た
と
こ
ろ
を
一
歩
も
出
る
も
の
で
は
な
か
つ
だ
。
例
え
ば
、
外
國
貿

易
地
帯
の
利
用
方
法
を
説
い
て
い
る
最
も
新
し
い
出
版
物
で
あ
る
ω
8
同
嵩
昌
ひ
q
ω
仲
●
U
o
ず
ξ
冒
‘
口
。
毛
日
o
d
ω
o
b
国
。
同
。
骨
電
路
冨
山
①

N
8
ρ
H
逡
O
．
に
於
い
て
さ
え
、
地
帯
の
利
盆
と
し
て
挙
げ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、

　
（
1
）
通
関
手
続
が
省
略
さ
れ
る
Q
　
（
2
）
保
税
及
び
関
税
の
た
め
の
多
額
の
費
用
が
省
け
る
Q
　
（
3
）
再
輸
出
、
積
換
貿
易
を
増
進
す

る
。
　
（
4
）
委
託
市
揚
を
発
展
さ
せ
る
。
　
（
5
）
往
復
航
め
船
腹
を
牛
均
化
す
る
。
　
（
6
）
藏
置
期
間
の
無
制
限
。
　
（
7
）
関
税
、
清
費
税

の
課
せ
ら
れ
る
も
の
で
貯
青
虫
に
減
量
し
易
き
商
品
に
と
り
有
利
。
　
（
8
）
関
税
に
対
す
る
金
利
を
節
約
出
来
る
。
　
（
9
）
國
内
法
で
規
格

の
定
め
ら
れ
だ
輸
入
品
は
地
帯
内
処
理
で
適
格
化
で
き
る
。
　
（
1
0
）
荷
主
は
そ
の
貨
物
を
常
時
自
ら
の
管
理
の
下
に
置
け
る
。
　
（
1
1
）
施
設

が
優
秀
で
あ
る
か
ら
荷
捌
き
、
移
動
の
費
用
が
節
減
さ
れ
る
。
　
（
1
2
）
船
舶
は
迅
速
に
発
着
、
荷
役
を
な
し
得
る
。
　
（
1
3
）
從
っ
て
、
港
費

も
節
約
し
得
る
。

　
と
、
い
う
十
三
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
利
点
は
い
つ
れ
も
、
既
に
多
く
の
識
者
か
ら
詮
か
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
國
に

あ
る
自
由
港
区
が
早
く
か
ら
こ
れ
を
実
現
し
て
い
る
。

　
し
か
る
に
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
外
國
貿
易
地
帯
が
開
設
さ
れ
活
動
を
始
め
て
か
ら
、
当
初
誰
も
予
想
し
な
か
っ
た
興
昧
あ
る
現
象
が
生
じ
て

来
π
。
そ
れ
は
小
輪
入
業
者
の
勃
興
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
元
来
、
ど
こ
の
國
で
も
輸
出
業
は
小
点
本
を
以
っ
て
し
て
も
営
む
こ
と
が
さ
し

　
　
　
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
の
外
國
貿
易
地
帯
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ア
メ
リ
カ
合
衆
國
の
外
國
貿
易
地
帯

て
困
難
で
な
く
、
從
っ
て
小
資
本
の
言
出
業
者
は
数
多
く
存
在
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
輸
入
業
は
取
扱
商
品
が
多
く
の
場
合
原
料
で
あ
り
、

從
っ
て
大
量
貨
物
の
買
入
に
当
る
場
合
が
多
く
、
且
つ
対
外
信
用
の
高
い
こ
と
も
必
要
で
あ
る
た
め
、
勢
い
大
旨
本
を
以
っ
て
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
ア
メ
リ
カ
で
も
こ
の
事
情
は
略
同
じ
こ
と
で
あ
っ
て
、
輪
入
業
は
大
体
大
資
本
を
以
っ
て
営
ま
れ
て
お
り
、
小
責
本
の
業
者
は

こ
れ
に
介
入
す
る
機
会
が
極
め
て
少
、
い
。
し
か
る
に
、
一
＝
ー
ヨ
ー
ク
十
二
貿
易
地
帯
が
設
け
ら
れ
る
に
及
び
、
大
輸
入
業
者
に
依
っ
て
、

叉
は
海
外
生
産
者
に
よ
っ
て
各
地
か
ら
輸
入
さ
れ
る
大
量
貨
物
（
主
と
し
て
コ
ロ
ニ
ア
ル
・
プ
ロ
ダ
ク
ト
）
は
先
ず
地
帯
内
に
搬
入
さ
れ
、

こ
こ
に
藏
置
字
に
こ
れ
を
下
冷
の
商
人
が
小
口
買
付
を
な
し
て
、
或
は
國
内
に
消
費
の
憎
め
の
輪
入
を
な
し
て
責
捌
き
、
或
は
海
外
殊
に
ヨ

ー
ロ
ッ
．
ハ
の
顧
客
に
再
輸
出
す
る
な
ど
の
商
業
の
途
が
開
け
た
の
で
あ
惹
。
大
輸
入
業
は
常
に
亘
費
を
投
じ
て
海
外
の
主
要
市
場
を
訪
問
し
、

叉
は
海
外
に
麦
店
出
張
所
を
設
け
て
、
自
家
用
の
分
量
の
み
で
な
く
余
分
の
も
の
を
小
製
造
業
者
叉
は
小
商
人
の
た
め
に
買
付
け
て
、
こ
れ

を
地
帯
ま
で
輸
逸
し
て
来
る
。
更
に
ア
メ
リ
カ
貿
易
界
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
、
海
外
の
生
産
者
が
地
帯
へ
自
ら
鹸
途
し
て
奈
た
も
の
を

地
帯
内
で
自
ら
販
賀
し
、
國
内
の
小
商
人
が
直
接
こ
れ
を
買
付
け
る
と
い
う
、
い
わ
ば
小
口
守
山
が
盛
に
行
わ
れ
始
め
た
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
現
象
は
先
ず
タ
バ
コ
の
取
引
に
於
い
て
現
わ
れ
た
。
職
前
に
於
い
て
は
二
三
の
大
タ
バ
コ
喩
入
業
者
叉
は
巻
タ
バ
コ
製
造
業
者
が
毎

年
和
薗
に
出
張
し
て
ス
マ
ト
ラ
・
タ
バ
コ
の
大
口
買
付
を
行
い
、
こ
れ
を
テ
ユ
ー
ヨ
ー
ク
に
輸
入
し
て
製
造
、
販
頁
、
再
輸
出
を
行
っ
て
い

だ
。
し
か
る
に
、
職
事
に
な
っ
て
か
ら
認
印
の
生
産
者
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
帯
揚
を
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
外
乱
貿
易
地
帯
に
続
々
と
移
し
、
こ
の
た
め

小
賓
本
の
タ
バ
コ
商
人
や
製
遣
業
者
が
こ
こ
で
始
め
て
生
産
者
か
ら
直
接
買
付
け
る
機
会
に
恵
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
ア
メ

リ
カ
の
小
賓
本
の
業
者
に
と
っ
て
、
從
羨
よ
り
も
安
い
コ
ス
ト
で
買
付
け
る
こ
と
が
野
業
る
こ
と
と
な
り
、
生
産
者
は
從
束
よ
り
も
高
い
債

格
で
取
引
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
つ
π
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
從
来
、
タ
バ
コ
輸
入
は
小
資
本
の
業
者
に
と
っ
て
は
小
量
買
付
が
不

経
済
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
π
と
え
後
日
再
輸
出
を
し
ょ
う
と
思
っ
て
い
て
も
轍
入
に
際
し
て
の
戻
税
に
関
す
る
複
雑
な
手
続
や
こ
れ
に
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挫
u
う
担
保
と
か
附
加
休
瞼
料
と
か
の
費
用
が
重
む
た
め
に
、
直
接
輸
入
な
ど
は
思
も
及
ば
な
か
っ
た
。
地
帯
が
設
け
ら
れ
て
か
ら
は
、
小
資

本
の
業
者
は
大
資
本
の
業
者
と
全
く
同
等
の
條
件
で
鮮
麗
商
業
に
参
加
し
、
準
独
占
的
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
生
じ
る
弊
害
も
除
去
さ
れ
た
わ

け
で
あ
る
。
こ
の
新
事
態
は
他
の
商
品
例
え
ば
砂
糖
、
コ
ー
ヒ
ー
な
ど
に
つ
い
て
も
徐
々
に
現
わ
れ
て
宍
て
い
る
。
こ
の
π
め
、
ニ
ュ
ー
ヨ

ー
ク
に
は
最
近
こ
の
種
の
小
輸
入
業
者
が
著
し
く
増
加
し
っ
っ
あ
る
と
傳
え
ら
れ
て
お
り
、
ワ
シ
ン
ト
ン
の
外
國
貿
易
地
帯
委
員
会
も
き
こ

の
予
期
し
な
か
っ
セ
現
象
を
以
っ
て
、
地
帯
は
國
内
商
業
の
た
め
甚
だ
重
要
な
分
野
を
開
拓
し
π
，
、
と
関
心
を
詫
い
で
い
る
。
　
（
註
一
）

　
地
帯
が
設
置
さ
れ
る
ま
で
は
、
自
由
港
区
乃
至
は
外
國
貿
易
地
帯
は
海
運
界
の
把
め
に
も
利
釜
す
る
と
こ
ろ
が
甚
だ
多
い
よ
う
に
、
各
方

，
面
に
於
い
て
唱
道
さ
れ
だ
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
＝
｛
ー
ヨ
ー
ク
外
事
貿
易
地
帯
の
経
験
に
よ
る
と
、
今
ま
で
の
と
こ
ろ
合
衆
國
海
運
も

，
外
國
船
舶
も
地
帯
内
に
於
い
て
著
し
い
括
動
を
見
る
ま
で
に
至
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
は
次
の
理
由
が
認
め
ら
れ
る
Q

　
第
一
に
は
、
地
帯
法
に
よ
れ
ば
、
船
舶
の
出
入
港
に
つ
い
て
は
貨
物
の
場
合
と
異
り
地
帯
と
し
て
特
別
な
待
遇
を
與
え
て
い
す
、
手
続
、

，
監
督
及
び
港
費
に
つ
き
一
般
開
港
に
於
け
る
場
合
と
全
く
伺
じ
取
扱
を
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
た
め
船
舶
自
体
は
地
帯
に
対
し
て
必

・
す
し
も
魅
力
を
持
っ
て
い
な
い
わ
け
で
あ
る
。

　
第
二
に
は
、
職
雫
に
よ
b
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
地
帯
は
移
韓
さ
せ
ら
れ
、
且
つ
埠
頭
も
極
め
て
制
限
さ
れ
て
い
π
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
第
三
に
は
、
外
國
船
舶
に
い
ま
だ
地
帯
の
工
事
が
行
き
亘
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
第
四
に
は
、
一
九
四
七
年
度
委
員
会
の
議
会
報
告
書
の
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
近
年
に
於
け
る
ア
メ
リ
カ
一
般
海
運
事
情
に
よ

る
こ
と
で
あ
っ
て
、
重
扇
未
曾
有
に
膨
脹
し
て
い
た
ア
メ
リ
カ
の
商
船
隊
は
、
そ
の
余
剰
船
舶
の
大
部
分
を
幽
趣
の
補
助
を
受
け
て
内
國
航

－
路
に
夜
わ
さ
せ
て
い
た
が
、
戦
勲
に
よ
り
大
部
分
が
外
事
航
路
に
韓
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
b
、
守
宮
航
路
は
寂
れ
て
國
内
貿
易
は
主
と
し
て

陸
上
運
動
に
よ
る
部
分
が
大
き
く
な
っ
た
Q
重
職
に
な
っ
て
も
こ
の
慣
習
が
あ
ま
り
改
ま
ら
す
、
殊
に
荷
役
そ
の
他
の
港
費
が
か
さ
ん
で
い

　
　
　
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
の
外
μ
國
［
貿
易
一
地
帯
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ア
メ
リ
カ
合
衆
國
の
外
國
貿
易
地
帯

る
合
日
、
浩
岸
航
路
は
昔
日
の
悌
が
な
い
。
即
ち
、
情
婦
界
の
不
振
が
地
帯
利
用
に
も
影
響
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
は
一
般
開
港
に
も
通
じ

る
現
象
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
澹
岸
航
路
の
船
舶
を
も
地
帯
に
吸
牧
す
る
こ
と
は
些
か
無
理
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

海
運
界
の
不
振
は
π
し
か
に
理
由
と
な
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
し
て
も
貨
物
ほ
ど
に
船
舶
が
利
用
し
て
い
な
い
点
が
問
題
と
な
る
わ
け
で
あ

・
る
。

　
委
員
会
の
報
告
書
に
よ
る
と
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
地
帯
に
入
っ
て
束
だ
外
國
貿
易
船
は
、
一
九
四
四
年
、
一
九
四
五
年
と
も
僅
か
各
一
隻
で

あ
り
、
貨
物
の
多
く
は
地
帯
外
か
ら
艀
に
よ
る
荷
役
と
陸
上
輸
蓬
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
、
一
九
四
七
年
に
は
外
國
貿
易
船
の
入

港
は
一
〇
隻
、
一
九
四
八
年
に
は
二
五
隻
と
な
っ
て
い
る
傾
向
か
ら
見
る
と
、
地
帯
開
設
当
初
に
期
待
し
て
い
た
ほ
ど
の
活
動
で
は
な
い
け

れ
ど
も
、
今
後
次
第
に
増
加
し
て
行
く
も
の
と
見
ら
れ
る
。

　
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
外
山
貿
易
地
帯
の
活
動
を
経
理
の
面
か
ら
見
る
と
、
最
初
の
二
年
間
は
欠
損
で
あ
っ
た
が
、
一
九
三
九
年
以
後
は
年
々
に

純
盆
を
増
し
、
一
九
四
一
年
を
以
っ
て
最
高
の
血
忌
を
記
録
し
て
い
る
。
そ
の
後
は
輸
入
減
と
経
費
増
と
の
た
め
減
退
し
、
一
九
四
五
年
に

は
最
低
記
録
を
示
し
て
い
る
が
、
爾
後
こ
れ
を
回
復
し
つ
、
あ
る
。
こ
れ
は
、
介
入
は
大
に
増
し
て
い
る
け
れ
ど
も
経
費
が
こ
れ
以
上
に
増

大
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
地
帯
は
も
と
も
と
純
盆
を
挙
げ
る
の
が
唯
一
の
目
的
で
は
な
く
、
七
言
貿
易
の
振
興
に
上
す
る
と
こ

ろ
が
あ
れ
ば
牧
支
均
衡
の
程
度
を
三
っ
て
満
足
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
い
え
ば
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
地
帯
は
自
圭
財
政
が
完
全
に
確
立

し
つ
つ
あ
る
と
い
う
だ
け
で
も
、
ま
す
成
功
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
Q

　
次
に
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
地
帯
の
牧
支
計
算
を
掲
げ
た
。
但
し
、
次
表
中
の
経
費
は
各
種
の
運
営
費
の
外
に
税
関
の
サ
ー
ヅ
ィ
ス
に
対
す
る

実
費
輪
唱
（
大
部
分
は
出
張
税
関
吏
の
俸
給
）
が
入
っ
て
い
る
。
叉
、
純
盆
は
施
設
改
善
叉
は
そ
の
た
め
の
積
立
金
に
当
て
、
猜
余
剰
あ
れ

ば
こ
れ
を
市
財
政
に
繰
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
処
分
の
詳
細
に
つ
い
て
は
手
許
に
資
料
が
な
い
。
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総牧入・総経費並に純損盆

ニューヨーク外國貿易地帯蓮営公舐

　　　1938－1947　（in　＄）

蘭税牧入
ニューu一ク外國貿易地帯

年　　度 1総牧入 1総経費 純損盒

1938…… 69，086 116，508 一47．422
1
9
3
9
…
…
　
7 256，838 206，096 50，742

1940…… 518，454 438，564 79，890

ユ941…… 691，329 428，385 262，944

1942…… 575，349 465，469 109，880

1943・一・ 513，785 385，736 128，049

1944…… 479，900 447，748 32，152

1945…… 518，683 508，163 10，520

1946…・・ 809，443 710，505 98，938

1947…… 922，754 790，767 131，987

年　　　度 関税牧入
1941・…・・

＄2，867，352　　　　　　　　嗣

1942…… 1，998，852

1943…… 11，285，623

1944…… 17，211，750

1945…… 5，631，156

ユ946…… 2，725，144

1947…… 8，222，020

　　Source：　F．　T．　Z．　Board，　Annual

’　Repoit　to　Congress，　1943－1949．

Source：　Foreign－Trade　Zones　Board，Annual

Report　to　Congress　（WashingtQn，　D．　C．，　19

43－1949）．　Foreign　Trade　Zone　No．1，　Annu－

a！　Reports，　（New　York，　1942－1948）．

O
、
O
O
O
弗
に
上
り
、

ッ
プ
ル
、
同
果
汁
、
機
械
、

タ
ン
ピ
コ
繊
維
、
牛
肉
鎌
詰
、
室
石
、

葡
萄
酒
、
ブ
ラ
ジ
ル
・
ナ
ッ
ト
、

灘
蝋
、
エ
ン
ジ
ン
・
オ
イ
ル
、

粉
、
セ
メ
ン
ト
、
リ
ン
タ
ー
等
で
あ
っ
て
、

取
扱
っ
て
い
た
種
類
の
商
品
が
大
部
分
で
あ
る
。
そ
の
仕
出
國
は
、

・
ラ
ス
、
印
度
、
、
メ
キ
シ
コ
、
ノ
ー
ル
ウ
ェ
イ
、
手
印
、
ポ
エ
ル
ト

　
　
　
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
の
外
國
貿
易
地
帯

　
叉
、
地
帯
か
ら
関
税
地
域
に
口
入
さ
れ
た
π
め
に
徴
牧
し
だ
関
税
額

は
上
表
に
示
す
通
り
で
あ
る
。

　
ニ
ュ
ー
オ
ル
リ
ン
ズ
の
外
國
貿
易
地
帯
は
、
　
一
九
四
⊥
ハ
年
七
月
十
六

日
付
の
委
員
会
告
示
に
よ
っ
て
地
帯
第
二
号
と
し
て
設
置
許
可
が
與
え

ら
れ
一
九
四
七
年
五
月
一
日
に
実
際
に
業
務
が
開
始
さ
れ
π
。
鞭
っ
て
、

開
設
以
来
術
日
が
浅
く
そ
の
活
動
状
況
も
統
計
的
に
こ
れ
を
示
す
ほ
ど

に
至
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
で
も
、
報
告
書
に
よ
る
と
一
九
四
八
年
を
以

っ
て
終
る
初
年
度
に
地
帯
に
於
い
て
取
扱
わ
れ
だ
商
品
は
九
、
O
O
O
、

O
O
O
弗
、
翌
一
九
四
九
年
六
月
ま
で
の
年
度
に
は
几
そ
一
二
、
O
O

　
こ
れ
ら
の
う
ち
に
は
、
チ
コ
リ
ー
根
、
鰯
、
ウ
イ
ス
キ
ー
、
　
．
ハ
イ
ナ

　
　
タ
バ
コ
、
家
具
、
小
豆
、
サ
イ
サ
ル
綱
、
コ
ー
ヒ
ー
、
錫
、
棉
花
、

　
　
　
　
　
　
ジ
ュ
ー
ト
、
粗
」
麻
布
、
パ
ン
ダ
ン
帽
、
ア
ル
コ
ー
ル
、

　
　
　
　
自
動
車
、
ト
ラ
ッ
ク
、
乾
血
、
ド
ラ
、
ム
錐
、
肝
臓
、
穀
粉
、
・

　
　
米
、
壁
板
、
マ
ホ
ガ
ニ
ー
材
、
膚
動
三
韓
車
、
コ
ル
ク
板
、
小
麦

　
　
　
　
　
　
　
　
生
来
ニ
ュ
ー
オ
ル
リ
ー
ン
ズ
港
で
輸
入
品
と
し
て

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
中
圃
【
、
キ
ュ
ー
バ
、
和
蘭
、
ホ
ソ
ヂ
ュ

・
リ
コ
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
、
ス
エ
ー
デ
ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
で
あ
り
、
叉
、
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ア
メ
リ
カ
合
衆
國
の
外
國
［
貿
易
地
帯

，
仕
向
國
は
三
十
ケ
國
の
多
き
に
達
し
て
い
る
。
地
帯
内
で
行
わ
れ
た
処
理
の
主
な
も
の
は
、
再
装
、
ラ
ペ
ル
貼
付
、
マ
ー
ク
捺
印
、
見
本
抽

出
、
計
量
、
鎌
詰
替
等
で
あ
っ
て
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
複
雑
な
作
業
は
ま
だ
行
わ
れ
て
い
な
い
。
只
、
　
ニ
ュ
ー
オ
ル

リ
ー
ン
ズ
の
地
帯
が
一
般
利
用
の
だ
め
他
の
地
帯
に
先
立
っ
て
施
し
た
新
設
備
に
眞
空
消
毒
所
（
》
〈
9
・
o
自
発
注
日
首
9
賦
。
ロ
コ
9
。
暮
）
が

あ
る
。
こ
れ
は
一
九
四
九
年
四
月
二
十
一
日
に
正
式
に
委
員
会
及
び
農
務
省
か
ら
許
可
が
與
え
ら
れ
、
同
年
八
月
末
か
ら
使
用
可
能
と
な
っ

た
も
の
で
、
使
用
す
る
藥
品
は
揮
発
性
水
素
シ
ア
ン
化
物
と
メ
チ
ー
ル
臭
化
物
で
あ
る
。
こ
れ
は
棉
花
、
タ
バ
コ
、
支
那
甘
簾
（
び
同
o
o
日
－

o
o
ヨ
・
箒
に
製
造
す
る
）
、
そ
の
具
合
衆
國
植
物
槍
疫
規
則
（
q
．
ω
・
℃
宣
暮
O
§
鎚
暮
貯
①
菊
①
ω
け
比
。
け
δ
ロ
閑
。
伽
q
巳
9
口
8
9
）
に
服
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
農
林
産
物
資
を
面
上
す
る
に
当
っ
て
は
、
極
め
て
適
切
な
施
設
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
施
設
は
先
ず
蘭
印
タ
バ
コ
の
ヒ

清
毒
の
だ
め
に
利
用
さ
れ
、
次
い
で
棉
花
に
も
利
用
さ
れ
π
が
、
こ
れ
は
該
当
物
資
輸
入
の
π
め
に
大
に
期
待
し
得
る
も
の
と
見
ら
れ
て
い

る
。
　
（
註
二
）

　
ニ
ュ
ー
オ
ル
リ
ー
ン
ズ
外
國
貿
易
地
帯
の
経
理
は
、
賦
＝
一
ー
玉
書
ク
の
そ
れ
に
比
べ
る
と
甚
だ
小
さ
い
（
次
表
参
照
）
。
　
こ
れ
は
開
設
後

ま
だ
問
も
な
い
と
い
う
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。

　
地
帯
を
除
く
ニ
ェ
ー
オ
ル
リ
ー
ン
ズ
港
の
港
湾
牧
入
（
合
衆
國
乱
入
を
除
く
）
は
一
九
四
八
年
三
、
〇
六
七
、
一
八
八
弗
、
一
九
四
九
年
三
、

一
八
九
、
九
三
八
弗
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
地
帯
玉
入
は
こ
の
凡
そ
四
パ
ー
セ
ン
ト
に
当
る
わ
け
で
あ
る
。
開
設
以
来
二
年
間
の
業
績
と
し

て
は
ま
す
こ
ん
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
冷
後
面
、
四
年
経
て
こ
の
地
帯
が
一
般
に
忍
識
さ
れ
る
に
至
れ
ば
、
帝
王
も
も
っ
と
増
加
す
る
で
あ
ろ

う
し
、
從
っ
て
牧
支
の
均
衡
を
得
る
こ
と
も
決
し
て
困
難
で
は
あ
る
ま
い
。

　
サ
ン
．
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
貿
易
地
帯
は
、
一
九
四
八
年
三
月
十
日
に
設
置
認
可
、
同
年
六
月
十
日
に
業
務
開
始
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
地

帯
活
動
は
最
近
始
め
だ
ば
か
り
で
あ
る
の
み
な
ら
す
、
開
業
早
々
数
ケ
月
に
亘
っ
て
港
湾
労
働
の
ス
ト
ラ
イ
キ
が
あ
り
、
そ
の
実
績
を
挙
げ
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総牧入・総経費並に純損釜

ニユr・オルリーンズ外國貿易地帯

総　　版　　λ

　　　　　　　　　　　　　1948

保管料………………・一＄15．772
賃貸津斗・・・・・・・…　■■・・・・・・・・・…　　　30．882

岸壁・上屋・埠頭使用料　62．833

機械等使用料…・………・・　3・907

手数料…・…………・・……　　6．662

雑器入………………・…・・　　　20

総牧入一………一・一・＄120．076

　　　　　　　総　　経　　費

蓮営費（給料等）………＄49．544

行政費（役員俸給共他）　　8，245

諜鎌鷺欝…・4・・82
総経費……………・・……・＄151．871

（純損失〉……………・・一＄31．795

1949

＄　17．　780

　43．　563

　66．　923

　　4．　937

　　2．　275

　　塑
＄136．　405

＄　52．　889

　10．　412

95．　776

　＄159．　077

一一
@＄　22．　672

Source：　Board　of　Commissloners，　Port　of　New

Orleans，　53rd．　Annual　Report　for　1949．

て
い
る
処
理
作
業
と
し
て
は
、
食
用
種
子
（
主
と
し
て
香
昧
料
）
の
洗
料
及
び
粉
辞
の
処
理
で
、

上
品
は
関
税
地
域
内
に
輸
入
さ
れ
て
い
る
Q
叉
、
こ
の
地
帯
の
特
長
は
太
卒
洋
岸
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、

ク
に
は
見
ら
れ
な
い
ア
ジ
ア
各
地
と
の
密
切
な
関
係
が
あ
る
。
即
ち
、
第
一
に
中
國
の
職
乱
か
ら
直
接
の
影
響
を
受
け
、
中
國
に
居
住
し
だ

ア
メ
リ
カ
人
の
私
有
物
で
あ
る
家
具
家
財
、
身
廻
品
等
が
中
共
に
よ
っ
て
差
押
え
ら
れ
る
こ
と
を
避
け
る
π
め
に
中
野
か
ら
地
帯
に
搬
入
さ

れ
て
暫
く
こ
こ
に
藏
置
さ
れ
、
そ
の
後
こ
こ
か
ら
無
税
で
そ
れ
ぞ
れ
の
住
所
に
積
換
輸
送
さ
れ
だ
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
第
二
次
大
壁
の
折
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
引
揚
者
の
把
め
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
外
國
貿
易
地
帯
が
盛
ん
に
利
用
さ
れ
π
の
と
軌
を
一
に
す
る
。
第
二
に
は
太
沽
か
ら

途
ら
れ
て
来
π
支
那
絨
鶴
及
び
骨
粉
な
ど
他
に
見
ら
れ
な
い
轡
師
が
取
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
外
、
メ
キ
シ
コ
か
ら
蛤
樽
詰
を

　
　
　
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
の
外
國
貿
易
地
帯

る
余
裕
が
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
開
設
式
当
日
に
既
に
地
帯
ヘ
ポ

エ
ル
ト
・
リ
コ
か
ら
ラ
ム
酒
が
搬
入
さ
れ
、
直
ち
に
こ
れ
を
日
本

に
三
途
す
る
と
い
う
「
作
業
第
，
一
」
が
行
わ
れ
、
次
い
で
フ
イ
リ

ッ
ピ
ン
か
ら
同
地
に
於
い
て
陸
揚
不
能
と
な
っ
た
屑
鉄
が
地
帯
へ

入
っ
て
来
て
、
こ
れ
も
直
ち
に
英
國
へ
積
途
す
る
と
い
う
仕
事
が

あ
っ
だ
。
か
く
て
、
一
九
四
九
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
期
間
に
は

貨
物
の
取
扱
口
数
五
七
、
便
額
七
五
〇
、
○
O
O
弗
、
品
目
三
〇

種
、
仕
出
國
一
七
ケ
國
と
い
う
大
略
の
報
告
で
あ
る
。
こ
の
数
字

は
勿
論
同
地
帯
の
実
力
を
示
す
も
の
で
な
く
、
こ
れ
を
以
っ
て
將

崇
を
予
想
す
る
資
料
と
は
な
ら
な
い
。
同
地
帯
に
於
い
て
目
立
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
設
立
当
初
か
ら
こ
れ
が
盛
に
行
わ
れ
、
仕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
た
め
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
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ア
メ
リ
カ
合
衆
國
の
外
國
貿
易
地
帯

地
帯
内
で
ラ
ペ
ル
を
貼
付
し
て
再
翰
毒
し
、
同
じ
く
メ
キ
シ
コ
か
ら
の
棉
実
を
南
米
へ
積
換
喩
寵
し
、
日
本
か
ら
の
庭
園
用
竹
製
熊
手
の
藏

置
、
修
理
、
販
責
が
行
わ
れ
、
ラ
ム
酒
を
太
準
洋
地
域
へ
再
翰
出
す
る
な
ど
の
作
業
が
行
わ
れ
把
。

　
ロ
ず
ン
ぜ
ル
ス
の
外
國
貿
易
地
帯
は
、
シ
ア
ト
ル
の
そ
れ
と
同
時
に
、
一
九
四
九
年
六
月
三
十
日
越
で
市
の
港
湾
委
員
会
が
外
乳
貿
易
地
帯

委
員
会
か
ら
外
壁
貿
易
地
帯
第
四
号
と
し
て
設
置
認
可
を
受
け
、
同
年
九
月
九
日
に
開
設
、
同
九
月
十
四
日
か
ら
正
式
開
業
の
蓮
び
と
な
つ

π
の
で
あ
る
か
ら
、
開
設
以
羨
今
日
ま
で
僅
か
一
年
ほ
ど
し
か
経
過
し
て
い
な
い
。
同
地
帯
の
事
務
局
長
デ
イ
ホ
フ
氏
（
Ω
9
昌
身
】
）
昌
ー

ゴ
。
唐
）
の
報
告
に
よ
っ
て
も
、
今
伺
施
設
を
整
備
中
で
あ
っ
て
、
地
域
の
拡
張
と
設
備
の
充
実
に
努
力
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
第

一
年
の
最
初
の
三
ケ
月
間
に
於
い
て
貨
物
の
搬
入
は
一
、
二
三
六
、
四
六
七
弗
に
達
し
、
こ
の
原
産
地
は
一
一
ケ
國
に
上
つ
だ
。
叉
、
貨
物
搬

出
は
五
、
一
五
三
、
七
六
一
封
度
で
あ
っ
て
、
且
つ
地
帯
に
入
っ
た
船
舶
二
隻
、
ト
ラ
ッ
ク
一
六
、
鉄
道
八
九
輔
、
地
帯
か
ら
出
て
行
っ
た
ト

ラ
ッ
ク
五
八
で
あ
る
。
ロ
ず
ン
ぜ
ル
ス
の
地
帯
が
最
も
期
待
を
か
け
て
い
る
貨
物
は
棉
花
で
あ
る
。
即
ち
、
最
初
の
三
ヶ
月
間
に
外
國
棉
花

四
、
二
九
六
、
九
四
二
封
度
を
受
入
れ
て
い
る
。
こ
の
外
は
殆
ん
ど
少
量
商
品
で
あ
っ
て
、
室
石
類
、
造
花
、
陶
磁
器
、
パ
イ
ナ
ッ
プ
ル
、
化

学
藥
品
、
時
計
部
分
品
、
塗
料
、
コ
ル
ク
板
な
ど
が
取
扱
わ
れ
把
に
過
ぎ
な
い
。

　
シ
ア
ト
ル
の
外
國
貿
易
地
帯
も
、
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
と
同
時
に
薫
陶
貿
易
地
帯
第
五
号
と
し
て
許
可
を
受
け
、
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
よ
り
も
数
日

早
く
一
九
四
九
年
九
月
一
日
に
開
設
さ
れ
だ
。
同
地
帯
の
設
置
蓮
動
の
π
め
の
文
書
や
開
設
後
の
宣
傳
。
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
類
は
既
に
多
数
来
て

い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
活
動
状
況
は
詳
か
で
な
い
。

　
一
九
五
〇
年
に
開
設
さ
れ
π
最
も
新
し
い
ナ
ン
・
ア
ン
ト
ニ
オ
室
港
の
外
衣
貿
易
地
帯
に
つ
い
て
も
同
様
に
そ
の
活
動
状
況
は
ま
だ
不
明

で
あ
る
。
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（di　1）　Foreign－Trade　Zones　Board，　Annual　Report　to　Cangress，　1946，　p．3－4．

（紬1）　United　States　DepUt⑳∋nt　of　Com血∋fc『i　Oπic30f　Intemヨtional　Trade・OIT－356・Apri玉21・1949・

　　　　　（総榊網壕）　　掌轄e柳e角鐘〉

ユ．Foreign－Trade　Zones　Board，　Annual　Report　to　Cαngress；Washington　D．　C．，1943－1949。

2．Db：uments　released　from　tlle　Office　o丘hternヨtional　Trade，　U．　S，　Department　of　Commerce；1946－1949．

3．　Papersi　distributed　from　Clan：y　Dayhoff，　Director　of　Public　Relations，　Port　of　Los　Ange’les；　1945－1949．

4．　Foreign　Commeroe　Weekly，　194＆1950．

5．　53rd，　Annual　Repert，　Board　of　Commissioners，　Port　of　New　Qrlearrs，’1949．

6．　Foreign－Trade　Zone　No．　1，　Annual　Reports’　（N．Y．　1942一一一1949）

7．　Quarterly　Report，　for　the　Port　of　San　Franeis：o，　B」ard　of　State　Cpmmissionprs　for　San　Francisco　Harbor．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（卜尺唱○暗十・国ミ建）
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（
一
）
序

説

　
職
後
日
本
の
貿
易
は
職
前
に
比
し
て
そ
の
規
模
が
著
し
く
縮
少
し
π
。
円
債
に
て
表
は
さ
れ
だ
輸
出
入
金
額
を
以
て
し
て
は
職
後
の
イ
ン

フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
に
そ
れ
が
戸
前
に
比
し
て
ど
れ
だ
け
の
規
模
を
も
つ
も
の
か
は
明
白
で
な
い
が
、
ド
ル
債
額
で
職
前
及
び
戦
後
の
貿

　
　
　
　
戦
後
日
本
貿
易
構
成
の
分
析



後貿易侃額の趨勢（軍位百万ドル）

輔載

纉
坙
{
躍
易
構
成
の
分
析

総 額 輪 出 輪 入
二塁卸愚物f『数

一　　　．　．　　＿

一　『

昭 債　額 指　数 修正指数 償劉 指　数 修正指数 便　額 指　数 修正指数

5 1，907 100．0 100．0 920 100．0 100．0 986 100．0 100．0 100．0

6 1，541 80．8 95．6 720 78．3 92．7 820 83．2 98．5 84．5

7 1，045 54．8 73．1 504 54．8 73．1 541 54．8 73．1 75．0

8 1，229 64．5 84．5 601 65．3 85．6 629 63．7 83．5 76．3

9 1，702 89．3 103．0 825 89．7・ 115．0 877 88．9 102．5 86．7

10 1，868 98．0 105．8 936 101．6 217．7 933 94．6 102．2 92．6

11 2，084 109．3 117．0 1，034 112．4 120．2 1，049 106．4 113．8 93．5

12 2，563 134．4 134．6 1，199 130．3 130．4 1，364 138．3 138．4 99．9

13 2，183 114．5 125．8 1，113 120．9 132．9 1，070 108．5 198．4 91．0

14 2，400 125．9 141．2 1，330 144．6 162．1 1，070 108．5 121．6 89．2

21 409 21．4 15．3 103 11．2 8．0 305 31．0 22．1 140．0

22 697 36．6 20．6 174 19．9 11．3 524 53．1 30．2 176．0

23 941 49．4 25．9 258 28．1 14．7 683 69．3 36．3 191．1

24 1，415 74．2 41．4 510 55．4 30．9 906 91．8 52．8 179．4

25 1，548 88．9 47．9 704 83．4 44．9 845 93．5 50．3 185．8
1即11

（大藏省・財政金融統計月報第十三号）

易
債
額
を
比
較
し
て
見
れ
ば
規
模
の
蓬
庭
が
明
ら
か
と
な
る
。
貿
易
総

額
は
昭
和
五
年
置
基
準
と
し
て
、
昭
和
二
十
一
年
に
は
約
二
割
、
輸
出

は
一
割
強
、
輪
入
は
三
割
強
に
縮
減
し
π
。
昭
和
十
四
年
に
比
べ
る
と

二
十
一
年
は
貿
易
総
額
は
約
六
分
の
一
、
斗
出
は
十
分
一
以
下
、
輸
入
・

は
約
三
分
一
以
下
に
低
落
し
π
Q

　
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
後
経
済
の
回
復
と
共
に
債
額
は
次
第
に
増
加

を
示
し
二
十
四
年
に
は
総
額
指
数
七
四
・
二
、
轍
出
指
数
五
五
．
四
、

喩
入
指
数
九
一
・
八
と
な
り
、
昭
和
二
十
五
年
暫
定
数
字
で
は
総
額
指

数
八
八
・
九
、
翰
出
指
数
八
六
・
四
、
輸
入
指
数
九
三
・
五
と
な
っ
て

い
て
、
昭
和
二
十
五
年
に
は
ド
ル
債
額
で
い
え
ば
昭
和
五
年
の
水
準
の

約
九
割
に
達
し
忙
も
の
と
い
え
る
。
（
上
衷
参
照
）

　
し
か
し
な
が
ら
更
に
ド
ル
の
実
質
慣
値
が
昭
和
五
年
以
来
変
化
し
て

い
る
こ
と
を
考
え
、
米
二
物
慣
指
数
に
よ
っ
て
之
を
修
正
す
る
と
昭
和

二
十
五
年
に
は
実
質
的
に
は
昭
和
五
年
の
約
野
分
の
水
準
に
ま
で
回
復

し
だ
と
い
え
よ
う
。

　
世
界
貿
易
に
於
け
る
日
本
の
地
位
に
つ
き
職
前
と
職
後
と
を
比
軟
す

れ
ば
戦
前
（
一
九
三
八
年
）
に
於
て
世
界
輸
出
額
の
三
・
四
％
、
輪
入
額
の

．一一　70　一一



三
・
O
％
を
占
め
て
い
た
の
が
、
戦
後
一
九
四
八
年
に
は
翰
出
額
で
は
○
・
五
％
、
輪
入
額
で
は
一
・

四
九
年
に
は
そ
れ
ぐ
、
○
・
九
％
、
一
・
五
％
と
僅
か
な
が
ら
も
そ
の
地
位
を
向
上
さ
せ
て
い
る
。

世界貿易に於ける日本の地位

19 38 19 48 19 49

輸　　出 輪　　入
輸　　出［ 輸　　入　　一　　． 輸　　入一　一　㎜　　　一　㎝

曽 一　一　一　一　一　｝　一 一　　－　「　　一

百萬ドル 百萬ドル 百萬ドル 百－萬ドル 百萬ドル 百萬ドル

総　　　　　額 22，137 24，864 56，553 63，706 57，136 62，729
勇
， ％

望 皇／ 彰 佛

日　　　　　本 3．4 3．0 0．5 1．1 0．9 1．5

米　　　　　國 14．1 8．9 22．4 12．6 21．1 12．0

英　　　　　國 11．6 17．9 11．7 13．1 11．9 13．4

フ　　ラ　　ン　　ス 3．9 5．3 3．5 5．4 4．7 5．2

西　　　　　　独 9．8 8．9 2．7 2．9 2．0 3．6

イ　　タ　　リ　ヤ 2．5 2．3 1．9 2．3 1．9 2．4

カ　　　ナ　　　ダ 3．9 3．1 5．8 4．5 5．4 4．7

ベ　ル　　ギ　一
　
3
．
3
、

3．1 3．0 3．1 3．3 3．0

ノレクセンブルグ

（大三省　前揚書）

一
％
と
激
減
し
π
。
し
か
し
、
一
九

　
更
に
戦
後
の
貿
易
規
模
に
つ
い
て
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
要
素
と
し
て
米
國
の

対
日
援
助
物
資
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
自
力
で
賄
い
得
な
い
も
の
を
輸
入
し
て

崇
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
貿
易
規
模
は
日
本
の
経
済
的
実
力
以
上
に
増
大
し
て
い

る
の
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
鍮
入
額
に
於
け
る
対
日
援
助
物
資
の
占
め
る
地
位
は
昭
和
二
十
二
年
に
は
七
七

％
に
も
馨
し
だ
が
、
そ
の
後
漸
減
し
、
昭
和
二
十
五
年
に
は
四
二
％
に
低
下
し
把
。

　
か
く
の
如
く
終
職
以
来
、
日
本
の
貿
易
は
次
第
に
恢
復
し
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
は

貸
的
に
も
増
大
し
た
が
、
質
的
に
見
て
も
そ
の
構
成
内
容
が
多
様
化
し
π
。
即
ち

極
め
て
か
数
の
商
品
が
小
数
の
相
手
國
と
取
引
さ
れ
て
い
だ
三
郎
直
後
の
状
態
よ

り
、
多
種
多
様
の
商
品
が
多
数
の
奄
々
と
取
引
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は

戦
馬
に
よ
っ
て
孤
立
し
π
日
本
経
済
が
次
第
に
國
際
経
済
の
組
織
の
中
に
再
び
組

入
れ
ら
れ
て
行
く
こ
と
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
。

．
日
本
経
済
が
三
際
経
済
に
溶
け
込
ん
で
行
く
こ
の
姿
を
数
字
的
に
表
明
し
よ
う

と
し
だ
の
が
こ
の
小
稿
の
霊
要
目
的
で
あ
る
。
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
方
法
と
し

て
商
品
構
成
及
び
地
域
構
成
に
於
け
る
集
中
度
の
計
算
を
行
っ
た
。
集
中
度
が
低
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輪出入額と対日援助物資金額（苧ドル）

載
後
日
本
貿
易
構
成
の
分
析

輸 入 差 引

輸　　出
@　（A）

総：　額
@　（B）

糞鵬巨誇1 商業勘定
@　（D）

（A－B） （A－D）
　c『

a
昭20年9月

21年12月 103，292 305，493 192，893 112，600 一202，201 一9，308 63．14％

昭　22　年 173，657 523，562 404，433 119，128 一349，994 十54，439 77．24

昭　23　年 258，271 683，082 461，004 222，078 一424，811 十36，193 67．48

昭　24　年 509，700 904，617 534，597 370，019 一394，917 十139，681 59．09

昭　25　年 619，014 772，090 326，022 446，095 一153，076 十172，919 42．22
（1～10月）

1
．

（大藏省　前記書）

下
す
る
こ
と
は
分
散
度
が
大
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
商
品
構
成
に
於
け
る
集
中
度
の
低
下
は
軍

一
叉
は
小
数
商
品
中
心
の
貿
易
よ
り
、
多
数
商
品
が
取
引
さ
れ
る
貿
易
へ
の
発
展
を
意
味
し
、

地
域
構
成
に
於
け
る
集
中
度
の
低
下
は
軍
一
國
叉
は
小
数
國
に
限
ら
れ
だ
取
引
先
が
多
…
数
國
に

拡
大
し
て
行
ぐ
こ
と
を
示
す
か
ら
で
あ
る
。

　
常
識
的
に
云
っ
て
終
戦
以
宋
今
日
ま
で
貿
易
の
品
目
が
増
大
し
、
取
引
地
域
が
拡
大
し
た
こ

と
は
経
験
的
に
容
易
に
知
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
今
更
事
新
し
く
説
く
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ

る
が
、
膨
隆
に
比
べ
て
ど
の
程
度
分
散
し
た
か
、
他
國
と
比
べ
て
ど
う
か
な
ど
の
問
題
に
な
る

と
容
易
に
答
え
る
こ
と
が
出
素
な
い
。
そ
こ
で
そ
の
程
度
を
測
定
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
Q

　
貿
易
に
於
け
る
分
散
度
や
集
中
度
の
測
定
法
と
し
て
は
從
来
も
上
位
よ
り
第
何
位
（
例
え
ば

第
十
位
、
叉
は
第
二
十
位
な
ど
）
ま
で
の
品
目
を
と
っ
て
そ
の
合
計
を
出
し
、
合
計
の
多
い
程
、

集
中
度
が
高
い
と
す
る
方
法
が
行
は
れ
た
の
で
あ
る
。
　
（
谷
口
吉
彦
博
士
「
貿
易
統
制
の
研
究
第
二
巻
目

〇
二
頁
以
下
」
）

　
こ
こ
で
は
＝
旨
ω
o
げ
B
9
昌
が
「
風
力
と
外
國
貿
易
構
造
」
に
於
て
行
っ
た
方
法
に
從
っ
て
測

定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
（
出
マ
ω
o
げ
ヨ
§
”
Z
p
ニ
日
誌
℃
o
智
臼
9
。
巳
夢
。
ω
寓
口
。
け
霞
o

O
h
国
O
同
Φ
就
コ
⇒
嚢
。
留
ぽ
○
。
c
。
ム
8
鳩
曾
b
Φ
巳
圃
×
巳
㎝
O
）

　
そ
の
算
出
方
法
は
次
の
経
り
で
あ
る
Q

　
い
ま
砧
、
8
2
…
砺
…
砺
を
A
な
る
全
体
の
構
成
要
素
と
す
る
。
し
か
ら
ば
爵
＋
犠
N
…
＋
§
＋
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…
§
“
1
1
』
即
ち
、
M
亀
㍉
ト
と
な
る
Q

　
　
　
　
　
　
　
　
ド

　
求
め
よ
う
と
す
る
集
中
度
指
数
を
C
と
す
れ
ば
、

　　

@
6
“
稀
（
障
ド
O
O
卜
．
）
、
－
奉
稀
轟

　
　
　
　
　
　
H
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
H

　
構
成
要
素
た
る
の
、
0
2
…
砺
…
砺
　
を
百
分
傘
を
以
て
表
す
と
す
れ
ば
　
M
§
1
ー
ド
8
－
1
毎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド

從
っ
て
G
U
回
＼
劉
と
な
る
・

　
　
　
　
　
　
　
　
H

　
そ
れ
故
に
C
の
値
を
求
め
る
に
は
、
構
成
要
素
を
百
分
率
で
示
し
、
そ
の
数
字
を
自
乗
し
て
こ
れ
を
合
計
し
、
そ
の
合
計
を
李
方
に
開
け

ば
よ
い
わ
け
で
あ
る
。

　
こ
の
方
法
は
さ
き
の
第
何
位
ま
で
を
加
算
す
る
方
法
よ
り
は
複
雑
で
あ
る
が
、
さ
き
の
方
法
で
は
第
何
位
ま
で
と
る
か
と
い
う
こ
と
が
恣

意
的
で
あ
ゲ
、
ま
た
第
何
位
以
下
の
要
素
の
状
態
が
考
慮
さ
れ
な
い
の
に
反
し
て
、
こ
の
方
怯
で
は
全
要
素
が
計
算
に
入
っ
て
く
る
か
ら
、

こ
の
方
法
の
方
が
全
体
を
観
察
す
る
の
に
適
し
て
い
る
G

　
集
中
度
指
数
℃
の
値
は
構
成
要
素
の
数
を
n
、
憂
化
系
数
を
v
と
す
れ
ば

　　

@　

@
量
ミ
網

に
て
表
さ
れ
、
構
成
要
素
の
数
が
少
な
い
程
、
そ
し
て
ま
だ
そ
の
変
化
係
数
が
大
き
い
程
大
と
な
る
。

　
即
ち
、
算
術
李
均
を
五
万
標
準
偏
差
を
σ
、
変
化
係
数
を
v
と
す
れ
ば
次
の
式
が
得
ら
れ
る
。

　　

@　

@
患
｛
罵

　
　
　
　
戦
後
日
本
貿
易
構
成
の
分
析
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戦
後
日
本
貿
易
構
成
の
分
析

両
辺
を
自
架
し
て
、
π
倍
す
れ
ば

　　

@　

@
§
・
杯
（
§
一
司
）
。
。
毒
轟
－
唯

　
　
　
　
　
　
　
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

両
辺
を
溜
〃
で
除
し
移
項
す
れ
ば

　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き

　
　
　
　
　
球
＋
H
一
捧
．
M
轟
…
－
〈
ド
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら

　
　
　
　
　
ミ

然
・
に
癖
“
斜
。
瞳
礪
轟
・
騨
斐
掌
。
・
謙
で
あ
を

（
H
）
式
は
・
・
．
＋
マ
辱
・
謙
・
9
從
っ
て
・
。
＋
『
詐
6
、

　　

@　

@　

@　

刀
B
睦
日
。
。
＼
、
妃
辮
日

　
だ
だ
此
の
方
法
で
は
ウ
ェ
イ
ト
の
問
題
が
考
え
ら
れ
て
い
な
い
の
が
難
点
で
あ
る
が
、
各
國
の
貿
易
統
計
表
に
表
示
さ
れ
だ
百
分
率
に
よ

り
貿
易
相
手
國
別
集
中
豊
の
國
際
比
較
が
容
易
に
出
宍
る
の
が
利
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
各
國
貿
易
商
品
別
集
中
度
（
こ
れ
は
モ
ノ
カ
ル
テ

昌
ア
ー
の
問
題
と
も
関
聯
し
て
電
撃
経
済
上
質
昧
あ
る
問
題
で
あ
る
が
）
の
國
際
比
軟
に
は
注
意
を
要
す
る
。
同
一
國
の
異
時
上
馬
軟
を
す

る
の
で
あ
る
な
ら
ば
商
品
の
分
類
基
準
が
一
定
し
て
い
る
か
ら
容
易
で
あ
る
が
、
國
を
異
に
し
た
揚
合
に
は
胃
壁
の
商
品
別
統
計
の
分
類
方

法
が
同
一
で
な
か
っ
た
り
、
項
目
の
表
示
が
漠
然
と
し
て
い
る
（
例
え
ば
難
貨
、
繊
維
類
、
金
属
鑛
な
ど
）
た
め
に
計
算
が
困
難
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
点
は
或
る
統
一
的
な
分
類
基
準
を
以
て
別
に
分
類
を
行
え
ば
解
決
し
得
よ
う
が
、
相
手
國
別
の
場
合
の
よ
う
に
簡
軍
に
は
行

か
な
い
。

　
集
中
度
の
測
定
の
例
を
挙
げ
て
設
明
す
れ
ば
、
一
蓋
の
貿
易
が
唯
一
つ
の
相
手
國
と
行
は
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
指
数
は
　
ま
H
8
、
1
1
H
O
O 一　74　一一



で
あ
る
。

　
こ
れ
と
反
対
に
無
限
に
多
数
の
國
と
均
等
の
割
合
で
貿
易
を
行
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
各
國
の
占
め
る
割
合
は
無
限
に
小
で
あ
り
、
從
っ
て

そ
の
自
乗
の
和
の
準
方
根
で
あ
る
集
中
度
指
数
も
無
限
小
即
ち
零
に
近
づ
く
。

　
こ
の
よ
う
に
理
論
上
は
指
数
の
上
限
は
一
〇
〇
で
あ
り
、
下
限
は
零
で
あ
る
が
、
実
際
上
は
下
限
は
ド
イ
ツ
、
イ
ギ
リ
ス
の
約
二
〇
前
後

が
最
低
で
あ
っ
て
そ
れ
以
下
は
な
く
、
上
限
で
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
九
七
・
二
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
八
八
、
フ
イ
リ
ッ
ピ
ン
の
八
七
、

ボ
リ
ゼ
ヤ
、
コ
ロ
ン
ビ
ヤ
の
八
三
な
ど
が
最
高
で
あ
る
。
　
（
い
つ
れ
も
輸
出
國
別
集
中
度
で
あ
る
）

　
い
ま
一
揖
が
五
十
ケ
國
と
貿
易
し
卵
子
の
貿
易
割
合
が
均
等
で
あ
る
即
ち
各
二
％
つ
っ
と
す
れ
ば
そ
の
集
中
度
指
数
C
は

　
　
　
O
”
刷
＼
α
O
×
b
9
・
。
1
1
H
ド
ド
ト

　
一
四
二
四
と
な
る
。

　
ま
π
、
且
國
が
四
〇
％
、
B
國
が
二
五
％
、
C
國
が
二
〇
％
、
D
國
が
五
％
、
残
り
二
〇
％
は
二
〇
ヶ
國
が
一
％
つ
つ
を
占
め
る
と
す
れ

ば
集
中
度
指
数
は

　
　
　
　
　
O
u
」
＼
蔭
O
。
。
十
N
O
N
十
鵯
十
憶
×
b
o
O
目
《
b
Q
G
◎
『
O
u
心
Q
◎
。
刈

四
八
。
七
と
な
る
O

　
こ
の
場
合
、
残
り
二
〇
％
が
軍
に
統
計
上
「
そ
の
他
」
と
し
て
表
示
ざ
れ
て
い
る
重
合
に
は
さ
き
の
よ
う
に
之
を
一
％
つ
つ
一
．
一
〇
ケ
國
に

分
布
す
る
も
の
と
推
定
す
れ
ば
指
数
は
四
八
・
七
と
な
る
。
残
り
の
國
の
中
に
は
表
示
さ
れ
セ
最
少
の
百
分
卒
を
示
す
國
（
こ
の
場
合
で
は

D
國
）
の
示
す
百
分
率
以
上
を
示
す
國
は
な
い
筈
で
あ
る
か
ら
、
残
り
の
二
〇
％
は
五
％
つ
つ
四
ケ
國
に
分
布
し
て
い
る
と
考
え
る
と
こ
れ

が
最
高
限
度
で
あ
る
。
即
ち
、

　
　
　
　
戦
後
日
本
貿
易
酷
幕
成
の
分
析
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商品類別構成割合（％）

載
後
日
本
貿
易
構
成
の
分
析

輸 出 輸 入

食料品
！原料品 1原料用製品

全製品 雑品 食料晶 原料品 暴料劉 全製品 雑品

昭10 7．89 4．42 26．91 58．07 2．：71 7．79 60．98 18．96 11．58 0．69

11 7．56 4．70 26．60 58．06 3．08 8．35 62．88 17．24 10．65 0．87

12 7．81 4．19 25．65
59．「83　　0

2．52 6．65 52．72 28．95 11．12 0．56

13 11．16 3．91 24．99 58．35 1．58 7．48 48．65 26．36 16．82 0．69

14 12．03 5．05 26．60 54．23 2．04 7．93 48．33 29．62 13．62 0．50

21 9．3 15．5 61．9 13．1 0．2 40．8 49．5 4．9 4．6 0．2

22 6．9 16．7 21．2 54．9 0．3 52．7 19．7 10．3 16．8 0．5

23 5．4 7．9 28．1 58．5 0．1 47．9 24．3 8．1 18．7 1．0

24 4．5 3．4 23．9 67．9 0．3 43．1 34．0 11．7 10．0 1．2

25 6．6 3．1 26．2 63．2 0．9 39．0 47．0 7．3 5．0 1．7

（1r》10）

：大藏省（購政金融統計月報　第十三号）

0
1
1
」
＼
ら
O
N
十
b
⇔
9
十
望
十
鵯
×
心
　
1
1
ぞ
＼
N
ら
α
O
H
ら
O
U

と
な
る
Q

さ
き
の
場
合
を
最
低
限
度
と
す
れ
ば
　
O
n
癖
P
目
梓
O
ト
と
な
る
。

從
っ
て
貿
易
統
計
上
「
そ
の
他
諸
國
」
と
表
示
さ
れ
て
い
て
も
集
中
度
指
数
の

算
定
が
不
可
能
で
は
な
く
、
右
の
よ
う
に
大
体
の
推
定
は
出
振
る
の
で
あ
る
Q

　
こ
の
方
法
に
從
っ
て
職
後
日
本
貿
易
の
商
品
別
、
相
手
國
溺
の
集
中
度
を
測

定
し
、
職
前
と
の
比
較
及
び
そ
の
國
二
尊
軟
を
行
え
ば
以
下
に
示
す
結
果
が
得

ら
れ
る
。

　
統
計
は
日
本
外
國
貿
易
年
表
、
財
政
経
済
統
計
年
報
、
二
戸
商
業
大
学
商
業

研
究
所
「
重
要
経
済
統
計
」
大
臣
省
「
財
政
金
融
統
計
月
報
」
第
十
三
集
、
國

際
連
盟
貿
易
統
計
年
報
、
朝
鮮
貿
易
年
表
、
台
湾
貿
易
月
表
等
に
よ
っ
た
。

　
　
　
　
　
（
二
）
　
商
　
品
　
溝
　
成

　
日
本
の
貿
易
は
外
國
よ
り
食
料
品
、
原
料
品
を
輪
回
し
v
工
業
製
品
を
輸
出

す
る
と
い
う
工
業
國
型
を
も
つ
て
い
る
こ
と
は
職
前
も
職
後
も
変
り
は
な
い
が
、

戦
後
は
戦
前
に
比
し
て
食
料
品
の
輸
入
が
激
増
し
た
こ
と
が
大
き
な
相
蓮
点
で

あ
る
Q
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出構成の國際比較（％）
聖

英
國
　
噸 米 國 ド イ ツ フ ラ　ン ス 日 本

一
食料 原料 全製 一食料 原料 全製 食料 原料 全製 食料 原料 全製 食料 原料 全製
口 口 口 口 口 口 口 目 口 口 口 口 口 口 口
ロロ 口口 口口 口口 口口 口口 口口 ロロ ロロ ロロ ロロ ロロ 口口 口口 口口

1930 8．4 11．2 77．2 14．6 36．3 49．1 4．0 2．04 75．1 13．7 23．3 63．0 9．0 41．‘ O 48．2

1931 9．0 11．9 73．6 14．3 35．5 50．2 3．7 18．9 76．9 14．1 23．6 62．3 9．1 41．7 47．5

1932 9．0 11．9 75．3 15．7 37．2 47．1 3．5 18．0 78．2 14．8 23．1 62．1 7．6 39．3 51．3

1933 7．5 12．5 76．6 15．3 45．1 39．6 3．5 18．5 77．7 13．7 25．7 60．6 8．6 33．4 56．3

1934

煖ﾏ

7．7

W．3

12．4

P2．0

；
1
：
1

12．3

P4．4

50．3

Sα9

37．4

S4．7

2．8

R．5

17．5

H8．7

78．1

V7．2

14．4

?S．ユ

29．0

Q4．9

56．8

Uユ．0

8．0

W．5

27．8

R6．6

65．4

T3．7

唱

載
後
日
本
貿
易
繕
田
成
の
分
析

本日國

輪入構成の國際比鮫（％）
國｝米：　國1ドィ　ッ1佛英

1

5
　
Q
V
　
2
　
1
占
　
7
　
9
　
　
曾
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
・
3
　
2
　
｛
⊥
　
9
　
7
・
　
0
1
山
　
－
占
　
可
⊥
　
　
　
　
　
　
　
　
－

料
原
品
ー
料
食
品

製
全
品

」
倒
ー
笥
1
2
　
7
　
孕
●
　
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
　
・
2
　
4
　
6
　
5
　
2
　
4
2
　
2
　
2
　
2
　
2
　
2

料
原
品
料
食
品

4
　
7
　
7
　
1
　
q
V
　
O
5
a
α
7
8
，
L
3
　
3
　
3
　
2
　
2
　
3
8
　
7
　
3
　
8
　
7
　
9
●
　
　
　
　
　
「
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
・
2
1
2
2
2
5
3
0
2
8
怨

製
全
品
料
原
品

4
　
4
　
5
　
4
　
4
　
6
．
　
　
　
　
　
■
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
o
　
　
　
　
　
・
2
9
3
0
2
2
2
2
2
3
2
5
0
　
1
　
5
　
7
　
6
　
6
滋
箆
器
箆
兇
鋭

料
食
品

5
　
4
　
9
　
3
　
4
　
q
「
娼
姐
肌
騎
銘
凪

器
翻
鞠

1

　
今
、
商
品
類
別
の
構
成
割
合
を
示
せ
ば
右
の
通
う
で
あ
る
。

　
　
（
註
）
　
輸
出
に
於
け
る
原
料
品
は
除
虫
菊
，
眞
琢
な
ど
、
原
料
用
製
品
は

　
　
　
綿
織
糸
、
生
糸
、
人
造
繊
維
綜
、
毛
糸
、
魚
油
、
鯨
油
，
鋼
材
な
ど
、

　
　
　
全
製
品
は
織
物
製
品
、
機
械
製
品
な
ど
、
雑
晶
は
動
物
な
ど
を
含
む
。

　
　
　
　
輸
入
に
於
け
る
原
料
品
は
棉
花
，
羊
毛
、
廓
，
石
炭
、
原
皮
類
、
ゴ

　
　
　
ム
類
な
ど
、
原
料
用
製
晶
は
な
め
し
革
、
油
粕
，
燐
鉱
石
、
原
油
及
び

　
　
　
粗
油
、
合
成
染
料
な
ど
、
全
製
品
は
燃
料
油
、
グ
リ
ー
ス
、
医
桑
品
な

　
　
　
ど
を
含
む
。

　
日
本
の
貿
易
商
品
類
別
構
成
は
右
の
通
り
で
あ
る
が
、
主
要

工
業
國
で
あ
る
英
、
米
、
独
、
佛
と
は
等
し
く
工
業
國
と
い
つ

て
も
ど
の
よ
う
な
相
違
が
あ
つ
だ
か
に
つ
い
て
一
瞥
し
よ
う
。

（
谷
口
吉
彦
博
士
「
貿
易
統
制
の
研
究
」
第
二
巻
八
○
頁
以
下
）

　
先
す
日
本
を
含
め
た
五
大
工
業
國
の
戦
前
（
昭
和
五
ー
九
年
）
の

輸
出
構
成
を
見
れ
ば
次
表
の
示
す
如
く
、
い
す
れ
の
國
も
全
製

品
輸
出
が
最
大
で
あ
り
、
原
料
品
が
こ
れ
に
つ
ぎ
、
食
料
品
は

最
小
で
あ
る
。

　
英
、
米
、
独
、
佛
等
の
諸
國
の
轍
出
構
成
に
比
し
て
日
本
の

そ
れ
の
特
徴
を
あ
げ
れ
ば
、
原
料
品
輸
出
は
棉
花
の
輸
出
國
だ

る
ア
メ
リ
カ
を
除
く
い
す
れ
の
國
よ
り
も
大
で
あ
る
。
こ
れ
は
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戦
後
日
本
貿
易
構
成
の
分
析

生
秣
の
輪
出
が
大
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
次
に
輸
入
構
成
を
見
れ
ば
米
、
英
、
独
、
佛
に
比
し
て
日
本
の
著
し
い
特
色
は
食
料
品
輸
入
比
率
の
甚
だ
低
い
こ
と
及
び
原
料
品
輸
入
比

率
の
甚
だ
高
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
数
字
だ
け
を
見
れ
ば
面
前
の
日
本
が
他
の
工
業
國
に
比
し
て
食
料
の
海
外
依
存
度
が
比
軟
的
少
な
か
っ

だ
と
推
定
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
朝
鮮
、
台
湾
に
対
す
る
移
出
入
が
含
ま
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
っ
て
こ
れ
を
含
め
て
計
算
す
れ
ば
食
料
品
の

海
外
依
存
度
は
相
当
大
と
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
職
工
は
食
料
の
供
給
源
で
あ
っ
π
朝
鮮
、
台
湾
の
支
配

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
失
っ
た
π
め
に
食
料
の
海
外
依
存
度
は
増
大
し
、
　
一
方
、

紛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
原
料
の
軍
鼻
後
増
加
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
・
幽
葵
対

合割
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
策
は
盆
々
重
大
と
な
る
。

鰍
　
　
　
　
　
　
　
　
舳
次
轟
轟
出
入
品
の
品
畏
び
そ
の
獲
割
倉
つ

献
　
　
　
　
　
　
　
舗
い
て
上
磯
後
を
比
較
し
参
詣
に
処
べ
・
碧

入
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蠣
　
輸
出
で
は
綿
織
物
が
戦
前
と
同
じ
く
首
位
に
あ
る
が
、
職

出
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

輸
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
は
綿
織
物
と
伯
仲
し
だ
生
糸
は
職
後
は
低
下
し
て
鉄
類

三
食
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
二
位
に
進
出
し
π
。
潮
入
で
は
声
調
首
位
を
占
め
π
棉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
花
が
戦
後
も
依
然
と
し
て
首
位
に
あ
り
、
職
前
二
位
に
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
だ
米
に
代
っ
て
小
麦
が
こ
れ
に
つ
ゴ
い
て
い
る
。

　
本
表
は
昭
和
十
一
年
の
数
字
に
つ
い
て
は
内
地
と
朝
鮮
、
台
湾
間
の
移
出
入
を
含
め
だ
割
合
を
示
し
て
い
る
。
從
っ
て
移
出
入
を
含
ま
な

2
4
昭
一
1
1
昭

6
8
1
7
8
3
5
5
8
4
　
　
3
7
6
4
7
7
0
凪
a
L
a
＆
a
3
a
工
工
　
α
4
n
α
L
α
3

入
輸

4
4
9
5
7
5
9
5
0
8
　
　
6
6
9
7
6
6
5
3
α
5
。
5
。
4
生
2
2
2
エ
　
　
L
エ
0
。
位
α
0
。
α
9
臼
　
－
凸
花
　
　
類
毛
油
糖
類
料
類
プ
　
　
材
炭
菱
脂
し
石
米
　
齢
　
　
隙
蟹
綿
　
　
鉄
弓
鉱
砂
豆
化
ゴ
繊
　
　
木
石
小
油
と
燐

2
4
昭

出
輸
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I
a
一

門出商品構成（再門出を除く）
1946年 1947年 1948年 1　・949年　1 ・95・年（1－9月）1

一

総額2，04の百万円 総額10，114百万円 総額51，932百万円 総額169ユ76百万円 総額19L680百万円

生　　　　　糸　39．0％ 綿　　織　　物　28・2％ 綿　　織　　物　21．4％ 綿　　織　　物　28．1％ 綿　　織　　物　26．2％

木　　　　　材　　9．6 生　　　　糸　　7，0 生　　　　　糸　15．9 鉄　　　　　鋼　　7．4 鉄道車輔　10．0
茶　　　　　9．2 木・　　　材　　6．8 絹　　織　　物　　7．1 機　　械　　類　　5．4 鉄　　　　　鋼　　8．4

石　　　　炭　　4．1 絹　織　物　6．0 石　　　　炭　　5。5 生　　　　糸　　3．9 人織織物　　5．6
人絹糸・スフ糸　　3ユ 石　　　　炭　　6．1 陶　．磁　　器　　5．2 陶　　磁　　器　　3．8 生　　　’糸　　4．5

鉄筆　車　輔　　2．8 陶　　磁　　器　　4．5 鉄　　　　　鋼　　2。7 絹　　織　　物　　3．3 機　　械　　類　　3．0

灘響齢鷺・・ 人絹糸・スフ糸　　3・8

ﾈ　　織　　糸　　2．6

玩　　　　具　　2．3

l絹糸・スフ糸　　2．2

人絹スフ糸　　3．1
ﾈ　　　　　糸　　2．8

韻　織　物　　2・8
｣曝詰食料品　　2・7

難糸備●・・毛　　織　　物　　1．4

　茶　　　　　2．3

Kラス製品　　2．3

機　　械　　類　　2．0K
ラ
ス
・
ガ
ラ
ス
　
　
　
L
7
製
品

入内織物　　2ユ
ﾟ　　　　具　　2．1

綿　　　　糸　　2．7

ｩ　　磁　　器　　2．4

ベ　ニ　ヤ　板　　0．9 鉄弓枕木　　1．7 水　　産　　物　　1．6 鉄濫車　輔　　2ユ i玩　　　　具　　1．5

絹　　織　　物　　0．8 毛　　織　　物　　L5 』茶　　　　　1。4 茶　　　　　1．2 水　　産　　物　　1．3

薄　　荷　・脳　　0．8 水　　産　　物　　1・4 電　　　　　球　　1．3 罐堤詰食料品　　1．2 人　　絹　　糸　　0．8

紙　　　　　類　　0．6 鉄三三輔　　L4 綿　　糸　　類　　1．3 ホ・一ロー鉄品　　1．1 魚油鯨油　　0．8
鯵
軍
及
同
部
分
　
α
6
ロ
ロ

機　　械　　類　　1．3 ゴムタイヤ　　1．1 毛　　織　　物　　0．9 ガ　　ラ　　ス　　0．8

鉄道　枕木　　0．5 電氣通信機器　　1．2 化学　肥　料　　1．0 水　　産　　物　　0，8 電氣・通信機器　　0．8

機械及同部分品　　α4 罐罎詰食料品　　0，8 罐壕詰食料品　　1．0 メ　リ　ヤ　ス　　0．8 石　　　　炭　　α7

セ　メ　ン　ト　　0．4’ マ　　ツ　　チ　　0．8 木　　　　　材　　0．8 魚油鯨油　　0．7 セ　メ　ン　ト　　0．7

水　　産　　物　　0．4 紙　　　　類　　0，6 メ　リ　ヤ　ス　　0．7 光　学機械　　0．6 i茶　　　　　0．7

寒　　　　　天　　0．3 セ　メ　ン　ト　　0．6 光学機械　　0．7 ゴムタイヤ　　q5 木「　　　材　　0．7

麻　　織　　物　　0．3 自　　轄　　車　　0．6 人繊織物　　α6 自　　轄　　車　　0．4 自　　轄　　車　　0．6

合成染料　　0．3 人繊織物　　0．5 ブランケット　0．6 毛　　　　　糸　　0．3 毛　　織　　物　　0．5

毛　　　　皮　　0．3 椎　　　　茸　　0．6 魚油鯨油　0．6 紙　　　　　類　　0．3 メ　リ　ヤ　ス　　α5

マ　　ツ　　チ　　0，3 ・鮮　　果　　実　　0．4 帽　子　帽体　　0．5 灘灘’瀦・・ ホーロー鉄器　　α5

綿　　織　　物　　0，2 寒　　　　天　　0．4 自　　轄　　車　　α4

（大三省　前掲書による）

匝終瓢嚥遊怒e



　
　
　
　
　
戦
後
日
本
貿
易
構
成
の
分
析

い
七
七
頁
の
表
の
場
合
の
商
品
構
成
と
は
結
果
が
若
干
異
っ
て
い
る
。
米
、
砂
糖
、
豆
類
な
ど
食
料
品
が
輸
入
品
目
の
二
割
以
上
を
占
め
て
る

の
は
そ
の
だ
め
で
あ
る
。
（
本
表
の
数
字
は
筆
者
の
計
算
と
は
多
数
異
っ
て
い
る
が
大
体
の
傾
向
を
示
す
も
の
と
し
て
こ
れ
を
そ
の
ま
・
掲
出
し
た
）

　
　
　
　
　
（
イ
）
輸
出
商
品
構
成

　
　
職
後
に
於
け
る
翰
出
商
詰
の
構
成
内
容
は
絡
職
直
後
の
一
九
四
六
年
以
東
年
を
経
る
に
從
っ
て
多
様
化
し
て
来
て
い
る
。
即
ち
、
　
一
九
四

　
六
年
に
於
て
は
生
糸
が
遺
出
総
額
の
三
九
％
を
占
め
圧
倒
的
な
比
重
を
持
っ
て
い
だ
上
、
商
品
の
種
類
も
少
な
か
つ
だ
が
、
年
と
共
に
取
引

　
さ
れ
る
商
品
の
種
類
が
増
加
し
て
建
仁
。
そ
れ
と
共
に
生
糸
の
比
卒
も
低
下
し
て
一
九
四
七
年
に
は
七
％
、
四
八
年
に
は
一
六
％
、
四
九
年

に
は
四
％
と
な
っ
て
い
る
。
生
糸
に
代
っ
て
綿
織
物
の
鹸
出
が
伸
長
し
、

前輪出商品構成’（A）

％
0
2
2
1
6
2
9
9
7
4
4
3
2
1
1
1
9
9
9
9

　
4
耐
工
7
5
剛
4
餌
∩
ム
2
一
－
一
－
叫
L
工
－
｝
－
酬
－
一
－
一
－
咽
L
O
W
α
α
α

　
1
　
1
匹

脳物

?
R
類
肺
魚
號
．
．
物
影
器
類
糸
物
平
野
糸
呼
物
嚇

織
匠
械
礎
製
織
磁
織
産
物
絹
麦
鰍

　
綿
生
絹
機
導
車
早
足
鉄
毛
木
中
隊
綿
水
植
四
人
小
履
が

脇
8
1
7
7
6
4
4
4
3
2
2
2
1
0
0
9
8
6
6
5

　
α
7
…
6
…
－
一
丁
「
－
断
－
削
噌
」
－
一
－
判
L
－
闘
－
「
－
咽
工
」
0
…
α
O
W
α
α

　
3
　
1

㈱糸

ﾁ
類
噺
蕪
糖
麟
材
難
炭
物
忌
具

　
　
　
　
　
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
罎
　
　
　
　
　
ラ

　
生
綿
絹
紙
メ
陶
小
水
精
綿
機
木
鉄
罐
石
履
鉄
帽
が
玩
茶

（日本外点貿易年表、朝鮮貿易年表、台湾貿易月表
による）

一
九
四
六
年
に
僅
か
O
・
二
％
に
過
ぎ
な
か
つ
や
四
綿
織
物
は
四
七

年
に
二
八
％
に
達
し
、
四
八
年
に
一
二
％
に
低
下
し
π
が
、
四
九

年
に
は
二
八
％
に
増
加
し
四
七
年
以
家
首
位
を
保
っ
て
い
る
。

　
次
に
各
年
別
の
輸
出
商
品
の
占
め
る
割
合
を
そ
の
大
さ
に
從
っ

て
配
列
す
れ
ば
前
表
の
通
り
で
あ
る
。

　
一
九
四
六
年
に
は
生
糸
、
茶
な
ど
農
産
物
が
優
位
を
占
め
だ
が
、

四
七
年
以
後
は
綿
織
物
な
ど
軽
工
業
製
品
が
こ
れ
に
代
り
、
四
九

年
以
後
は
鉄
鋼
機
械
類
な
ど
重
工
業
製
品
の
割
合
が
増
大
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
一
九
四
六
年
以
束
、
輪
出
商
品
の
構
成
は
生
糸

に
集
中
し
て
い
だ
型
が
く
つ
れ
て
次
第
に
多
数
商
品
に
分
散
的
と

な
っ
て
圭
ハ
て
い
る
Q
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職前輪出商品構成（B）

1929 1936

脇
6
7
0
8
6
1
0
9
7
7
4
2
1
1
0
9
8
8

＆
　
4
畠
　
5
　
a
　
2
剛
　
2
剛
　
2
｛
　
2
軌
　
－
軌
　
－
「
－
．
－
肖
　
－
．
－
肉
　
－
．
－
．
α
　
α
　
α

1
　
　
1

物
糸
物
鋼
品
物
類
輔
品
物
器
糸
黒
糸
品
粉
品
体
物

∴
繍
織
∴
震
華
轟

綿
生
人
鉄
罐
絹
機
車
メ
毛
玉
綿
紙
人
が
小
鉄
帽
履

瑠
6
、
8
7
4
3
3
2
1
1
8
7
7
6
6
6
4
4

7
　
Q
晒
　
7
　
1
一
　
－
一
　
－
…
　
－
司
　
工
　
－
劫
　
r
　
L
　
O
…
α
　
0
…
α
　
∩
噛
　
α
　
0
…
　
O
W

り
0
　
1

糸
物
、
物
器
ス
糖
粉
糸
品
炭
物
体
物
三
品
輔
　
油
油

馨
磁
∵
興
産
∵
．
醐
難

生
綿
絹
陶
メ
精
小
綿
繍
右
水
帽
履
豆
が
車
二
世
魚

（三戸商業大学商業研究所重：要経済統計による）

　
こ
の
場
合
に
輸
出
商
畠
構
成
に
於
け
る
集
中
度
の
測
定
を

行
っ
て
見
る
と
分
散
化
の
傾
向
を
明
瞭
に
看
取
す
る
こ
と
が

出
掌
る
Q

　
即
ち
、
集
中
度
指
数
は
一
九
四
六
年
に
は
四
一
・
八
、
・
四

七
年
に
は
三
二
・
二
、
四
八
年
に
は
三
二
・
三
、
四
九
年
に

は
三
〇
・
九
、
五
〇
年
（
一
－
九
月
）
に
は
二
九
・
三
と
な

り
集
中
度
が
低
下
し
て
行
く
傾
向
を
示
し
て
い
る
Q
ま
だ
資

本
財
の
輸
出
が
一
九
四
六
年
よ
り
四
八
年
に
か
け
て
五
、
六

％
の
程
度
に
過
ぎ
な
か
つ
π
も
の
が
、
四
九
年
に
は
一
五
％

に
、
・
五
〇
年
（
一
一
九
月
）
「
に
は
二
二
％
に
増
大
し
て
い
る

一　81　一

こ
と
は
貿
易
構
成
の
質
的
な
高
度
化
と
し
て
注
目
す
べ
き
現
象
で
あ
る
。

「
し
か
ら
ば
こ
の
数
字
を
戦
前
に
比
較
す
れ
ば
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

　
一
九
二
九
年
及
び
三
六
年
に
於
け
る
輸
出
商
品
構
成
を
示
せ
ば
、
一
九
二
九
年
に
於
て
は
生
糸
が
圧
倒
的
優
位
に
あ
っ
π
が
三
六
年
に
は

綿
織
物
が
首
位
に
進
出
し
だ
。
そ
の
集
中
度
を
測
定
す
る
に
次
の
数
字
が
得
ら
れ
る
。
　
（
以
下
に
於
て
、
、
朝
鮮
、
台
湾
に
対
す
る
移
出
入
を

輸
出
入
に
含
め
て
計
算
し
π
も
の
を
（
A
）
、
こ
れ
を
除
い
た
・
も
の
を
（
B
）
と
す
る
。
）

こ
れ
よ
り
C
の
値
を
計
算
す
れ
ば
一
九
二
九
年
は
（
A
）
三
五
・
八
（
B
）
四
二
・
九
を
得
る
。
叉
、
一
九
三
六
年
に
つ
い
て
は
（
A
）
二

一
・
九
（
B
）
二
五
・
五
を
得
る
。
・
こ
れ
に
よ
っ
て
二
九
年
よ
り
三
六
年
に
至
る
問
に
、
輸
出
商
品
構
成
の
集
中
度
が
低
下
し
だ
こ
と
を
知
る
Q

　
　
　
　
載
後
日
本
貿
易
構
成
の
、
分
析



戦
後
日
本
貿
易
構
成
の
分
析

ドイツ重要輪出品構成　　英國重要輸出晶構成

1936年

璃
7
7
8
2
2
6
4
9
5
0
9
5
5
4
2
1

a
7
．
a
5
。
5
4
a
3
2
2
2
。
L
工
L
L
L
1
。

1離
灰
馨
糸
騰
戴
唐
歌
糸
欝

　
　
　
　
　
く

綿
機
右
回
鉄
毛
綿
電
衣
酒
化
羊
紙
毛
染
陶
ガ
ゴ

1936年

機械類
刃物その他
鉄製品
鉄（板管條）

化学品
石　　炭
電氣機器
染　　料

紙製品
時計・樂器

車　　輔
藥　　品

牝学肥料
ガラス製品

毛織物
絹人絹織物

綿織物
毛　　糸

人絹糸

12・5．0／e

S．　1

7．　8

6．1

5．6

5．4

4．　0

3．　1

3．　2

2．　9

2．　8

2．　2

1．　6’

！4

L4
L3
1．　O

O．6

系弄i言トによる）
（國際連盟貿易

　
未
だ
戦
前
の
ド
イ
ツ
、
英
國
に
比
す
べ
き
で
は
な
か
。
ド
イ
ツ
と
イ
ギ
リ
ス
を
比
修
し
て
見
れ
ば
、

上
位
を
占
め
繊
維
製
品
が
下
位
に
あ
る
の
に
対
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
綿
織
物
な
ど
繊
維
類
が
機
械
類
と
並
ん
で
重
要
性
を
有
し
て
い
る
こ

と
に
大
き
な
差
異
が
あ
る
。
・

　
　
　
　
（
口
）
輸
入
商
品
構
成

輸
入
商
品
の
構
成
を
見
れ
ば
大
体
に
於
て
棉
花
と
小
麦
に
集
中
し
て
い
る
。
終
戦
直
後
は
食
糧
が
大
部
分
を
占
め
槌
が
最
近
で
は
羊
毛
、
．
ゴ

ム
、
原
皮
、
．
ハ
ル
プ
な
ど
原
料
品
の
比
重
も
増
加
し
、
商
品
構
成
が
次
第
に
分
散
化
し
て
来
て
い
る
。

　
一
九
四
六
年
よ
り
一
九
五
〇
年
（
一
一
九
月
）
ま
で
の
各
年
に
於
け
る
主
要
輪
出
品
の
占
め
る
割
合
を
示
せ
ば
次
表
の
麺
わ
で
あ
る
。

　
各
年
の
集
中
度
指
数
を
求
め
れ
ば
一
九
四
六
年
は
五
〇
・
七
、
四
七
年
は
三
〇
・
七
、
四
八
年
に
は
二
六
・
四
、
四
九
年
に
は
二
四
・
六
、

　
即
ち
、
生
糸
に
集
中
し
て
い
セ
構
成
が
、
綿
織
物
、
生
糸
、
入

絹
織
物
な
ど
に
分
散
し
て
来
だ
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
輸
出
商
品
構
成
を
先
進
國
だ
る
英
國
、
ド
イ

ツ
と
比
べ
る
と
、
此
等
両
國
で
は
分
散
度
が
高
い
上
に
重
化
学
工

業
品
の
比
重
が
極
め
て
大
き
い
の
に
比
べ
て
、
日
本
で
は
依
然
と

し
て
軽
工
業
品
が
中
心
で
あ
り
、
こ
の
点
に
重
大
な
相
違
点
が
あ

る
Q

　
戦
後
は
晶
九
四
九
年
頃
よ
り
重
化
学
工
業
の
輸
出
百
分
率
が
増

大
す
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
は
さ
き
に
指
摘
し
π
と
お
り
で
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
イ
ツ
で
は
機
械
類
、
化
学
製
品
が
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成（再繍入を除く）払出商入雪

年 1949年 1950年（1－9）

百万円 百万円 百万円
0，269 総額284，360 総額246，994

％ ％ ％
14．8 棉　　　花15．6 棉　　　花22．9

13．0 小　　　麦13．7 小　　　麦17．7

12．8 鉱　　　油　7，1 米　　11．1

7．8 石　　　炭46 化学肥料4．3
6．9 大　　　麦　3．7 砂　　　糖　4．3

5．6 豆　　　類　3，5 鉱　　　油　3．8

4．3 化学肥料3．5 毛　　　羊　3．6

3．6 三毛　　3，0 豆　　　類　3．6

2．8 金　属　鉱　2．9 ゴ　ム　類　3．2

2．2 米　　．2・8 燐　鉱　石　2，1

1．9 羊　　　毛　2．9 大　　　麦　1．7

1．8 木　　　材　1．8 廊　　　類　L4
1．4 ゴ　ム　類　1。8 パ　ル　プ　LO
1．3 パ　ノレ　プ　1．7 探油用子実　1．3

1．2 麻　　　類　1。1 石　　　炭0．9
1．1 鉄　・　鋼　1．1 原　　　皮　0．7

0．9 燐　鉱　石　0．7 掩　　　0．7

0．9 小　麦　粉　0．7 鍵もα・
0．6 原　　　皮　0．6

ドロマイト

0．6 合成染料0．6 マグネサイ　0，2
g

一

8
　
6
　
油
糖
麦
花
粉
炭
料
麦
　
鉱
毛
類
石
粉
類
類
プ
　
料
こ

…
鱒
　
義
三
崩
・
ル
米
贈

　
　
　
鉱
砂
小
棉
小
石
化
大
　
金
羊
豆
燐
穀
麻
ゴ
パ
　
二
品
と
し

　
継
％
5
9
7
7
3
8
4
7
3
引
副
一
一
2

年
百
β
　
旭
五
践
8
。
5
4
4
a
a
L
1
。
1
。
α
α
α

7
　
2
0

　
　
　
麦
油
花
料
石
こ
麦
　
糖
粉
類
規
実
油
須

　

玲
纐
　
乙
鳥
塩
類
・
響

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
ぎ

　
　
　
小
鉱
棉
化
燐
と
し
大
　
砂
穀
豆
ゴ
採
椰
麻

　　　　百万円
　総額4，069

　　　　％
棉　　花47．0
騨詰食料13．0
ロロ

小　　麦11．6

小麦粉4．4
鉱　　油4．0．
とうもろこ
　　　　3．1し

　‘i謹　　2．7

燐鉱石1．8
イ七学月巴＊斗　1．2

豆　　類1．1
　米　　0．7
　数　　0．1

（大藏省　前掲書による）

1946年

五
〇
年
に
は
三
二
・
五
と
大
体
に
於
て
低
落
の
傾

向
に
あ
る
。
こ
れ
は
少
数
商
品
へ
の
集
中
が
多
数

商
品
へ
の
分
散
に
変
り
っ
、
あ
る
こ
と
を
示
す
も

の
で
あ
る
。

　
輸
入
品
を
食
料
品
と
、
原
料
品
と
に
区
分
し
て
見

れ
ば
、
小
麦
、
米
、
と
う
も
ろ
こ
し
な
ど
食
料
品

の
占
め
る
割
合
は
一
九
四
六
年
、
四
七
年
の
五
三

％
を
最
一
口
同
と
し
て
、
四
八
年
の
四
八
％
、
四
九
年
　
一

の
四
三
％
、
五
〇
年
の
三
九
％
と
減
少
す
る
一
方
、
8
3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

棉
花
、
羊
毛
、
ゴ
ム
な
ど
原
料
品
は
四
七
年
の
二

〇
．
％
を
最
低
と
し
て
四
八
年
二
四
％
、
四
九
年
三

四
％
、
五
〇
年
四
七
％
と
逐
年
増
加
し
て
い
る
こ

と
は
注
目
に
値
す
る
Q

　
列
国
に
於
け
る
輸
入
商
品
構
成
を
見
る
に
一
九

二
九
年
及
び
一
九
三
六
年
に
於
て
は
上
の
如
き
数

字
が
得
ら
れ
る
。

　
両
年
に
つ
き
集
中
度
指
数
を
求
め
る
と
一
九
二

…載

纉
坙
{
貿
易
構
成
の
分
析



…戦

纉
坙
{
貿
易
構
成
の
分
析

職前輸入商品構成（A）

19361929

％
7
4
6
5
1
0
3
9
3
0
8
7
5
2
0
9
9
9
8
7
6
6
5

器
n
5
5
5
5
4
2
2
2
エ
L
L
－
。
－
。
0
。
α
α
α
α
0
，
α
α

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
子
車
石
類
麦
　
類
石
こ

花
籾
二
毛
糖
油
類
類
糟
ム
プ
料

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
巴
　
種
　
　
　
　
　
　
　
ろ

　
及
　
　
械
　
。
．
〃
遡
醐
動
鉱
　
　
鉱
猛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
イ

棉
米
占
冠
砂
鉱
機
豆
油
生
パ
化
銅
探
自
悪
子
小
磯
皮
燐
と
し
掩

％
0
6
3
0
4
7
7
7
3
8
1
7
2
2
2
9
9
8
6
5
5
5

1
司
7
6
6
…
4
叫
a
3
3
3
n
ム
2
一
－
引
工
－
「
－
一
α
α
α
α
α
α
α

2
花
二
糖
類
類
二
毛
三
瓶
糟
料
炭
ム
車
子
調
物
石
　
プ
類
石

　
爵
号
　
　
輔
ゴ
動
欄
産
鉱
ル
鉱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
セ

棉
来
砂
鉄
機
三
三
三
木
油
化
石
生
自
探
廓
水
鉄
錯
パ
皮
燐

（日本外典貿易奪表、朝鮮貿易年表、
台湾貿易月表による）

九
年
に
つ
い
て
は
（
A
）
二
九
・
○
、
　
（
B
）
二
九
・

四
、
三
六
年
に
つ
い
て
は
（
A
）
二
六
・
一
、
（
B
）

三
三
・
九
を
得
る
Q
即
ち
、
　
（
B
）
で
は
二
九
年
に
於

け
る
方
が
三
六
年
置
於
け
る
よ
り
も
輸
入
構
成
が
分
散

的
で
あ
っ
面
こ
と
が
わ
か
る
Q

　
輸
出
構
成
が
一
九
三
六
年
置
乾
て
分
散
的
と
な
つ
π

の
に
反
し
て
輪
入
構
成
（
B
）
が
集
中
的
と
な
つ
泥
こ

と
は
國
防
資
材
の
輸
入
割
合
が
増
大
し
把
、
め
で
あ
る
。

次
に
英
、
独
両
國
の
輸
入
商
品
構
成
を
示
せ
ば
次
の
通
り
、
ド
イ
ツ
で
は
原
料
品
の
占
め
る
割
合
が
高
い
が
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
食
料
品
の

割
合
が
高
い
。

職前鍮入商品構成（B）

1929年 1936年

目　花30．9
羊　毛7．3
　鉄　 6．9

鉱　 油6．6

豆　類3．0
生ゴム2．7
パノレプ2．4

木　材2．0
石　炭1．9
探油用種子　1．6

鉄　鉱1．5
日動車1．4
油　料1．3
硫　安1．2
小　 麦1．2

　銅　1．2

％
一％

3
2
浴
’
2
⑩
焔
4
2
’
2
。
9
5
5
　
。
4
3
忍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
0

25

V
4
4
4
3
3
3
2
1
L
L
1
1
1
1

花
　
毛
並
材
類
糟
麦
安
炭
ム
車
糖
子
類

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
種

　
鉄
　
　
　
　
ゴ
動
興
米

棉
　
羊
鉱
木
豆
油
小
硫
石
生
自
白
採
麻

（紳戸商業大学商業研究所前掲書）

イギリス墨入一己構成　ドイツ輪入商品構成

1936年
“

1936年
添lll　　　　　才乞　　　6．1％

果　　実　5．7

羊　 毛　5・4

鉱　　油　4．6

鉄鉱石　4．0
木　 材3・6
皮　 革3・4
鉱石（鉄以外）　3・3

コ　＿　ヒ　3．0

バタF・　2．3

粗　 銅2・　1

肉　 類2・0・

　卵　　1．8
チeズ　0，7

％

3
1
2
3
2
8
3
．
4
1
2
9
7
0
0

9
σ
5
5
5
4
一
4
　
a
Q
仙
　
ワ
砧
－
一
L
　
L
L

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

類
材
P
花
毛
麦
油
属
　
ね
こ
糖
革
脂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
磁
ろ

　
　
タ
　
　
　
　
　
金
茶
実
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う

肉
木
バ
棉
羊
小
石
卑
　
果
た
二
皮
油

（國際連盟貿易統計による）
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（
三
）
地
域
構
成

（
イ
）
輸
出
地
域
構
成

雨
後
の
輸
出
地
域
の
構
成
比
率
の
推
移
は
次
表
σ
示
す
通
り
ゃ
一
九
四
六
年
に
は
ア
メ
リ
カ
に
六
割
以
上
（
ド
ル
建
偵
額
に
よ
れ
ば
七
五

蝶
蹴
郷
圧
醇
鵡
講
鳥
（
剖
罫
圧
催
助
け
）

零
土

H
逡
。
。
盈

　
　
　
　
朗
嵩
お

　
　
講
臨
日
O
・
置
Q
o

　
　
　
　
訣

馳
石
段
駕
勢
一
々
H
G
o
．
O

縄
図
〕
遭
嵩
■
c
。

訟
　

．
婁
§
b
。

丑
　
　
團
刈
』

噂
　
　
舘
①
」

眠
哉
思
メ
O
b

r瓢罫7召
、
マ

、
マ

4圭灘”

メ
H
l
博
や

凱
・
H

P
α

b
o
．
Q
Q

卜δ

U
．

P
O

ド
㎝

H
．
心

H
．
H

　
　
　
朗
d
田

　
鶴
島
回
・
師
8

縄
図
曽
疑
ω
b
。
’
㎝

謡
冥
暢
勢
正
々
μ
野
α

甥
　

譲
堕
㊤

聯
．
　
藩
N
α

謡
哉
q
ヌ
α
レ

碧
　

海
吟
O

蝋
瀬
藩
P
O

Y’　’ts’〉　H　Nt　tl　N）v

　噛sc2・・s；
N；　xst

　圏xSa㌣
NJ　Nj固・r×騨N

卜
◎
●
ω

H
Q
Q

H
■
①

H
．
b
ユ

H
」

ピ
O

ρ
O

δ
お
盆

　
　
　
副
d
田

　
銭
貨
μ
竈
●
q
。
　
O

　
　
　
　
“
“

縄
＼
口
写
H
Q
。
』

密
　
　
簸
同
ピ
αドHP斡Ppapu蒔吟吟98

心⑪o心oN膳。刈QoQ）軽

H
㊤
㎝
O
岳
（
日
一
⑩
並
）

　
　
　
瓜
d
田

　
露
盤
μ
縮
●
駅
繍

M
＼
口
叩
邸
ω
．
り

Σ
翠
メ
脚
側
タ
N

義
ヤ
『
勢
漏
出
α
■
◎
◎

．
W
　
　
義
朝
．
『

聯
　

礁
↑
胡

訪
　
謡
．
自
．

爵
画
醸
獣
。
。
■
の

へ
．
哉
q
メ
ω
．
0

難
　
　
亀
二
b
o
め

樋
、
マ
両
y
弘
マ
b
Q
・
O
、

晋
　

沸
P
①

藩
蜘
圏
園
P
朝

醤
　

灘
N
b
。

丑
　

囲
H
雨

（
渉
動
静
誹
齢
磯
貫
汁
酬
）
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國別輸出貿易額の墾遷　（大藏省・前揚書）

　　　　　　　（ド　ノレ　建）

戦
後
日
本
貿
易
構
成
の
分
析

．
9
5
一

β19491948

5e9

　9？C
3．　1

1．　7

0．　6

12．　7

5．　5

15．　5

8．　3

3．　1

49．　5

258

　　％
7．0

1．6

3．　5

21．　8

25．　5

6．4

0．　9

33．　3

1946　1　1947

　　77　1　’　174174

　　．o／e

10．　9

「
5．　9

4．　9

13．　5

11．　6

11．　7

2．　8

38．　8

　　％
14．　3

4．6

75．　0

1．　O

O．　5

4．　7

朝

寒

中

印

載出』編額
　（百万ドル）

　　　鮮

　　　湾

　　　國

　　　度

インドネシや

國
　
國
　
州
　
他

　
　
　
　
．
の

　
　
　
　
　
の

米
酒
濠
そ

（註）本病の百分率はドル債格に基いて算出された

　　　ものであって円債に基く算定とは若干異って

　　　いる。

％
）
が
集
中
し
朝
鮮
が
こ
れ
に
次
い
で
い
π
の
が
一
九
四
七
年
に
は

イ
ン
ド
辱
シ
ヤ
が
一
八
％
（
ド
ル
建
で
一
三
・
五
％
）
で
首
位
と
な

り
、
井
料
、
朝
鮮
が
こ
れ
に
つ
ゴ
い
て
い
た
Q
一
九
四
八
年
に
な
れ

ば
ア
メ
リ
カ
が
三
二
％
（
ド
ル
建
で
二
五
％
）
で
再
び
首
位
を
回
復

し
、
イ
ン
ー
3
ネ
シ
二
郎
二
〇
％
が
（
ド
ル
建
で
一
五
％
）
こ
れ
に
つ

ゴ
き
、
朝
鮮
で
低
山
％
（
ド
ル
建
で
七
％
）
で
第
三
位
を
占
め
て
い

る
。
　
一
九
四
九
年
に
も
ア
メ
リ
カ
は
依
然
第
一
位
に
あ
り
一
八
％

（
ド
ル
建
で
一
五
％
）
を
占
め
、
イ
ン
ド
が
一
一
％
（
ド
ル
建
で
一

二
・
七
％
）
で
こ
れ
に
つ
ぎ
第
三
位
は
英
國
が
七
％
（
ド
ル
建
で
八

％
）
占
め
て
い
る
Q

　
二
二
地
域
構
成
で
注
目
す
べ
き
は
終
戦
直
後
上
位
を
占
め
て
い
た

朝
鮮
、
三
一
の
地
位
が
逐
年
低
下
し
て
束
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
輸

出
集
中
度
指
数
を
算
定
す
れ
ば
一
九
四
六
年
が
最
高
で
六
八
・
五
を
示
し
π
が
四
七
年
に
は
三
三
・
七
に
低
下
し
た
。
四
八
年
に
は
三
八
．

七
と
精
高
く
な
っ
た
が
、
四
九
年
に
は
再
び
低
下
し
て
二
六
・
六
、
五
〇
年
（
［
一
九
月
）
に
は
二
八
．
一
と
な
り
、
分
散
化
の
傾
向
を
示

し
て
い
る
Q

　
こ
れ
を
職
前
に
比
べ
る
と
次
表
の
通
り
で
あ
る
。

　
一
九
二
九
年
に
於
て
は
A
表
で
は
対
米
轍
出
が
三
五
・
一
％
を
占
め
て
第
一
位
に
あ
h
・
、
中
路
（
満
州
、
関
東
州
を
含
む
、
以
下
同
様
）

86



職前輪出地域構成　（A）

1929年 1936年

戦前言出地域構成　（B）

円
　
％万
4
3
1
6
2
8
1
6
9
6
6
4
2
2
2

『
0
0
　
　
篤
　
　
‘
　
　
　
　
　
噸
　
　
“
　
　
・
　
　
‘
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國　5．5

インドネシヤ4．8

　レ
フフンス
エジプト
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ドイ　ツ

ソ　　蓮
アルゼンチン0．8
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マ
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1929

米

中

印

　　　了ポノ∫
総額2．148

　國42．5
　國16．1
　度　9．2

インドネシヤ4．1

英　　國　2．9

濠　　州　2．・1

フランス　2．1

エジプト　1．5
マ　レ　e・　ユ，3

カ　ナダ　1．3

ソ　　i厘　0．8

ドイ　ツ　0．6

南阿蓮邦．O・　6

フルゼンチン．O．　4

（中國は満州、関東州を含む）國際蓮盟貿易
統計による

戦
後
日
本
貿
易
構
成
の
分
析
脚

が
一
八
％
で
第
二
位
に
あ
b
、
朝
鮮
（
一
二
％
）
印
度
（
七
％
）
が

こ
れ
に
つ
ゴ
い
て
い
元
。
対
米
鹸
出
は
、
台
湾
、
朝
鮮
に
対
す
る
移

出
を
除
外
し
た
B
表
で
は
四
二
・
五
を
占
め
て
い
た
。

　
　
　
一
九
三
六
年
に
は
対
米
轍
出
卒
は
朝
鮮
台
湾
へ
の
移
出
を
含

め
て
計
算
し
た
A
表
で
は
一
六
％
に
低
下
し
だ
。
こ
れ
に
代
っ
て
中

國
朝
鮮
の
比
重
が
増
大
し
そ
れ
ぐ
一
八
％
、
　
一
七
％
を
占
め
た
Q

し
か
し
朝
鮮
、
台
湾
を
除
外
し
π
B
表
で
は
ア
メ
リ
カ
の
占
め
る
割

合
は
二
二
％
で
あ
っ
た
。

　
一
九
三
六
年
の
集
中
度
指
数
は
（
A
）
三
三
・
○
、
　
（
8
）
三
五

二
二
を
示
し
、
一
九
二
九
年
の
（
A
）
四
一
・
七
（
B
）
四
九
・
六

に
比
し
て
著
し
く
低
下
し
て
い
る
。
こ
れ
は
一
九
三
〇
年
代
に
於
て

海
外
市
場
の
開
拓
に
努
．
干
し
π
結
果
、
市
場
が
分
散
し
だ
こ
と
を
示

す
も
の
で
あ
る
。

　
一
九
二
九
年
に
於
け
る
諸
工
業
國
の
輸
出
貿
易
の
國
別
分
布
を
見

れ
ば
日
本
は
対
米
輸
出
が
圧
倒
的
で
あ
り
、
中
細
、
印
度
へ
の
輸
出

が
こ
れ
に
つ
繍
い
て
い
る
Q

　
米
國
は
カ
ナ
ダ
（
一
八
％
）
、
英
國
（
一
六
％
）
、
ド
イ
ツ
（
七
％
）
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戦
後
日
本
貿
易
構
成
の
分
析

へ
の
輸
出
が
大
き
な
割
合
を
占
め
て
い
る
。

。
下
イ
ッ
は
オ
ラ
ン
ダ
、
英
國
、
米
國
、
フ
ラ
ン
ス
へ
比
軟
的
牛
準
化
し
た
翰
出
を
行
っ
て
い
る
。

英
國
は
イ
ン
ド
、
濠
州
、
米
國
、
。
－
、
イ
ッ
等
に
主
と
し
て
鹸
…
出
し
て
い
る
。

　
フ
ラ
ン
ス
は
英
國
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ド
イ
ツ
、
ア
ル
ぜ
リ
ヤ
に
対
す
る
輸
出
が
主
で
あ
る
Q
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一
九
三
六
年
に
は
日
本
の
米
國
市
揚
依
存
率
は
低
下
し
、
英
國
は
南
阿
連
邦
、
イ
ン
ド
、
濠
州
な
ど
窯
出
舌
内
へ
の
続
出
を
増
加
し
た
。

ド
イ
ツ
は
英
國
、
米
國
へ
の
輪
出
を
減
じ
て
南
米
、
ア
ジ
ア
の
新
市
場
へ
進
出
し
、
フ
ラ
ン
ス
は
対
ア
ル
ぜ
リ
セ
輸
出
を
増
加
し
把
。

　
、
一
九
二
九
年
及
び
三
六
年
に
於
け
る
各
國
思
出
の
集
中
度
指
数
を
算
定
す
れ
ば
次
表
の
通
り
で
あ
る
。

諸
工
業
國
は
い
す
れ
も
一
九
二
九
年
に
比
し
、
三
六
年
に
は
そ
の
輸
出
市
場
の
集
中
度
が
減
少
し
、
輸
出
市
場
の
分
散
が
行
わ
れ
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
溢
出
市
場
の
分
散
が
最
も
よ
く
行
わ
れ
て
い
る
の
は
ド
イ
ツ
、
イ
ギ
リ
、
ス
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
、
フ
ラ
ン
ス
が
こ
れ
に
つ
ぎ
、

日
本
は
集
中
度
が
こ
れ
等
諸
國
の
い
す
れ
よ
り
も
高
い
Q

列國輸出集中度指数

1929 1936

33．　0

35．　3

27．　6

19．　5

19．　5

27，．　4

41．　7

49．　0

28．　0

20．　2

19．　8

2Z　6

日　本（A）

　　　　（B）

國
　
國

米
　
英

ドイツ
フフンス

（A）は朝鮮脅湾への移出を含

　めた場合）

（B）はこれを含めない揚合

　
　
　
　
（
口
）
輸
入
地
域
構
成
比
率

　
聯
後
の
輪
入
地
域
構
成
比
率
は
次
表
の
通
り
で
あ
る
。
即
ち
、
一
九
四
六
年
に
は
轍

入
の
八
六
％
（
ド
ル
建
で
は
九
七
・
五
％
）
ま
で
を
米
國
に
仰
い
で
居
り
、
四
七
年
も

八
七
％
（
ド
ル
建
で
九
一
一
・
三
％
）
ま
で
を
米
國
に
依
存
し
て
い
た
。
　
一
九
四
八
年
に

至
っ
て
は
じ
め
て
対
米
依
存
度
は
六
割
台
に
低
下
し
、
イ
．
ン
ド
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ヤ
、
シ

ン
ガ
ポ
ー
ル
、
比
島
な
ど
ア
ジ
ア
諸
地
域
よ
り
の
翰
入
が
増
加
し
は
じ
め
π
。
こ
の
傾

向
は
四
九
年
に
も
引
き
つ
ゴ
き
、
対
米
依
存
は
六
割
余
に
止
ま
り
、
プ
ジ
ア
諸
國
よ
り

一　89　一

の
輸
入
は
二
割
余
に
達
し
た
。

　
輸
入
地
域
構
成
で
は
印
度
の
地
位
が
遜
年
低
下
し
て
い
る
こ
と
．
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
直
人
の
集
中
度
を
計
算
す
れ
ば
、
一
九
四
六
に
於
て
八
八
・
八
を
示
し
て
最
大
で
あ
り
、
四
七
年
に
は
八
七
・
一
、
四
八
年
に
は
六
三
・

七
、
四
九
年
に
は
六
二
・
六
、
五
〇
年
（
一
－
九
月
）
に
は
四
六
・
八
と
逐
年
そ
の
値
が
低
下
し
つ
、
あ
る
傾
向
が
う
か
ゴ
わ
れ
な
。
こ
れ

　
　
　
　
戦
後
日
本
貿
易
雄
構
成
の
分
析
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（
渉
．
澱
鵡
認
齢
嚇
π
汁
び
）

は
日
本
の
輸
入
先
が
年
毎
に
分
散
し
て
行
く
こ
と
を
示
す
も
の
．
で
あ
る
。

然
ら
ば
こ
の
集
中
度
は
職
前
に
比
べ
て
如
何
な
る
程
度
に
あ
る
か
、
次
に
こ
れ
を
観
察
し
よ
う
。

　
一
九
二
九
年
に
於
け
る
日
本
の
輸
入
源
は
ア
メ
リ
カ
が
二
三
・
八
％
で
首
位
に
あ
り
、
中
退
、
朝
鮮
、
印
度
、
台
湾
が
こ
れ
に
つ
ゴ
い
て

い
た
。
朝
鮮
、
台
湾
に
対
す
る
移
入
貿
易
を
除
外
し
た
純
受
忍
貿
易
に
つ
い
て
見
れ
ば
ア
メ
リ
カ
の
占
め
る
割
合
は
二
九
・
五
％
と
な
る
。



戦
後
日
本
貿
易
賄
構
成
の
分
析
、

　
一
九
三
六
年
に
於
て
も
依
然
と
し
て
ア
メ
リ
カ
が
首
位
に
あ
り
、
朝
鮮
、
申
「
國
、
印
度
、
台
湾
が
こ
れ
に
つ
ゴ
い
て
い
る
。
朝
鮮
、
台
湾

を
除
い
平
起
外
堀
翰
入
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
占
め
る
割
合
は
三
〇
・
七
％
に
達
し
て
い
る
。
こ
れ
は
当
時
の
日
本
の
母
野
経
済

國別義入貿易額の墾遷　（ドル建）

國名1・94・J11947

　輪入総額
　層（百万ドル）
朝，

台

中、

口F

三
哲
二
度

インドネシや

英

濠

國
武
州

そ　の　他

229

％
O．　1

1．　6

一97．　5

O：1

O．　7

532
9”e一．．

O，　5

1．　0

1．　9

O．2

92．　3

1．　8

O．　1

2．　2

1g4s　1　lg4g

683

％
O．　7

3．　co

4．　1

1．7

64．　7

O．　8

1．　2

23．　2

906

％
O．　4

2．　6

2．4

1．　4

L7
63．　6

O．　6

3．　1

’24．　1

1950
（1二自）、

6ee
9
・
i

2．5

4．1

4．　6

1．　8

1．2

44．　9

O．　6

7．7

32．　no

（大藏省　　前掲書）

職前鍮入地域構成　（B）

5
0
0
1
9
0
5
1
9
2
2
8
7
5
5

9
桝
7
a
7
一
α
σ
　
a
　
a
－
制
噌
L
－
「
α
α
α
α

2
1
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ン

國
國
度
ッ
國
州
ド
ヤ
ダ
ー
ス
ト
ス
P
デ
一

　
　
　
・
．
・
シ
ナ
・
諺
・
嚢
り

米
中
印
ド
英
濠
イ
ネ
カ
マ
フ
エ
ス
ベ
ス
チ

職前輪入地域構成　（A）

1929
　　　　百万円
総額　2．198

　國　29．5％

1936

纐國

?
x
州
葺
國
銃
口
奪
阿
忠
興

　
来
申
印
濠
ド
イ
ネ
英
カ
エ
プ
マ
ア
ン
南
ソ
フ

　百万円
2．　761

30，7％噛

14．　2

13．6．
，6．　6

4．　2

4．　1

2．　6

2．　6

1．7

1．7

1．　5

1．　1

0．8　．

O；8

0．　7

1929年

来
中
朝
印
育

総額

ドィ

イギリス
．オースト

ラリヤi
蘭　　印

カナダ

國
國
．
鮮
度
湾
ツ

　一fi万円
2．746

23．　8％

13．　7

11．　3

10．　5

8．7

5．7

5．　6

4．　8

2．8

2．　5

海・映季直民地ユ．5

フランス　　1。0

1936年

米
朝
中
印
台

総額

國
鮮
國
度
湾

南阿蓮邦

濠　　州

ドイ　ツ

蘭　　印

カナダ
イギリス

ブラジル

　百万円
3．641

23．　2％

14．　2

10．　8

10．　2

9．　8

6．　2

5．　0

3．2

3．　1

2．　0

2．　0

1．　3

（中國、満洲．関東州を含む）
（國際連盟貿易統計による）

（日本外國貿易年表、朝鮮貿易年表、
台湾貿易．月表による）
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戦
後
日
本
・
貿
易
構
成
の
分
析

に
必
要
な
物
資
を
大
量
に
ア
メ
リ
カ
に
仰
い
で
い
π
か
ら
で
あ
る
。

　
一
九
二
九
年
の
集
中
度
指
数
は
（
A
）
三
四
・
三
、
　
（
B
）
三
九
・
一
、
　
一
九
三
六
年
の
そ
れ
．
は
（
A
）
三
三
．
五
（
B
）
三
七
．
九
で

あ
っ
て
大
差
は
な
い
。
こ
れ
は
輸
出
市
場
の
集
中
度
が
四
一
・
七
か
ら
三
三
・
O
へ
と
大
幅
に
低
下
し
把
の
に
比
べ
る
と
著
し
い
対
照
を
な

し
て
い
る
。
三
〇
年
代
に
於
て
は
分
散
買
付
の
傾
向
が
見
ら
れ
た
に
も
不
拘
、
他
方
に
於
て
軍
需
資
材
を
大
量
に
ア
メ
リ
カ
に
仰
い
だ
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
矧
昌
　
鳳
一
　
罰
　
〉
　
醇
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海
　
悼
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図
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ア
メ
リ
カ
へ
の
集
中
が
依
然
続
い
た
、
め
指
数
は
幾
分
低
下
し
把
と
は
い
え
左
程
変
化
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
一
九
二
九
年
前
於
け
る
列
國
の
輸
入
構
成
を
比
較
す
れ
ば
日
本
は
主
と
し
て
ア
メ
リ
カ
に
、
こ
れ
に
っ
ゴ
い
て
中
仕
、
印
度
に
、
ア
メ
リ

カ
は
カ
ナ
ダ
及
び
日
本
に
、
ド
イ
ツ
は
英
、
米
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
な
ど
よ
り
、
三
蓋
的
に
輸
入
し
、
英
國
は
米
國
に
そ
の
輸
入
の

六
分
の
一
を
依
存
し
、
フ
ラ
ン
ス
は
米
、
独
、
英
に
そ
れ
ぐ
一
割
強
づ
、
を
仰
い
で
い
る
。

　
三
⊥
ハ
年
に
於
て
は
日
本
．
は
輸
入
の
対
米
依
存
率
を
高
め
、
淫
楽
は
カ
ナ
ダ
、
マ
レ
ー
に
対
す
る
輸
入
を
増
加
し
、
悪
態
は
米
國
よ
り
の
輸

入
を
減
じ
て
、
カ
ナ
ダ
、
濠
州
、
印
度
な
ど
よ
り
の
輸
入
を
増
大
し
、
ド
イ
ツ
は
米
國
、
フ
ラ
ン
ス
よ
り
の
翰
入
を
減
じ
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
ア

ル
ゼ
ン
チ
ン
、
ト
ル
コ
な
ど
よ
り
の
輸
入
を
増
加
し
、
フ
ラ
ン
ス
は
ア
ル
ぜ
リ
ヤ
よ
り
の
輸
入
を
増
加
し
米
、
英
、
独
よ
り
の
輸
入
割
合
を

減
じ
た
。

　
そ
こ
で
一
九
二
九
年
及
び
一
九
三
六
年
に
於
け
る
諸
外
國
の
蛾
入
集
中
度
指
数
を
比
銘
す
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

列國輪画集二度指数

國　　名 ・92gl ・93・ P

日　本（A） 34．3 33．5

（：B） 39．1 37．9

∫米　　　國 22．3 23．6

英　　　國 23．6 21．1

ド　イ　ツ 21．3 16．7

フラ　ンス 23．9 21．7

レ

（A）　は台湾．朝鮮よりの移

　　入を含めた場合

（B）　はこれを含めない二合

日本貿易集中度指数

　　　　　　　　　　　　】

商品別 相　手
?@別

輸　猷

ig29　（A） 35．8 41．7

〃　（P）） 42．9 49．6

193δ（A） 21．9 33．0

〃　（］］）） 25．5 35．3

1946 41．8 68．5

1947 32．2 33．7

1948 32．3 38．7

1949 30．5 26．6

1950（1－9） 29．3 28．1

塗入
P929　（A）

i129・0
34．3

〃　（B） 129．4 39．1

1936（A） 26．1 33．5

〃　（：B） 33．9 37．9

1945 50．7 88．8

1947

P948

13α7｛　　26．4

87．1

U3．7

1949 24．6 62．6

1950（1－9） 32．5 46．8
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本
意
に
よ
れ
ば
三
〇
年
代
に
於
て
集
中
度
の
大
き
な
低
下
を
見
な
か
つ
π
國
は
日
本
を
は
じ
め
、
米
國
、
英
國
、
フ
ラ
ン
ス
な
ど
で
あ
っ

た
が
、
著
し
い
低
下
を
示
し
把
の
は
ド
イ
ツ
で
あ
っ
柁
。
こ
れ
は
ド
イ
ツ
の
貿
易
政
策
特
に
二
五
間
協
定
貿
易
政
策
に
基
く
分
散
冒
付
に
よ

　
　
　
　
載
後
日
本
貿
易
議
川
成
の
分
析



　
　
　
　
…
戦
後
日
本
貿
易
構
成
の
分
析

る
も
の
で
あ
ろ
う
。
輸
出
の
場
合
と
出
じ
く
、
楡
入
に
達
て
も
亦
、
口
本
の
集
中
度
は
最
も
高
い
。

　
最
後
に
日
本
貿
易
集
中
度
指
数
を
一
表
に
ま
と
め
れ
ば
右
の
通
り
で
あ
る
。

　
即
ち
、
集
中
度
は
言
出
で
は
商
品
構
成
に
簸
て
職
前
に
比
し
て
梢
高
い
が
、
地
域
構
成
で
は
む
し
ろ
低
く
な
っ
て
い
る
。

は
商
品
構
成
に
於
て
職
前
よ
り
低
く
な
っ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
地
域
構
成
で
は
職
前
よ
り
一
般
に
高
い
。

反
対
に
輸
入
で

五
、
結

竃阿口

　
終
戦
淫
雨
の
日
本
貿
易
は
多
難
な
環
境
下
に
あ
り
な
が
ら
も
少
し
づ
、
恢
復
し
、
　
一
九
四
七
年
八
月
の
民
間
貿
易
再
開
以
来
、
協
定
貿
易

方
式
の
採
用
な
ど
に
よ
っ
て
着
々
と
正
常
化
の
途
を
陀
ど
つ
て
来
て
い
る
。

　
朝
鮮
動
乱
以
莱
、
世
界
経
済
は
準
戦
時
体
制
に
移
行
し
つ
、
あ
る
。
特
需
の
増
大
に
よ
っ
て
ド
ル
資
金
は
潤
沢
と
な
っ
た
が
、
そ
の
資
金

で
買
入
れ
る
重
要
原
材
料
に
は
種
々
の
制
限
が
あ
り
、
加
之
、
臨
海
船
腹
上
の
障
害
も
あ
り
、
原
料
や
食
糧
の
入
手
は
將
束
静
観
を
許
さ
な

い
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
だ
と
え
原
料
食
糧
が
入
手
出
来
だ
と
し
て
も
、
後
進
國
の
工
業
化
が
進
行
す
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
貿
易
の
進

展
を
は
か
る
霞
め
に
は
産
業
技
術
を
高
度
化
し
て
、
世
界
経
済
の
構
造
変
動
に
適
雁
せ
し
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
貿
易
構
成
が
商
品
及
び
相
手

國
の
多
様
化
に
於
て
、
翼
廊
状
態
に
復
帰
す
る
こ
と
が
目
標
で
は
な
く
、
そ
の
商
品
の
内
容
が
資
本
財
の
比
重
の
高
い
構
成
に
移
行
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
り
、
現
在
一
九
四
九
年
頃
よ
り
そ
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
が
こ
れ
を
更
に
促
進
す
る
た
め
に
産
業
技
術
の
高
度
化
が
必
要
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
こ
と
は
現
在
輪
軸
に
重
大
な
寄
與
を
し
て
い
る
繊
維
工
業
を
閑
却
せ
よ
と
い
う
の
で
は
な
い
。
産
業
技
術
の
高
度

化
し
懸
章
圃
に
於
て
も
重
・
化
学
工
業
品
と
並
ん
で
繊
維
製
品
の
輪
出
は
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
る
。
繊
維
工
業
自
体
が
高
級
化
し
て
い

る
の
で
あ
り
、
口
本
は
差
当
リ
ド
イ
ツ
型
よ
り
，
も
む
し
ろ
提
出
型
の
輸
出
構
成
を
も
つ
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。
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要
之
、
正
戦
以
来
日
本
の
貿
易
は
逐
年
そ
の
規
模
を
拡
大
し
、
そ
の
内
容
も
多
様
化
し
て
来
て
い
る
の
で
あ
り
、
一
九
四
九
年
頃
よ
り
少

し
づ
、
重
・
化
学
工
業
製
品
の
輸
出
の
比
重
が
増
加
し
、
高
度
化
へ
の
傾
向
を
示
し
て
い
惹
。
今
後
は
此
の
高
度
化
へ
の
傾
向
を
推
し
す
、

め
て
行
く
こ
と
が
世
界
経
済
の
動
向
よ
り
見
て
日
本
貿
易
の
將
宋
の
発
展
の
た
め
に
必
要
で
あ
ら
う
。

　
（
後
記
）
　
本
研
究
は
昭
和
二
十
五
年
科
学
研
究
費
に
よ
る
研
究
の
一
部
で
あ
る
。
こ
＼
に
付
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
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古
典
的
金
本
位
制
以
来
、
現
代
ま
で
の
爲
替
レ
ー
ト
に
関
す
る
見
解
は
、
ほ
9
左
の
ご
と
き
三
段
階
の
発
展
を
経
て
き
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。　

薫
製
レ
ー
ト
の
絶
対
固
定
を
要
件
と
し
π
金
本
位
制
の
時
代
は
そ
の
第
一
で
あ
り
、
こ
、
で
は
動
か
ざ
る
爲
替
レ
ー
ト
を
基
軸
と
し
て
、

む
し
ろ
他
の
経
済
的
諸
量
は
そ
の
趣
く
べ
き
ま
～
に
変
動
す
べ
き
も
の
と
し
、
こ
の
自
由
主
義
的
機
構
の
う
ち
に
経
済
的
秩
序
の
自
然
的
な
・

維
持
と
変
動
の
自
動
的
な
回
復
と
を
期
待
し
だ
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
即
ち
各
國
と
も
め
ら
ゆ
る
商
品
の
う
ち
、
唯
一
つ
貨
幣
た
る
商
品

金
の
み
の
慣
格
を
公
定
釘
付
し
、
他
の
諸
債
格
は
こ
れ
を
ピ
ヅ
ォ
ッ
ト
と
し
、
こ
れ
に
順
逞
し
て
そ
の
動
揺
す
る
に
任
せ
る
。
例
へ
ば
曾
て

イ
ギ
リ
ス
の
ン
ヅ
ァ
リ
ン
金
貨
は
純
金
換
算
七
・
三
二
二
三
八
ニ
グ
ラ
ム
、
日
本
の
一
円
は
五
円
金
貨
の
純
金
換
算
三
、
七
五
グ
ラ
ム
の
五

分
の
一
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
れ
に
よ
っ
て
両
下
間
の
爲
替
レ
ー
ト
は
一
ポ
ン
ド
“
九
・
七
六
三
円
、
も
し
く
は
一
円
h
ニ
シ
リ
ン
グ
O
・
五

八
ニ
ペ
ン
ス
と
算
定
さ
れ
、
こ
れ
が
法
定
黒
具
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
爲
替
市
場
に
於
け
る
現
実
の
相
場
は
、
そ
の
時
々
の
春
望
手
形
に
対

　
　
　
　
爲
替
レ
ー
ト
の
安
定
性
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爲
替
レ
ー
ト
の
安
｛
疋
性

す
る
需
給
関
係
に
よ
っ
て
変
動
す
る
道
理
で
あ
る
が
、
そ
の
変
動
は
右
の
怯
定
職
償
に
現
瘡
痕
を
加
へ
π
謂
わ
ゆ
る
正
貨
現
逸
点
（
臓
。
匡

φ
O
o
9
Φ
冒
。
言
什
ω
）
の
幅
を
越
え
る
こ
と
は
な
い
。
右
の
金
の
債
格
に
比
慨
し
て
割
安
と
認
め
ら
れ
る
諸
商
品
は
國
内
市
場
を
避
け
て
む
し
ろ

外
國
に
導
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
逆
に
割
高
と
認
め
ら
れ
る
も
の
は
外
壁
か
ら
の
下
墨
に
よ
っ
て
供
給
さ
れ
る
こ
と
、
な
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
そ
の
対
償
と
し
て
は
前
者
に
於
て
は
比
軟
的
割
高
と
認
め
ら
れ
る
金
が
國
内
に
齎
ら
さ
れ
後
者
に
於
て
は
比
軟
的
割
安
と
認
め
ら
れ

る
金
が
國
外
に
流
出
す
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
℃
國
際
的
な
生
産
費
の
比
軟
に
よ
っ
て
、
金
以
外
の
商
品
と
金
と
は
相
互
に
有
利
な
諸
県
を
目

、
が
け
て
移
動
し
つ
ゴ
け
、
即
ち
國
際
問
の
商
品
と
金
の
自
由
な
ム
交
互
的
移
動
が
少
く
と
も
國
際
的
商
品
に
関
す
る
限
り
、
同
種
同
量
の
商

．
品
の
債
格
の
比
が
総
て
金
の
弊
風
の
比
に
合
致
す
る
に
い
だ
る
齢
で
停
止
す
る
こ
と
な
く
進
行
し
、
そ
れ
に
合
致
す
る
に
至
っ
て
は
じ
め
て

止
む
。
そ
し
て
こ
の
均
衡
実
現
の
過
程
は
個
々
の
商
品
の
慣
格
の
変
動
を
放
任
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
却
っ
て
速
や
か
に
調
整
さ
る
べ
き
こ
と

．
が
期
待
さ
れ
π
の
で
あ
る
。
そ
の
時
劇
画
の
通
貨
の
購
買
力
は
如
何
な
る
商
品
を
媒
介
と
し
て
も
右
の
法
定
平
慣
に
合
致
し
ょ
う
。

　
こ
の
考
方
は
し
か
し
、
第
一
次
大
職
を
契
機
と
し
て
第
二
の
も
の
に
韓
換
、
推
移
し
元
。
こ
、
で
は
前
述
の
ご
と
く
金
以
外
の
諸
商
品
の

，
債
格
を
金
の
債
格
に
適
合
せ
し
め
る
と
云
う
の
で
は
な
く
て
、
全
く
逆
に
金
の
債
格
を
諸
商
品
の
債
格
の
位
置
に
從
わ
し
む
べ
き
も
の
と
考

え
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
金
の
債
格
は
固
定
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
て
、
物
慣
の
推
移
に
追
随
し
て
変
更
せ
ら
る
べ
き

も
の
と
な
る
。
け
だ
し
抑
々
金
の
慣
格
を
固
定
し
、
爲
替
レ
ー
ト
を
釘
付
す
べ
し
と
さ
れ
た
所
以
は
、
そ
の
固
定
・
釘
付
を
通
じ
て
、
諸
商

品
の
輸
出
も
し
く
は
輸
入
が
進
行
し
、
同
時
に
そ
の
対
慣
と
し
て
金
が
輸
入
も
し
く
は
翰
出
せ
ら
れ
、
以
て
諸
商
品
の
債
格
が
や
が
て
金
の

債
格
の
比
に
合
致
す
る
に
至
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
だ
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
購
買
力
李
債
説
は
ま
さ
に
こ
の
関
係
を
裏
返
し
に
云
っ
た
も

の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
の
た
め
に
は
そ
れ
に
必
要
な
だ
け
の
金
が
國
際
問
に
移
動
せ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
移
動
す
る
こ
と
な
く
し

で
は
右
の
均
衡
過
程
の
実
現
を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
る
に
第
一
次
大
戦
後
の
多
数
諸
國
に
勝
て
は
現
思
し
得
べ
き
金
が
枯
潟
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し
、
こ
れ
に
代
る
べ
き
國
際
的
な
貸
借
の
成
立
す
る
可
能
性
も
ま
陀
存
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
の
み
で
は
な
い
。
貿
易
の
決
済
と
し
て
の
資
金

移
動
以
外
に
単
純
に
思
惑
に
よ
る
國
際
問
の
短
期
資
金
の
移
動
が
目
立
っ
て
増
加
す
る
に
至
つ
だ
か
ら
、
よ
し
金
の
保
有
が
あ
っ
だ
と
し
て

も
、
こ
れ
を
超
え
て
幾
何
に
て
も
大
と
な
り
得
る
投
機
的
な
賓
金
移
動
の
π
め
の
爲
替
需
要
に
慮
じ
得
べ
き
も
の
で
は
な
く
な
つ
泥
の
で
あ

る
り
こ
の
時
期
は
概
ね
第
一
次
大
職
勃
発
直
後
の
金
本
位
制
の
発
換
停
止
に
よ
っ
て
は
じ
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
大
職
後
、
騰
貴
せ
る
物

債
を
戦
前
の
低
い
位
置
に
ま
で
引
下
ぐ
べ
き
か
ど
う
か
の
問
題
に
旭
ら
れ
て
よ
り
明
確
と
な
り
、
更
に
一
九
三
〇
年
前
後
の
世
界
的
不
況
期

に
直
面
し
、
如
何
に
し
て
物
債
の
低
落
を
阻
止
し
不
況
の
緩
和
を
は
か
る
べ
き
か
の
問
題
に
直
面
し
て
確
定
的
と
な
つ
π
と
観
察
さ
れ
る
。

か
く
て
要
す
る
に
前
と
は
逆
に
、
重
量
レ
ー
ト
の
安
定
を
捨
て
、
、
物
偵
の
安
定
を
探
り
、
進
み
で
は
物
儂
の
安
定
を
実
現
し
得
べ
き
よ
テ

に
爲
替
レ
ー
ト
を
変
夏
、
調
整
す
る
こ
と
が
必
要
と
信
せ
ら
れ
る
に
至
つ
だ
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
他
面
か
ら
見
れ
ば
、
金
の
現
途
に
よ
ら
す

に
國
際
貸
借
の
改
善
を
は
か
る
π
め
に
は
、
喜
入
を
縮
減
す
る
と
と
も
に
輸
出
を
増
加
す
る
以
外
に
方
途
な
く
、
二
、
に
爲
替
レ
ー
ト
の
対

外
債
値
の
引
下
が
輸
出
を
増
進
し
、
輸
入
を
制
限
す
る
効
果
を
も
π
ら
す
だ
め
の
方
策
と
し
て
探
上
げ
ら
れ
、
以
上
内
外
両
面
か
ら
の
二
つ

の
動
機
が
重
な
り
含
っ
て
、
薦
椎
政
策
を
推
進
す
る
こ
と
、
な
る
。
換
言
す
れ
ば
黒
土
の
國
際
的
な
隔
差
を
拳
潤
化
す
べ
き
輸
出
入
貿
易
の

反
対
給
付
と
し
て
必
要
な
金
が
不
足
せ
る
だ
め
に
、
物
債
差
に
匹
敵
す
る
程
度
に
金
の
債
格
を
変
更
（
引
上
）
し
即
ち
爲
替
レ
ー
ト
を
切
下

げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
均
衡
を
一
挙
に
実
現
し
よ
う
と
す
る
ア
イ
デ
ィ
ア
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
し
か
し
か
く
の
ご
と
き
は
明
ら
か
に
一
型
の
み
の
立
場
か
ら
す
る
患
家
主
義
的
政
策
で
あ
り
も
と
よ
り
そ
れ
が
他
國
に
如
何
な
る
影
響
を

與
え
る
も
の
か
を
深
く
考
え
る
余
裕
の
な
い
と
こ
ろ
に
生
れ
る
。
と
こ
ろ
で
他
國
は
ま
把
他
地
と
し
て
の
立
場
か
ら
こ
れ
に
弘
報
的
な
措
置

を
と
る
の
は
必
然
で
あ
り
、
そ
う
な
れ
ば
同
様
な
効
果
が
直
ち
に
こ
の
國
に
反
響
し
て
相
殺
さ
れ
、
最
初
期
待
さ
れ
だ
國
際
貸
借
改
善
の
効

果
は
忽
ち
清
失
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
從
っ
て
か
～
る
國
家
主
義
的
な
爲
替
切
下
国
事
は
長
く
は
続
か
す
國
家
的
政
策
と
し
て
の
意
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味
を
も
失
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
次
の
第
三
の
時
期
の
段
階
の
も
の
に
推
移
す
る
に
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
を
契
機

と
し
て
聯
合
國
間
に
「
一
つ
の
世
界
」
へ
の
理
念
が
何
等
か
の
制
度
に
ま
で
具
体
化
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
即
ち
第
三
の
見
解
は
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ヅ
協
定
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
制
度
化
へ
の
一
歩
を
進
め
得
だ
も
の
で
あ
る
。
こ
、
で
は
曾
て
の
金
本

位
制
度
の
ご
と
き
葺
替
レ
ー
ト
の
絶
対
固
定
の
理
念
は
原
理
的
に
捨
て
去
ら
れ
る
と
と
も
に
、
自
國
本
位
の
爲
替
変
夏
政
策
も
磯
馴
際
経
済

の
均
衡
的
発
展
の
目
的
に
賓
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
が
明
確
に
さ
れ
た
。
云
わ
ば
前
述
せ
る
二
つ
の
対
立
の
止
場
と
し
て
の
第
三
の
方
途
は

必
ず
し
も
爲
替
の
安
定
を
念
と
し
な
い
の
で
は
な
い
が
、
先
ず
そ
の
目
的
の
だ
め
に
耳
管
間
の
貿
易
の
可
及
的
に
自
由
な
る
発
展
を
図
り
、

そ
の
多
角
的
決
済
制
度
の
拡
張
に
努
め
、
國
際
下
支
上
の
不
均
衡
を
一
時
的
に
も
せ
よ
、
補
正
す
る
た
め
に
國
際
通
貨
基
金
の
資
力
を
利
用

せ
し
め
、
國
際
牧
笛
の
不
均
衡
が
そ
れ
に
よ
っ
て
も
伺
改
善
さ
れ
な
い
と
き
に
限
っ
て
、
加
入
國
は
「
根
本
的
不
均
衡
（
津
ロ
山
9
ヨ
。
暮
巴

島
の
o
ρ
乱
嵩
専
凶
口
B
）
を
是
正
す
る
た
め
」
に
自
國
通
貨
の
準
慣
の
変
更
を
提
議
す
る
こ
と
を
得
る
の
で
あ
り
、
即
ち
國
際
通
貨
基
金
協
定
第

四
條
、
第
五
節
「
亭
債
の
変
更
」
の
條
項
に
定
め
ら
れ
る
手
続
に
よ
っ
て
爲
替
レ
ー
ト
の
変
更
を
行
う
こ
と
を
認
め
る
こ
と
、
し
た
の
で
あ
る
。

　
國
際
通
貨
基
金
協
定
に
於
て
認
め
ら
れ
て
い
る
爲
替
相
場
の
弾
力
性
の
規
定
は
そ
れ
で
果
し
て
個
々
の
増
々
の
経
済
的
発
展
と
そ
れ
ら
國

々
の
総
計
と
し
て
の
世
界
経
済
の
均
衡
的
発
展
と
を
実
現
す
る
た
め
に
必
要
に
し
て
十
分
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
ま
だ
論
証
さ
れ
た
わ

け
で
は
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
の
ケ
イ
ン
ズ
案
に
提
議
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
爲
替
相
場
の
変
更
は
ひ
と
り
國
際
牧
麦
の
不
均
衡
が
マ
イ
ナ
ス
の

側
に
現
わ
れ
る
國
だ
け
の
問
題
と
し
て
ゴ
な
く
継
続
的
な
出
超
を
示
す
プ
ラ
ス
の
側
の
不
均
衡
國
の
爲
替
レ
ー
ト
の
変
更
（
型
押
の
引
上
）

の
問
題
と
し
て
も
取
上
げ
ら
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
か
と
の
見
解
も
残
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
後
に
も
触
れ
る
ご
と
く
、
そ
れ
を
以
て
各
國
の

準
慣
が
表
示
せ
ら
れ
、
各
國
の
通
貨
の
乱
髪
基
準
と
な
る
も
の
が
場
合
に
よ
っ
て
そ
れ
自
ら
も
購
買
力
の
変
動
を
免
れ
難
い
現
実
の
通
貨
、

ド
ル
の
ご
と
き
も
の
＼
探
用
に
よ
っ
て
不
都
合
を
来
さ
な
い
か
、
む
し
ろ
い
つ
れ
の
國
の
通
貨
と
も
、
一
定
量
の
金
と
も
直
接
結
び
つ
か
な
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い
ケ
イ
ン
ズ
案
に
於
け
る
バ
ン
コ
ー
ル
（
じ
d
9
旨
o
o
同
）
の
ご
と
き
も
の
を
以
て
す
べ
き
か
も
珊
論
的
に
は
重
要
な
問
題
で
あ
ろ
う
。
更
に
ま
た

「
根
本
的
不
均
衡
の
是
正
」
の
だ
め
と
し
て
爲
替
レ
ー
ト
の
変
更
が
許
さ
れ
る
ま
で
に
、
通
貨
基
金
も
し
く
は
國
際
復
興
開
発
銀
行
か
ら
の

融
賓
が
大
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
爲
替
変
更
の
挙
に
及
ぶ
必
要
の
な
い
こ
と
も
明
瞭
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
問
題
は
こ
、
で
我
々
の

取
上
げ
ん
と
す
る
問
題
で
は
な
い
。

　
さ
て
上
述
せ
る
爲
替
レ
ー
ト
に
関
す
る
三
種
の
考
方
は
要
す
る
に
爲
替
レ
ー
ト
の
安
定
と
は
果
し
て
何
に
対
す
る
安
定
を
意
味
す
べ
き
も

の
か
の
問
題
を
綾
っ
て
い
る
。
安
定
と
は
要
す
る
に
選
ば
れ
た
る
何
か
に
対
す
る
相
対
的
安
定
で
あ
り
、
そ
れ
を
何
に
対
す
み
安
定
と
す
る

か
に
推
移
が
あ
っ
π
。
金
本
位
制
の
も
と
で
は
安
定
は
金
の
慣
格
の
安
定
を
内
容
と
し
だ
。
第
二
の
時
期
に
於
て
は
安
定
は
金
で
は
な
く
て

直
接
諸
夏
格
の
安
定
に
目
標
が
置
か
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
第
三
の
時
期
に
於
て
は
安
定
は
何
に
対
す
る
安
定
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
。
金
に
対
し
て
か
浅
ド
ル
に
対
し
て
か
、
ド
ル
を
そ
の
一
つ
と
し
て
含
む
あ
ら
ゆ
る
諸
國
の
通
貨
に
対
し
て
か
、
國
内
の
物
債
、

雇
傭
、
生
括
水
準
と
云
う
よ
う
な
も
の
に
対
し
て
ゴ
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
例
へ
ば
國
際
的
な
貿
易
量
に
対
し
て
の
安
定
の
義
で
あ
ろ
う
か
。

理
念
的
に
は
、
全
世
界
に
於
け
る
諸
國
民
の
完
全
雇
傭
と
云
う
と
こ
ろ
ま
で
行
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
現
実
の
政
策
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

僅
か
に
そ
の
方
向
へ
理
解
を
示
し
た
と
云
う
だ
け
で
具
体
的
実
行
と
な
る
と
爾
今
後
に
幾
多
の
問
題
を
残
す
か
と
思
わ
れ
る
。

　
　
（
1
）
　
一
九
四
四
年
五
月
二
十
三
日
ケ
イ
ン
ズ
が
國
際
通
貨
基
金
協
定
の
圭
義
を
理
解
せ
し
め
そ
の
批
准
を
從
進
ず
る
た
め
に
、
イ
ギ
リ
ス
上
院
で
行
っ
た
演
説
の
申
に

　
　
　
　
は
次
の
ご
と
き
言
葉
が
見
ら
れ
る
。

　
　
　
　
い
ろ
い
ろ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
の
雑
婚
に
よ
り
現
在
生
れ
で
て
い
る
も
の
よ
り
死
ん
だ
犬
は
は
る
か
に
純
粋
種
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
ま
も
爾
思
っ
て
い
る
。
し
か
し

　
　
　
　
そ
れ
が
死
ん
で
し
ま
っ
た
こ
と
を
く
よ
く
よ
悲
し
む
に
は
及
ぶ
ま
い
。
お
そ
ら
く
よ
く
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
雑
種
の
犬
の
方
が
丈
夫
で
も
つ
と
役
に
立
ち
、
ま
た

　
　
　
　
育
て
ら
れ
た
目
的
に
対
し
、
も
っ
と
忠
実
且
つ
誠
実
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

　
　
　
　
…
近
頃
圭
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
問
題
は
、
我
々
は
無
力
な
、
曾
て
の
金
本
位
に
帰
り
つ
、
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
…
そ
れ
よ
り
の
離
脇

　
　
　
　
を
高
く
評
齎
す
る
こ
と
を
正
し
く
認
識
し
た
ば
り
で
あ
る
の
に
も
か
、
わ
ら
ず
。
も
し
私
が
金
本
位
制
度
と
云
う
も
の
の
、
本
質
と
意
義
と
が
那
辺
に
あ
る
か
を

　
　
　
　
爲
替
戸
レ
ー
ト
の
安
定
性
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断
定
す
る
何
等
か
の
権
威
を
も
っ
て
い
る
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
私
は
こ
の
計
画
は
、
ま
さ
し
く
そ
れ
と
は
対
蹴
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
言
す
る
で
あ
ろ
う

…
こ
の
提
案
は
紅
玉
協
定
に
よ
っ
て
、
曾
て
の
通
説
と
は
全
く
か
け
離
れ
た
新
た
な
敢
義
の
本
質
を
宣
明
し
て
い
る
。
そ
れ
が
曾
て
の
信
仰
に
対
し
、
出
来
る
だ
、

け
あ
た
り
さ
わ
り
の
な
い
言
葉
を
用
い
て
い
る
か
ら
と
云
っ
て
五
重
を
云
う
必
要
が
あ
ろ
う
か
。

　
い
や
諸
君
、
こ
の
提
案
を
勧
告
す
る
に
当
っ
て
、
私
は
既
に
私
の
害
い
た
頁
を
一
頁
で
も
抹
貢
す
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
。
私
は
新
し
い
頁
を
書
か
せ
よ
う

と
務
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
輿
論
は
い
ま
や
新
た
な
形
態
の
圏
内
政
策
に
韓
向
し
て
い
る
。
載
い
は
殆
ん
ど
勝
利
に
帰
そ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
も
尚
少
か
ら
ぬ

困
難
な
仕
事
が
残
さ
れ
て
い
る
。
帥
ち
新
た
な
國
内
政
策
が
都
合
の
よ
い
位
置
を
占
め
得
る
よ
う
な
國
際
機
構
を
つ
く
り
あ
げ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
新
に

完
全
雇
傭
に
関
蓮
す
る
、
新
し
い
思
想
と
新
し
い
技
術
の
た
め
の
磯
際
機
構
を
形
成
す
る
も
の
と
し
て
こ
の
提
案
は
大
い
に
歓
迎
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
セ
イ
モ
ア
「
ハ
リ
ス
新
し
い
経
済
学
」
皿
所
牧
）

瞬

　
さ
て
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
以
下
に
於
て
は
最
近
の
円
の
債
値
と
そ
の
爲
替
レ
ー
ト
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
加
え
た
い
と
思
う
。
昭
和

二
十
四
年
四
月
二
十
三
日
聖
母
の
爲
替
レ
ー
ト
と
し
て
、
対
米
一
ド
〃
三
六
〇
円
が
決
定
せ
ら
れ
、
一
日
お
い
て
二
十
五
日
の
月
十
日
よ
り

実
施
を
見
π
。
こ
の
決
定
は
同
時
に
既
に
対
米
1
3
ル
を
基
準
と
し
て
成
立
し
て
い
る
、
そ
の
他
の
諸
隊
と
ド
ル
と
の
二
心
換
算
卒
に
乗
せ
て

対
英
一
ポ
ン
ド
一
四
五
〇
・
八
円
そ
の
他
総
て
の
諸
手
に
対
す
る
円
の
席
替
レ
ー
ト
の
決
定
を
意
寄
し
た
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の

レ
ー
ト
の
決
定
せ
ら
れ
る
以
前
に
は
、
貿
易
は
主
と
し
て
上
家
の
管
理
の
下
に
行
は
れ
、
そ
の
一
部
は
民
間
業
者
に
も
開
放
さ
れ
て
お
っ
た

け
れ
ど
も
、
一
本
の
爲
替
レ
ー
ト
に
よ
っ
て
～
は
な
く
、
翰
出
地
と
輸
入
地
の
現
実
の
老
舌
（
日
本
に
あ
っ
て
は
公
定
骨
格
）
を
結
ぶ
云
は

ゴ
商
品
毎
に
換
算
率
を
異
に
す
る
複
数
レ
ー
ト
の
形
を
と
っ
て
い
π
の
で
あ
り
、
且
日
本
へ
の
輸
入
に
は
概
し
て
三
六
〇
円
よ
り
は
相
当
に

高
く
日
本
よ
り
の
輸
出
に
は
そ
れ
よ
り
相
当
に
安
い
レ
ー
ト
に
よ
っ
て
換
算
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
て
い
把
か
ら
、
三
六
〇
円
の
レ
ー
ト
の
決

定
は
当
時
少
か
ら
ざ
る
品
目
の
翰
出
に
は
相
当
の
苦
痛
を
與
え
る
も
の
と
予
想
さ
れ
π
こ
と
は
周
知
の
ご
と
く
で
あ
る
。
も
っ
と
も
三
六
Q
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円
の
レ
ー
ト
は
、
そ
れ
ま
で
の
物
債
の
推
移
及
び
当
時
の
水
準
の
対
比
を
主
と
し
て
日
米
両
國
の
通
貨
の
購
買
力
の
三
重
な
手
討
に
よ
っ
て

算
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
花
が
、
そ
の
他
の
．
國
に
対
し
て
も
個
々
に
同
緑
な
比
較
槍
討
が
行
わ
れ
た
上
で
決
定
さ
れ
だ
わ
け
で
は
な
い
。
我

國
の
物
債
に
つ
い
て
は
公
定
債
格
が
算
定
の
基
礎
と
な
つ
把
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
金
以
外
の
諸
財
貨
の
公
定
債
格
の
位
置
を

目
安
と
し
て
金
の
新
し
い
公
定
属
格
の
決
定
が
行
は
れ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
一
ド
ル
の
純
金
重
量
O
・
八
八
八
六
七
一
グ

ラ
ム
（
即
し
グ
ラ
ム
一
・
一
二
五
ド
ル
）
の
三
六
〇
分
の
一
と
し
て
算
出
さ
れ
る
日
本
に
於
け
る
純
金
債
格
は
一
グ
ラ
ム
四
〇
五
円
と
な
り
、

即
ち
そ
れ
が
我
國
の
新
し
い
金
債
格
と
し
て
公
布
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
昭
和
二
十
三
年
後
牛
以
後
既
に
イ
ン
フ
レ
安
定
の
π
め
の
九
原
則
の
施
行
が
要
請
せ
ら
れ
、
昭
和
二
十
四
年
は
じ
め
か
ら
は
愈
々
ド
ツ
ヂ

政
策
の
実
施
の
段
階
に
あ
っ
た
か
む
、
上
の
レ
ー
ト
の
決
定
が
物
債
も
し
く
は
円
の
慣
値
の
安
定
す
べ
き
水
準
を
脳
髄
、
も
し
く
は
そ
の
目
標

を
與
え
る
意
味
を
も
つ
た
こ
と
は
多
言
を
要
し
な
い
、
そ
れ
以
後
三
六
〇
円
レ
ー
ト
の
竪
持
が
政
策
の
モ
ッ
ト
ー
と
さ
れ
、
そ
の
確
保
が
常
に

念
と
さ
れ
宍
つ
セ
所
以
も
そ
こ
に
あ
る
。
そ
し
て
物
債
は
ほ
ド
所
期
の
水
準
に
於
て
急
速
に
安
定
化
し
て
行
き
、
当
初
四
〇
〇
円
と
云
い
四
五

〇
円
と
云
い
、
甚
し
き
は
六
〇
〇
国
七
〇
〇
国
の
レ
ー
ト
で
な
け
れ
ば
窮
追
不
可
能
と
称
せ
ら
れ
だ
商
品
す
ら
や
が
て
三
六
〇
口
の
レ
ー
ト

で
優
に
毒
虫
可
能
の
賦
態
と
な
り
、
特
に
綿
製
品
の
ご
と
き
、
昭
和
二
十
五
年
度
に
於
て
早
く
も
世
界
第
一
位
の
輸
出
額
、
を
示
す
に
至
っ
た
。

　
三
六
〇
国
レ
ー
ト
の
堅
持
は
以
上
の
ご
と
く
イ
ン
フ
レ
の
安
定
の
π
め
、
物
債
の
安
定
の
目
的
を
達
成
す
る
π
め
の
手
段
と
し
て
の
も
の

で
あ
っ
て
、
恰
か
も
曾
て
の
金
本
位
制
度
の
下
に
於
け
る
ご
と
く
そ
れ
自
ら
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
そ
う
さ
れ
π
の
で
は
な
い
。
仮
り
に
；

の
レ
ー
ト
を
堅
持
す
る
こ
と
の
泥
め
に
、
例
え
ば
物
債
が
騰
貴
し
、
も
し
く
は
低
落
す
る
と
す
れ
ば
、
右
レ
ー
ト
の
堅
持
は
も
は
や
安
定
の

た
め
の
手
段
と
し
て
の
意
昧
を
も
た
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
の
改
訂
が
考
慮
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
ら

ば
そ
の
後
の
推
移
は
ど
う
で
あ
る
か
。

　
　
　
　
爲
替
レ
」
ト
の
安
定
、
性
・
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物便の推移
India Indo－

モ?奄獅＝@　　●

Philip－
@pines

Tllai－

@　1and
Burma　1 Ceylon Hong－

汲盾獅〟

Malaya
@　　　＊＊

1937 100
一

100
一

100
一

1938 90 98 94 100 99 100

1939 100 100 97 116 97 108

1940 112
一

87 171 107 112

1945 231 296
一 一 一

221
（1944）

1946 252 812 664
一

381 229

1947 297 1150 446 1731 388 252 94 93

1948 367 1690 464 1649 360 260． 93 78

1949

　Mar．轣@Jun． 370

R78

2070

Q000

422

S07

1575

P575

460

T29

257

Q55

93

P05

83

W1
1　Sept．　D㏄． 390

R81

2200

Q090

390

R56

1535

P488

502

S27

256

Q64

105

P12

81

W2

1950

　Mar．轤iun， 392

R9δ

1880

P910

358

R30

1485

P552

408

S19

266

Q71

113

P07

82

W7
1　Sept．　0（沈．

412

S11

2280
一

　　1583

iAug．）

419 283
一

　　　90

iAug．）

恋病物債指数，但しBurma，　Ceylon，　Hongkong，　Malayaは生計費指数を代用す。

＊　1949＝100　＊＊　Jan．　1947＝100

三

　
国
レ
ー
ト
の
適
正
な
る
や
否
や
を
槍
証
す
る
た
め
に
は
、

こ
れ
を
二
つ
の
観
点
か
ら
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
は

円
の
ド
ル
に
対
す
る
シ
ー
ト
が
適
正
で
あ
る
か
ど
う
か
の

問
題
で
あ
り
、
そ
の
二
は
ア
メ
リ
カ
以
外
の
丁
丁
に
対
す

る
円
の
レ
ー
ト
が
夫
々
の
國
に
対
し
て
適
正
で
あ
る
か
ど

う
か
の
問
題
で
あ
る
。
け
だ
し
先
に
も
記
し
た
よ
う
に
、

我
國
の
爲
替
レ
ー
ト
は
先
ず
ア
メ
リ
カ
の
ド
ル
に
対
し
て

決
定
せ
ら
れ
、
し
か
る
後
云
わ
ゴ
機
械
的
自
動
的
に
そ
れ

が
他
の
諸
國
に
対
す
る
レ
ー
ト
決
定
1
1
傅
聾
し
た
の
で
あ

る
か
ら
、
決
定
の
当
初
に
於
て
も
既
に
ア
メ
リ
カ
以
外
の

個
々
の
國
々
の
と
の
直
接
的
な
関
係
か
ら
し
て
は
総
て
が

必
ず
し
も
適
正
で
あ
る
こ
と
が
保
証
さ
れ
得
な
い
し
、
更

に
そ
の
後
に
於
て
個
々
の
國
々
の
物
井
の
推
移
及
び
支
彿

差
額
の
実
情
か
ら
云
っ
て
適
正
を
欠
く
に
至
る
も
の
も
な

い
と
は
云
え
な
い
は
す
で
あ
る
か
ら
Q
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爲替レート
　　　　　　　レ

ohilip一 Strait一
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　1937
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　1949
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爲
替
レ
τ
ト
の
安
定
性

　
実
際
に
こ
の
槍
証
を
行
う
に
必
要
に
し
て
十
分
な
る
統
計
資
料
を
我

々
は
不
幸
に
し
て
支
配
し
得
な
い
。
現
在
の
と
こ
ろ
國
際
叩
合
の
統
計

月
報
（
ω
鼠
識
ω
餓
O
巴
O
曲
O
O
O
h
誓
O
口
巳
8
像
Z
餌
ぼ
O
コ
ω
噂
竃
O
暮
匡
団

び
ロ
濠
鐵
昌
。
囲
ω
旧
識
ω
寓
。
の
）
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
も
の
が
唯
一
の
資

料
で
あ
る
。
以
下
こ
れ
に
拠
っ
て
、
順
序
を
．
逆
に
は
じ
め
に
前
掲
第
二

の
槍
証
を
、
専
ら
東
南
ア
ジ
ア
の
若
干
國
と
の
関
係
に
つ
い
て
行
い
、

次
い
で
ア
メ
リ
カ
の
ド
ル
と
の
関
係
に
つ
い
て
行
う
こ
と
、
し
た
い
。

　
先
ず
上
に
そ
れ
ら
一
一
の
一
一
と
一
一
レ
ー
ト
の
変
化
の
推
移
を
表

示
し
て
、
対
比
す
る
こ
と
、
し
よ
う
Q

　
精
確
な
計
算
は
期
す
べ
き
も
な
い
が
、
右
の
二
表
に
よ
っ
て
概
算
す

れ
ば
、
一
九
三
七
年
と
一
九
五
〇
年
後
牛
を
比
軟
し
て
次
に
掲
ぐ
る
諸

國
に
於
け
る
物
上
の
騰
貴
卒
と
爲
替
相
場
の
低
落
卒
は
次
の
ご
と
き
割

合
と
な
る
。

フ印印イ

リ度
ツ支ビ

ン那愚

物
償
騰
貴

四
一
〇
％

二
〇
九
〇
％

（
対
一
九
三
八
）

　
三
五
〇
％

碍
替
低
落

　
四
四
％

　
八
八
％

　
○
％
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爲
替
レ
ー
ト
の
安
定
性

米英便便と替爲

U．　K：． U．S．　A． 英米爲替
レート

剰 未完

ｬ財
1完劇 綜司 未完

ｬ財
完成財

ドル
1937 100 100 100 100 10〔｝ 100 4．94

1938 93 76 101 91 85 94

1939 95 81 100 89 83 92

194Q 126 120 120 91 85 94

1945 155 153 144 123 188 117

1946 161 156 156 140 159 133

1947 176 186 169 176 195 167

1948 202 243 190 191 210 183 4．03

1949

’Mar 203 247 194 184 197 177 〃

Jun， 213 241 201 179 194 173 〃

嘱　Sept． 212 236 200 178 191 172 2．80
D
e
c
．
、

222 250 204 175 188 170 〃

1950

Mar． 226 262 204 177 192 171
〃

Jm． 236 294 208 182 198 176 〃

Sept． 250 376 241 196 214 188 〃

・

Oct． 257 400 215 196 212 188 〃

　
　
タ
　
　
イ
　
　
一
頒
鶏
プ
八
）
　
九
〇
％

　
　
…
ン
　
娠
霧
天
）
　
四
四
％

　
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
は
別
と
し
て
総
じ
て
物
債
の
騰
貴
率
に
比

し
て
爲
替
レ
ー
ト
の
低
下
李
が
甚
し
く
小
で
あ
る
こ
と
が
顯

著
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
割
合
は
極
め
て
不
同
で
あ
る
。
し

か
し
こ
の
う
ち
ス
タ
ー
リ
ソ
グ
地
域
に
属
す
る
も
の
は
爲
替
、

レ
ー
ト
は
先
す
イ
ギ
リ
ス
の
ボ
ン
・
ド
と
の
問
に
重
要
な
関
係
・

を
も
つ
の
で
あ
る
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
に
於
け
る
物
債
に
騰
貴

が
あ
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
爲
替
レ
ー
ト
に
対
す
る
影
響
力
は
中

和
相
殺
せ
ら
れ
る
関
係
に
あ
る
Q
し
か
る
後
、
更
に
ア
メ
リ

カ
の
ド
ル
に
対
し
て
も
同
様
な
関
係
を
も
っ
こ
と
が
理
解
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
ゆ
と
こ
ろ
で
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
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リ
カ
両
國
に
於
け
る
物
債
の
推
移
は
左
表
の
ご
と
く
で
あ
る
Q

　
右
に
よ
れ
ば
綜
合
指
数
に
よ
る
騰
貴
率
は
イ
ギ
リ
ス
の
二
・
五
七
倍
に
対
し
、
ア
メ
リ
カ
は
∵
九
六
倍
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
の
騰
貴
率
は

イ
ギ
リ
ス
の
○
・
七
七
倍
に
当
る
。
從
つ
て
こ
の
計
算
を
基
と
す
れ
ば
、
爲
替
レ
ー
ト
に
於
て
ポ
ン
ド
は
二
三
％
の
引
下
に
よ
つ
て
両
者
の

均
衡
が
は
か
ら
る
べ
き
道
理
と
な
る
が
、
事
実
一
九
四
九
年
九
月
十
八
日
の
三
〇
％
の
引
下
に
よ
つ
て
ほ
ゴ
そ
の
調
製
が
行
わ
れ
だ
こ
と
に
r

な
る
。
因
み
に
ポ
ン
ド
の
切
下
の
行
わ
れ
た
同
月
に
於
け
る
両
國
の
物
債
騰
貴
李
は
イ
ギ
リ
ス
の
二
・
一
二
倍
に
対
t
て
ア
メ
リ
カ
は
一
．
北



八
倍
で
あ
り
、
そ
の
比
は
八
四
％
に
当
る
Q

　
ス
タ
ー
リ
ン
グ
領
域
に
属
す
る
諸
費
の
爲
替
レ
ー
ト
が
パ
キ
ス
タ
ン
の
ご
と
き
例
外
を
除
き
ポ
ン
ド
の
切
下
に
徹
つ
π
こ
と
は
周
知
の
ご

と
く
で
あ
る
Q
し
か
し
前
掲
聖
業
の
物
債
騰
貴
は
蓬
か
に
イ
ギ
リ
ス
の
程
度
を
越
え
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
物
慣
の
推
移
を
目
安
と
し
て

通
貨
の
購
買
力
が
表
象
せ
ら
れ
る
も
の
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
諸
國
が
ポ
ン
ド
に
対
し
て
術
若
干
過
大
評
慣
せ
ら
れ
て
い
る
事
実
は
掩
う
こ

と
が
で
き
な
い
。
た
ゴ
ス
タ
ー
リ
ン
グ
領
域
の
諸
氏
は
総
じ
て
イ
ギ
リ
ス
に
対
し
て
多
く
の
債
権
を
有
し
、
し
か
も
そ
の
債
権
は
自
由
に
処

分
し
得
な
い
事
情
に
置
か
れ
、
從
っ
て
遭
際
貸
借
関
係
に
於
て
は
常
に
イ
ギ
リ
ス
が
支
抑
超
過
の
実
情
に
あ
っ
元
こ
と
が
詔
め
ら
れ
る
か
ら

こ
の
こ
と
か
ら
ポ
ン
ド
が
低
評
要
せ
ら
れ
る
事
情
が
推
察
さ
れ
な
い
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
の
事
情
は
ア
メ
リ
カ
の
ド
ル
の
関
係
に
は
無
関

係
で
あ
る
べ
く
、
從
っ
て
ス
タ
ー
リ
ン
グ
諸
國
の
爲
替
レ
ー
ト
組
織
が
ボ
ン
ド
を
通
じ
て
、
ド
ル
に
対
し
て
機
械
的
に
表
現
さ
れ
る
と
き
に

は
、
稔
度
の
相
蓮
は
あ
る
が
一
律
に
ド
ル
に
対
し
て
過
大
評
債
せ
ら
れ
る
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
從
っ
て
、
專
ら
対
ド
ル

の
関
係
に
於
て
重
重
に
槍
討
の
上
決
定
さ
れ
た
日
本
に
対
す
る
爲
替
レ
ー
ト
に
つ
い
て
も
当
然
同
様
な
性
格
を
移
し
て
く
る
こ
と
が
認
め
ら

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
念
の
π
め
に
こ
＼
で
日
本
の
物
債
騰
貴
の
程
度
と
爲
替
レ
ー
ト
の
低
下
率
と
の
関
係
を
見
よ
う
。
一
九
三
四
年
乃
至
三

六
年
の
李
均
を
基
準
と
せ
る
岡
三
の
物
債
指
数
は
後
表
の
示
す
ご
と
く
一
九
五
〇
年
後
牛
に
於
て
は
二
四
〇
倍
か
ら
二
八
○
倍
に
及
ん
だ
の

で
あ
る
が
、
基
準
年
度
の
レ
ー
ト
は
一
〇
〇
円
に
対
し
三
〇
ド
ル
よ
り
二
八
ド
ル
ま
で
の
水
準
に
あ
り
、
即
ち
一
ド
ル
に
対
し
て
概
略
三
・
三

四
乃
至
三
・
六
国
見
当
で
あ
っ
て
、
一
ド
ル
三
六
〇
円
は
ほ
ゴ
そ
の
一
一
〇
分
の
一
乃
至
一
〇
〇
分
の
一
に
当
る
Q
し
か
も
対
米
レ
ー
ト
の

決
定
さ
れ
π
一
九
四
九
年
四
月
に
於
け
る
物
取
指
数
は
二
三
〇
倍
を
鞘
下
廻
る
程
度
の
水
準
に
あ
り
、
そ
の
間
の
ア
メ
リ
カ
の
物
償
騰
貴
率

を
見
込
め
ば
公
定
償
絡
を
基
と
せ
る
日
米
手
翰
に
関
す
る
限
り
は
ほ
ゴ
均
衡
を
得
π
も
の
と
し
て
認
め
ら
る
べ
く
、
從
っ
て
前
掲
諸
事
の
レ

ー
ト
の
日
本
に
対
す
る
関
係
は
ド
ル
に
対
す
る
と
同
様
に
、
そ
の
ま
、
円
の
低
評
慣
を
意
味
す
る
こ
と
明
臼
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
日

　
　
　
　
翁
替
レ
ー
ト
の
安
定
性
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爲
替
レ
ー
ト
の
安
定
性

米
問
に
於
け
る
と
異
な
り
、
日
本
か
ら
は
輪
出
が
大
い
に
促
進
せ
ら
れ
る
が
、
翰
入
に
は
困
難
が
伴
う
と
云
う
こ
と
を
意
位
す
る
で
あ
ろ
う
。

恐
ら
く
こ
の
こ
と
が
貿
易
再
開
の
当
時
謂
わ
ゆ
る
盲
貿
易
の
事
情
に
あ
る
に
か
、
わ
ら
す
、
多
数
の
バ
イ
ヤ
ー
の
渡
宋
に
よ
っ
て
活
淡
な
翰

出
が
行
わ
れ
、
ま
だ
長
く
米
綿
よ
り
も
低
位
に
あ
っ
だ
印
度
綿
が
近
年
米
綿
よ
り
も
高
債
で
あ
る
こ
と
等
の
理
由
の
一
つ
が
と
推
測
さ
れ
る
。

四
、

　
次
に
円
の
ド
ル
に
関
す
る
レ
ー
ト
に
つ
い
て
Q
我
國
イ
ン
フ
レ
の
安
定
目
標
と
し
て
三
六
〇
円
レ
ー
ト
の
設
定
せ
ら
れ
た
る
当
初
の
こ
と

は
別
と
し
、
爲
替
レ
ー
ト
が
根
本
的
に
は
夫
々
の
物
債
の
安
定
を
指
標
と
し
て
調
整
せ
ら
る
べ
き
も
の
と
す
れ
ば
、
曾
て
の
金
本
位
制
の
場

合
に
於
け
る
ご
と
く
、
一
度
び
設
定
さ
れ
た
レ
ー
ト
を
固
守
す
る
こ
と
そ
の
こ
と
に
意
昧
が
あ
る
の
で
な
い
こ
と
は
既
述
の
ご
と
く
で
あ
る
Q

仮
り
に
も
し
右
の
レ
ー
ト
を
固
守
す
る
こ
と
が
却
っ
て
物
債
の
縢
貴
の
原
因
と
な
り
、
も
し
く
は
経
済
の
再
建
、
発
展
に
障
害
を
與
え
る
よ

う
な
デ
フ
レ
政
策
を
張
制
す
る
も
の
と
す
れ
ば
そ
の
変
夏
を
考
慮
す
る
必
要
の
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。

　
一
九
五
〇
年
六
月
朝
鮮
職
乱
の
勃
発
に
よ
っ
て
、
我
國
へ
の
輸
入
物
資
の
債
格
に
上
昇
氣
配
が
現
わ
れ
、
我
國
か
ら
の
翰
出
品
に
対
す
る

海
外
の
需
要
が
急
激
に
増
加
し
、
そ
れ
が
國
内
に
於
け
る
一
般
物
債
の
騰
勢
を
呼
び
、
冷
後
順
調
な
る
輪
入
が
困
難
と
な
り
、
統
制
が
加
わ

れ
ば
國
内
に
於
て
は
原
料
高
の
製
品
安
の
傾
向
が
濃
厚
と
な
っ
て
再
建
途
上
に
あ
る
産
業
は
再
び
困
難
に
陥
る
。
ド
ル
輸
途
費
の
高
騰
は
凡

ゆ
る
輸
入
品
の
債
格
を
激
し
く
騰
貴
せ
し
め
る
。
か
く
て
は
そ
の
影
響
か
ら
隔
離
し
て
我
國
の
み
の
物
債
安
定
政
策
の
成
功
は
到
底
期
待
し

得
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
ま
だ
國
民
の
有
効
需
要
が
全
体
と
し
て
更
に
抑
圧
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
す
れ
ば
、
國
民
の
生
活
水
準
の
低
下
も

亦
必
至
で
あ
る
Q
む
し
ろ
対
米
レ
ー
ト
の
固
定
を
解
き
レ
ー
ト
の
引
上
に
よ
っ
て
、
海
外
か
ら
波
及
す
る
イ
ン
フ
レ
の
波
濤
の
外
に
立
っ
て
、

安
定
政
策
を
守
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
の
意
見
が
、
夙
に
一
部
民
間
企
業
者
の
問
に
も
聞
か
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
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も
し
各
國
の
爲
替
レ
ー
ト
を
そ
れ
に
よ
っ
て
表
現
す
る
と
こ
ろ
の
償
値
基
準
が
、
例
え
ば
ケ
イ
ン
ズ
の
提
議
せ
る
バ
ン
コ
ー
ル
の
ご
と
く

現
存
す
る
如
何
な
る
國
の
通
貨
で
も
な
く
、
そ
れ
ら
よ
り
全
く
独
立
し
、
し
か
も
そ
れ
自
ら
金
の
一
定
量
と
も
結
び
つ
け
ら
れ
す
常
に
物
債

の
安
定
に
対
慮
し
得
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
泥
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
重
要
な
る
中
心
國
の
物
債
の
動
揺
が
直
ち
に
他
國
に
影
響
し
波
及
す
る

と
云
う
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
現
実
に
於
て
は
、
そ
れ
自
ら
現
存
の
一
國
の
通
貨
で
あ
る
と
こ
ろ
の
ド
ル
が
そ
の
役
割
を
営
み
、

し
か
も
ド
ル
と
金
と
は
一
九
三
四
年
以
棄
固
定
せ
ら
れ
だ
現
状
に
あ
る
故
に
、
ド
ル
購
買
力
の
変
動
が
不
可
避
的
に
他
國
に
波
及
す
る
関
係

に
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
さ
れ
ば
上
述
せ
る
見
解
は
決
し
て
根
拠
な
き
も
の
と
し
て
斥
け
ら
る
べ
き
も
の
で
な
い
Q
し
か
し
な
が
ら
そ

の
判
定
は
決
し
て
下
り
に
短
期
的
な
観
測
の
上
に
な
さ
る
べ
き
で
な
く
、
更
に
輩
純
な
今
後
の
投
機
的
な
予
想
の
上
に
せ
ら
る
べ
き
も
の
で

な
い
こ
と
が
注
意
せ
ら
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
先
ず
一
九
五
〇
年
六
月
朝
鮮
職
乱
勃
発
の
前
後
か
ら
の
日
米
物
債
の
推
移
を
対
比
す
れ
ば
、
そ
の
騰
勢
は
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
日
本
に
於

け
る
も
の
～
方
が
強
く
、
ア
メ
リ
カ
に
於
け
る
騰
貴
傾
向
の
波
及
以
上
に
我
方
で
著
し
く
拡
大
さ
れ
て
い
る
事
実
が
明
瞭
に
窺
わ
れ
る
。

日米物便
U．S．　A． Japan

1926＝100 工934－36冒100

1950年

Jan。 151．5 22，771．1

Feb． 152．7 22，618．0

Mar． 152．7 22，677．5

Apr． 152．9 22，660．5

May． 152．9 22，771．1

June。 157．3 22，907．2

July． 162．9 24，200．1

Aug， 16δ．4 25，408．0

Sept． 169．5 25，949．9

Oct． 168．9 26，871．1

Nov． 171．7 27，670．7

Dec． 173．4 28，079．0

　
も
し
余
り
に
も
一
時
的
な
現
象
を
重
工
し
て
性
急
に
爲
替
レ
ー
ト
の
変
更
に

及
べ
ば
、
後
に
至
っ
て
状
勢
の
変
化
に
よ
っ
て
不
測
の
困
難
に
陥
る
こ
と
な
き

を
保
し
難
い
。
例
へ
ば
現
在
ま
で
の
推
移
の
ご
と
く
日
本
に
於
け
る
騰
勢
が
著

し
く
、
し
か
も
レ
ー
ト
の
引
上
を
行
う
も
物
資
の
絶
対
的
不
足
に
よ
っ
て
輪
入

の
増
加
は
促
進
さ
れ
す
、
輸
出
の
側
の
困
難
の
み
が
新
し
く
加
わ
る
と
す
れ
ば

國
際
貸
借
の
改
善
に
も
役
立
だ
す
、
國
内
物
資
の
不
足
す
る
見
透
し
の
も
と
に
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物
慣
も
亦
騰
勢
を
止
め
な
い
場
合
も
あ
り
得
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
朝
鮮
の
動
乱
の
帰
趨
如
何
に
よ
り
、
且
つ
ア
メ
リ
カ
に
於
け
る
物
債

　
　
　
儒
替
レ
ー
ト
の
安
定
性



　
　
　
　
儒
替
レ
ー
ト
の
安
定
性

統
制
政
策
の
如
何
に
よ
り
、
今
後
爾
予
想
せ
ら
れ
る
ご
と
き
騰
勢
が
継
続
す
る
に
限
っ
た
も
の
で
な
い
と
す
れ
ば
術
更
で
あ
る
。

　
次
に
軍
に
物
債
の
関
係
か
ら
の
み
で
な
く
、
國
際
々
麦
の
観
点
か
ら
の
制
断
も
亦
愼
重
に
下
愚
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
一
九
五
〇
年
度
途
上

日
本
の
貿
易
は
約
五
億
ド
ル
の
出
超
を
記
録
し
π
と
云
わ
れ
る
。
し
か
し
他
面
に
於
て
別
途
対
日
援
助
勘
定
に
於
け
る
入
超
の
存
す
る
こ
と

は
周
知
の
ご
と
く
で
あ
り
、
必
ず
し
も
右
を
以
て
眞
の
出
超
と
は
見
倣
し
難
い
。
も
し
眞
の
出
超
な
ら
ば
爲
替
レ
ー
ト
の
引
上
も
亦
自
然
で

あ
る
が
、
同
年
後
上
以
後
恐
ら
く
爾
入
超
の
継
続
が
予
想
せ
ら
れ
る
も
の
と
す
れ
ば
こ
の
側
面
か
ら
の
爲
替
レ
ー
ト
に
対
す
る
見
解
は
物
債

か
ら
さ
れ
る
も
の
を
打
消
す
で
も
あ
ろ
う
。
し
か
も
物
慣
か
ら
の
判
断
の
下
し
難
い
こ
と
も
前
述
の
ご
と
く
で
あ
る
Q
爲
替
レ
ー
ト
変
夏
の

貿
易
牧
支
に
及
ぼ
す
影
響
と
し
て
は
（
一
）
そ
の
國
の
輸
出
品
に
対
す
る
海
外
需
要
の
寄
港
弾
力
性
（
二
）
そ
の
國
に
於
け
る
轍
出
品
の
供

給
弾
力
性
（
三
）
そ
の
國
に
於
け
る
輸
入
品
に
対
す
る
需
要
の
債
絡
弾
力
性
（
四
）
そ
の
翰
入
品
供
給
に
対
す
る
海
外
の
弾
力
性
の
綜
合
判

断
が
必
要
で
あ
り
、
更
に
こ
れ
ら
の
変
化
に
基
く
内
外
の
國
民
所
得
の
変
化
に
よ
っ
て
第
二
次
的
に
國
際
貸
借
に
如
何
な
る
影
響
が
及
ぼ
さ

れ
る
か
を
ま
で
も
見
透
す
必
要
が
存
す
る
こ
と
は
最
近
特
に
盛
ん
な
海
外
の
こ
の
方
面
の
研
究
の
示
す
ご
と
く
で
あ
る
。
同
様
に
、
爲
替
レ

ー
ト
変
更
の
物
言
鵡
対
す
る
反
作
用
に
つ
い
て
も
（
一
）
爲
替
レ
ー
1
，
変
更
の
今
入
品
に
対
す
る
及
び
輪
出
品
に
対
す
る
影
響
の
程
度
（
二
）

・
右
に
俘
う
郡
民
所
得
の
変
動
率
（
三
）
こ
れ
に
関
聯
せ
る
投
賓
及
び
清
費
性
向
へ
の
影
響
（
四
）
そ
れ
の
物
偵
に
対
す
る
影
響
の
順
序
に
於

て
、
船
脚
的
に
物
債
の
落
着
く
べ
き
水
準
が
予
測
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
に
考
察
す
る
な
ら
ば
、
我
國
の
円
レ
ー
ト
の
位
置
は
少
く

と
も
現
在
に
於
て
は
、
ド
ル
に
対
し
て
均
衡
を
失
せ
る
も
の
と
は
云
い
難
く
、
む
し
ろ
ア
メ
リ
カ
以
外
の
諸
國
に
対
す
る
関
係
に
於
て
は
そ

れ
に
よ
つ
，
て
輸
出
の
容
易
と
輸
入
の
困
難
の
原
因
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
ご
と
く
推
察
さ
れ
る
。
恐
ら
く
そ
れ
も
顯
著
な
る
程
度
の
レ
ー
ト
の

変
更
を
根
拠
づ
け
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
し
「
根
本
的
不
均
衡
の
是
正
」
と
云
う
見
地
と
も
直
ち
に
は
結
び
つ
か
な
い
か
ら
実
行
上
に

も
困
難
が
俘
う
も
の
で
あ
る
が
、
少
く
と
も
理
論
的
に
興
味
あ
る
今
後
の
一
問
題
把
る
を
失
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
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米
國
に
於
け
る
法
人
の
能
力
の
準
昼
鳶
補
論

）

上

太

郎

は
し
が
き
米
國
に
託
て
も
法
入
の
権
利
能
力
は
、
原
則
と
し
て
法
人
の
設
立
準
拠
法
に
依
る
べ
き
も
の
と
せ
ら
れ
る
。
從
っ
て
法
人
の
設
立
準
拠
法

に
依
っ
て
法
人
の
能
力
が
制
限
せ
ら
れ
て
い
る
と
き
は
．
そ
の
制
限
は
そ
の
儘
法
人
に
随
作
し
て
如
何
な
る
他
誌
に
も
及
ぶ
も
の
と
認
め
ら
れ
る
の
で
あ

ろ
（
ビ
ー
ル
．
法
律
衝
突
論
二
巻
一
六
五
節
、
一
）
。
謂
は
ば
法
人
の
、
以
立
準
拠
法
は
能
力
に
関
し
て
は
法
人
の
至
る
と
こ
ろ
に
随
伴
す
る
こ
と
、
恰
も
自
然

人
の
属
人
法
と
同
様
で
あ
る
か
ら
．
之
を
法
入
の
属
人
法
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
從
っ
て
例
え
ば
、
わ
が
國
法
に
準
拠
し
て
設
立
せ
ら
れ
た
る
も
．
今
は

清
算
申
の
日
本
法
人
は
、
奉
書
に
於
て
も
清
算
目
的
に
必
要
な
程
度
の
権
利
能
力
し
か
有
せ
す
．
設
立
目
的
た
る
事
業
を
途
行
ず
る
の
・
能
力
は
有
し
な
い

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
（
町
民
七
三
條
参
照
）
。
と
こ
ろ
が
大
陸
法
系
の
諸
三
法
と
英
米
法
と
の
間
に
於
て
は
法
人
の
…
能
力
の
範
囲
に
関
す
る
実
質

法
上
の
業
念
が
根
本
的
に
異
な
る
結
果
と
し
て
．
右
の
「
能
力
は
属
人
法
に
依
る
」
と
の
原
則
を
そ
の
儘
一
切
の
豊
根
に
貫
徹
せ
ん
と
す
る
と
き
は
、
取

引
上
種
々
の
不
便
．
支
障
を
生
す
る
。
そ
こ
で
米
國
國
際
私
法
は
、
こ
の
原
則
を
修
正
し
．
能
力
に
関
し
、
あ
ろ
程
度
行
爲
地
法
に
依
る
と
の
法
則
を
認
め

る
こ
と
に
な
っ
た
。
本
稿
は
．
主
と
し
て
近
刊
の
ラ
ー
ベ
ル
の
著
書
（
菊
凶
げ
①
ピ
↓
ず
Φ
0
8
窪
9
0
怜
一
帥
詔
ρ
ぐ
。
ド
目
（
H
逡
刈
）
O
b
・
H
α
刈
l
H
罐
）
に
依

拠
し
つ
つ
．
こ
の
修
正
法
則
の
依
っ
て
来
る
由
宋
や
．
そ
の
立
脚
す
ろ
原
理
を
窺
い
。
わ
が
國
際
私
法
の
解
釈
理
論
の
深
化
の
う
え
に
幾
分
で
も
寄
與
し

ょ
う
と
し
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
樹
ほ
私
は
、
先
き
に
「
米
國
に
於
け
る
外
國
法
人
の
存
在
及
び
能
力
」
と
題
す
る
一
文
に
於
て
（
國
民
経
済
雑
誌
八

一
巻
四
号
）
米
國
に
於
け
る
法
人
の
能
力
問
題
に
付
て
論
じ
た
が
、
そ
の
際
紙
幅
そ
の
他
の
都
合
で
詳
細
に
論
及
し
得
す
「
法
人
の
能
力
外
の
行
爲
」
な

ど
に
付
て
は
之
を
後
日
に
期
す
る
こ
と
を
記
し
て
お
い
た
つ
鼓
に
補
論
と
題
し
た
の
は
．
先
き
の
小
論
を
法
人
の
「
能
力
外
の
行
客
」
に
関
し
、
補
足
し

　
　
　
　
米
國
に
お
け
る
法
人
の
能
力
の
準
拠
法
補
論
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来
國
に
齢
け
る
法
人
の
能
力
の
準
拠
法
補
論

よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。一

、
法
人
の
能
力
に
関
す
る
法
系
の
対
立

　
大
陸
法
で
は
、
法
人
の
権
利
能
力
に
付
て
も
、
自
然
人
の
そ
れ
と
同
様
に
取
扱
い
、
婚
姻
能
力
、
遺
言
能
力
の
如
き
法
人
の
性
質
上
当
然

享
有
し
得
な
い
も
の
は
別
と
す
る
も
、
そ
の
外
に
は
別
段
の
制
限
を
置
か
す
、
法
人
も
一
般
に
権
利
を
有
し
義
務
を
負
う
能
力
を
有
す
る
も

の
と
す
る
。
即
ち
堅
人
も
自
然
人
と
同
様
、
商
号
、
名
誉
、
信
用
権
等
を
享
有
し
得
る
外
、
英
米
法
に
於
け
る
と
は
異
な
り
、
法
人
の
定
款

に
記
載
せ
ら
れ
た
目
的
に
依
っ
て
そ
の
能
力
が
制
限
せ
ら
れ
る
と
す
る
が
如
き
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
法
人
と
取
引
す
る
第
三

者
の
利
盆
保
護
の
だ
め
に
怯
人
の
能
力
の
範
囲
を
無
制
限
に
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
、
学
者
は
こ
れ
を
無
制
限
説
叉
は
一
般
能
力
説
と
謂
う
Q

尤
も
法
人
の
機
関
は
定
款
や
株
主
総
会
の
決
議
に
は
從
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
分
ち
こ
れ
ら
の
も
の
に
依
っ
て
制
限
せ
ら
れ
セ
取
引
は
こ
れ
を

し
て
は
な
ら
ぬ
の
で
は
あ
る
が
、
こ
の
場
合
に
於
て
も
樹
且
つ
能
力
と
し
て
は
之
を
有
し
、
唯
之
を
な
す
こ
と
に
依
っ
て
法
人
の
機
関
の
責

任
の
問
題
を
生
す
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
（
例
え
ば
、
日
商
二
六
六
條
参
照
）
。
從
っ
て
こ
の
場
合
に
於
て
も
法
人
の
機
関
が
第
三
者
と
な
し
π

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
－
）

行
爲
は
、
華
甲
そ
れ
自
体
に
詐
欺
そ
の
他
の
取
消
叉
は
無
記
の
原
因
が
存
し
な
い
限
り
、
有
敷
π
る
こ
と
を
失
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
反
し
て
、
英
米
の
コ
ン
モ
ン
・
ロ
ー
上
は
、
注
人
は
そ
の
設
立
行
爲
に
依
り
、
そ
の
目
的
に
照
し
て
附
與
せ
ら
れ
π
特
定
の
権
利
能

力
し
か
有
せ
す
、
法
人
が
若
し
定
款
に
記
載
せ
ら
れ
π
目
的
の
範
囲
外
の
法
律
行
脚
を
な
す
と
き
は
、
「
能
力
な
く
し
て
」
（
⊆
貫
曾
ぐ
罵
。
の
）

行
冠
し
た
も
の
で
あ
り
そ
の
望
粥
は
原
則
と
し
て
何
人
の
行
爲
と
し
て
も
存
在
し
な
い
も
の
と
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
之
を
学
者
は
制
限
能

ヵ
論
と
い
う
Q
英
國
の
裁
判
官
は
こ
の
見
解
を
自
明
な
も
の
で
あ
b
、
軍
な
る
英
法
上
の
法
規
だ
る
に
止
ま
ら
す
、
如
何
な
る
法
体
系
の
一

部
と
し
て
も
認
め
ら
る
べ
き
大
原
則
で
あ
る
と
し
た
。
而
し
て
土
耳
古
の
一
鉄
道
会
肚
の
取
締
役
が
総
会
に
於
け
る
多
数
決
に
基
き
て
金
銭

112



の
支
藩
を
な
そ
う
と
し
た
場
合
に
、
そ
の
議
決
が
耳
管
の
能
力
外
で
あ
る
場
合
に
は
、
少
数
の
株
圭
は
裁
判
所
に
右
の
行
爲
の
差
止
命
令
を

発
す
る
こ
と
を
訴
求
し
得
る
と
し
だ
。
か
く
て
裁
判
所
は
、
軍
に
外
耳
会
肚
の
内
部
事
項
に
干
渉
し
た
の
み
で
な
く
、
英
法
と
同
一
な
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
（
3
）

と
の
推
定
の
下
に
土
耳
古
法
を
適
用
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
対
立
の
結
果
と
し
て
、
属
人
法
の
原
則
を
貫
け
ば
、
英
米
裁
断
所
は
、
例
え
ば
、
佛
、
臼
、
伯
そ
の
他
の
大
陸
法
系
の
國
の
法
人
の

一
般
的
能
力
を
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
に
対
し
て
、
大
陸
法
系
の
諸
國
や
わ
が
國
の
裁
判
所
は
、
英
米
法
人
の
能
力
が
目
的
に
依
っ
て

制
限
せ
ら
れ
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
、
な
る
の
で
あ
る
。

　
併
し
乍
ら
、
法
人
の
能
力
の
制
限
を
肯
定
す
る
英
米
コ
ン
モ
ン
・
ロ
ー
の
見
解
は
、
会
肚
と
取
引
す
る
善
意
の
相
手
方
の
利
盆
の
保
護
を

害
し
、
会
肚
と
の
取
引
の
安
全
を
脅
か
す
こ
と
に
な
る
は
、
論
を
侯
π
な
い
。
蓋
し
「
法
人
の
能
力
は
属
人
法
に
依
る
」
と
の
基
本
原
則
は
、

・
第
三
者
が
法
人
の
能
力
の
範
囲
を
知
っ
て
い
る
か
否
か
に
は
無
関
係
に
妥
当
す
る
か
ら
で
あ
る
。
然
る
に
米
里
で
は
ひ
と
し
く
、
制
限
能
力

説
に
立
つ
と
は
い
う
も
の
、
、
各
州
の
立
法
は
互
に
相
違
す
る
の
で
あ
り
、
然
も
各
州
を
共
同
の
舞
台
と
し
て
、
活
動
す
る
多
数
の
事
業
会

，
杜
あ
る
結
果
と
し
て
、
制
限
肯
定
設
及
び
属
人
法
説
に
依
っ
て
生
す
る
取
引
上
の
支
障
は
、
他
國
に
比
し
て
一
贋
大
な
る
も
の
が
あ
る
の
で

・
あ
る
。
そ
こ
で
裁
判
所
は
、
一
州
の
法
人
が
州
外
で
活
動
す
る
場
合
に
、
右
の
不
都
合
を
緩
和
す
る
だ
め
に
救
済
策
を
発
見
せ
ん
と
努
め
る

に
至
り
判
例
上
豊
富
な
法
的
手
段
を
展
開
す
る
に
至
つ
だ
の
で
あ
る
。

　
　
　
（
1
）
　
尤
も
フ
ラ
ン
ス
に
は
、
法
人
の
能
力
は
目
的
に
依
っ
て
制
限
せ
ら
れ
る
と
の
英
法
の
見
解
に
多
少
類
似
し
た
所
謂
「
特
別
性
の
原
則
」
（
や
ユ
昌
9
や
Φ
ユ
Φ
ω
憎
O
o
学

　
　
　
　
9
。
澤
似
）
を
認
め
る
学
説
が
あ
る
。
こ
れ
は
遍
本
来
法
人
に
対
す
る
1
定
款
上
の
目
的
以
外
の
他
の
算
額
を
課
し
た
－
贈
爵
が
有
効
な
る
か
否
か
、
の
問
題
に
付
て

　
　
　
　
生
じ
た
学
説
で
あ
っ
て
、
法
人
は
一
定
の
目
的
の
下
に
存
在
す
る
も
の
故
、
そ
の
目
的
以
外
の
他
の
演
目
を
附
し
た
贈
與
を
う
け
る
能
力
は
な
い
と
な
す
も
の
で

　
　
　
　
あ
る
（
＜
賃
①
臼
①
ω
あ
◎
ヨ
a
碑
窃
蛤
℃
臼
8
旨
霧
旨
。
『
巴
。
ω
お
H
O
や
蔭
δ
。
併
し
こ
の
場
合
に
は
旨
い
範
囲
の
法
人
の
能
力
の
制
限
が
問
題
と
な
る
訳
で
は
な
い
の

　
　
　
　
み
な
ら
ず
、
こ
の
「
特
別
性
の
原
則
」
は
法
原
則
で
な
い
と
の
反
対
論
も
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
郎
ち
こ
の
原
則
は
、
法
人
に
対
す
る
贈
與
を

　
　
　
　
認
可
す
る
か
否
か
ぜ
問
題
と
な
っ
た
場
合
に
行
政
官
聴
は
法
人
の
特
殊
目
的
に
從
っ
て
そ
の
認
否
を
決
す
べ
し
と
す
る
行
政
上
の
基
準
を
示
す
に
す
ぎ
ず
．
之
を

　
　
　
　
　
米
國
に
誇
け
る
法
人
の
能
力
の
準
拠
法
補
論
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米
國
に
お
け
る
法
人
の
能
力
の
準
拠
法
補
論

　
以
て
私
法
上
の
法
規
叉
は
法
人
の
能
力
に
付
て
の
制
限
と
み
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
，
と
い
う
の
で
あ
る
。
（
く
母
。
筥
Φ
ω
あ
。
日
当
酵
σ
ρ
”
．
お
ロ
。
⑩
9
麗
O
q
臼
ロ
9

　
図
伽
娼
聲
9
『
o
鳥
。
脅
。
淳
一
導
。
昌
5
ρ
図
P
卜
。
謡
昌
o
H
目
）

（
2
）
　
国
。
冨
臥
ロ
o
q
く
．
ω
け
9
げ
Ω
お
。
旨
（
μ
Q
。
鳶
）
犀
い
．
図
．
国
ρ
、
認
卜
。
巳
（
幻
①
げ
ω
♂
や
H
α
Q
。
ロ
。
け
Φ
μ
Φ
刈
）

（
3
）
　
わ
が
國
に
於
け
る
英
米
法
上
の
法
人
の
能
力
外
出
爲
の
理
論
の
研
究
と
し
て
は
、
松
木
「
英
法
に
於
け
る
法
人
の
能
力
外
行
爲
の
理
論
」
民
商
法
雑
誌
六
巻
二

　
号
三
号
、
，
上
柳
「
ア
メ
リ
カ
株
式
会
壮
法
に
於
け
る
d
ξ
9
－
＜
畔
＄
理
論
」
法
、
学
論
叢
五
三
転
炉
、
六
号
、
二
四
五
頁
以
下
等
が
あ
る
。

二
、
米
國
に
於
け
る
能
力
外
理
論
の
展
開

　
然
ら
ば
米
國
判
例
は
如
何
な
る
手
段
に
依
っ
て
、
上
蓮
の
不
都
合
を
緩
和
し
よ
う
煩
す
る
か
。
そ
の
若
干
を
挙
示
す
れ
ば
、
　
（
一
）
法
人

は
定
款
に
明
記
せ
ら
れ
た
能
力
以
外
に
、
ゴ
ソ
モ
ン
・
ロ
ー
に
依
っ
て
附
與
せ
ら
れ
た
「
擬
制
的
能
力
」
（
一
目
娼
一
一
①
自
　
娼
O
司
O
同
ω
）
　
を
有
す
る

も
の
と
せ
ら
れ
る
。
例
え
ば
法
人
が
設
立
州
外
で
行
馴
す
る
能
力
、
内
部
規
則
を
制
定
す
る
能
力
、
訴
を
な
し
、
軸
受
を
な
す
能
力
の
如
き
は
、

、
法
人
の
性
質
に
内
在
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
敢
え
て
明
示
の
能
力
賊
塁
あ
る
を
要
し
な
い
と
せ
ら
れ
る
。
判
例
に
曰
く
「
自
然
人
に
対
し
自

ら
を
支
配
す
る
も
の
と
し
て
理
性
が
與
え
ら
れ
て
い
る
の
と
同
様
に
、
法
人
把
る
團
体
も
亦
自
己
を
支
配
す
べ
き
政
治
的
理
性
と
し
て
法
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

有
せ
ざ
る
を
得
す
…
…
從
っ
て
そ
の
爲
め
の
條
項
が
な
く
と
も
、
注
は
之
を
供
給
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
。

　
（
二
）
　
次
に
能
力
を
制
限
す
る
多
数
の
禁
止
法
規
は
、
法
人
が
設
立
州
に
於
て
な
す
行
爲
に
の
み
要
当
す
る
も
の
と
解
釈
せ
ら
れ
る
。
例

之
、
遣
翠
雲
は
一
般
的
譲
渡
に
依
っ
て
土
地
を
取
得
す
る
こ
と
に
付
て
の
成
法
上
の
禁
止
規
定
の
如
き
が
こ
れ
で
あ
臥
。
5
）
尤
も
こ
の
種
の
制

」
限
法
規
を
如
何
に
解
す
べ
き
か
は
、
極
め
て
困
難
な
問
題
を
提
供
す
る
の
で
あ
っ
て
、
一
般
的
に
定
款
、
内
部
規
則
叉
は
一
般
成
法
中
の
如

何
な
る
能
力
規
定
が
法
人
の
州
権
活
動
に
も
飼
う
も
の
で
あ
る
か
を
決
定
す
る
に
足
る
包
括
的
な
基
準
は
夫
だ
発
見
さ
れ
て
い
な
い
と
言
は

　
　
　
　

れ
る
。
但
し
こ
の
門
題
は
あ
く
三
章
内
実
質
法
規
の
解
釈
問
題
で
あ
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
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（
三
）
　
一
事
適
切
な
救
済
手
段
は
、
合
理
的
に
予
期
せ
ら
れ
る
法
人
の
一
切
の
活
動
を
包
括
的
に
示
す
よ
う
な
巧
妙
な
定
款
及
び
内
部
規

則
を
作
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
（
四
）
　
法
人
の
な
し
π
契
約
が
定
款
記
載
の
目
的
に
達
子
し
て
い
る
に
も
拘
ら
す
、
善
意
の
相
手
方
の
利
発
保
護
の
工
め
に
法
人
の
一
般

的
能
力
（
ぴ
q
o
昌
臼
巴
b
o
妻
目
。
ω
）
を
推
定
し
て
之
を
有
心
と
す
る
こ
と
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
更
に
（
五
）
完
全
に
履
行
せ
ら
れ
把
能
力
外
の
契
約
は
有
敷
で
あ
る
と
せ
ら
れ
る
。
叉
能
力
外
の
契
約
が
当
事
者
の
一
方
に
依
っ
て
履
行

せ
ら
れ
だ
が
、
他
方
に
依
っ
て
は
未
だ
履
行
せ
ら
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
大
多
数
の
州
裁
判
所
の
判
例
に
依
れ
ば
、
未
だ
履
行
し
て
い
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

被
告
は
能
力
外
な
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
契
約
の
無
敷
を
主
張
し
、
履
行
を
拒
む
こ
と
を
得
な
い
と
せ
ら
れ
る
。
こ
の
揚
合
、
契
約
が
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

数
だ
と
せ
ら
れ
る
理
由
は
、
禁
反
言
の
怯
則
に
基
く
も
の
～
如
く
で
あ
る
。

　
結
局
、
一
般
的
に
「
能
力
外
し
の
故
に
無
敷
と
せ
ら
れ
る
の
は
、
未
だ
、
当
事
者
の
何
れ
に
依
っ
て
も
履
行
せ
ら
れ
て
い
な
い
契
約
の
み

で
あ
る
。
尤
も
当
事
者
の
一
方
に
依
っ
て
は
履
行
せ
ら
れ
た
る
も
、
他
方
に
依
っ
て
は
未
だ
履
行
せ
ら
れ
て
い
な
い
「
能
力
外
」
の
契
約
も

例
外
的
に
少
数
裁
判
所
に
於
て
無
敷
と
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

　
（
六
）
　
数
州
で
法
人
の
設
立
が
な
さ
れ
π
と
き
は
、
そ
の
法
人
が
そ
の
何
れ
か
の
一
州
に
填
て
能
力
を
有
す
る
限
り
、
能
力
の
欠
敏
を
抗

辮
と
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

　
こ
れ
ら
の
発
展
は
、
そ
れ
ぞ
れ
充
分
な
る
災
害
を
も
ち
、
叉
具
体
的
場
合
に
適
合
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
が
だ
め
に
制
限
能
力
説

は
改
良
せ
ら
れ
π
と
は
言
え
す
、
む
し
ろ
破
壊
せ
ら
れ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
残
る
と
こ
ろ
は
、
種
々
の
裁
要
所
判
例
の
う
ち
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

見
出
さ
れ
る
著
し
い
食
い
違
い
や
、
混
乱
、
不
確
実
、
不
公
正
を
含
ん
だ
不
統
一
な
る
断
片
に
す
ぎ
な
い
。

　
こ
れ
ら
の
事
情
の
下
に
於
て
、
根
本
的
な
改
善
策
が
希
求
せ
ら
れ
把
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
而
し
て
若
干
の
州
で
は
事
実
上
改
善
が
達
せ

　
　
　
　
米
國
に
お
け
る
法
人
の
能
ヵ
の
準
拠
法
補
論
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米
國
に
お
け
る
法
人
の
能
力
の
準
拠
法
補
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

ら
れ
π
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
一
部
に
は
、
統
一
事
業
僧
官
法
（
q
巳
｛
o
目
B
じ
σ
口
ω
冒
O
ω
ω
O
o
6
0
月
p
餓
。
昌
》
O
什
）
の
示
唆
に
基
い
て
「
能
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

外
」
の
原
則
か
ら
多
数
の
場
合
を
除
去
す
る
と
い
う
方
法
に
依
つ
だ
の
で
あ
り
、
他
の
一
部
で
は
、
法
人
の
能
力
と
取
締
役
の
権
限
と
を
区

別
も
て
、
取
締
役
の
代
表
権
は
依
然
と
し
て
特
記
さ
れ
た
目
的
に
拘
束
さ
れ
る
が
、
野
人
自
体
は
一
般
的
能
力
を
有
す
る
も
の
と
の
よ
り
安

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

当
な
考
方
に
立
脚
し
て
な
さ
れ
把
の
で
あ
る
。

　
　
　
．
（
4
）
　
ビ
ー
ル
、
前
禍
書
七
六
〇
頁
註
二
、
　
「
は
し
が
き
」
に
掲
げ
た
、
拙
稿
、
九
頁
。

　
　
　
（
5
）
ビ
ー
ル
、
七
六
二
頁
、
拙
稿
、
九
頁
乃
至
＝
頁
、
国
窃
翼
。
粟
窪
け
ゆ
δ
伊
O
。
日
日
舞
偶
）

　
　
　
（
6
）
9
・
巳
寅
0
9
。
日
げ
貯
い
●
寄
く
．
（
H
逡
○
）
H
b
。
H
。
。
脚
国
昏
。
ポ
や
H
φ
O
口
。
審
H
お
・

　
　
　
（
7
）
　
切
巴
ご
爵
昌
9
0
旨
O
o
目
宕
日
蝕
9
拐
（
お
N
δ
ゆ
刈
N
…
ω
冨
く
Φ
旨
ρ
出
四
昌
q
び
。
じ
渥
。
づ
盛
①
一
国
ミ
o
h
勺
臥
く
鉾
Φ
O
o
愚
。
冨
鳥
。
溌
（
H
㊤
ω
O
）
留
9
上
柳
、
前
掲
、
二
五

　
　
　
　
　
二
頁
。

　
　
　
（
8
）
　
切
』
一
聾
P
ρ
ゆ
課
”
や
●
卜
。
α
下
8
”
　
ω
け
Φ
く
Φ
ロ
q
。
℃
ゆ
刈
ρ
や
鱒
蕊
－
δ
9

　
　
　
（
9
）
但
し
反
対
論
あ
り
．
上
柳
、
二
五
五
頁
註
参
照
。

　
　
　
（
1
0
）
　
上
柳
b
二
五
二
頁
。
O
程
も
舞
①
び
団
巴
Φ
い
．
9
（
H
㊤
N
ω
）
お
一
O
Q
。
鴇
ω
8
く
。
ロ
ω
”
．
．
¢
年
p
く
畔
＄
．
．
．
”
蔭
Ω
P
い
・
男
・
（
同
⑩
ω
O
）
脅
O
℃
お
O
・

　
　
　
（
1
1
）
　
こ
の
法
律
案
に
付
て
は
、
上
柳
、
二
六
一
頁
参
照
。

　
　
　
（
1
2
）
　
こ
の
法
律
案
に
基
い
て
立
法
し
た
州
は
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
、
ア
イ
ダ
ホ
，
ワ
シ
ン
ト
ン
、
オ
ハ
イ
オ
、
ミ
シ
ガ
ン
、
ミ
、
添
ソ
野
壷
で
あ
る
。

　
　
　
（
3
1
）
タ
ま
。
量
目
ρ
ρ
ゆ
。
。
参
・
ω
p
葦
切
住
＆
ξ
ω
け
舞
お
も
。
H
し
。
。
8
い
ロ
σ
邑
碧
ぎ
①
・
、
6
巨
財
0
9
拶
目
塞
Φ
『
口
O
。
吋
B
『
p
9
旨
ピ
塁
・
、
、
．
O
帥
ド
い
国
雲
（
お
ω
同
）

　
　
　
　
　
蔭
刈
Q
Q
…
男
9
ぴ
。
㌍
緊
H
O
H
昌
0
8
H
刈
O
●

一　116　一

三
、
米
國
國
際
私
法
の
発
展

　
上
述
し
だ
と
こ
ろ
が
ら
、
米
國
内
の
各
州
間
の
法
律
衝
突
を
解
決
す
る
π
め
に
も
衝
突
規
則
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
、
明
瞭
で
あ
る
。
而
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

し
て
ミ
ズ
ー
リ
州
．
取
高
裁
判
所
が
、
法
人
が
契
約
に
基
い
て
訴
え
ら
れ
仁
一
事
件
に
総
て
下
し
セ
判
決
で
は
、
被
告
た
る
法
人
が
能
力
外
な



る
防
禦
方
法
を
提
出
す
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
る
か
否
か
を
決
定
す
る
の
は
、
履
行
地
法
で
は
な
く
契
約
地
法
で
あ
る
と
せ
ら
れ
た
。
即
ち
談

立
準
拠
法
は
全
く
無
覗
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
リ
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
（
エ
ハ
六
節
）
は
、
こ
の
解
決
を
一
般
化
し
て
、
次
の
如
き
法
則
を
探
用

し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
措
辞
極
め
て
不
明
瞭
で
あ
っ
て
解
釈
上
疑
問
の
余
地
が
頗
る
大
で
あ
る
。
帥
ち
「
外
國
法
人
に
依
っ
て
爲
さ
る
べ

き
こ
と
を
指
定
せ
ら
れ
π
行
爲
の
致
果
は
行
至
高
の
法
律
に
依
っ
て
麦
配
せ
ら
れ
る
」
と
。
ラ
ー
ベ
ル
は
、
こ
の
規
則
を
最
も
合
理
的
に
解

釈
す
れ
ば
『
法
人
の
能
力
は
設
立
準
拠
法
に
依
っ
て
決
定
せ
ら
れ
る
が
、
「
そ
の
能
力
外
」
の
行
爲
の
数
果
は
行
童
話
の
法
律
に
依
る
』
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

う
こ
と
に
な
る
と
い
う
（
ラ
ー
ペ
〃
一
六
二
頁
）
。
併
し
ミ
ズ
ー
り
裁
任
所
は
、
旧
伊
太
利
商
法
と
同
様
に
、
法
人
の
存
否
は
属
人
法
に
依
る
も
、

法
人
の
能
力
問
題
に
は
軍
純
に
契
約
地
法
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
結
果
に
達
し
セ
の
で
あ
る
。
同
裁
判
所
の
こ
の
見
解
は
、
法

入
の
能
力
は
そ
の
属
人
法
に
依
る
と
の
米
國
際
私
法
の
支
配
的
見
解
と
は
絶
対
に
調
和
し
な
い
。
從
っ
て
こ
れ
を
定
式
化
し
把
リ
ス
テ
ー
ト

メ
ソ
ト
一
六
六
節
の
法
則
も
、
ラ
ー
ベ
ル
の
よ
う
に
解
す
る
以
外
に
、
合
理
的
解
釈
の
途
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
而
し
て
「
能
力
外
」

の
雨
晴
の
数
果
を
行
属
地
法
に
依
ら
し
め
把
の
は
、
偏
に
行
爲
地
の
一
般
取
引
の
安
全
を
は
か
る
だ
め
の
止
む
を
得
な
い
処
置
で
あ
っ
た
と

み
る
よ
り
仕
方
が
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
法
則
は
、
あ
る
意
味
に
於
て
は
、
能
力
に
関
す
る
國
際
私
怯
の
一
般
原
則
に
対
し
、
個

別
的
事
項
に
付
て
の
雨
期
を
定
め
た
特
別
法
規
と
み
る
べ
き
余
地
が
あ
る
。
併
し
こ
の
法
則
の
法
理
上
の
意
味
乃
至
根
拠
を
明
確
化
す
る
に

は
、
尚
他
の
諸
法
規
と
の
関
連
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
鼓
に
は
唯
そ
の
一
と
し
て
、
自
然
人
の
能
力
の
準
拠
法
に
関
す
る
特
則
を
法
人

の
能
力
に
類
推
適
用
す
る
見
解
と
対
比
し
て
こ
れ
を
考
察
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

　
若
干
の
ド
イ
ツ
及
び
瑞
西
の
学
者
は
、
「
外
國
自
然
人
が
内
國
に
於
て
取
引
行
爲
を
な
し
π
場
合
に
於
て
は
、
そ
の
者
が
属
人
法
上
無
能
力

π
る
べ
き
と
き
と
錐
も
、
内
國
法
上
能
力
者
把
る
べ
き
と
き
は
、
内
國
に
於
て
な
し
だ
る
取
引
に
関
す
る
限
り
、
こ
の
者
を
能
力
者
と
看
徹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
　
り
　

す
」
と
の
規
定
（
独
民
施
七
條
二
項
、
日
本
法
例
三
條
二
項
）
は
、
法
人
の
場
合
に
も
類
推
適
用
せ
ら
る
べ
き
も
の
と
な
す
。
わ
が
法
例
の
解
釈
上
こ

　
　
　
　
米
國
に
む
り
る
法
人
の
能
力
の
準
拠
油
補
論
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米
國
に
お
け
る
法
人
の
能
・
刀
の
準
拠
法
補
論

の
見
解
を
探
る
と
す
れ
ば
、
米
墨
会
肚
が
わ
が
國
で
な
し
た
「
能
力
外
」
の
契
約
も
、
完
全
な
能
力
を
有
す
る
日
本
会
肚
が
締
結
し
だ
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

と
同
様
に
、
能
力
に
関
す
る
限
り
有
敷
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
理
で
あ
る
。
尤
も
こ
の
場
合
、
な
る
程
右
の
類
推
適
用
は
、
外
囲
法
人
の

能
力
を
行
爲
地
法
に
依
ら
し
め
は
す
る
が
、
実
は
こ
れ
は
、
無
職
地
が
法
廷
地
と
同
一
國
に
あ
る
場
合
に
の
み
、
そ
う
な
る
の
で
あ
っ
て
、

一
般
的
に
能
力
を
行
爲
地
法
に
依
ら
し
め
る
も
の
と
は
根
本
的
に
ち
が
う
。
即
ち
こ
の
類
推
適
用
の
場
合
の
法
理
は
、
ア
メ
リ
カ
の
リ
ス
テ

ー
ト
メ
ン
ト
の
算
用
し
だ
法
則
と
は
全
然
原
理
を
異
に
す
る
も
の
な
る
こ
と
に
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
滋
。
仁
者
は
、
謂
は
ゴ
、
例
外
的

な
法
廷
地
の
公
序
規
定
で
あ
る
の
に
反
し
て
、
後
者
は
之
と
立
脚
地
を
異
に
し
、
性
質
上
例
外
規
定
と
み
る
こ
と
を
得
な
い
も
の
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
樹
ほ
法
廷
地
だ
る
内
國
の
取
引
保
護
の
た
め
に
外
浜
法
人
の
能
力
に
付
き
法
廷
法
を
適
用
し
、
叉
は
米
國
に
於
け
る
如
く
こ
の
問
題
に
行

爲
地
法
を
適
用
せ
ん
と
す
る
見
解
に
対
し
て
は
、
根
本
的
な
る
反
対
論
が
あ
る
。
即
ち
外
患
法
人
は
外
國
自
然
入
よ
り
も
よ
り
容
易
に
認
識

せ
ら
れ
得
る
の
で
あ
り
、
立
脇
法
人
と
取
引
す
る
相
手
方
に
対
し
て
外
國
法
人
の
性
質
目
的
に
付
き
充
分
な
る
調
査
研
究
を
な
す
こ
と
を
要

求
す
る
の
は
毫
も
過
酷
叉
は
不
当
な
要
求
と
は
い
え
な
い
。
放
に
自
然
人
に
応
当
す
る
こ
の
注
則
を
以
て
直
ち
に
法
人
に
も
面
当
す
る
と
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

す
こ
と
は
そ
の
理
由
に
乏
し
い
と
の
反
対
説
が
こ
れ
で
あ
る
。
併
し
こ
れ
に
対
し
て
ラ
ー
ペ
ル
は
曰
く
『
倉
皇
取
引
に
と
っ
て
は
、
多
大
の

費
用
と
時
間
と
を
必
要
と
す
る
か
、
る
義
務
を
除
去
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
故
に
外
藩
裁
判
所
が
、
緩
和
さ
れ
な
い
英
國
の
、
叉
は
蕪
し

く
錯
雑
し
だ
米
國
の
「
能
力
外
」
の
法
規
を
避
け
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
宥
恕
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
』
と
（
エ
ハ
一
一
責
）
。

　
右
の
見
解
は
、
一
九
三
一
年
の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
改
正
州
法
に
寝
て
明
認
せ
ら
れ
だ
の
で
あ
っ
て
「
能
力
外
」
の
防
禦
方
法
は
、
外
國

法
人
の
場
合
に
も
廃
止
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
曰
く
「
本
節
の
規
定
は
州
内
に
返
て
外
國
法
人
の
爲
し
だ
る
契
約
拉
に
移
韓
及
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

州
内
に
在
る
物
的
財
産
の
外
郭
法
人
に
依
る
一
切
の
移
出
に
付
き
こ
れ
を
適
用
す
る
」
と
（
加
州
法
三
四
五
條
末
項
）
。
同
様
に
一
九
三
五
年
の
ミ

シ
ガ
ン
州
の
一
般
法
人
法
（
9
0
0
0
昌
興
巴
O
O
6
震
旦
一
〇
コ
》
9
0
団
寓
皆
ぼ
ひ
q
ρ
口
O
h
H
O
ら
。
α
）
も
、
統
一
事
業
会
杜
法
に
立
脚
し
て
、
取
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締
役
、
役
員
叉
は
株
主
以
外
の
者
、
及
び
行
爲
の
能
力
外
的
性
質
に
付
て
善
意
な
る
者
に
対
し
外
國
法
人
に
依
っ
て
「
能
力
外
」
の
抗
弁
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

爲
さ
れ
る
こ
と
を
排
斥
す
る
。

　
爾
ほ
わ
が
民
法
（
三
六
條
二
項
）
に
は
「
外
國
法
人
は
わ
が
國
に
於
て
同
種
の
日
本
法
人
と
同
一
の
権
利
能
力
を
有
す
る
と
認
め
る
」
と
の

規
定
が
あ
る
か
ら
、
米
國
法
人
が
わ
が
國
で
な
し
π
能
力
外
の
行
爲
の
心
力
に
付
て
も
、
そ
の
権
利
能
力
の
行
使
に
関
す
る
限
り
は
、
行
爲

地
法
た
る
わ
が
民
法
に
依
る
べ
き
こ
と
、
な
み
。
而
し
て
こ
の
法
理
が
法
例
三
條
二
頂
と
同
様
に
わ
が
國
の
公
序
法
規
で
あ
る
こ
と
は
嘗
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

て
述
べ
だ
如
く
で
あ
る
。
加
州
法
の
そ
れ
が
そ
の
法
理
的
根
拠
に
煽
て
、
わ
が
民
法
と
同
一
の
立
脚
地
に
立
つ
も
の
と
解
す
べ
き
や
否
や
は

術
疑
問
の
存
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
．
（
完
）

　
　
　
（
1
4
）
　
屋
匿
。
δ
閃
9
「
O
ρ
タ
］
≦
o
び
陣
δ
帥
O
ぼ
。
切
●
○
ρ
●
（
お
b
。
◎
。
）
　
ω
H
り
ζ
9
◎
。
8
堕
。
。
ω
●
芝
．
（
N
8
Q
。
ω
締
切
。
巴
。
娼
」
曽
㎝
昌
．
P

　
　
　
（
1
5
）
　
9
聲
ρ
臣
β
O
o
日
」
馨
一
ω
日
ω
…
O
ミ
凶
o
q
密
詳
U
ぎ
H
暮
O
o
目
曾
漣
O
…
即
号
①
ポ
や
H
露
P
μ
Q
。
Q
。
・

　
　
　
（
1
6
）
ぞ
乾
磐
騨
ド
O
Q
o
げ
箋
。
貧
円
お
覧
卜
⊃
悼
0
1
属
国
霧
冨
斜
い
魍
二
の
ド
℃
即
（
H
O
卜
∂
O
）
刈
Φ
O
廟
Z
遣
8
げ
凶
日
β
U
“
H
固
即
μ
⑩
H
昌
O
嚇
初
巳
鉾
弓
丙
醤
戸
一
9
之
に
反

　
　
　
　
　
対
な
る
も
の
に
、
　
客
Φ
β
ヨ
O
矯
O
び
隆
昌
“
ぎ
暑
鑑
冨
5
0
q
ω
国
。
一
嵩
O
回
国
「
ρ
皆
昌
曾
①
冒
”
蔭
Q
。
①
…
ψ
O
げ
日
犀
N
①
が
頃
国
昌
傷
2
ω
”
吋
・
H
H
㎝
い
男
P
拶
や
ρ
H
ω
N

　
　
　
（
1
7
）
　
こ
の
類
推
適
用
の
法
理
は
、
近
時
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
國
際
私
法
三
條
、
リ
ヒ
テ
ン
ス
タ
イ
ン
（
即
ρ
切
●
〉
井
卜
。
ω
㎝
娼
四
隣
①
）
ユ
ー
ゴ
ー
ス
ラ
ヴ
イ
ヤ
（
ρ
－
O
b
旨

　
　
　
　
　
ゆ
切
O
N
℃
騨
。
5
b
の
）
及
び
お
そ
ら
く
伊
太
利
に
て
も
（
U
δ
b
●
℃
鴇
O
ド
H
㊤
劇
悼
》
腎
・
H
刈
℃
曽
「
●
N
）
立
法
一
化
せ
ら
れ
た
由
で
あ
る
（
幻
9
び
Φ
㌍
娼
．
H
①
ω
ロ
●
H
Q
Q
㎝
）
o

　
　
　
（
1
8
）
　
わ
が
國
に
も
、
商
事
会
赴
の
権
利
能
力
に
鋳
て
目
的
に
依
る
制
限
を
認
め
ず
、
一
般
的
権
利
能
力
を
肯
定
せ
ん
と
す
る
有
力
な
学
説
が
あ
る
。
例
之
、
田
中
誠

　
　
　
　
　
二
博
士
「
会
肚
の
権
利
能
力
の
目
的
に
よ
る
制
限
の
否
定
論
」
一
橋
論
叢
一
八
巻
五
、
六
号
、
柚
木
惚
士
「
法
人
の
能
力
の
限
界
に
関
す
る
列
例
法
の
検
討
」
國

　
　
　
　
　
民
経
済
雑
誌
八
○
巻
三
、
四
号
二
八
頁
。

　
　
　
（
1
9
）
　
國
際
私
法
上
「
取
引
保
護
信
義
」
が
如
何
な
る
存
在
理
由
を
有
す
る
か
に
付
て
は
、
江
川
敏
授
「
和
鞍
私
法
に
於
け
る
取
引
保
護
圭
義
に
つ
い
て
」
　
1
そ
ρ
．

　
　
　
　
　
比
較
國
際
私
法
的
考
察
i
（
杉
山
敏
授
還
暦
記
念
論
理
集
に
集
録
）
な
る
論
山
久
が
あ
る
。

　
　
　
（
2
0
）
　
切
p
。
ぴ
ω
㌍
N
■
窪
ω
ピ
℃
即
（
H
O
吋
O
）
昌
一
◎
。
H
O
…
〈
幽
ゆ
鷺
・
ぎ
国
国
。
づ
び
。
お
ω
国
碧
山
9
0
F
一
ω
念
．

　
　
　
（
2
1
）
　
こ
の
法
律
蚊
に
米
國
に
於
け
る
能
力
外
理
論
か
ら
の
漸
次
離
脱
の
傾
向
に
付
て
は
，
　
ω
。
集
5
ぎ
U
δ
q
貯
㌣
＜
貯
Φ
ω
一
ヨ
。
存
続
。
犀
Φ
ロ
℃
因
・
ψ
嵩
0
箆
・

　
　
　
（
2
2
）
　
ラ
ー
べ
〃
、
　
一
⊥
ハ
三
頁
註
一
八
八
b
　
H
α
］
≦
凶
o
F
ω
§
。
ぎ
昌
・
（
H
り
ら
。
切
）
㈲
b
◎
H
●
H
H
舶
O
Φ
ロ
■
O
o
民
唱
・
諺
Q
J
℃
β
び
ド
＞
q
仲
ω
H
り
ω
切
℃
］
Z
o
　
一
〇
戯
ゆ
．
H
H
b
9
9
け
P

　
　
　
（
2
3
）
　
拙
稿
「
法
人
の
渉
外
的
活
動
」
國
民
経
済
雑
誌
七
八
谷
一
号
、

　
　
　
　
　
米
國
に
お
け
る
法
人
の
能
力
の
準
拠
法
補
論
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職
孚
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
の
歴
史

第
一
次
．
大
戦
の
実
証
的
研
究

宮

田

喜

代

藏

目

吹

一
　
意
　
　
　
　
　
図

二
　
第
一
次
大
職
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
三
つ
の
時
期

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

イ
ン
プ
レ
ー
》
ヨ
ン
の
期
間
と
類
型

職
時
イ
ン
フ
レ
：
シ
・
ン
σ
期
間

職
雫
直
後
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
期
間

復
員
時
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
期
間

示
唆
す
る
も
の

’一’一 @191　’一e一

三
　
第
二
次
大
戦
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
三
つ
の
類
型

　
（
1
）
職
後
デ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
國
（
旧
亭
償
解
禁
國
）

　
（
2
）
　
中
規
模
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
國
（
金
亭
債
切
下
國
）

　
（
3
）
　
超
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
國
（
金
亭
債
切
下
と
称
呼
園
山
切
下
國
）

　
戦
争
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
歴
皮



　
載
夢
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
歴
史

　
（
4
）
　
示
唆
す
う
も
の

四
結
　
　
　
　
　
　
語

土忌

図

　
本
稿
は
一
九
一
四
年
よ
り
一
九
二
八
年
に
至
る
時
期
に
お
け
る
細
魚
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
調
査
し
だ
結
果
見
出
さ
れ
た
、
イ
ン
フ
レ

ー
シ
ョ
ン
の
三
つ
の
期
間
と
三
つ
の
類
型
と
の
研
究
成
果
で
あ
る
。
こ
の
時
期
は
、
　
一
九
一
四
年
の
第
一
次
大
職
発
生
か
ら
、
職
後
の
経
済

復
員
の
大
体
完
了
し
π
一
九
二
八
年
に
至
る
謂
は
ば
「
第
一
次
大
壷
と
そ
の
復
員
期
」
に
わ
た
る
十
五
年
間
で
あ
る
。
そ
れ
は
英
國
に
資
本

主
義
の
成
立
し
て
か
ら
今
日
に
至
る
約
百
七
十
五
年
に
わ
た
る
経
済
発
展
の
「
第
三
段
階
」
（
一
九
一
四
年
一
一
九
五
一
年
）
の
う
ち
の
最
初

に
位
置
す
る
「
第
一
時
期
」
（
一
九
一
四
年
一
一
九
二
八
年
）
に
当
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

　
第
一
　
世
界
資
本
主
義
の
発
展
は
三
つ
の
段
階
に
区
分
さ
れ
る
。
　
（
一
）
十
八
世
紀
末
葉
か
ら
十
九
世
紀
中
葉
ま
で
の
古
典
的
資
本
譲
義

の
段
階
、
（
二
）
そ
の
後
の
高
度
資
本
主
義
の
段
階
、
（
三
）
一
九
H
四
年
の
第
一
次
大
帝
以
来
の
資
本
圭
義
の
段
階
が
こ
れ
で
あ
る
。
第
一

次
大
職
以
遠
世
界
経
済
及
び
才
知
経
済
は
構
造
変
動
を
途
げ
、
世
界
資
本
虫
義
は
す
で
に
矛
盾
を
深
め
て
宍
て
を
り
、
特
色
あ
る
一
段
階
を

劃
し
て
い
る
。
從
っ
て
其
処
に
登
価
し
だ
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
及
び
こ
れ
に
関
聯
す
る
通
貨
処
理
は
こ
の
段
階
の
特
色
、
そ
こ
で
み
ら
れ
る

矛
盾
と
関
聯
せ
し
め
る
こ
と
な
く
し
て
は
、
そ
の
生
成
と
発
展
、
そ
の
意
昧
と
性
格
、
さ
ら
に
は
そ
の
作
用
と
影
響
を
充
分
に
理
解
し
え
な

い
の
で
あ
る
。
か
く
て
こ
の
第
一
次
大
工
以
来
の
資
本
主
義
の
段
階
に
登
場
し
た
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
及
び
通
貨
処
理
の
問
題
は
、
そ
れ
以

前
の
段
階
に
現
は
れ
だ
通
貨
問
題
と
異
っ
た
性
格
に
お
い
て
独
立
に
取
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
第
二
　
こ
の
一
九
一
四
年
か
ら
一
九
五
一
年
に
い
た
る
三
十
八
連
年
問
の
資
本
古
義
の
段
階
は
、
さ
ら
に
三
つ
の
時
期
に
区
分
さ
れ
る
Q
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（
一
）
第
一
次
大
戦
と
そ
の
復
員
の
時
期
、
（
二
）
世
界
恐
慌
と
そ
の
回
復
の
時
期
、
（
三
）
第
二
次
降
職
と
そ
れ
以
後
の
時
期
で
あ
る
。
そ
し

て
本
研
究
の
直
接
に
対
象
と
す
る
時
期
は
、
第
一
時
期
だ
る
一
九
一
四
年
か
ら
一
九
二
八
年
に
至
る
「
第
一
次
大
仁
及
び
そ
の
復
員
経
済
」

の
十
五
年
間
で
あ
る
。
こ
の
第
統
時
期
に
お
け
る
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
卒
債
切
下
の
特
色
は
、
臨
時
及
び
職
後
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の

跡
仕
末
を
目
的
と
す
る
通
貨
処
理
策
と
し
て
平
償
切
下
の
行
は
れ
だ
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
は
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
跡
仕
官
と
し
て
の
安
定

的
牛
蛙
切
下
で
あ
っ
た
。
第
二
時
期
た
る
世
界
恐
慌
時
に
は
、
不
況
の
ど
ん
底
に
あ
っ
て
鮮
魚
は
金
本
位
制
か
ら
離
脱
し
て
爲
替
下
落
を
惹

起
し
、
叉
は
積
極
的
に
準
債
切
下
を
行
っ
て
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
意
識
的
に
引
き
お
こ
し
π
。
そ
れ
は
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
促
進
策
と
し

て
の
牛
偵
切
下
で
あ
っ
元
。
第
三
時
期
π
る
第
二
次
大
量
後
に
お
い
て
は
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
処
理
策
と
し
て
は
過
剰
購
買
力
の
封
鎮
叉

は
通
用
二
値
切
下
が
行
わ
れ
た
。
か
よ
う
に
本
研
究
の
取
上
げ
る
第
一
次
大
盛
期
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
及
び
通
貨
問
題
は
、
世
界
恐
慌
期

の
そ
れ
と
も
、
第
二
次
大
辛
期
の
そ
れ
と
も
区
刷
さ
れ
る
特
異
の
性
格
を
も
ち
特
殊
の
影
響
を
も
つ
も
の
と
し
て
独
立
の
研
究
対
象
を
な
す

も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
わ
同
時
期
に
お
け
る
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
三
つ
の
期
間
と
そ
こ
で
み
ら
れ
る
三
つ
の
類
型
と
を
明
ら
か
に
し
π
い
。

’一一@123　一”

二
　
第
一
次
大
戦
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
三
つ
の
期
間

　
（
1
）
　
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
期
間
と
類
型

　
第
一
次
大
職
時
代
に
於
け
る
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
、
そ
の
経
過
の
う
え
か
ら
三
つ
の
「
期
間
」
に
区
分
し
て
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

　
第
一
期
は
職
時
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
期
間
で
あ
り
、
第
二
期
は
細
事
直
後
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
期
間
で
あ
り
、
第
三
期
は
一
九
二
〇

年
の
経
済
反
動
以
後
世
界
金
本
位
制
の
回
復
に
至
る
期
間
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
第
一
次
大
旨
時
代
の
命
毛
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
、
そ
の
現
象
形
態
の
う
へ
か
ら
三
つ
の
「
類
型
」
に
分
類
し
て
整
理
す
る
こ

　
　
　
　
戦
孚
イ
ン
フ
γ
ー
シ
ョ
ン
の
歴
史



　
　
　
　
載
磐
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
歴
史

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

と
が
で
き
る
。
第
一
類
型
は
、
職
時
イ
ン
フ
レ
ー
シ
．
ン
及
び
戦
雫
直
後
イ
ン
フ
レ
ー
シ
．
ン
を
経
験
し
た
の
み
で
、
一
九
二
〇
年
の
反
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

期
以
後
再
び
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
見
な
か
っ
た
爲
め
平
債
切
下
を
行
ふ
こ
と
な
く
旧
卒
債
金
解
禁
を
実
施
し
把
國
々
で
あ
り
、
第
二
類
型

は
、
一
九
二
〇
年
の
反
動
期
以
後
再
び
中
規
模
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
惹
起
し
、
こ
れ
を
整
理
す
る
富
め
に
金
準
債
切
下
を
行
つ
だ
國
々

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

で
あ
り
、
第
三
類
型
は
、
こ
の
反
動
期
以
後
に
超
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
襲
は
れ
、
こ
れ
を
処
理
す
る
爲
め
に
金
準
慣
切
下
及
び
称
呼
債
値

切
下
を
同
時
に
併
び
実
施
し
た
三
々
で
あ
る
。
從
っ
て
こ
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
三
つ
の
類
型
は
、
前
に
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
経
過
の

う
へ
で
区
分
し
だ
三
つ
の
期
間
の
う
ち
の
第
三
期
に
於
け
る
現
象
形
態
の
相
違
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
而
か
も
そ
れ
は
叉

イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
卒
債
切
下
に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
た
か
否
か
、
及
び
そ
の
さ
い
称
呼
悪
心
切
下
を
件
つ
た
か
否
か
の
点
に
於
い
て
明
確

に
弊
別
さ
れ
る
特
殊
性
を
も
つ
て
い
る
。

　
第
一
次
大
職
時
代
に
於
け
る
戦
時
経
済
及
び
其
の
職
後
経
済
を
含
む
約
十
五
力
年
は
、
世
界
史
に
於
い
て
一
つ
の
特
定
の
時
期
を
劃
す
る

も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
歴
史
的
段
階
に
登
場
し
た
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
及
び
準
債
切
下
も
ま
た
特
殊
の
意
義
と
役
割
を
も
つ
て
い
だ
。
一
九

一
四
年
七
月
勃
発
し
セ
世
界
大
熱
は
底
力
年
牛
に
し
て
終
了
し
た
が
、
こ
の
職
工
経
済
の
残
し
π
影
響
を
清
算
し
て
謂
は
ゆ
る
経
済
復
員
を

完
了
す
る
爲
め
に
は
約
学
力
年
の
壁
貫
経
済
の
時
期
を
必
要
と
し
淀
も
の
で
あ
る
。
こ
の
事
情
は
吾
々
が
い
ま
取
扱
っ
て
い
る
貨
幣
制
の
問

題
に
就
い
て
．
最
も
顯
著
に
み
ら
れ
る
。
す
な
は
ち
一
九
一
四
年
七
月
世
界
大
戦
の
開
始
さ
れ
る
と
同
時
に
、
殆
ん
ど
す
ぺ
て
の
國
は
金
本
位

制
を
停
止
し
、
弦
に
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
起
り
う
る
門
戸
が
開
か
れ
π
。
戦
時
中
は
貨
幣
・
銀
行
制
度
を
は
じ
め
一
切
の
経
済
施
設
を
動

員
し
て
職
歴
途
行
の
目
的
の
爲
め
に
結
集
し
た
が
、
発
券
制
度
も
亦
戦
費
調
達
の
爲
め
に
利
用
さ
れ
通
貨
の
異
常
な
る
膨
脹
を
み
る
に
至
つ

セ
。
さ
て
職
孚
終
了
と
と
も
に
こ
の
職
事
経
済
の
体
制
は
再
び
準
時
経
済
体
制
に
韓
換
さ
れ
た
が
、
こ
の
経
済
復
動
員
の
軽
め
に
は
職
璽
動

員
に
要
し
π
以
上
の
長
い
期
間
を
必
要
と
し
だ
。
一
九
一
四
年
に
世
界
的
に
停
止
さ
れ
だ
金
本
位
制
が
職
後
再
び
國
際
本
位
制
と
し
て
全
面
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的
に
回
復
さ
れ
た
の
は
、
一
九
二
八
年
六
月
の
フ
ラ
ン
ス
の
金
解
禁
の
時
点
な
り
と
解
釈
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
職
後
に
於
け
る

貨
幣
制
の
復
員
の
噛
め
に
は
十
力
年
の
歳
月
を
必
要
と
し
だ
と
言
え
る
。
実
に
一
九
一
四
年
七
月
よ
り
一
九
一
八
年
十
一
月
に
至
る
四
力
年

牛
の
貨
幣
面
に
於
け
る
骨
腫
経
済
動
員
の
後
を
う
け
て
、
一
九
二
八
年
六
月
に
至
る
十
力
年
の
戦
後
経
済
復
員
の
時
期
が
続
い
て
を
る
の
で

あ
っ
て
、
吾
々
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
及
び
牛
歩
切
下
の
経
験
と
わ
主
と
し
て
こ
の
十
力
立
の
職
事
経
済
復
目
の
時
期
に
於
い
て
各
國
の
体

「
験
し
把
事
実
な
の
で
あ
る
。

　
さ
て
一
九
一
四
年
の
開
戦
よ
り
一
九
二
八
年
に
國
際
金
本
位
制
の
復
帰
さ
れ
る
に
至
る
ま
で
の
十
五
千
年
の
歴
史
的
段
階
に
於
い
て
登
場

し
π
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
事
実
は
そ
の
経
過
の
う
え
か
ら
三
つ
の
期
問
に
区
分
す
る
こ
と
が
き
る
。

　
（
2
）
職
時
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
期
間

　
第
一
期
　
一
九
一
四
年
七
月
末
世
界
大
事
の
開
始
よ
り
一
九
一
八
年
十
一
月
の
終
職
に
至
る
四
温
年
牢
の
戦
時
経
済
の
時
期
に
於
い
て
、

各
闘
に
出
現
し
た
戦
時
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
期
間
で
あ
る
。
大
戦
の
勃
発
と
同
時
に
、
交
戦
國
た
る
と
中
立
國
た
る
と
を
問
わ
す
殆
ん
ど

す
べ
て
の
昏
々
は
金
貨
発
換
を
停
止
し
、
金
自
由
輸
出
に
禁
止
的
制
限
を
加
え
た
の
で
、
鼓
に
職
事
及
び
職
後
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
可

能
な
ら
し
め
る
地
盤
が
作
ら
れ
だ
。
む
ろ
ん
金
本
位
制
の
停
止
そ
の
も
の
が
イ
ン
フ
レ
ー
シ
．
ン
を
惹
起
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
軍
に

紙
幣
発
行
に
加
え
ら
れ
て
い
た
從
来
の
制
限
を
ば
廃
止
し
て
、
イ
ソ
フ
レ
ー
シ
．
ン
の
発
生
し
う
る
π
め
の
地
盤
を
作
っ
た
に
す
ぎ
な
か
つ

だ
。
そ
し
て
こ
の
地
盤
の
う
え
に
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
現
実
化
し
セ
の
は
、
六
時
経
済
及
び
戦
後
経
済
を
営
む
爲
め
に
必
要
で
あ
っ
π
莫

大
な
費
用
を
調
達
す
る
目
的
を
も
つ
て
行
わ
れ
把
不
換
紙
幣
の
増
発
で
あ
っ
花
。
．
然
る
に
こ
の
増
加
さ
れ
た
購
買
力
に
対
立
す
る
商
ロ
叩
供
給

量
は
相
対
的
に
著
し
く
減
退
し
、
鼓
に
現
実
に
一
般
物
債
の
騰
貴
を
み
る
に
至
つ
泥
の
で
あ
る
。

　
さ
て
第
一
次
大
戦
中
に
昏
昏
の
経
験
し
だ
戦
時
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
、
職
雫
後
に
起
つ
だ
復
員
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
比
較
す
る
な
ら

　
　
　
　
戦
璽
イ
ン
フ
レ
1
シ
ョ
ン
の
歴
史
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戦
争
イ
ン
フ
レ
ー
シ
5
ン
の
歴
史

ば
な
お
比
軟
式
小
規
摸
の
も
の
で
あ
う
、
且
つ
各
國
と
も
に
大
体
同
」
程
度
の
進
展
を
示
し
て
い
た
こ
と
を
特
色
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち

　
　
終
戦
時
点
物
便
騰
貴
率
　
（
一
九
｝
三
年
を
一
と
す
）
　
　
職
時
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
時
期
に
於
け
る
物
慣
の
騰
貴
は
殆
ん
ど
す
べ
て
の
國
を

型類一天型類二曹

オノスデ．スイカロアオ

　1エン　　　　1
ラノレ　　　ギ　　メス
。ウ1マ _ナの　エデ1　　　　　　　　　リ
ダ1ンクススダ本カア

ギフフイ
　イ
リンラタ

　ラ
シ　ンリ
　ン

アドスア

型類三第

ドロハナ

　　ン1
　　　ス
イシガ　　　ト
　　リリ

ツア1ア

一
・
七
八

一
・
九
六

一
・
九
六

一
・
九
九

二
・
二
五

二
・
三
四

二
・
八
四

三
・
三
九

三
・
四
五

三
・
七
三

四
・
〇
九

三
・
九
二

五
・
八
五

三
・
七
二

二二七八四

一八’ ﾜ二
六〇八O

通
じ
て
同
一
の
割
合
を
み
せ
て
お
り
、
且
つ
．
そ
の
程
度
は
大
体
職
荊
の
水
準
に
比
し

て
二
倍
な
い
し
四
倍
の
騰
貴
π
る
に
す
ぎ
な
か
つ
π
。
い
ま
戦
孚
前
（
一
九
一
三
年
）

に
於
け
る
物
債
水
準
を
基
準
と
し
て
み
把
る
適
職
時
点
（
一
九
一
八
年
＋
一
月
）
に
お
け

る
各
國
の
．
物
債
の
騰
貴
率
は
上
衷
の
如
く
で
あ
る
。

　
い
ま
鼓
に
明
ら
か
に
し
た
職
時
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
特
色
は
、
吾
々
が
次
項
で

区
別
す
る
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
三
つ
の
類
型
の
い
つ
れ
に
就
い
て
も
一
般
的
に
安

祥
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
職
後
復
員
期
に
再
び
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
起
す
こ
と
な

く
整
理
し
た
第
一
類
型
の
丁
々
に
つ
い
て
も
、
叉
そ
の
時
期
に
最
高
百
倍
ま
で
の
物

慣
騰
貴
を
み
だ
第
二
類
型
に
於
い
て
も
、
な
ほ
そ
の
時
期
に
一
万
倍
、
百
万
倍
、
一

兆
倍
と
い
ふ
大
規
模
な
物
債
騰
貴
に
陥
っ
セ
第
三
類
型
の
団
々
に
つ
い
て
み
て
も
、

こ
の
戦
時
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
時
期
に
於
い
て
は
等
し
く
二
倍
か
ら
四
倍
の
物
債
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騰
貴
率
を
示
し
て
ゐ
π
に
す
ぎ
な
か
っ
起
の
で
あ
る
。
か
の
ド
イ
ツ
の
如
く
其
後
僅
か
五
口
唇
に
し
て
物
債
騰
貴
李
一
兆
倍
と
い
ふ
超
イ
ン

フ
レ
ー
シ
。
ン
を
見
た
國
と
錐
も
な
ほ
終
職
時
に
於
い
て
は
二
・
＝
ハ
倍
と
い
ふ
物
慣
水
準
を
保
っ
て
を
り
、
他
の
職
勝
國
の
そ
れ
と
大
差

は
な
か
つ
だ
の
で
あ
る
。
尤
も
ロ
シ
ア
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
及
び
ぞ
ン
ガ
ゾ
ー
の
み
は
例
外
で
あ
っ
て
、
ロ
シ
ア
に
は
一
九
一
七
年
二
月
及
び

同
年
十
月
と
引
続
い
て
革
命
が
起
っ
て
を
り
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
於
い
て
も
一
般
的
の
絡
職
前
に
旧
帝
國
の
崩
壌
の
事
が
あ
っ
て
、
一
九
一



、
八
年
十
一
月
の
戦
箏
絡
了
の
日
に
は
、
い
つ
れ
も
他
國
に
比
し
大
巾
の
上
州
騰
貴
が
現
は
れ
て
い
彪
。
か
か
る
特
殊
の
諸
國
を
例
外
と
す
れ

ば
、
其
他
す
べ
て
の
國
々
に
於
い
て
戦
時
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
平
鹿
の
物
債
騰
貴
で
終
っ
た
の
は
、
一
つ
は
職
時
中
各
種
の
経
済
統
制
が

，
行
は
れ
て
を
つ
た
爲
め
、
需
要
と
供
給
と
の
現
実
の
矛
盾
も
そ
の
効
果
を
外
部
に
全
面
的
に
暴
露
せ
す
に
済
ん
だ
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。

，
然
る
に
戦
孚
終
了
後
経
済
統
制
が
徹
廃
さ
れ
叉
は
緩
和
さ
れ
る
や
、
職
時
中
培
は
れ
て
い
た
根
本
的
矛
盾
が
漸
く
そ
の
効
果
を
発
揮
す
る
こ

と
と
な
り
、
経
済
政
策
に
し
て
適
切
を
欠
ぐ
に
於
い
て
は
制
御
し
え
な
い
状
態
に
陥
る
危
険
を
も
つ
て
い
π
の
で
あ
る
Q
從
っ
て
だ
と
え
職

、
時
中
大
巾
の
物
債
騰
貴
を
実
現
し
な
か
つ
忙
か
ら
と
て
、
こ
の
期
間
経
済
生
活
に
矛
盾
が
存
在
し
な
か
つ
把
と
遽
饗
し
て
は
な
ら
な
い
の
で

あ
っ
て
、
職
時
中
に
重
積
さ
れ
把
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
原
因
も
、
統
制
に
よ
っ
て
そ
の
顯
現
す
る
こ
と
が
抑
圧
さ
れ
て
ゐ
把
場
合
に
於

い
て
は
、
戦
争
終
了
後
統
制
が
徹
廃
さ
れ
重
日
、
そ
の
作
用
を
発
揮
す
る
こ
と
を
看
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
（
3
）
　
終
職
直
後
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
期
間

　
第
二
期
　
　
一
九
一
八
年
十
一
月
世
界
大
野
の
終
了
よ
り
一
九
二
〇
年
春
（
亙
れ
把
國
で
は
秋
）
の
財
界
の
反
動
期
に
至
る
一
力
年
牛
の
戦

孚
直
後
に
零
墨
の
経
験
し
だ
終
職
直
後
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
こ
の
期
間
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
特
色
と
し
て
繋
げ
ら
れ
る
こ
と

は
そ
れ
が
第
↓
期
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
同
様
に
殆
ん
ど
す
べ
て
の
國
に
起
つ
把
こ
と
、
且
つ
そ
れ
ら
の
昏
々
に
於
い
て
ほ
ぼ
同
一
の
長

さ
の
期
間
だ
け
経
過
し
て
終
了
し
て
み
る
こ
と
で
あ
る
Q
な
ほ
そ
の
期
間
中
に
実
現
し
羊
飼
債
騰
貴
の
割
合
に
つ
い
て
み
る
に
、
各
國
の
物

，
領
騰
貴
率
の
間
に
可
な
り
の
相
違
が
あ
っ
把
。
殊
に
一
九
二
〇
年
以
後
超
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
惹
起
し
た
第
三
類
型
の
國
々
に
お
い
て
は
、

こ
の
時
期
に
お
い
て
既
に
可
な
り
の
規
模
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
経
験
し
て
い
る
Q

　
職
争
の
終
了
と
同
時
に
交
戦
各
國
は
直
ち
に
從
来
の
職
時
経
済
体
制
を
準
時
経
済
体
制
に
切
替
へ
る
経
済
移
換
工
作
に
着
手
し
だ
。
戦
時

中
軍
需
品
の
生
産
に
從
下
し
て
み
だ
多
く
の
産
業
部
門
は
い
ま
や
民
需
品
の
生
産
の
爲
め
に
韓
換
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
把
が
、
こ
う
し
π
産

　
　
　
　
戦
箏
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
歴
史
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載
争
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
歴
史

業
の
再
配
置
の
実
現
さ
れ
る
期
間
に
於
い
て
は
、
需
要
は
俄
か
に
増
加
す
る
に
拘
ら
す
こ
れ
を
充
た
す
供
給
は
未
だ
こ
れ
に
鷹
じ
て
増
加
し

　
　
・
職
時
及
び
終
職
直
後
の
物
償
騰
貴
率
（
一
九
一
三
年
遼
一
と
す
）
　
國
え
な
い
と
い
ふ
状
態
を
経
過
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
て
職
争
直

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
後
の
短
い
過
波
経
済
の
時
期
に
経
済
轄
換
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
（
謂
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ば
合
掌
二
字
国
。
覧
曽
o
o
目
①
暮
び
o
o
B
）
が
各
國
共
通
の
出
来
事
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
経
験
さ
れ
た
。
然
る
に
こ
の
経
済
韓
換
の
π
め
の
景
氣
は
一
ヵ
年
牛
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
し
ニ
カ
年
継
続
し
だ
の
ち
、
そ
の
反
動
と
し
て
不
況
に
准
じ
π
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
っ
て
、
早
く
も
一
九
二
〇
年
春
に
は
一
般
物
債
の
下
落
が
各
國
を
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
舞
つ
セ
も
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
は
終
戦
後
逸
早
《
独
り
金
本
位
制
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
復
帰
し
（
一
九
一
九
年
六
月
五
日
金
解
禁
）
金
融
統
制
に
着
手
し
た
爲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
、
こ
こ
に
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
昂
進
の
傾
向
は
抑
制
さ
れ
た
。
こ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
た
ア
メ
リ
カ
に
於
け
る
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
抑
制
の
影
響
は
國
際
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
波
及
し
、
こ
れ
を
機
会
に
一
九
二
〇
年
三
月
ご
ろ
よ
り
経
済
的
反
落

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
世
界
的
規
模
に
於
い
て
進
展
し
忙
も
の
で
あ
る
。
や
や
渥
れ
て
こ
の

影
響
を
う
け
泥
フ
ラ
ン
ス
の
如
き
も
、
同
年
十
一
月
を
頂
上
と
し
て
物
債
水
準
の
反
落
を
み
せ
る
に
至
っ
た
。
こ
の
国
事
直
後
の
轄
換
イ
ン

フ
レ
ー
シ
・
ン
は
殆
ん
ど
世
界
各
國
に
於
い
て
一
様
に
目
撃
さ
れ
π
事
実
で
あ
を
と
と
も
に
、
一
九
二
〇
年
に
遭
遇
し
た
そ
の
反
動
も
ま
π
’

各
國
の
斉
し
く
経
験
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
職
月
後
既
に
可
な
り
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
昂
進
し
つ
つ
あ
っ
π
第
三
類
型
に
属
す
る
倒
と

錐
も
《
な
お
或
る
程
度
ま
で
こ
の
國
際
的
反
動
の
影
響
を
蒙
っ
て
い
紅
の
で
あ
る
。

1
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然
ら
ば
こ
の
職
孚
直
後
の
一
力
年
牛
の
時
期
に
経
験
し
だ
物
慣
水
準
の
騰
貴
の
割
合
は
い
か
な
る
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

絡
職
時
点
溜
る
一
九
一
八
年
十
一
月
の
物
債
水
準
と
比
較
し
て
、
反
動
期
ま
で
に
上
騰
し
た
程
度
に
大
体
前
頁
の
表
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
於
て
は
各
國
の
物
債
騰
貴
率
の
問
に
可
な
り
の
開
き
が
生
じ
て

い
る
。
即
ち
第
三
類
型
に
属
す
る
敗
戦
の
憂
目
を
み
せ
た
國
々
及
び
革
命
に
よ
っ
て
経
済
界
の
動
揺
を
生
じ
た
面
々
に
於
い
て
は
、
こ
の
期

間
に
あ
っ
て
既
に
相
当
め
程
度
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
第
一
類
型
、
第
二
類
型
の
時
々
に
就

い
て
は
未
だ
大
規
模
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
遭
遇
す
る
に
至
ら
毒
し
て
、
早
く
も
反
動
を
み
せ
だ
わ
け
で
あ
る
。

　
（
4
・
）
　
復
員
時
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
期
間

　
第
三
期
　
多
く
の
心
々
は
一
九
二
〇
年
の
反
動
期
以
後
に
於
い
て
再
び
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
見
舞
わ
れ
π
。
終
職
直
後
の
韓
換
イ
ン
フ

レ
ー
シ
ョ
ン
の
時
期
を
経
過
し
把
の
ち
、
一
九
二
〇
年
各
國
は
一
度
反
動
的
デ
ク
レ
ー
シ
．
ン
を
体
験
し
た
の
で
あ
る
が
、
其
後
一
両
年
叉

は
数
年
の
の
ち
再
び
イ
ン
ブ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
遭
ふ
こ
と
と
な
っ
た
多
く
の
喜
々
を
み
る
の
で
あ
る
。
一
九
二
〇
年
の
春
か
ら
秋
に
か
け
て
世

界
各
回
を
一
斉
に
襲
つ
π
経
済
反
動
は
、
其
後
両
三
年
夏
し
て
次
第
に
安
定
さ
れ
、
一
九
二
二
年
の
末
よ
り
景
氣
は
世
界
的
に
回
復
の
緒
に

つ
い
た
。
然
る
に
そ
の
後
に
於
け
る
各
國
の
一
般
物
，
債
の
動
向
は
各
國
の
特
殊
事
情
の
白
め
に
そ
れ
ぞ
れ
異
な
れ
る
趨
勢
を
示
し
て
み
る
。

面
し
て
こ
の
第
三
期
に
於
け
る
世
界
各
界
の
貨
幣
情
勢
は
、
吾
々
の
当
面
し
て
み
る
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
の
関
聯
に
於
い
て
、
裁
然
区
別

さ
れ
る
三
つ
の
類
型
に
分
類
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
曾
っ
て
の
戦
時
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
時
期
に
就
い
て
み
る
と
き
、
殆
ん
ど
す
べ
て
の
國

々
の
物
償
騰
貴
は
そ
の
性
格
に
於
い
て
も
そ
の
程
度
に
於
い
て
も
大
体
差
異
が
な
か
っ
た
し
、
ま
陀
職
璽
直
後
の
韓
換
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン

と
錐
も
大
多
数
の
國
々
の
物
償
騰
貴
の
趨
勢
は
だ
い
だ
い
軌
を
一
に
し
て
み
だ
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
こ
の
第
三
期
に
入
る
や
、
各
國

の
一
般
物
債
の
趨
勢
は
各
國
の
特
殊
の
事
情
を
反
映
し
て
そ
れ
ぞ
れ
著
し
く
異
な
れ
る
動
き
を
示
す
に
至
り
、
鑑
に
そ
の
性
格
の
う
へ
で
献
、

　
　
　
　
載
孚
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
歴
史

一　129　一



　
　
　
　
戦
争
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
歴
皮

そ
の
程
度
の
点
で
も
明
確
に
辮
別
さ
れ
う
る
三
つ
の
類
型
を
呈
示
す
る
こ
と
と
な
つ
π
の
で
あ
る
。
而
か
も
こ
れ
ら
三
つ
の
類
型
の
近
々
は
、

そ
の
イ
ン
プ
レ
ー
・
シ
、
ヨ
ン
を
整
理
し
て
金
本
位
制
に
復
帰
す
る
に
当
っ
て
探
る
本
位
政
策
に
於
い
・
て
も
異
な
れ
る
工
作
を
必
要
乏
す
る
に
至

り
、
從
っ
て
こ
の
本
位
政
策
の
影
響
も
亦
そ
れ
ぞ
れ
異
っ
て
い
る
コ

　
（
5
）
示
唆
す
る
も
の

　
吾
々
は
こ
れ
ら
三
つ
の
期
間
に
於
け
る
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
め
経
過
を
通
覧
す
る
と
き
、
次
ぎ
の
如
き
示
唆
を
受
け
る
。
第
一
は
、
吾
々

が
第
一
次
大
壷
に
結
び
つ
い
て
屡
々
聞
く
．
と
こ
ろ
の
職
事
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
、
第
三
期
の
復
員
経
済
の
時
期
に
発
生
せ
る
も
の
で
あ
る

と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
Q
職
孚
時
極
力
延
応
に
起
つ
π
職
時
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
期
間
に
於
い
て
は
僅
か
に
二
倍
な
い
し
四
倍
の
物
慣
騰
貴

を
み
た
に
す
ぎ
す
、
ま
だ
職
孚
直
後
の
韓
換
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
間
に
於
い
て
も
大
巾
の
物
債
騰
貴
を
み
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
吾
々

が
前
の
世
界
大
才
と
結
び
つ
い
て
問
題
乏
し
て
る
る
か
の
フ
ラ
ン
ス
、
ベ
ル
ギ
ー
、
イ
タ
リ
ア
等
の
戦
後
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
並
び
に
ド

イ
ツ
、
ロ
シ
ア
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
等
の
超
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
実
例
は
、
す
べ
て
一
九
二
〇
年
の
反
動
期
以
後
に
本
格
化
し
た
復
員
経
済

の
時
期
に
起
つ
だ
も
の
で
あ
る
。
蜀
魂
中
統
制
の
力
に
よ
っ
て
よ
く
丁
重
の
著
し
い
騰
貴
を
抑
へ
え
だ
國
々
が
、
職
事
の
復
員
経
済
の
十
力

年
に
垂
ん
と
す
る
期
間
に
於
い
て
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
抑
制
に
失
敗
し
て
、
或
は
中
規
模
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
惹
起
し
、
或
ひ
は
超

イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
惨
害
を
蒙
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
眞
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
危
険
は
、
職
時
中
に
発
現
す
る
も

の
の
う
ち
に
存
し
た
の
で
は
な
く
、
ま
だ
職
孚
直
後
の
韓
換
イ
ン
フ
ツ
ー
シ
ョ
ン
の
間
に
現
は
れ
泥
も
の
で
も
な
い
。
－
そ
れ
は
む
し
ろ
職
争

直
後
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
経
過
し
π
後
ち
、
可
な
り
長
期
間
に
四
っ
て
実
行
さ
れ
る
本
格
的
な
る
経
済
復
員
の
期
問
の
う
ち
に
こ
そ
発

生
す
る
可
能
性
が
含
ま
れ
で
い
セ
の
で
あ
る
。
わ
け
て
も
こ
の
職
後
の
復
員
時
代
に
完
心
す
べ
き
復
興
事
業
及
び
賠
償
問
題
よ
り
生
す
る
國

家
財
政
の
不
均
衡
こ
そ
、
超
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
禍
根
を
な
し
だ
も
の
で
あ
る
。
す
な
は
ち
職
後
経
済
に
課
せ
ら
れ
だ
経
済
復
員
の
大
任
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の
う
ち
で
も
、
各
交
点
國
が
自
國
の
蒙
っ
た
戦
雫
災
害
を
復
興
す
る
青
め
の
且
額
の
費
用
と
、
そ
の
う
へ
敗
載
國
と
し
て
相
手
國
の
職
璽
犠

牲
を
も
賠
償
す
る
た
め
に
荷
ふ
べ
き
莫
大
な
る
負
担
と
は
、
戦
後
に
於
け
る
國
家
財
政
の
う
へ
に
最
も
重
い
圧
力
と
し
て
作
用
し
、
こ
の
第

三
期
に
於
け
る
復
員
時
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
最
も
重
要
な
根
源
を
な
し
て
み
る
。

　
第
二
に
、
こ
れ
ら
三
つ
の
時
期
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
経
過
を
通
偏
す
る
と
き
、
六
時
及
び
戦
後
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
錐
も
、
必

丸
し
も
上
昇
の
一
途
を
辿
っ
て
一
直
線
に
発
展
し
て
ゆ
く
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。
職
時
中
昂
進
し
続
け
て
来
π
イ
ン
フ
レ
ー

シ
ョ
ン
は
、
出
職
と
と
も
に
暫
く
停
止
し
だ
が
、
さ
ら
に
韓
換
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
上
昇
す
る
に
至
っ
た
。
し
か
し
こ
の
言
換
景
氣

も
亦
一
力
年
払
な
い
し
ニ
強
腰
に
し
て
反
落
期
“
入
り
、
物
慣
下
落
を
み
せ
π
。
而
し
て
職
後
本
格
的
盆
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
経
験
し
だ

面
々
は
、
こ
の
一
九
二
〇
年
に
於
け
る
反
落
期
を
経
過
し
π
の
ち
両
三
酷
な
ら
す
し
て
再
び
物
債
上
昇
の
趨
勢
に
韓
じ
π
も
の
で
あ
る
。
か

く
の
如
く
第
一
次
大
戦
に
結
び
つ
い
て
語
ら
れ
る
謂
は
ゆ
る
戦
争
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
錐
も
、
そ
の
経
過
の
う
ち
に
於
い
て
一
蓬
一
退
の

動
き
を
み
せ
つ
つ
、
趨
勢
的
に
上
昇
し
て
来
π
の
で
あ
る
。
吾
々
は
可
な
り
長
期
に
亘
る
復
員
経
済
の
期
間
に
於
け
る
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン

の
一
上
一
下
の
動
き
を
考
察
す
る
と
と
も
に
、
か
か
る
短
期
の
変
動
を
貰
い
て
実
現
さ
れ
て
ゆ
く
、
長
期
に
亘
る
大
局
的
な
る
物
病
水
準
の

動
き
を
も
注
目
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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三
　
第
一
次
大
戦
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
三
つ
の
類
型

　
第
一
次
大
玉
中
及
び
心
後
の
十
五
力
年
（
一
九
一
四
年
よ
り
一
九
二
八
年
に
至
る
）
を
通
じ
て
各
國
を
襲
つ
π
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

そ
の
現
象
す
る
態
様
の
い
か
ん
に
よ
っ
て
三
つ
の
類
型
に
分
類
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
類
型
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
区
別

さ
れ
る
表
面
的
な
標
識
は
、
ま
つ
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
進
展
状
態
の
い
か
ん
或
は
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
規
模
の
大
小
で
あ
る
。
し
か
し

　
　
　
　
戦
箏
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
歴
史



　
　
　
　
…
載
璽
イ
ン
フ
レ
璽
シ
ョ
ン
の
歴
史

こ
う
し
π
一
般
物
債
の
、
騰
貴
率
の
大
小
い
か
ん
わ
、
ひ
い
て
わ
こ
れ
を
整
理
す
る
爲
め
に
採
用
す
る
貨
幣
工
作
を
も
制
約
す
る
こ
と
と
な
り
、

鼓
に
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
続
い
て
準
債
切
下
が
準
用
さ
れ
る
か
否
か
の
区
別
が
生
れ
、
さ
ら
に
進
ん
で
牛
償
切
下
工
作
と
同
時
に
貨
幣
軍

位
の
称
呼
債
値
切
下
が
随
伴
し
て
行
わ
れ
把
か
否
か
の
相
違
を
生
す
る
こ
と
と
な
つ
π
。
．
從
っ
て
吾
々
は
こ
れ
ら
三
つ
の
類
型
の
イ
ン
フ
レ

ー
シ
ョ
ン
を
区
別
し
て
、
そ
の
特
質
を
吟
昧
し
て
ゆ
か
う
。

　
（
1
）
戦
後
デ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
國
（
旧
年
便
解
禁
國
）

　
第
一
類
型
　
一
九
二
〇
年
の
経
済
反
動
期
以
後
バ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
再
発
を
抑
制
す
る
こ
と
が
で
き
、
從
っ
て
職
前
の
旧
亭
偵
に
て
金

本
位
制
に
復
帰
し
だ
國
々
で
あ
る
。
こ
の
第
一
類
型
に
属
す
る
國
々
も
、
第
一
期
の
職
時
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
及
び
第
二
期
の
終
職
直
後
イ

ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
経
験
し
π
こ
と
わ
、
第
二
、
第
三
類
型
に
属
す
る
再
々
と
何
等
異
な
る
と
こ
ろ
わ
な
い
。
然
る
に
一
九
二
〇
年
の
反
動

　
　
　
　
　
　
旧
土
着
解
禁
国
　
一
　
聾
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
期
に
一
般
物
債
の
反
落
を
み
だ
の
ち
そ
の
ま
ま
物
債
水
準
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
低
落
を
継
続
し
て
安
定
せ
し
め
、
再
び
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
惹
起
す
る
こ
と
を
抑
制
し
え
だ
爲
に
、
二
一
の
旧
卒
償
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
金
本
位
制
を
回
復
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
点
に
於
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
他
の
二
つ
の
類
型
か
ら
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ま
こ
の
類
型
に
属
す
る
三
々
と
、
そ
れ
が
金
本
位
制
を

國
　
　
　
匁

一
金
本
位
停
止
期
日

金
本
位
復
帰
期
日

ア
　
　
メ
　
　
リ
　
　
カ

一
九
一
七
年
九
月
七
日

一
九
一
九
年
六
月
五
日

ス
　
エ
　
一
　
デ
　
ン

開
載
直
後

一
九
二
四
年
四
月
一
日

イ
　
　
ギ
　
　
リ
　
　
ス

一
九
一
九
年
四
月
一
日

一
九
二
五
年
四
月
二
十
八
日

オ
　
　
ラ
　
　
7
　
ダ

一
九
一
四
年
三
月
三
日

一
九
二
五
年
四
月
二
十
八
日

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

一
九
一
五
年
七
月
＋
四
日

一
九
二
五
年
四
月
二
十
八
日

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

開
載
直
後

一
九
二
五
年
四
月
二
十
九
日

カ
　
　
　
ナ
　
　
　
ダ

開
戦
直
後

一
九
二
六
年
七
月
一
日
　
　
　
　
　
●

デ
　
ン
　
マ
　
一
　
ク

一
九
一
四
年
八
月
二
日

一
九
二
六
年
七
月
一
日

ア
ル
ゼ
　
ン
　
チ
　
ン

一
九
一
四
年
九
月
三
＋
日

一
九
二
七
年
一
月
一
日

ノ
ー
〃
ウ
　
エ
　
一

一
九
一
四
年
四
月
四
日

一
九
二
八
年
五
月
一
日

ス
　
　
　
イ
　
　
　
ス

一
九
一
五
月
七
月
＋
六

一
九
二
八
月
八
月
一
日

日
　
　
　
　
　
　
本

一
九
一
七
年
九
月
十
二
日

一
九
三
〇
年
一
月
十
一
日

停
止
し
だ
期
日
及
び
金
本
位
制
え
復
帰
し
だ
期
日
と
を
示
せ

ば
上
表
の
如
く
で
あ
る
。

　
こ
の
表
か
ら
読
み
と
り
う
る
よ
う
に
、
こ
の
第
一
類
型
に
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属
す
る
國
々
は
世
界
適
職
中
、
中
立
を
維
持
し
て
い
た
國
々
及
び
変
戦
野
の
う
ち
で
は
経
済
力
の
大
へ
1
5
る
國
々
叉
は
そ
の
属
国
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
國
々
は
職
時
イ
ン
フ
レ
　
、
ー
シ
ョ
ン
時
代
に
於
い
て
は
、
大
体
戦
前
の
三
倍
の
物
債
水
準
に
昇
っ
た
に
す
ぎ
な
か
つ
だ
ゆ
そ
し
て
一

九
二
〇
年
の
物
慣
反
落
を
機
会
と
し
て
國
内
経
済
の
整
理
を
敢
行
し
、
再
び
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
下
弓
す
る
こ
と
を
避
け
る
こ
と
が
出
來

た
。
そ
の
爲
め
こ
れ
ら
の
寸
々
が
金
解
禁
を
行
つ
だ
当
時
に
於
け
る
物
慣
水
準
は
、
次
ぎ
の
表
に
示
す
如
く
す
べ
て
の
國
を
通
じ
て
大
体
職

前
に
比
し
て
五
割
高
の
程
度
に
安
定
せ
し
め
ら
れ
て
い
た
，
　
（
一
四
五
頁
参
照
）

　
金
解
禁
時
点
の
物
便
水
準
（
一
九
一
三
年
を
一
と
す
）
　
　
ア
メ
リ
カ
の
如
く
絡
戦
直
後
僅
か
七
ヶ
月
に
し
て
率
先
し
て
金
解
禁
を
断
行
し
π
國

　　

?
E
名
「
　
「
金
解
禁
期
・
・
に
於
い
て
は
・
物
慣
水
準
は
秀
充
分
辰
落
を
み
せ
て
い
な
か
つ
π
が
・
蓋
の
國

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
々
は
反
動
期
以
束
五
年
な
い
し
七
年
に
亘
る
整
理
期
を
経
て
、
一
般
物
慣
水
準
を
職
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
五
割
高
の
水
準
に
ま
で
引
下
げ
だ
う
へ
旧
平
債
に
て
金
解
禁
を
実
行
し
だ
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
る
。
こ
れ
ら
の
國
は
そ
の
一
般
物
債
を
か
か
る
低
位
の
水
準
に
ま
で
引
下
げ
る
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
出
宍
だ
れ
ば
こ
そ
㍉
金
本
位
制
に
復
帰
す
る
に
当
っ
て
職
前
の
金
竿
慣
を
再
び
探
り
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
る
こ
と
が
出
職
把
の
で
あ
っ
弛
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
よ
う
に
こ
の
第
一
類
型
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
特
色
は
、
第
一
期
第
二
期
を
通

じ
て
大
体
職
前
の
水
準
の
二
倍
の
高
さ
ま
で
上
昇
し
て
い
π
一
般
物
債
を
ば
、
一
九
二
〇
年
の
反
動
期
以
後
漸
次
整
理
し
て
ゆ
き
、
五
年
な

い
し
七
年
の
間
に
漸
く
職
前
の
五
割
高
の
水
準
に
安
定
せ
し
め
え
陀
爲
め
、
よ
く
旧
準
債
に
す
る
金
解
禁
を
行
い
え
だ
こ
と
に
存
し
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
事
の
弾
め
に
こ
れ
ら
の
諸
点
は
一
九
二
〇
年
の
反
動
期
以
後
の
数
ヶ
年
間
整
理
工
作
に
よ
る
経
済
不
況
に
悩
ま
さ
れ
π
と
と
も

に
、
な
お
金
本
位
制
に
復
帰
し
把
以
後
に
於
い
て
も
國
出
物
慣
と
世
界
物
便
と
の
矛
盾
の
爲
め
に
重
圧
を
う
け
ざ
る
を
え
な
か
つ
だ
の
で
あ

　
　
　
　
戦
争
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
歴
東

アイ　ォス　ノ　カ　ス　日　オデ
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戦
争
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
歴
由
伽

る
。
す
な
わ
ち
こ
の
類
型
に
属
す
る
國
々
は
、
ア
メ
リ
カ
を
除
け
ば
一
九
二
〇
年
に
続
く
十
早
年
の
世
界
的
な
る
戦
後
経
済
復
員
期
に
於
い

て
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
起
さ
な
か
っ
た
の
み
で
は
な
く
む
し
ろ
デ
フ
レ
ー
弘
．
ン
を
体
験
し
た
こ
と
に
於
い
て
、
他
の
二
つ
の
類
型
の

垂
々
か
ら
区
別
さ
れ
る
特
殊
性
を
も
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。
吾
々
が
こ
れ
ら
の
一
群
の
早
々
を
「
職
後
デ
フ
レ
ー
シ
．
ソ
國
」
と
し
て
特
色

づ
け
て
表
示
し
て
い
る
所
以
は
鼓
に
あ
る
。
こ
の
間
に
あ
っ
て
ア
メ
リ
カ
は
（
一
九
二
四
年
以
来
）
平
な
る
信
用
統
制
に
よ
っ
て
一
般
物
慣
水
準

を
職
方
の
五
割
高
の
水
準
に
安
定
す
る
こ
と
が
で
き
て
、
謂
わ
ゆ
る
「
永
久
の
繁
栄
」
を
実
現
し
て
い
た
。
こ
れ
に
反
し
イ
ギ
リ
ス
の
如
き

は
、
反
動
期
以
後
物
債
低
落
と
爲
替
上
騰
に
よ
っ
て
産
業
界
は
重
圧
を
う
け
て
宋
だ
が
、
一
九
二
五
年
の
金
解
禁
の
翌
年
に
は
遽
に
厚
内
産

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

業
も
海
外
貿
易
も
甚
し
い
不
況
に
階
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
こ
の
関
係
に
於
い
て
看
過
し
え
な
い
事
情
は
、
こ
れ
ら
の
諸
國
は
か

く
の
如
く
に
物
債
水
準
を
引
下
げ
て
金
解
禁
を
行
つ
π
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
す
な
お
こ
の
物
事
水
準
は
戦
前
に
比
し
て
五
割

高
の
地
位
を
占
め
て
お
り
、
且
っ
て
第
二
、
第
三
類
型
の
挙
証
切
下
を
実
行
し
だ
國
々
か
ら
圧
迫
を
う
け
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
第
二
、
第
三
類
型
の
昏
々
は
、
第
一
類
型
の
國
々
に
比
し
て
蓬
か
に
高
い
物
償
水
準
を
み
せ
て
は
い
だ
が
、
し
か
し
こ
れ
ら
の
國

國
は
そ
の
物
債
騰
貴
の
割
合
に
対
呈
し
て
金
上
債
を
切
下
げ
、
從
っ
て
爲
替
相
場
を
引
下
げ
る
こ
と
が
で
き
だ
爲
め
に
、
そ
の
國
内
に
於
け

る
物
債
高
は
爲
替
安
に
よ
っ
て
相
殺
さ
れ
だ
。
從
っ
て
第
一
類
型
の
面
々
が
そ
の
物
債
水
準
を
引
下
げ
π
と
は
い
え
な
お
職
前
の
五
割
高
の

水
準
を
占
め
て
い
だ
限
り
、
準
債
切
下
金
解
禁
國
か
ら
の
重
圧
を
う
け
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
で
第
一
類
型
の
國
々
は
、
一

方
で
は
國
追
物
債
の
低
落
の
爲
に
デ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
苦
悩
を
嘗
め
な
が
ら
、
他
方
そ
れ
に
も
拘
ら
す
國
際
貿
易
の
う
え
で
わ
卒
債
切
下
國

か
ら
爲
替
高
に
よ
る
重
圧
を
う
け
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
一
九
二
九
年
以
東
の
世
界
恐
慌
の
進
展
す
る
や
、
そ
の
深
刻
な
る
影
響
を
う
け

る
こ
と
の
最
も
早
期
で
且
つ
最
も
大
き
か
つ
だ
の
わ
こ
の
第
一
類
型
に
属
す
る
心
々
で
あ
っ
て
、
こ
の
恐
慌
期
に
逸
早
く
金
本
位
制
か
ら
離

脱
す
る
か
（
英
國
及
び
日
本
）
或
い
わ
積
極
的
に
卒
園
切
下
を
断
行
し
て
（
米
糠
）
も
っ
て
爲
替
相
場
を
引
下
げ
、
物
償
水
準
を
引
上
げ
て
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経
済
不
況
を
打
開
す
る
た
め
の
通
貨
措
置
を
探
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
π
の
で
あ
る
。

　
　
（
註
）
　
拙
稿
「
マ
〃
ミ
ラ
ン
報
告
に
現
わ
れ
た
李
債
切
下
論
」
商
業
経
済
論
叢
昭
和
七
年
十
月

　
（
2
）
　
中
規
模
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
國
　
（
金
牢
便
切
下
國
）

　
第
二
類
型
　
一
九
二
〇
年
の
反
落
後
の
第
三
期
に
於
い
て
、
再
び
中
規
模
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
惹
起
し
た
爲
め
、
そ
の
貨
幣
慣
値
下

落
の
程
度
に
癒
じ
中
規
模
の
準
債
切
下
を
行
っ
て
金
本
位
制
に
復
帰
し
だ
國
々
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
第
一
期
の
職
時
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
及

び
第
二
期
の
華
華
直
後
イ
ン
フ
レ
ー
シ
。
ン
を
経
過
し
た
後
ち
、
一
九
二
〇
年
の
経
済
反
落
期
に
わ
外
債
水
準
の
低
落
を
み
せ
π
が
、
し
か

も
其
後
再
び
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
誘
発
し
だ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
第
二
類
型
に
属
す
る
國
々
に
就
い
て
み
る
に
、
第
一
期
、
第
二
期
の
イ

ン
フ
レ
ー
シ
。
ン
の
経
過
及
び
程
度
に
於
い
て
わ
事
情
を
等
し
う
す
る
も
の
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
第
三
期
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
わ
そ
の

原
因
も
異
な
り
、
そ
の
起
つ
π
時
期
、
進
展
経
過
及
び
物
思
騰
貴
の
程
度
も
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
セ
。
ま
だ
こ
の
類
型
に
属
す
る
章
々
の

経
験
し
た
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
進
行
程
度
は
、
第
一
類
型
の
も
の
よ
り
は
、
大
巾
の
も
の
が
多
が
つ
た
が
、
し
か
し
第
三
類
型
の
揚
合
に

比
較
す
れ
ば
な
ほ
緩
慢
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
金
本
位
制
に
復
帰
す
る
に
当
っ
て
探
つ
だ
態
度
を
み
る
に
、
第
一
類
型
の
國
々
が
旧
亭
慣
解

禁
を
行
っ
π
の
に
対
し
て
、
第
二
類
型
の
渋
々
は
李
債
切
下
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
ま
た
他
方
第
三
類
の
野
々
が
大
巾
の
卒

債
切
下
を
行
っ
た
の
に
対
し
て
、
第
二
類
型
の
國
々
は
中
巾
の
準
準
切
下
を
行
つ
π
わ
け
で
あ
る
。
な
お
こ
の
第
二
類
型
の
聖
子
の
行
っ
た

李
債
切
下
わ
そ
の
程
度
が
中
規
模
で
あ
っ
た
の
み
で
な
く
、
準
慣
切
下
の
技
術
的
方
法
と
し
て
も
畢
に
金
甲
債
切
下
の
工
作
を
行
つ
π
の
み

で
、
貨
幣
軍
位
の
称
呼
慣
値
切
下
を
伜
わ
な
か
っ
た
点
に
於
い
て
第
三
類
型
と
区
別
さ
れ
る
。
．
い
ま
こ
の
類
型
に
属
す
る
國
の
代
表
的
な
も

の
の
粉
慣
騰
貴
率
（
一
九
一
三
年
を
一
と
す
）
、
　
李
債
切
下
恋
†
及
び
金
解
禁
の
行
わ
れ
た
時
点
を
金
解
禁
の
年
代
の
順
に
み
れ
ば
、
次
の
如
く
で

あ
る
。
　
（
一
四
五
頁
参
照
）

　
　
　
　
戦
璽
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
歴
良
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載
孚
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
歴
皮

　
　
　
　
　
平
首
切
下
の
程
慶
と
時
期
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
）
　
拙
著
「
亭
債
切
下
論
」
七
三
頁
以
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
第
二
類
型
の
四
々
は
、
三
時
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
期
間
に
、
戦
前
の
水
準
に
比
し
て
四
倍
程
度
の
物
慣
騰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
貴
を
惹
起
し
て
い
．
た
。
こ
の
点
に
於
い
て
第
一
類
型
の
國

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
々
が
概
し
て
言
前
の
二
倍
程
度
の
物
償
騰
貴
に
す
ぎ
な
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
た
の
に
対
し
て
、
既
に
そ
れ
．
の
二
倍
の
高
位
を
示
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
た
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
ρ
．
而
し
て
職
孚
直
後
の
韓
換
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ン
フ
レ
ー
シ
。
ン
の
期
間
に
は
、
こ
の
第
二
類
型
の
國
々

の
物
慣
昂
騰
率
は
す
で
に
職
前
の
六
倍
な
い
し
十
六
倍
へ
上
騰
し
、
第
一
類
型
の
そ
れ
が
丹
前
の
三
倍
以
内
に
止
っ
て
い
柁
の
に
対
照
さ
れ

る
。
し
か
し
一
九
二
〇
年
の
反
動
期
に
は
こ
の
第
二
類
型
の
國
々
も
亦
一
度
物
理
の
反
落
を
み
せ
元
も
め
で
あ
っ
た
が
、
彼
等
は
其
後
の
復

員
経
済
の
期
間
に
於
い
て
再
び
新
ら
し
く
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
誘
致
し
た
も
の
で
あ
る
。
而
か
も
多
く
の
國
々
で
は
こ
の
復
員
イ
ン
フ
レ

ー
シ
．
ン
の
期
間
中
に
一
九
二
〇
年
の
反
動
夢
前
に
到
達
し
て
い
た
一
般
物
慣
水
準
よ
り
も
さ
ら
し
高
い
水
準
に
昂
進
し
て
い
だ
も
の
で
あ

る
。
そ
の
爲
．
め
こ
の
高
い
物
傾
水
準
を
上
前
の
水
準
ま
で
引
下
げ
て
安
定
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
b
、
途
に
イ
ン
ブ
レ
ー
シ
．
ン
に
よ
っ
て

現
実
に
到
達
し
た
一
般
物
債
な
い
し
遷
替
相
揚
の
水
準
ゼ
承
認
し
、
爲
替
相
場
の
下
落
卒
を
基
準
と
し
て
法
定
金
準
債
を
改
訂
し
、
こ
の
新

直
黒
を
も
つ
て
金
解
禁
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
い
ま
こ
の
第
二
類
型
に
は
職
・
勝
國
の
一
部
と
職
敗
國
の
一
部
の
も
の
が
属
し
て
い
る
。
換
言

す
れ
ば
、
戦
勝
國
の
う
ち
或
も
の
は
第
一
類
型
に
属
し
踊
る
も
の
は
第
ゴ
類
型
に
属
し
て
を
り
、
職
敗
國
に
つ
い
て
は
一
部
は
第
二
類
型
に

他
の
一
部
は
第
三
類
に
属
し
て
．
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

國
　
　
　
　
　
　
　
名

物
債
騰
貴
率
　
　
　
（
倍
）

李
償
切
下
率
　
　
（
分
の
一
）

金
解
禁
期

フ
　
ィ
　
ン
　
ラ
　
ン
　
ド

一
〇
・
九
四

七
二
念

一
九
≡
二
年
一
月

ベ
　
　
ル
　
　
ギ
　
　
一

八
・
五
六

七
・
○
○

一
九
二
六
年
十
月

イ
　
　
　
タ
　
　
　
リ
　
　
　
ア

四
・
六
三

三
・
六
六

一
九
二
七
年
十
二
月

ギ
　
　
リ
　
　
シ
　
　
ア

二
二
・
○
○

一
四
・
八
七

H
九
二
八
年
五
月

フ
　
　
　
ラ
　
　
　
ン
　
　
　
ス

六
・
三
九

四
・
九
二

一
九
二
八
年
六
月

ブ
　
ル
　
ガ
　
リ
　
ア

三
〇
・
七
二

二
七
・
○
○

一
九
二
八
年
十
二
月

ル
　
　
一
　
　
マ
　
　
ニ
　
ア

四
〇
・
0
0

三
二
・
○
○

一
九
二
九
年
二
月

置
ェ
ッ
コ
・
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア

入
・
七
六

六
・
八
四

一
九
二
九
年
十
二
月

ユ
ー
ゴ
ー
ス
ラ
ビ
ア

＝
・
○
○

一
九
三
一
年
五
月

ボ
　
〃
　
ト
　
ガ
　
ル

二
四
・
四
〇

一
九
三
…
年
六
月
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（
3
）
超
イ
ン
フ
レ
『
シ
ョ
ン
國
（
金
牢
榎
切
下
及
び
称
呼
便
値
切
下
の
國
）

　
第
三
類
型
　
第
三
期
に
於
い
て
極
め
て
大
規
模
な
る
超
イ
ツ
フ
レ
ー
シ
．
ン
に
襲
わ
れ
た
爲
め
、
金
本
位
制
に
復
帰
す
る
に
当
り
；
れ
に

対
慮
し
て
極
め
て
大
巾
の
李
債
切
下
を
行
い
、
こ
れ
に
件
っ
て
貨
幣
軍
位
を
変
更
し
そ
の
称
呼
債
主
切
下
を
行
つ
π
國
々
で
あ
る
。
こ
の
範

疇
に
属
す
る
國
々
の
物
債
騰
貴
卒
（
一
九
一
三
年
を
一
と
す
）
金
準
債
切
下
牽
及
び
金
本
位
制
復
帰
の
期
日
を
示
せ
ば
次
．
ぎ
の
如
く
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
温
低
切
下
　
の
程
度
と
時
期
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
ら
は
、
敗
血
の
爲
め
か
然
ら
ざ
れ
ば
革
命

國

名

物
債
騰
貴
二
一
李

便
切
下
率
金
解
禁
期

オ
ー
ス
ト
リ
ア

ハ
　
ン
ガ
リ
ー

ポ
ー
ラ
ン
ド

ロ
　
　
シ
　
　
ア

ド
　
　
イ
　
　
ツ

　
　
、
二
万
五
百
倍

　
　
一
万
八
千
倍

二
百
二
十
七
万
倍

六
百
六
十
四
億
回

目
兆
二
甲
山
ハ
百
こ
口

　
　
一
万
四
千
四
百
分
の
一

幅
万
四
千
四
百
七
十
五
分
の
一

　
　
二
百
二
十
二
万
分
の
一

　
　
　
　
五
百
億
分
の
一

　
　
　
　
　
，
一
兆
分
の
嚇

一
九
二
五
年
三
月

一
九
二
山
ハ
年
十
一
月

一
九
二
四
年
四
月

一
九
二
四
年
三
月

一
九
二
三
年
十
一
月

の
障
め
に
國
民
経
済
の
紫
乱
を
余
儀
・
な
く
惑
れ
た

転
々
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
國
々
に
於
い
て
も
、
敗

戦
叉
は
革
命
を
み
る
に
至
る
迄
の
職
時
イ
ン
フ
レ

ー
シ
・
ン
の
時
期
に
於
い
て
は
物
債
騰
貴
の
性
格

は
第
一
、
第
二
類
型
の
そ
れ
と
本
質
的
に
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
く
、
又
そ
の
程
度
も
大
し
た
相
蓮
は
見
ら
れ
な
か
つ
把
。
し
か
し
職
孚
に
敗

れ
・
叉
は
革
命
の
嵐
に
零
れ
れ
た
澄
め
、
一
九
二
〇
年
の
反
動
期
迄
に
は
可
な
り
の
物
債
騰
貴
を
み
せ
て
い
π
。
一
九
二
〇
年
の
春
の
物
慣

水
準
を
職
荊
の
水
準
に
比
較
す
惹
に
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
八
O
・
一
一
倍
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
は
四
六
．
五
六
倍
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
は
一
一
一
．
七

倍
、
ロ
シ
ア
は
四
、
一
八
○
倍
、
ド
㊧
ツ
は
一
二
・
五
↓
倍
の
高
位
置
を
示
し
て
い
だ
。
な
お
こ
れ
ら
の
國
々
も
一
九
二
〇
年
の
反
動
期
に

は
・
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
昂
進
を
一
時
停
止
し
π
よ
う
に
み
え
た
が
、
そ
れ
も
束
の
聞
で
あ
っ
て
、
間
も
な
く
國
内
物
債
の
騰
貴
、
爲
替

相
場
の
下
落
は
急
速
に
且
つ
大
巾
に
行
わ
れ
、
其
後
二
三
力
年
の
問
に
超
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
突
入
し
だ
。
　
（
一
，
四
五
頁
参
照
）

　
し
か
し
な
が
ら
他
方
こ
れ
ら
の
努
々
で
は
、
か
く
の
如
く
職
後
早
鴎
も
大
規
模
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
み
π
こ
と
が
、
却
っ
て
早
期
に

金
本
位
制
に
復
帰
し
え
だ
動
機
を
な
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
ら
の
國
々
は
職
後
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
於
い
て

　
　
　
　
載
争
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
歴
史
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極
め
て
大
規
模
な
る
物
債
騰
貴
を
実
現
し
た
だ
め
、
も
は
や
こ
れ
を
駅
前
の
水
準
に
ま
で
引
下
げ
る
こ
乏
は
不
可
能
な
る
こ
と
を
認
識
す
る

に
至
り
、
從
っ
て
逸
早
く
戦
前
の
状
態
へ
の
復
元
を
断
念
し
、
こ
の
事
実
上
実
現
し
て
い
る
貨
幣
償
値
を
基
準
と
し
て
安
定
的
整
理
を
実
行

し
よ
う
と
決
意
し
だ
も
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
一
九
二
二
年
の
中
葉
よ
り
平
債
切
下
に
よ
る
幣
制
安
定
の
π
め
の
準
備
に

入
り
、
爾
来
一
九
一
、
一
五
年
立
法
的
李
債
切
下
の
行
わ
れ
る
ま
で
安
定
政
策
を
継
続
し
た
。
す
な
わ
ち
一
九
二
二
年
末
に
は
す
で
に
物
断
水
準

は
職
前
の
二
万
倍
に
、
爲
替
相
場
は
職
前
の
一
万
四
千
分
の
一
に
低
落
し
て
い
た
の
で
、
こ
の
貨
幣
債
値
の
低
落
状
態
を
基
準
と
し
て
平
慣

切
下
率
を
一
万
四
千
四
百
分
の
一
と
決
定
し
、
こ
れ
を
維
持
し
う
る
よ
う
事
実
上
の
安
定
政
策
を
講
じ
π
も
の
で
あ
る
。
ま
だ
ド
イ
ツ
も
一

九
二
三
年
秋
物
債
騰
貴
及
び
事
誤
下
落
の
状
態
か
ら
み
て
貨
幣
贋
値
が
一
兆
分
の
一
に
下
落
し
た
後
ち
を
う
け
、
こ
れ
を
郷
前
の
水
準
に
引

上
げ
る
こ
と
を
断
念
し
て
、
一
九
二
三
年
十
一
月
事
実
上
一
兆
分
の
一
の
白
下
切
下
を
行
い
、
其
後
一
力
年
こ
の
水
準
で
安
定
せ
し
め
た
う

へ
十
月
新
ら
し
い
ラ
イ
ヒ
ス
・
マ
ル
ク
金
本
位
制
を
探
卜
し
π
。
ロ
シ
ア
も
一
九
二
四
年
三
寺
物
債
水
準
が
六
百
六
十
四
億
倍
に
上
騰
し
た

の
ち
、
五
百
億
分
の
一
の
準
慣
切
下
に
よ
っ
て
金
本
位
制
へ
帰
つ
セ
。
か
く
の
如
く
こ
れ
ら
の
國
々
は
す
べ
て
職
後
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に

よ
っ
て
極
め
て
大
巾
の
物
債
騰
貴
を
み
把
の
で
、
却
っ
て
大
し
泥
躊
躇
な
く
職
前
の
貨
幣
債
値
の
水
準
に
復
帰
す
る
こ
と
を
断
念
し
て
雫
償

切
下
解
禁
の
途
を
撰
ん
だ
の
で
あ
る
。

　
（
4
）
示
唆
す
る
も
の

　
以
上
三
つ
の
類
型
を
対
照
す
る
と
き
、
こ
れ
か
ら
吾
々
は
如
何
な
る
示
唆
を
う
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
ま
す
、
第
一
類
型
に
属
す
る
國
々
は
中
立
國
で
あ
る
か
交
職
國
の
う
ち
の
一
部
の
重
圏
で
あ
る
の
に
対
し
、
第
二
類
型
に
属
す
る
國
々
は

交
職
國
の
他
の
一
部
分
及
び
敗
職
國
の
一
部
で
あ
り
、
第
三
類
型
に
属
す
る
黒
々
は
敗
戦
國
か
然
ら
ざ
れ
ば
革
命
の
た
め
秩
序
の
崩
壊
し
た

國
々
で
あ
る
。
即
ち
、
等
し
く
職
勝
國
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
う
ち
一
部
は
職
後
イ
ソ
フ
レ
ー
シ
．
ン
を
制
御
し
え
て
よ
く
職
前
の
旧
準
債
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に
復
元
す
る
こ
と
が
出
切
ハ
把
の
に
対
し
、
他
の
一
部
分
の
昏
々
は
職
後
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
惹
起
し
て
戦
前
の
金
李
債
を
切
下
げ
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
、
こ
れ
に
反
し
ま
た
等
し
く
敗
戦
國
で
あ
b
な
が
ら
、
そ
の
一
部
分
は
悪
性
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
陥
ら
ね
ば
な
ら

な
か
っ
π
の
に
対
し
、
他
の
一
部
分
は
よ
く
イ
ン
フ
レ
ー
シ
．
ン
の
悪
性
化
を
阻
止
し
え
だ
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
ぬ

　
次
い
で
、
こ
れ
ら
三
つ
の
類
型
の
國
々
が
事
実
上
の
安
定
期
を
経
て
金
本
位
制
に
復
帰
し
π
期
日
を
比
較
し
て
み
る
に
、
第
三
類
型
に
属

す
る
國
々
が
最
も
早
く
金
解
禁
を
行
っ
て
を
り
、
第
一
類
型
の
國
々
が
こ
れ
に
次
ぎ
、
第
二
類
型
の
昏
々
が
最
も
遅
れ
て
い
る
こ
と
が
観
ら

れ
る
。
第
三
類
型
に
属
す
る
國
々
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
一
九
二
〇
年
の
反
動
予
後
間
も
な
く
大
規
模
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
開
始
し
、

一
九
二
三
年
の
頃
に
は
既
に
悪
性
イ
ン
フ
ツ
ー
シ
．
ン
の
段
階
に
突
入
し
て
を
り
、
從
っ
て
当
時
識
者
は
貨
幣
債
値
を
職
前
の
水
準
に
ま
で

引
上
げ
る
こ
と
の
不
可
能
な
る
所
以
を
認
識
し
て
み
だ
も
の
で
あ
る
。
即
ち
か
か
る
大
巾
の
野
馬
騰
貴
を
実
現
し
て
仕
舞
つ
だ
上
は
、
到
底

こ
れ
を
輝
輝
の
水
準
に
ま
で
引
下
げ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
把
の
で
、
そ
の
怯
め
に
却
っ
て
露
な
る
躊
躇
な
く
こ
の
事

実
上
の
物
債
水
準
に
於
い
て
安
定
せ
し
め
る
よ
う
迎
撃
切
下
を
断
行
し
て
金
本
位
制
に
復
帰
せ
ん
と
す
る
決
意
が
つ
い
た
の
で
あ
る
。
か
か

る
事
情
を
み
る
と
き
、
職
前
に
比
し
一
兆
倍
と
い
う
最
も
大
巾
の
物
債
騰
貴
を
み
せ
セ
ド
イ
ッ
が
、
却
っ
て
最
も
早
く
一
九
二
三
年
に
は
職

前
の
貨
幣
債
値
の
水
準
に
復
元
す
る
こ
と
を
断
念
し
て
憂
苦
切
下
を
断
行
し
た
所
以
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
こ
れ
と
対
照
し
て
第
二
類
型
に
属

す
る
翌
々
は
、
経
済
反
動
期
以
後
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
於
い
て
比
較
的
小
巾
の
物
債
騰
貴
を
経
験
し
だ
に
す
ぎ
な
か
つ
π
冷
め
に
、
却
っ

て
こ
れ
を
戦
前
の
水
準
に
ま
で
復
元
せ
し
め
る
こ
と
を
希
難
し
、
こ
の
実
現
の
た
め
に
久
し
い
間
努
力
し
て
来
た
も
の
で
あ
る
。
職
後
問
も

な
ぐ
一
九
二
二
年
に
ぜ
ノ
ア
で
開
催
さ
れ
た
國
際
経
済
会
議
に
於
い
て
「
職
後
の
経
済
安
定
の
認
め
各
國
は
で
き
る
だ
け
早
く
金
本
位
制
に

復
帰
す
る
こ
と
、
且
つ
そ
の
澄
め
に
は
貨
幣
慣
値
の
下
落
し
て
い
る
國
々
は
卒
去
切
下
に
よ
っ
て
金
解
禁
す
べ
き
こ
と
」
が
勧
奨
さ
れ
把
も

の
で
あ
る
。
然
る
に
そ
の
会
議
の
席
上
フ
ラ
ン
ス
と
イ
タ
リ
ア
ー
第
二
類
型
國
の
代
表
的
な
る
も
の
一
の
代
表
者
は
交
々
立
っ
て
、
職
勝

　
　
　
　
戦
孚
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
歴
史
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領
導
る
体
面
に
か
け
て
も
貨
幣
債
値
を
切
下
げ
る
と
い
う
屈
辱
的
な
政
策
を
採
る
こ
と
に
反
対
で
あ
る
旨
を
表
明
し
だ
も
の
で
あ
る
が
、
こ

の
挿
話
は
こ
れ
ら
の
只
々
の
蝉
吟
の
経
済
復
員
に
対
す
る
態
度
を
最
も
雄
辮
に
物
語
っ
て
い
る
。
か
く
の
如
く
に
し
て
彼
等
は
職
前
の
貨
幣

債
値
を
回
復
せ
し
め
る
爲
め
に
最
後
ま
で
努
力
し
だ
が
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
薄
束
な
い
で
逮
に
干
債
切
下
に
よ
っ
て
金
本
位
制

に
復
帰
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
搾
め
に
佛
・
伊
・
臼
等
の
里
勝
國
に
し
て
、
而
か
も
物
思
騰
貴
の
比
較
的
小

巾
で
あ
っ
た
國
々
の
金
本
位
制
へ
復
帰
が
却
っ
て
渥
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

四
　
結

証ロロ

　
吾
々
は
一
九
一
四
年
か
ら
一
九
二
八
年
に
わ
た
る
第
一
次
聖
職
と
そ
の
後
の
復
員
経
済
の
時
期
に
お
け
る
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
対
象
と

し
て
取
上
げ
、
そ
こ
に
三
つ
の
類
型
の
存
在
す
る
こ
と
を
明
か
に
し
た
。
さ
ら
に
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
三
つ
の
類
型
に
つ
い
て
こ
の
イ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
跡
仕
末
と
し
て
行
は
れ
た
通
貨
処
理
の
方
法
が
根
本
的
に
異
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
φ
こ
の
第
一
時
期
た
る
第
一
次

大
柳
後
（
一
九
一
四
－
一
九
二
八
年
）
に
お
け
る
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
跡
仕
末
と
し
て
行
は
れ
π
各
國
の
通
貨
処
理
の
方
法
の
相
異
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

そ
れ
ぞ
れ
の
國
の
國
内
景
氣
及
び
対
外
貿
易
の
う
え
に
異
っ
た
作
用
を
及
ぼ
し
、
ひ
い
て
は
第
二
時
期
の
世
界
恐
慌
期
（
一
九
二
九
年
－
一

九
三
八
年
）
に
お
け
る
各
國
の
本
位
政
策
の
昏
昏
、
從
っ
て
そ
こ
に
生
起
し
た
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
う
え
に
重
大
な
影
響
を
與
え
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

而
し
て
そ
れ
は
さ
ら
に
第
三
時
期
の
第
二
次
大
職
（
一
九
．
三
九
年
以
素
）
に
お
け
る
経
済
変
動
及
び
職
後
の
遇
貨
措
置
に
も
関
聯
を
も
つ
も

の
と
言
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
に
こ
れ
ら
三
つ
の
類
型
の
性
格
及
び
そ
れ
か
ら
生
じ
た
効
果
の
特
色
を
要
約
し
て
お
く
Q

第
一
類
型

　
一
、
　
一
九
二
〇
年
の
経
済
反
落
以
宍
引
続
き
物
債
下
落
を
み
せ
て
ゐ
」
π
。
即
ち
其
後
は
再
び
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
起
ら
な
い
で
済
ん
だ
。
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二
、
金
本
位
制
へ
の
復
帰
に
当
り
、
職
前
の
旧
式
慣
を
も
つ
て
金
解
禁
を
行
っ
た
。

　
三
、
爲
替
相
場
を
戦
前
の
旧
牛
債
ま
で
引
上
げ
だ
だ
め
、
其
後
國
建
物
償
下
落
、
貿
易
不
振
を
惹
起
し
て
不
況
を
促
進
し
把
。

　
四
、
一
九
二
九
年
以
家
の
世
界
恐
慌
期
に
お
い
て
深
刻
な
打
撃
を
う
け
、
最
も
早
く
爲
色
相
揚
の
引
下
を
余
儀
な
く
さ
れ
把
。
金
本
位
制

　
　
　
か
ら
離
脱
叉
は
積
極
的
卒
債
切
下
政
策
を
通
じ
て
。

　
五
、
こ
れ
ら
の
國
は
職
勝
國
の
一
部
と
中
立
國
と
で
あ
っ
た
Q

第
ロ
ニ
類
型

　
一
、
一
九
二
〇
年
の
経
済
反
落
以
後
数
年
に
し
て
再
び
イ
ン
フ
レ
ー
シ
。
ン
に
見
舞
は
れ
π
。
し
か
し
そ
の
物
債
騰
貴
率
は
中
規
模
の
も

　
　
　
の
で
め
っ
た
。

　
二
、
金
本
位
制
へ
の
復
帰
に
当
り
、
当
時
の
貨
幣
偵
値
下
落
率
（
出
替
相
場
下
落
率
）
を
基
準
と
し
て
隠
構
切
下
を
行
っ
π
。
し
か
し
軍

　
　
　
に
金
卒
慣
切
下
の
み
を
行
っ
た
。

　
三
、
爲
替
相
場
を
安
定
期
の
満
室
に
維
持
し
だ
た
め
、
安
定
後
は
國
内
的
不
況
も
避
け
、
貿
易
も
回
復
し
だ
。

　
四
、
一
九
二
九
年
の
世
界
恐
慌
期
に
も
比
較
的
打
撃
軽
く
、
從
っ
て
暫
く
の
間
は
金
本
位
制
を
維
持
し
え
て
い
把
。
し
か
し
第
一
類
型
國

　
　
　
の
爲
替
引
下
の
重
圧
を
う
け
て
遽
に
一
九
三
五
1
三
七
年
に
爲
替
李
慣
切
下
を
断
行
し
把
。

　
五
、
職
勝
國
の
一
部
と
欺
職
國
の
一
部
が
こ
れ
に
属
し
て
い
る
。

第
三
類
型

　
一
、
一
九
二
〇
年
の
経
済
反
落
以
後
再
び
イ
ン
プ
レ
ー
シ
コ
ン
に
襲
わ
れ
、
し
か
も
大
規
模
の
物
忌
騰
貴
、
爲
替
下
落
の
超
イ
ン
プ
レ
ー

　
　
　
シ
ョ
ン
を
起
し
元
Q

　
　
　
　
戦
璽
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
歴
史
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戦
箏
・
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
歴
史

　
二
、
金
本
位
制
へ
の
復
帰
に
当
り
、
当
時
の
貨
幣
慣
値
下
落
率
（
出
替
相
場
下
落
李
）
を
基
準
と
し
て
無
腰
切
下
を
行
っ
だ
。
大
規
模
の

　
　
　
李
債
切
下
な
り
し
爲
め
、
こ
れ
と
同
時
に
新
し
い
貨
幣
軍
位
を
採
用
し
旧
勲
位
の
称
呼
償
値
切
下
を
行
っ
た
Q

　
三
、
そ
れ
は
安
定
的
準
慣
切
下
な
り
し
嘗
め
、
大
き
な
デ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
恐
慌
の
如
き
は
避
け
え
π
。

　
四
、
一
九
二
九
年
後
の
世
界
恐
慌
期
に
も
、
ロ
シ
ア
、
ド
イ
ツ
は
雫
債
切
下
政
策
は
行
わ
な
か
っ
た
。

　
五
、
第
二
次
大
戦
後
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
処
理
策
と
し
て
ロ
シ
ア
、
ド
イ
ツ
は
と
も
に
十
分
の
一
の
通
用
謡
講
切
下
を
行
っ
だ
。

　
六
、
敗
戦
國
叉
は
革
命
國
が
こ
れ
に
属
し
て
い
る
。

本
稿
に
お
い
て
分
析
し
た
第
一
次
大
信
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
三
つ
の
類
型
と
こ
れ
に
件
う
牛
償
切
下
と
が
、
第
二
時
期
、
第
三
時
期
の
イ

ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
及
び
通
貨
措
置
に
い
か
な
る
影
響
を
與
え
だ
か
に
つ
い
て
は
新
だ
に
稿
を
起
し
て
明
か
に
し
た
い
。

　
　
附
記
　
本
研
究
は
昭
和
二
十
五
年
度
三
部
省
科
学
研
究
費
に
よ
る
研
究
「
平
慣
切
下
の
歴
史
前
研
究
」
の
一
部
で
あ
る
。
図
表
作
成
に
つ
い
て
は
経
済
経
営
研
究
所
の

　
　
　
　
原
利
雄
氏
及
び
生
島
芳
鄭
氏
に
資
ふ
も
の
で
あ
る
。
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戦
争
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
歴
史

Price　Level　eOmpared　with　the　pre－war　period． （1913－1）

第一期． 第二期 第　　＝
一

．1st． Period’ 2nd　Period 3rd．1
War Just　after Sihce　Rever

（1914－1918）

Inflation 　　　War
i1918－1920）

（1920一

1918 1919 1920 金解禁当時の物狸

第一類型
1st　Type（1）

アメ　リカU．S．　A．

XエーデンSweden
1．96
R．3gi

2．12
R．30

2．44

R．47

2．06

P．55

イ　ギリ　スEngland

IランダHolland

§：1蟄 3．35

R．04

2．83

Q．92

1．69

P．51

1．78 1．89 2．27 1．66

カ　　ナ　　グCanada 1．99 2．09 2．44 1．56

デンマークDenmark 2．84 2．92 3．40 1．40

ノールウエーNorway 3．45 3．22
3
．
8
2
臨 1．61

ス　イ　スSwiss 2．34 2．40 2．47 1．61

日　　　本Japan 1．．96 2．40 2．60 1．52

第二類型
2nd　Tプpe（2） （4）

　　　　　　　一tィンランドFinland 5．85 7．33 11．83 10．94　　　〔　7．66

ベール．ギーBelgium 3．40 4．77 8．56　〔7．00
イ　タ　リ　ア　ltaly 4．09 3．66 6．24 4．63　〔3．66

ギリシアGreek 3．72 3．22 3．72 22．00　　　〔14．87

フ　ラ　ンスFrallce 3．92 4．12 5．89 6．39：〔4．92
ブルガリアBulgaria （1926）26．88 30．72　　　〔27．00

ルーマニア．Rumania （1922）16．49 40．00　　　〔32．00

チェッコス　Czecho一
鴻o‘キア　　　slovakia

（1921）16．75 8．76　〔6．84

第’三類型
3rd　Ty，e（3）

ド　ィ　ッGermany 2．16 4．12 ．　　12．51
　1，260，000，000，

k1，000，000，000，

ロ　　シ　．アRussia 27．80 278．00 4，18α00
66，400，000，

k50，000，000，

・ボーランドPoland 111．70
2，277，

k2，220，

オーストリアAustria 14．20 32．00 80．11
20，

k14，

ノ、ンガリー9 n［lungary 8．58 24．35 46．56
19，

k14，
一

　　　　　　　　　三　　期

　　　　　　　　　Period

Since　Reversion　of　1920
　　　　　（1920－1929）

金解禁当時の物償水準とその時点

RetUtn　te　Gold
　　ヒ　ロ　せナむ　

Jun．99
Apr．1924．

Apr．1925
Apr．1925

Apr．1925

July．1926
　Jan．1927

May．1928
Aug．1928
　Jan．1930

　　　Date　of
　　Devaluation．

Jan．　19

　0ct．　1926

Dec．　1927

May．　1928
June．　1928

Dec．　1928
Feb．　1929

Dec．　1929

　Date　of
Devaluation．

C50，　OOO，　OOO，　OOO）　Mar．　1924

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2，　220，　oOO）　Apr．　1924

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20，　500

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（14，400）Mar．　1925

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19，　825

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（14，475）Nov．　1926

（1）第一類型．反落後デフv一ション國（胡坐償金解禁國）
　　lst　Type．　Deflation　since　1920．　Return　to　gold　Sta．ndard　with　p’rewar

　　　　　gold－parity．

②　第二類型　インフレーション（金型慣切下國）
　　2nd　Type．　Moderate　lnflation　sinice　1920．　Return　to　gold　Standard　with

　　　　　gold　Devaluation．

③　第三類型　超インフレーション國（金雫債切下及び称呼慣．値切．下寺）
　　3rd　Type．　Hyper－lnflation　since　1920．　Return　to　gold　to　gold　Standard

　　　　　with　gold　Devaluation　and　New　Many　Unit．

（4）〔　〕平慣切下率　　Rate　of　Monetary　Deva111ation．
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．RE・S．UM：E

Foreign　Trade　Zones　in’　the　United　States

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Chapter　1．　lntroduction

　　Afree　port　oE　the　present。day　is　gerierally　defin6d　as　a　segregated　and正enced；

off　area　in　the　port　of　entty．where丘oreign皿erchandise　may　be　landed　and

stored・without　a　customs　dutY．　Free　port．　therefore，　counterpart　thrive　in

higivtariff　nations．．　A　levy　of　high　tariff　on　imports　necessitates　customs’ @form・

alities　to　be／　complicate　and　control　of　customs　to　be　strict　Foreign　trade　zone

has・been　establiShed　in　・the　United　States　by　an　．Act　oE　Congress　of　1934，　with

the　intention　’ 盾?Eexpediting　and　encouraging　Eoreign　commerce’ @under　the　high

tariff・and　strict　control．

　　Since　1936，　six　zones　hatie　been　established　by　public　or　private　corporations

in　the　Urlited・　States；　that　is，　in　，　the　ports　of　New　York．　New　Orleans，　San

Francisco，　Los　Angeles，　Seattle　and　San　Antonio．

　　　　　　　Chapter　IL　Historical　Description　of　the　Twenty　Years’　Efforts

　　　　　　　　　　　　　　　　　　for　Free　Zones　and　the　Establishment　of　Foreign　Trade

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Zones　in　the　United　States．

　　A　prelusive　effort　to　establish　a　free　zone　at　Long　lsland，　N．　Y．，　in　1874．　A

first，　．　stage　of　the　effort　in　this　age，　（1911－1917）．　Second　stage　of　the　effort　in

1919－1924．　（Debates　on　the　Nolan　Bill　before　the　Committee　on　Ways　and

Means　oE　Congres＄，　1919．　Enactment　of　the　Energency　Tariff　Act　of　1921．　The

Jonep　．　Bill　was　introduced　to　・the　＄enate，　1924，　bUt　not　passed．）　The　Hawtley－

Smoot　Tariff　Law　in　1930．　The　advent　of　Franklin　D．　Roosevelt　as　a　president

ip　1933．　His　policies　for　the　United　States　foreign・trade．　The　Trade　Agreements

Act　was　enacted　in　1934．　The　final　stage　of　the　efforts　came．　ln　June　18，

1934，　Congress　passed　the　Celler　Act　pe’ 窒狽獅奄狽狽奄獅〟@the　establishment　of　foreign

trade　zones　in　the　U．　S．

　　Foreign　．Trade　Zone　No．　1　has　established　at　Staten　lsland，　New　York　City，

in　1936．　by　the　N．　Y．　Foreign　Trade　Zone　Operators，　Inc．，　a　grantee．　Its　10ca－

tion　and　facilities．　The　failure　of　the　Foreign－Trade．　Zone　of　Mobile，　Ala．，　as

Foreign－Trade　Zone　No．　2，　in　1938．　Foreign－Trade　Zones　Nos．　2－6　have　been

established　successive工y　after　the　War．　Their　locations　and　facilities．

　　　　　　　　Chapter　III．　The　System　of　Foreign　Trade　Zones　in　the　Act

　　Description　of　the　Foreign　Trade　Act，　as　amended．　1．　Definition　oE　foreign

trade　zone．　2．　．　Organization　and　functions　of　the・Foreign－Trade　Zones　Board　in

Washington，　D．　C．3．．Establish血ent　and　control　of　zones，4．　Facilites　required
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as’zone．’・5．　Operations’of　zohels・・；・the　characteristics　of　pubi　lc　utilities；’　goods

prohibited　to　be　entered　or　stored　in・　zoneS・　by　law　；　carrying　commodities　（ptit

vileged　or　non－privileged）　・in　orl　from　’zoneS　；　storing，　manipulation．　manufa¢tur－

ing．and　exhibition　of　merchanidise：in　zone．（皿aロy．　years，　effort　to　obtain　the

permission　has　’ b??氏@succeeded’in　1950）；entering　and・leaving　of　vessels　ip　4nd

fom　zone；　guard　and　police　in　zone；　finance　of’　zone　（rates　and　charges　”in

zone，　reqeipts　and　expenditures　of　zone）．

　　　　Chapter　IV．．Activities　of　Foreign　Trade　Zones　Operation　sinβe’their

　　　　　　　　　　　　　　　　Inception．

　Pre・War．　Wartime　and．post，War．　a¢tivities　of．．the　New　York　Zone．．．　Direct

participation．　o丘sm411　busines＄．in．　i卑pqrt　tra．de．　Fur　and‡oba㏄o．皿arkets　were

trans　ferred．　to　the　Zone．　from　Europe．　Since　1947，　the　activities　of　the　Zone

considerab．1y　advancing　and　the　Zone，s　income　and　customs　revenue・increaslng

もoo．　The　Zone，　however，　has　not　yet、　contributed　to　American．坦erchant　’shipラ

ping．　Its　reasons：（1）　Do　pri▽ilege　正or　vesse玉s　entering　or　leaving　a　zone　is

provided　in　the　Act；（2）iロany　obstacles　which　have　beset　the．New　York　Zone

since　its　inception，　i．　e、．removal　of　the　Zone．from．Staten　Island　to　Mahhattan

in　the　War・time，　the　U．　S．　shipping　conditionsl　etc”have　been　existed；（3）

pubhcity　o丘the　Zone　is　not　suf且ρiently　made　for　fbreign　and　American　ships．

　　Foreign　trade　zones　other　than　in　New　York，　are　being　relativel　y　developed．

considering　their　short　existence．　Particularly　noticeable　is　that　New　Orleans

Zone　installed　a　vacuum　fumigation　plant　in　April　1949　whlch．has　been　widely．．

utilised　for　cotten．and　other　goods．which　conroled　under　the　U．　S．　plant　quaran。

　　　　　　　　サ　　　　　　　し

tlne　restr1Ct10ns．

　　　（This　writer　is　desirous　to　oわtaih　any　recent　data　concerning　the　rules　and

　　experiences　of　every　foreign　trade　zones，　as　well　as　the．systems　and．．　activit。

　　ies　of　the　Port　Authorities　in　the　U．　S。＝Gift　of　any　repor㌻s．　Qr　documents．

　　as　mentioned　above，　will　be　greatly．appreciated．）．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G‘％ゴ‘7りShibata．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Proゾttsor（ゾlntematiopat（）o〃t〃terce・．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∬繍’鷹池卿励ε∫π動

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kobe　Universめ’．

An　Analysis　of　the　Foreigh　Trade　StrUcture　in　Post－wqr　Japan

　The　aim　of　this　article　is　to　coMpare　the・　degree　of　concentratiori　in　the

丘oreign　trade　structure　of　p’os“war　Japan．　For　this　purpose，　we．　followed　the

method，　wh1’ch　Hl’rschman　used　in”his　Work　“National’　Power　and　the　Structure

of’　Foreign　Trade”’．　According　to　’this　method，　the　i・ndex　of　concentration　is
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obtained　by　forming　the　sum　of　the　squares　of　import　＆　export　percentages

and　by　extracting　the　square　root　of　this　sum．

　　The　index　inceases　with　the　increase　of・　the　coeMcient　of－variation　and

decreases　with　the　increase　ot　the　number　of　the　commodities　or　countries．

　　In　the　export　trade，　the　indices　・in　the　commoditystructure　are　41．8　in　1946，

32．2　in　1947，　32．3　in　1948，　30．5　in　1949，　and　19．3　in　1950；in　the　country－structure，

they　are　respectively　68．5．　33．7，　38，7，　26．6　and　28．1．

　　In　the　import　trade，　the　indices　in　the　commodity－structure　are　50．7　in　1946，

30．7　in　1947；　26．4　in　1948，　25．6’　in　1949　and’32．5　in　1950；　in　the　countrY－structure．

they　are　respectively　88．8，　88．7，　63．7，　62．5　and　46：8．

　　Thei　fact　that　the　indices　of　concentration　have　’the　tendencY　to　decline’since

ユ946，．implies　that．　the　degree　of　diversi丘cation　is　increasing　both　in　the　commo・

ditY　and　in　・the　country　structUre　of　the　post－wat　foreign　trade　in　Japan’

　　’1’n　other　wprds．　this　mean＄　Japari’s　national　economy　has　been　woven　ipto

the　fabrics　of　world　economy　year　after　year．

　　In　the　export　trade　of　pre－war　timeS，　the　indices　were　42．9　（or　35．8）　in　1929

and　25．5　（or　21．9）　in　1936　in　the　commodity－strttcture，　while　in　the　country一’

structere，　they　were　49．6　（Or　41．7）　in　1926　and　35．3　（or　33．0）　in　1936．

　　In’　the　import　ttade」　the　indices　were　21．4　（or　29．0）　in　1929　and　33．9　（or　26．1）　in

1936　in　the　commodity－structure，　whereas　they　were　39．1　（or　34．3）　in　1929　and　37．9

〈or　33．5）　in　the　country－structure．　（Figures　in　the　parenthesis　are　the　indices　of

the　foreign　trade　including　the　export　＆　import　trade　with　Korea　and　Formosa．）

　　When　we　compare　the　post・war　．figures　with　those　of　pre－war　time，　we　find

that　in　the　export　trade，　the　concentration　in　the　commodity－structure　is　above

the　pre・war　leve1，　and　in　the　country・structure，　below　that　level．　In　the　i血port

trade，　on　the　contrary，　the　cOncentration　in　the　commodity－structure　is　below

the　pre－w－ar　level　（in’　1949），　and　in　the　country　strqcture，　above　that　level．

　　When　we　make　an　international　comparison　of　concentration　in　the　country．

structure　of’　foreign　trade　．among　highly　industrialized　nations　in　pre－war

years，　we　find’@that　ih　1929　the　indices　in　export　trade　were　49．6　in　Japan，　28．O

in・　the　U．　S．　A．，　27．6　in・　France，　20．2　in　the　United　Kingdom，　and　19．8　in　Ger－

many；　in　1936，　35．3　in　Japan，　27．6　in　the　U．　S．　A．，　27．4　in　France．　19．7　in　the

United　Kingdom　and　19．3　iri　Germany．

　　In　the　import　trade　the　figures　in　1929　were　39．1　in　Japan，　29．3　in　France，

23．6　in　the　United　KingdQm，　22．1　in　the　U．　S．　A．　and　21．3　in　Germarfy；in　1936，

they　were　37．9　in　Japan，　23．6　in　the　U．　S．　A．　21．7　in　France，　21．1　in　the　United

Kingdom，　and　16．7　m　Germany．

　　’We・　find　the　ind¢x　of　concentration　is　hi・ghest　in　Japan；　this’is　because　her

trade・　was　highly　dependent　upon　the　U．　S；　A．，　both　in　export　and　in　import．

In　the　commodity　structure　of　pest－war　export　trade　the　proportion　on　the
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products　of　heavy　industries，　such　as　iron，　steel，　niachinery，　vehicles，　etc，　has．

been　in6reasing　Sinc61949．　This　tendency　is　of　great　i血portance　to　Japan　in

view　of　the　developmerit　of　the　textile　and　other　light　industries　in　backward

nations，　which　have　been　the　principal　markets　oi’　Japan’s　light　industries．　・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fukao　Kawata

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A∬istant　Prof．　Of　lnterndtional亙6伽。〃2づ‘s

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Koうθσ癬¢醜ジ

On　the　Stability．　Qf　the　Rate　of　Exchange

　　　皿Le　Value　of　Ye皿Si皿ce　the　Rate－fixing

　　The　views　as　to　the　rate　of　exchange　have　developed　in　the　following　three

stages．　（1）　The　oldest　was　that　the　rate　of　exchange　i．　e．　the　price　of　gold　j，n

all　countries　’should　be　fixed，　leaving－the　prices　of　other　commodities　to　follow

their　own　movement　；　．the　international　equilibrium　being　expected　to　be　esta－

blished　automatic．ally　through　’the　mechanism　of　the　gold　standerd　system　（2）

The　second　was　for　the　artificial　adjustment　of　tha　price　of　gold　in　order　to

secure　the　best　possible　stability　of　the　’ 垂窒奄モ?@level．　That　means　the　sUspension

of　the　gold　standard　and　the　nationalistic　systam　of　managed　currency　came

instead．　（3）　The　third，　now　prevailing，　aims　at　the　“elastic　stability”　of　the

rate　of　exchange　among　countries，　as　indicated　in　the　Bretton－woods　agreements，

admitting　the　renewal　of　the　price　of　gold　of　any　one　country　only　for　the

purpose　o’f　correcting　“the　fundamental　disequilibrium”　of　that　country．　Nei－

ther　the　absolute　pegging　nor　the　railless　changing　of　the　rate　of　exchange

is　now　in　vog．　ue．　There　stil　remain，　however，　rnany　problems　of　interpretation

as　to　what　is　really　meant　by　the　so－called　“fundamental　disequilibrium”　and

its　practical　application　is　by　no　means　easy，　especially　in　the　case　of　such

country　’as　this　still　not　independent．一

　　Yen　rate　of　foreign　exchange　has　been　fixed　at　￥一　360　per　dollar　since　Apri1

25．　1949，　indicating　a　stabilization　level　for　the　anti－inflation　policy　of　so－called

Dodge　plan．　Does　this　rate　of　yen　still　hold　true　now？

　　With　view　to’　the　progress　of　things　in　the　subsequent　two　years，　this　treatise

discusses　mainly　the　following　points　；

　　（1）　Sinee　the　Korean　wat　that　broke　ou．t　in　June，　1950，　prices　in　・Japan，　’in

－spite　of　the　stabilization　policy　by　Mr．　Dodge，　began　to　rise　affected　by　the

higher　priceS　abtoad，　exports　being　steadly　incre．asing，　and　importS　ebbing

away．　Therefore　as　the　pertinent　policy　at　the　instance　to　raise　the　yen　rate

appears　to　be　quite　resonab16．．When，　however，　fro血the　ibov6Ments　of　the

prices’ 奄氏@Japari　and　the　U．　S．　A．，　we　compare　the　purchasing　powers．Of　t’he

currencies　in－both　countries，　the　rise　of　ptices　in　JaPan　is　greater’　than　in　the
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U．　S．　A．　This　being　the　case，　the　foundation一　of　the　above’insistence　can　not

be　admitted．　The．cause　seems　to　be　found　mainly　in　the　rise　of　the　sea－borne

freight　charges，　which　are　not　to　be　adjusted　by・the　exchange　rate．

　　（2）　Yen　rate　of　exchange　against　countries　other　than　the　U．　S．　A．，　on　the

contrary，　seems　to　harbor　the　possibility　of　some　change．　OriginalJy，　the　deci・

sion　of．the　yen　rate　of　exchange　against　the　doller　was　made　after　careful

investigations，　comparing　the　prices　and　other　relations．　especially　with　the　U．

S．　A．　But　as　for　the　exchange　rates　against　countries　other　than　the　U．　S．　A．，

the　circumstances　are　such　that　they　．were　only　mechanically　calculated　out，

after　the．　decision　of　the　American　exchange　rate　was　made，　on　the　basis　of　the

exchange　rates　that　had　existed　at　that　time　among　these　countries．

　　It　is．　however，　quite　doubtful　if　the’exchange　rates　of　the　countries　in　the

sterling　area　against　the’　pound　are　properly　proportionate　to　the　purchasing

power　of　the　currencies　in　these　countries．　This　doubt　has．　been　’substantiated

by　the　comparison　of　the　exchange　rates　and　the　prices　in　these　countries．

This　reflects　upon　the　currencies’　relation　with　the　do11ar，　and　consequently　a．

slmilar　tendency　is　discernible　in　their　relation　with　yen．　Due　to　all　theSe

circumstances，　yen　exchange　rate　had　been　fixed　somewhat　cheaper　to　start

with，　and　this　is　considered　as　no　small　cause　that　made　Japanese　exports　easy

and　imports　d二磁cu1亡．

　　（3）　lf　the　price　of　the　dollar，　which　is　taken　as　the　foundation　of　the　exchange

rate　indices　of　the　world，　shouid　waver　in　its　stability，　it　would　automatically

affect　the　prices　over　the　whole　world，　which　is　very　undesirable．　Concerning

this　point，　Mr．　Keynes’s　“bancor”　plan，　as　he　insisted，　is　to　be　admitted　as　being

more　rea＄onable，　一provided　that　the　dollar　rate　against　bancor　is　immediately

and　proportionately　adjusted　to　the　rise　or　fall　of　the　prices　in　the　U．　S．　A．

　　　　　Hiroshi　Shin］’o’

ProfessOア｛ゾハ40n6ブ＆Bankin8，

　　　　　　．κoうθσ％i‘’〃sたy

On　the　Proper　Law　Goyerning　the　Powers　of　the　Corporation
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　iri　the　U．　S．　A．

　　Between　the　continental　civil　law　and　the　Anglo－American　law，　there　is　an

outstanding　difference　of　conception　of　the　substantive　law　concerning　the

rad三us　of　the　powers　of　the　corporation．　As　a　result，　when　an　attempt　is　lnade

to　enforce　in　all　cases　the　principle，　in　toto，　that　“powers　are　determined　by

the　personal　law’1　much　inconvenience　and　incongrui’ty　are　met　with　in　the

carrying　out　of　the　transaction．　For　this　reason，　this　principle　has　been　revi－

sed，　to　some’　extent，　in　the　private　international　la．w　in　the　U．　S．　A，　and　a
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meaSure　has　been　adopted　that，　so　far　as　the　po’wets　are．’concerned，　they　are

governed　by　’the　local　law．　This　note　mostly　following　the　lines　of　dlscussion

．as　given　in　the　“Conflict　of　Laws”，　Vol．　II，　1947，　by　Pro’f．　Rabel，　tries　to　elu－

cidate　the　rbasons　why　such　a　revision　was　necessary　’arid　principle　on　which

the　revisiOn　is　］ustified；and　then．　to　compare　it　with　the　Japan’ese　private

international　law，　so　as　to　make　some　contiributiOn　’towards　the　constitution

of　the　theory　for　the　Japanese　private　international　law．　Sometime　ago，　t’he

writer　discussed　the　problem　of　the　powers’of　the　corporation　（VoL　81，　the

Journal　of　Political　Economy）．　There’the　writer　had　no　’rootn　Eor　the　delibera－

tl’on　of　such　topi　cs　as　the　acts　“ult’ra’　vireS”，　and　this　note　is　・meant　to　be　a

complenientary　discUssion　of．　the’　problem．

　　In　the　continental　civil　laW　．the　powerS　of　a　corporation　are　not　generally

restricted　by　the　objectives　described　in　the　charter．　lt　is　only　prescribed　that

when　the　agents　of　the　corporation　act　as　its　representatives，　they　have　to

obey　and　observe　the　resolutions’of　the　genera1　血eetihg　of　the　corporate

members．　ln　Japan　al＄o，’　the　agents　o’f　a　corporation　have　to　obey　and　observe

the　charter　（articles　of　ineorporation）　and　the　resolutions　of　the．general　meet－

ing　of　the　corporate　members，　and　they　can　not　perform　transaction＄　that　are

not　thus．plrescribed，　But　even　in　sUch　a　case，　it　does．noポmean’that　the

corporati’on　itself　has　no　power　to　carry　out　unprescri，　bed　transactions，　lt　is

enly　prescribed　that　the　agents　of　the　corporation　are　responsible　fer　the

damage　to　the　corporation，　when　they’act　in　this　manner．　（Japanese　ComMer－

cial　Code　Par．　2　Art．　266．）　Consequently　even．　the　unprescribed．　transactions

concluded　between’the　agents　of　the　corporation　and　a　third　party　can　not

be　nullified　or　rendered　void，　excepting　the　cases　o’f　fraud　and　of　other　specific

oases，　by　reason　of　their　acting　beyOnd　their　powers．　On　the　other　hand，

Common　Law　prescribes　that　a　corporation　has　neither　rights　nor　powers　but

as　given，　at　its　foundation’，　in　view　of　the　objectives　of　the　corporation．　Acts

“ultra　vires”　of　a　corporation，　therefore．　are　understood，　as　principle，　not　to

exist　as　any　person’s　conductsi　As　a　result　of　these　conflicting　views，　if　we

adopt　the　principle　of　the　personal　law　concerning　the　powers　of　the　corpora－

tionp　its　consequence　will　be　the　enfocement　of　the　Common　Law　as　to　the

powers　of　the　American　or　British　corporations　in　Japan，　and　the　interests　of

the　transacting　party，　when　the　transaction　is　concluded　between　the　Japanese

and　the　American　or　British　corporation，　will　be　jeopatdized．　Here　the　safety

o’fi　the　transaction　will　be　threatenedi　ln　the　U．　S．　A．，　on　accourtt　of　the

conflicts　．　of　the　laws　of　various　states，　similar　obstructions　are’experienced，

under　similar　occasions　and　in　similar　transactions．　AAd　variouS　relief　meas－

ures　have　been．　taken　in　the　U．　S．　A，，　to　remove　the　di伍culty　through　the

precedent　of　court　decisions．　Ohe　of　such　precedent　is　“The　effect　of　an　act
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directed　to　be．　done　by　．a　foreign　corporation　is　governed　by　the，law　of　the

state　where　it．is　done．”　（Restate　ment　g　166）．　This　rule　signifies　that　effects　of

the　“ultra　vires”　acts　o’E　a　corporatiOn　are　governed　by　the　loca1　law　and　not

by　the’ 垂?窒唐盾獅≠戟@law　of　the　corporation．

　　The　problem　with　the　writer　of　this　note　is　what　character　is　the　above

rule．　ls　i’t　to　be　lnterpreted　as　the’　gengral　principle　of　the　private　international

law　concerning　the　powers　of　the　corporatiQn，　or　is　it　to　be　・interpreted　as　a

special　rule　governing　special　and　exceptional　cases？　According　to　the　laws

o’E　Japan，　when　a　foreign　natural　man　performs　transactions　within　the　terri－

tory，　even　thou．oh　he　may・be　without　the　powers　according　to　the　personal

law，　he　is　to　be　treated　as　to　have　the　powerb”　so　far　as　that　transactions　are

concerned，　provided　that　he　is　treated　by　the　domestic　law　as　to　have’the

powers　（Par．　2，　Art．　3　o’f　the　He－rei）．　lt　is　a　question　of　interpretation　whether

Or　nOt　thiS　jUdg皿ent　Of　the　laW　Shall　be　applied　in　preSUmptiOn　On　the　qUeSt・

ioh　of　the　powers　of　foreign　corporation．　Even　．w”nen　its　application　is　granted，

this　rule　is　only　a　provision　of　the　public　policy，　governing　exceptional　cases．

But　the　above’mentioned　rule　in　the　U．　S．　A．　stands　on　a　ground　qgite　different

from　that　of　the　Japanese　regulation，　and　the　American　rule　can　not　be　tal〈en

as　a　provision　of　the　public　policy．　Con”s’equently，　by　the　ruling　of　Art．　3　of

the’Ho．rei，’　the’　same　function　as　by　the　ruling　of’the　Ameriean　law　can　not

be　effected．　The　writer　of　this　article　considers　that　par．　2　of　Art．　3　should

not　be　applied　on　the　powers　of　the　llcorporation；　and’as　to　the　proper　law　of

the　corporate　powers，　as　there　exist　no　regulations　of　the　staute　law，　the

deficiency　should　be　supplemented　by　the　law　6f　reason．　’Special’　legal　consi－

derations　are　necessary　to　discover　this　law　of　reason，　applicable　to　the　cases

of　the　transactions　beyond　the　powers　of　the　American　corporation
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Three　Periods　and　3　Types　of　’the　lnflations

from　1914　tQ　1928．

　　（1）　This　research．studies‘‘the　process　of　inflations．　and　the血onetary　poli・

cies’　consequently　ado’垂狽?пh　in　all　the　．　leading　countries　during　the　15　years

sincet　he　World　War　1．　（1914－1928）．　Through　this　research　we　have　found　that

there　were　．3　distinct　Periods　in　the　process　of　inflations　and　3　distinct　TYpes　of

monet4ry　policies　adopted．　following　the　various　types　of　inflations．

　　（2）　’The　deVelopment　of　capitalisrn　from　its　birth　in　Eng14nd　in　1775　to

the　present　time　（1775－1950）　may　be　divided　into　3　Stages．　（A）　the　fir．　st　stage
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of　“classical　capitalism．”　（B）・the　second’stage’of’“high　capitalism．”　（C）　the

third　stage　of　“capitalism　since　the　・World　War　L”

　　（3）　Again　the　’third　stage　of　the　Capitalistic　development　may　be　divided

into　3　Time－sections．

　　　（A）　The　first　Time－section：　The．　period　that　covers　the　WQrld．War　1．　and

　　its　restoration　（1914－1928）．　The　characteristic　feature　of　this　period　is　that

　　monetary　devaluations　were・　adopted　as　the　winding－up　measures　of　the　infia－

　　tions　that　prevailed　during　and　after　the　war．　These　devaluations　may　be

　　characterized　as　the　“stabilizing　devaluation”　or　the　“stabilization　policy

　　after　inflatior　．”

　　　（B）　’The　secorid　Ti　me－section　：　The　World　Crisis　and　its．・recovery　（1929－

　　1938）．Since　1929，　a1皿ost　a11¢ountries　Were　overtaken　by　the　world　crisis，

　　and　suffered　from　the　price　deflation　and　the　decline　of　foreign　trade．　Up．　der

　sqch　circumstances．they　suspended　the　gold　standard　or　enforced　the　mone－

　　tary’　devaluation，　in　order　to　reduce　foreign　exchange　rate　and　to　raise　the

　price　level．　The　devaluation　in　this　period，　therefore，　may　be　characterized

　as　the　“inflation－stimulating　devaluation”　in　the　time　of　deflation．

　　　（C）　The　third　Time－section・：　The　World　War　II．　and　its　restoration　period

　（1939－1950）．　ln　order　to　stabilize　infiations　durin，cr．　and　after　the　War，　many

　countries　enforced　the　policy　of　curtailing　the　excess　purchasing　power，　or　of

　monetaty　devaluation　in　the　sense　of　reducing　the　par　value　of　the　currency．

　　（4）　The　third　Time－3ection　（1914－1928）　may　be　further　subdivided　into　3

Periods．

　　　（A）　The　first　Period・：　lnflation　during　the’War．　time　（1914－1918）．　ln

　this　period　the　rise　of　the　prices　in　all　¢ountries’were　quite　unifprm　and

　moderate　because　o’fi　the　price　control　policies．　At　the　end　of　the’　war　the

　price　level　of　all　the　counries　were　between　2　and　4　times　of　the　pre－war

　level．　Exceptions　were　Russia，　Austria；Hangary，　where　political　revolutions

had　taken　place　before　the　end　of　the　War．

　　　（B）　The　second　PeriOd：　lnflation　that　occured　immediately　after　the　War

　time　（1918－1920）．　ln　this　period　there　occurred　newly．　the　sc．called　“replace－

　ment　boom”，　which　had　quite　different　causes　and　Charactristics　from．　the

　war　time　inflation．　The　rate　of　the　rise　of　the　price－level　in　each　country

　was　quite’　different　from　those　in　other　countries．　（P．145）’

　　　（C）　The　third　Period：　lnflation　of　the　restoration　period．　ln　this　period

of　ten　years　extending　from　the　economic　reversion　in　1920　till　the　economic

　restoration　in　1928．　Here’we　find　3　diStinct　Types　o’f　inflation　or　deflation，

　and　the　consequent　monetary　policies．　（P．145）

　（5）　3　Types　o’fi　lnfiation．

　　　（A）　The　first　Type：　The　countries　that　had　Defiation　＄ince　192Q　ap．　d
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returned　to　the　g61d　standard　with　the　Pre－war　gold　parity．

　　　（a）　Since　the　economic　reversion　in　1920，　prices　contin’ued　to　fall　in

　tendency　and　there　were　no　more　inflatioi　s．　At　the　end　o’f　this　period，

　however，　the　price　levels　oS　those　countries　were　higher　than　the　・pre－war’

　levels　by　5e－100％．

　　　（b）　These　countries　returned　to　the　gold　standard　with　the　pre－war　parity，

　that　is，　adopted　Deflation　policies．　qP．145）

　　　（c）　Since　the　return　to　the　gold　stand’ard　the　domestic　situation　and

　．foreign　trade　of　these　countries　en　countered　di伍culty，　because　they　had

　artificially　raised　the　money　value　to　the　pre－war　level．

　　　Cd）　Therefore，　as　soon　as　the　world　crisis　took　place，　these　countries’　fell

　into　the　most　heavy　distress　and　were　compelled　to　suspend　the　gold　st’a’　n－

　dard　（England，　Japan），　or　to．　excute　the　rnonetary　devaluation　policy’（U．　S．

　　A．），　in　order　to　reduce　their　monetary　value　and　to　get　out　oi　the　distress，

　　（B）　The　second　Type：　The　countries　with　moderate　inflation　and　gold

devaluation．

　　　（a）　After　the　economic．reversion　to　deflation　in　1920，　there　occurred

　　another　inflation　of　moderate　scall．　The　rate　of　the　rising　prices　and

　　exchange　’depreciation　were　not　so　large　as　in　the　third　type．　The　price

　　level＄　jn　those　countries　were　between　5　and　35　times　of　the　pre　war　levels．

　　（P．145）

　　　　Cb）　Measures　adopted　by　the　countries　that　returned　to　the　gold　standard

　　with　the　new　gold　parity，　which．was　cut　down　according　to　the　rate　of

　　monetary　depreciation，　that　is，　according　to　the　rate　of　ex’change　dePreci－

　　ation，　which　was　somewhat　lower　than　the　rate　of　higher　priees．　These

　　countries　enforced　the　gold－devaluation　and　that，was　Surncient　to　meet　the

　　situation．

　　　　（c）　Since　the　return’to　the　gold　standard，　their　economic　situation　and

　　f’oreign　trade　did　not　encounter　so　great　a　dificulty　as　in　the　case　of　the

　　firsit　type，　because　the　new　gold　parity　had　coincided　with　the　rate　of　the

　　monetary　depreciation　during　・the　inflation．

　　　　（d）　These　countries　endured　successfully　for　a　ti・me　through　the　pressure

　　of　the　world　erisis　as　contrasted　with　those　countries　of　the　first　tyPe．　But

　　when　the　crisis　had　deepened　they　were　also　compelled，　at　last，　to　excute

　　the　gold　devaluation　pdlicies　since　1934－1936：

　　（C）　The　third　Type：　The　’countries　of　the　HyPer－inflation，　where　both　the

gold　devaluation　and　the　introduction　of　riew　money“unit　were　adOpted．

　　　　（a）　Soon　after　1920　there　occurred　another’　new　large－scale　inflation．

　　The　rate　of　monetary　depreciation　was　enor皿ous　as　may　be　called　Hyper

　　Infl－atiori．　（P．145）
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　　　　ニ
　　〔b〕When　they　returned　to　the　gold　standard，　some　of　the　countries　of

this　type（for　instance　Germany　and　Russia）cut　down　the　Pre・war　level　of．

gold　parity　according　to　the　rate　of　monetary　depreciation，（exactly　speaking

exchange　depreciation　whi6h　was　somewhat　s．maller　than　the　r3te　of　higher

prices）．　But　on　the　other　harld　they　introduced　the　new　unit　of　money，　the

values　of　which　were　enhanced　as　much　as　the　rate　of　reductlon　of．the

goid　parity．　Therefore，　the　new　unit　of　money　appeared　to　have　the． @same
gold　parity　as　the　pre－war　leve1．　They　on　the　one　hand，　effected，　gold

devaluation，　and　on　the　other　hand，　introduced　the　new　unit　of　nユoney　with

its　valUe　enhanced．

　　〔c〕　As　the　rate　of血onetary．　depreciation　and　the　rate　of　gold　devaluation

coincided，　the　inf111ence　of　the　retum　to　the　new　gold　standard　upon　the

eConomic　Situation　was　not　so　serious　as　in　th6　case　of　the　deflati6n　crisis．

of　the　first　Type．　For　instance，　Gemleny　had　experienced　the　rise　of　price

level　by　1，260，000，000，000　times　and　accordingly　executed　the　monetary

devoluation　by　one　1，000，000，000，000　th，　in．November　1923．　But　the　stabiliz－

ation　crisis　of　Germany　in　1924　was　not　so　serious　as　the　deflation‘ モ窒奄唐奄

of　Fngland　in　1926．

　　〔d〕　Even　in　the　world　crisis　both　Gerlnany　and　Russia　did　not　excute

monetary　devaluation，　as　the　first　Type　and　the　se60nd　Type．
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